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論
考

参
軍
事
の
研
究

石
井

仁

は
じ
め
に

『
宋
書
』
巻
四
十
九
・
蒯
恩
伝
に
、

龍
驤
將
軍
・
蘭
陵
太
守
に
遷
る
。
…
…
本
官
を
以
て
太
尉
〔
＝
劉
裕
〕
の
長

兼
行
參
軍
と
爲
り
、
衆
二
千
を
領
し
、
益
州
刺
史
の
朱
齢
石
に
隨
ひ
て
蜀
を

伐
つ
。
…
…
進
み
て
成
都
を
定
め
、
擢
か
れ
て
行
參
軍
と
爲
る
。
…
…
高
祖

の
世
子
征
虜
將
軍
と
爲
る
や
、
恩
は
大
府
の
佐
〔
＝
太
尉
行
参
軍
〕
を
以
て

中
兵
參
軍
を
領
し
、
府
に
隨
ひ
て
中
兵
參
軍
に
轉
ず
。
…
…
諮
議
參
軍
に
遷

り
、
輔
國
將
軍
・
淮
陵
太
守
に
轉
ず
。
世
子
開
府
す
る
や
、
ま
た
從
事
中
郎

と
爲
り
、
司
馬
に
轉
じ
、
將
軍
・
太
守
た
る
こ
と
故
の
如
し
。
（
遷
龍
驤
將

軍
・
蘭
陵
太
守
。
…
…
以
本
官
爲
太
尉
長
兼
行
參
軍
、
領
衆
二
千
、
隨
益
州

刺
史
朱
齢
石
伐
蜀
。
…
…
進
定
成
都
、
擢
爲
行
參
軍
。
…
…
高
祖
世
子
爲
征

虜
將
軍
、
恩
以
大
府
佐
領
中
兵
參
軍
、
隨
府
轉
中
兵
參
軍
。
…
…
遷
諮
議
參

軍
、
轉
輔
國
將
軍
・
淮
陵
太
守
。
世
子
開
府
、
又
爲
從
事
中
郎
、
轉
司
馬
、

將
軍
・
太
守
如
故
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
蒯
恩
（
蘭
陵
の
人
、
？
～
四
一
八
頃
）
は
劉
裕
（
宋
の
武
帝
、

在
位
四
二
〇
～
四
二
二
）
に
従
っ
て
武
功
を
積
み
、
太
尉
府
の
長
兼
行
参
軍
、
さ

ら
に
行
参
軍
に
抜
擢
さ
れ
る
（
四
一
二
年
頃
）
。
劉
裕
の
世
子
劉
義
符
（
少
帝
、

在
位
四
二
二
～
四
二
四
）
が
征
虜
将
軍
に
な
る
と
（
四
一
三
年
頃
）
、
蒯
恩
は
征

虜
府
の
中
兵
参
軍
を
兼
領
し
、
劉
義
符
が
西
中
郎
将
に
進
号
す
る
と
、
「
隨
府
」

し
て
西
中
郎
将
府
の
中
兵
参
軍
、
諮
議
参
軍
を
歴
任
し
た
。
劉
義
符
が
中
軍
将
軍

に
な
り
、
開
府
す
る
と
（
四
一
六
年
）
、
蒯
恩
は
中
軍
府
の
従
事
中
郎
に
転
じ
、

終
的
に
は
府
の
司
馬
に
ま
で
昇
進
し
た
。
蒯
恩
は
晋
宋
革
命
に
際
会
し
、
晩
年
、

顕
官
に
昇
っ
た
寒
門
武
人
で
あ
る
が
、
か
れ
の
官
僚
生
活
の
大
部
分
は
、
劉
裕
・

劉
義
符
父
子
の
軍
府
僚
属
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
『
南
斉
書
』
巻
三
十
四
・
王
諶
伝
に
、

宋
の
大
明
中
、
沈
曇
慶
の
徐
州
と
爲
る
や
〔
四
五
七
年
〕
、
諶
を
辟
し
て
迎

主
簿
と
爲
す
。
ま
た
州
迎
從
事
と
爲
り
、
湘
東
王
國
常
侍
、
鎭
北
行
參
軍
た

り
。
州
・
國
・
府
主
は
、
み
な
宋
の
明
帝
な
り
。
義
陽
王
の
征
北
行
參
軍
に

除
せ
ら
れ
、
ま
た
除
せ
ら
れ
て
明
帝
の
衞
軍
府
に
度
る
。
諶
は
學
義
あ
り
、

累
ね
て
帝
の
蕃
佐
と
爲
り
、
即
位
す
る
に
及
び
、
司
徒
參
軍
に
除
せ
ら
れ
、

薛
令
を
帶
び
、
兼
中
書
舎
人
た
り
て
、
親
遇
せ
ら
れ
、
常
に
左
右
に
在
り
。

（
宋
大
明
中
、
沈
曇
慶
爲
徐
州
、
辟
諶
爲
迎
主
簿
。
又
爲
州
迎
從
事
、
湘
東

王
國
常
侍
、
鎭
北
行
參
軍
、
州
・
國
・
府
主
、
皆
宋
明
帝
也
。
除
義
陽
王
征

北
行
參
軍
、
又
除
度
明
帝
衞
軍
府
。
諶
有
學
義
、
累
爲
帝
蕃
佐
、
及
即
位
、

除
司
徒
參
軍
、
帶
薛
令
、
兼
中
書
舎
人
、
見
親
遇
、
常
在
左
右
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
南
斉
の
王
諶
（
東
海
の
人
、
四
二
三
～
四
九
一
）
は
、
湘
東
王

劉
彧
（
明
帝
、
在
位
四
六
五
～
四
七
二
）
が
徐
州
刺
史
に
在
任
中
（
四
六
四
年
）
、

徐
州
従
事
史
、
湘
東
王
国
常
侍
、
鎮
北
行
参
軍
―
―
劉
彧
の
州
官
・
国
官
・
府
官

を
歴
任
し
た
。
さ
ら
に
劉
彧
の
衛
将
軍
府
＝
南
豫
州
都
督
府
の
府
佐
に
転
じ
（
四
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六
五
年
）
、
同
年
、
劉
彧
が
即
位
す
る
と
、
兼
中
書
舎
人
に
起
用
さ
れ
、
側
近
と

し
て
重
用
さ
れ
た
。

南
朝
の
正
史
か
ら
、
以
上
の
よ
う
な
事
例
を
見
つ
け
出
す
こ
と
は
、
そ
う
難
し

い
こ
と
で
は
な
い
。
府
主
が
他
の
方
鎮
に
転
任
す
る
際
、
旧
府
の
幕
僚
が
新
府
に

異
動
し
、
同
じ
府
主
の
も
と
に
勤
続
す
る
こ
と
を
「
隨
府
」
、
も
し
く
は
「
隨
藩
」

と
い
う
。
随
府
の
幕
僚
の
中
に
は
府
主
と
私
的
な
主
従
関
係
を
結
ぶ
も
の
も
あ
り
、

府
主
が
執
政
に
就
任
し
た
り
、
あ
る
い
は
革
命
な
ど
に
よ
っ
て
帝
位
に
即
け
ば
、

枢
要
官
に
抜
擢
さ
れ
る
こ
と
も
稀
で
は
な
か
っ
た
。

か
つ
て
筆
者
は
こ
の
問
題
を
取
り
あ
げ
、
時
代
区
分
な
い
し
貴
族
制
の
視
点
、

具
体
的
に
言
え
ば
、
漢
六
朝
期
に
盛
行
し
、
古
代
家
父
長
制
的
な
隷
属
関
係
な
の

か
、
中
世
封
建
制
的
な
主
従
関
係
な
の
か
論
争
が
お
こ
な
わ
れ
た
門
生
故
吏
関
係

の
文
脈
か
ら
、
読
み
解
こ
う
と
試
み
た
こ
と
が
あ
る
。
つ
い
で
、
軍
府
な
い
し
都

（
一
）

督
府
と
い
う
機
構
・
組
織
そ
の
も
の
に
、
随
府
な
い
し
門
生
故
吏
関
係
を
成
立
せ

し
め
る
要
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
代
表
的
な
府
官
で
あ
る
参
軍
事
の

起
源
に
注
目
し
た
。
参
軍
事
を
含
む
府
官
、
お
よ
び
州
官
な
ど
、
都
督
府
な
ら
び

に
そ
の
組
織
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
嚴
耕
望
の
す
ぐ
れ
た
研
究
が
あ
る
。

（
二
）

ま
た
、
宮
崎
市
定
は
長
史
・
司
馬
、
参
軍
事
、
あ
る
い
は
別
駕
従
事
史
な
ど
―
―

都
督
府
僚
属
の
貴
族
官
制
に
お
け
る
位
置
付
け
を
明
解
に
論
じ
て
い
る
。

（
三
）

筆
者
は
参
軍
事
の
草
創
期
の
在
り
方
に
そ
の
官
職
と
し
て
の
本
質
が
隠
さ
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
考
え
、
後
漢
末
の
群
雄
の
私
的
な
参
謀
職
を
起
源
と
す
る
こ

と
に
、
南
朝
に
お
け
る
随
府
、
あ
る
い
は
都
督
府
を
舞
台
に
展
開
し
た
門
生
故
吏

関
係
の
解
答
を
求
め
よ
う
と
し
た
。
か
か
る
問
題
設
定
な
い
し
分
析
の
方
法
に
つ

（
四
）

い
て
は
、
現
在
も
効
力
を
失
っ
て
い
な
い
と
考
え
て
い
る
が
、
参
軍
事
の
制
度
と

し
て
の
側
面
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
論
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
魏
晋

以
後
、
参
軍
事
は
次
第
に
官
職
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
、
官
僚
制
度
に
組
み
込
ま

れ
て
い
っ
た
。
南
北
朝
期
、
参
軍
事
は
中
央
・
地
方
を
問
わ
ず
、
広
く
設
置
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
唐
宋
で
は
地
方
役
人
の
代
名
詞
と
も
な
っ
た
。
問
題
設
定
の
原

点
に
立
ち
か
え
り
、
参
軍
事
の
制
度
的
変
遷
の
中
に
、
随
府
な
い
し
都
督
府
に
お

け
る
門
生
故
吏
関
係
を
説
明
し
得
る
因
子
は
隠
さ
れ
て
は
い
な
い
か
、
再
検
討
の

余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

本
論
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
関
心
か
ら
、
参
軍
事
の
制
度
的
な
変
遷
を
、（
一
）

官
職
化
（
臨
時
職
か
ら
常
設
官
へ
）
、
（
二
）
序
列
化
（
正
・
行
参
軍
の
分
化
な

ど
）
、
（
三
）
曹
局
と
の
結
合
（
＝
署
曹
参
軍
）
、
（
四
）
兼
任
と
兼
署
、
（
五
）
将

軍
号
と
の
関
係
、
以
上
の
五
点
を
中
心
に
分
析
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
章

魏
晋
に
お
け
る
参
軍
事
の
発
達

第
一
節

参
軍
事
と
そ
の
本
官

「
參
軍
事
」
も
し
く
は
「
參
軍
」
と
い
う
タ
ー
ム
が
史
料
に
散
見
し
始
め
る
の

は
、
後
漢
末
の
こ
と
で
あ
る
。
『
宋
書
』
巻
三
十
九
・
百
官
志
上
に
、

御
屬
・
參
軍
は
、
後
漢
の
官
な
り
。
孫
堅
の
車
騎
參
軍
と
爲
る
は
、
是
な
り
。

（
御
屬
・
參
軍
、
後
漢
官
。
孫
堅
爲
車
騎
參
軍
、
是
也
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
靈
帝
の
中
平
年
間
（
一
八
四
～
一
八
九
年
）
、
関
西
の
反
乱
鎮

圧
の
た
め
、
車
騎
将
軍
の
張
温
が
長
安
に
派
遣
さ
れ
た
際
、
議
郎
の
孫
堅
（
呉
郡

の
人
、
一
五
六
～
一
九
一
）
が
「
軍
事
に
與
參
」
（
『
呉
志
』
巻
一
・
孫
破
虜
伝
）

し
、
お
な
じ
く
陶
謙
（
丹
陽
の
人
、
一
三
二
～
一
九
四
）
が
「
軍
事
に
參
」
（
『
魏

志
』
巻
八
・
陶
謙
伝
）
し
た
と
い
う
記
事
が
、
し
ば
し
ば
参
軍
事
の
起
源
と
み
な

さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
表
記
は
「
與
參
軍
事
」
、
「
參
軍
事
」
、
あ
る
い
は

（
五
）

「
參
同
軍
事
」
（
後
述
）
な
ど
と
、
安
定
し
て
い
な
い
。
か
か
る
微
妙
な
記
述
の

ズ
レ
は
、
參
軍
事
が
正
式
な
官
職
名
で
な
か
っ
た
こ
と
は
言
う
に
お
よ
ば
ず
、
臨

時
職
と
い
う
よ
う
な
段
階
に
も
達
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い

る
。
参
軍
事
の
就
任
者
が
、
議
郎
の
よ
う
な
、
本
官
を
兼
務
し
て
い
た
こ
と
は
、

参軍事の研究
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か
か
る
理
解
を
裏
付
け
て
い
る
。

参
軍
事
の
本
官
は
光
禄
勲
所
属
の
散
官
で
あ
る
場
合
が
多
く
、
前
述
の
孫
堅
と

陶
謙
が
任
官
し
て
い
た
議
郎
（
秩
六
百
石
）
は
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

（
六
）

『
魏
志
』
巻
九
・
曹
純
伝
に
、

初
め
議
郎
を
以
て
司
空
の
軍
事
に
參
し
、
虎
豹
騎
を
督
す
。
（
初
以
議
郎
參

司
空
軍
事
、
督
虎
豹
騎
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
曹
純
（
一
七
一
頃
～
二
一
〇
）
は
「
議
郎
」
に
任
ぜ
ら
れ
て
「
司

空
の
軍
事
に
參
」
し
、
曹
操
の
親
衛
騎
兵
「
虎
豹
騎
」
を
指
揮
し
た
。
ま
た
、
同

（
七
）

上
巻
十
一
・
張
範
伝
に
、

太
祖
荊
州
よ
り
還
る
や
、
範
は
陳
に
見
ゆ
る
を
得
、
以
て
議
郎
と
爲
し
、
丞

相
の
軍
事
に
參
せ
し
め
、
甚
だ
敬
重
せ
ら
る
。
太
祖
征
伐
す
る
に
、
常
に
範

及
び
邴
原
に
令
し
て
留
め
、
世
子
と
居
守
せ
し
む
。
太
祖
、
文
帝
に
謂
ふ
な

ら
く
、
「
舉
動
は
必
ず
此
の
二
人
に
諮
れ
」
と
。
（
太
祖
自
荊
州
還
、
範
得

見
於
陳
、
以
爲
議
郎
、
參
丞
相
軍
事
、
甚
見
敬
重
。
太
祖
征
伐
、
常
令
範
及

邴
原
留
、
與
世
子
居
守
。
太
祖
謂
文
帝
、
舉
動
必
諮
此
二
人
。
）

と
あ
り
、
同
上
巻
十
三
・
華
歆
伝
に
、

歆
至
る
や
、
議
郎
に
拜
し
て
司
空
の
軍
事
に
參
し
、
入
り
て
尚
書
と
爲
り
、

侍
中
に
轉
じ
、
荀
彧
に
代
は
り
て
尚
書
令
と
爲
る
。
太
祖
の
孫
權
を
征
す
る

や
、
歆
を
表
し
て
軍
師
と
爲
す
。
魏
國
既
に
建
つ
や
、
御
史
大
夫
と
爲
る
。

（
歆
至
、
拜
議
郎
、
參
司
空
軍
事
、
入
爲
尚
書
、
轉
侍
中
、
代
荀
彧
爲
尚
書

令
。
太
祖
征
孫
權
、
表
歆
爲
軍
師
。
魏
國
既
建
、
爲
御
史
大
夫
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
張
範
（
河
内
の
人
、
？
～
二
一
二
）
、
華
歆
（
平
原
の
人
、
一

五
七
～
二
三
一
）
ら
は
「
議
郎
」
に
任
ぜ
ら
れ
て
曹
操
の
参
軍
事
に
な
っ
た
。

議
郎
よ
り
も
上
位
の
諫
議
大
夫
（
秩
六
百
石
）
、
さ
ら
に
は
比
二
千
石
の
光
禄

大
夫
が
参
軍
事
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
『
魏
志
』
巻
六
・
劉
表
伝

注
引
『
魏
武
故
事
』
に
、

令
し
て
曰
は
く
、
「
…
…
青
州
刺
史
の
琮
、
…
…
而
れ
ど
も
比
り
に
牋
あ
り

て
州
よ
り
還
ら
ん
こ
と
を
求
む
。
監
史
〔
＝
刺
史
を
さ
す
〕
は
尊
し
と
雖
も
、

秩
祿
は
未
だ
優
な
ら
ず
。
い
ま
執
る
所
を
聽
し
、
琮
を
表
し
て
諫
議
大
夫
と

爲
し
、
軍
事
に
參
同
せ
し
む
」
と
。
（
令
曰
、
…
…
青
州
刺
史
琮
、
…
…
而

比
有
牋
求
還
州
。
監
史
雖
尊
、
秩
祿
未
優
。
今
聽
所
執
、
表
琮
爲
諫
議
大
夫
、

參
同
軍
事
。
）

と
あ
り
、
同
上
巻
十
三
・
王
朗
伝
に
、

太
祖
表
し
て
こ
れ
を
徴
し
、
朗
は
曲
阿
よ
り
江
海
を
展
轉
し
、
年
を
積
み
て

乃
ち
至
る
。
諫
議
大
夫
に
拜
し
、
司
空
の
軍
事
に
參
す
。
魏
國
初
め
て
建
つ

や
、
軍
師
祭
酒
を
以
て
魏
郡
太
守
を
領
し
、
少
府
に
遷
り
、
奉
常
、
大
理
た

り
。
（
太
祖
表
徴
之
、
朗
自
曲
阿
展
轉
江
海
、
積
年
乃
至
。
拜
諫
議
大
夫
、

參
司
空
軍
事
。
魏
國
初
建
、
以
軍
祭
酒
〔
⇒
軍
師
祭
酒
〕
領
魏
郡
太
守
、
遷

少
府
、
奉
常
、
大
理
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
劉
琮
（
山
陽
の
人
、
劉
表
の
子
）
、
王
朗
（
東
海
の
人
、
？
～

二
二
八
）
ら
は
「
諫
議
大
夫
」
に
任
ぜ
ら
れ
て
、
曹
操
の
参
軍
事
と
な
り
、
同
上

巻
十
・
荀
彧
伝
に
、

會
々
孫
權
を
征
し
、
表
し
て
彧
を
請
ひ
て
軍
を
譙
に
勞
は
し
む
。
因
り
て
輒

に
彧
を
留
め
、
侍
中
・
光
祿
大
夫
を
以
て
節
を
持
し
、
丞
相
の
軍
事
に
參
せ

し
む
。
太
祖
の
軍
濡
須
に
至
る
や
、
彧
疾
み
て
、
壽
春
に
留
ま
り
、
憂
を
以

て
薨
ず
。
（
會
征
孫
權
、
表
請
彧
勞
軍
於
譙
。
因
輒
留
彧
、
以
侍
中
・
光
祿

大
夫
持
節
、
參
丞
相
軍
事
。
太
祖
軍
至
濡
須
、
彧
疾
、
留
壽
春
、
以
憂
薨
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
侍
中
の
荀
彧
（
潁
川
の
人
、
一
六
三
～
二
一
二
）
は
「
光
祿
大

夫
」
を
以
て
、
「
丞
相
の
軍
事
に
參
」
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
議
郎
よ
り
も
下
位
の
中
郎
（
比
六
百
石
）
、
郎
中
（
比
三
百
石
）

が
参
軍
事
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、『
蜀
志
』
巻
十
四
・
姜
維
伝
に
、

姜
維
、
字
は
伯
約
、
天
水
冀
の
人
な
り
。
…
…
郡
に
仕
へ
て
上
計
掾
た
り
、
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州
辟
し
て
從
事
と
爲
す
。
父
の
冏
む
か
し
郡
の
功
曹
と
爲
る
も
、
羌
・
戎
叛

亂
す
る
に
値
り
、
身
ら
郡
將
を
衞
り
、
戰
場
に
沒
す
る
を
以
て
、
維
に
官
を

賜
ひ
て
中
郎
と
し
、
本
郡
の
軍
事
に
參
せ
し
む
。
（
姜
維
、
字
伯
約
、
天
水

冀
人
也
。
…
…
仕
郡
上
計
掾
、
州
辟
爲
從
事
。
以
父
冏
昔
爲
郡
功
曹
、
値
羌
・

戎
叛
亂
、
身
衞
郡
將
、
沒
於
戰
場
、
賜
維
官
中
郎
、
參
本
郡
軍
事
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
姜
維
（
天
水
の
人
、
二
〇
二
～
二
六
四
）
は
魏
に
仕
え
て
い
た

と
き
、
父
の
功
績
に
よ
っ
て
「
中
郎
」
に
拝
し
、
本
郡
す
な
わ
ち
天
水
郡
の
「
軍

事
に
參
」
し
た
。
晋
荀
岳
墓
誌
（
『
芒
洛
冢
墓
遺
文
三
編
』
な
ど
）
に
、

晉
の
故
中
書
侍
郎
、
潁
川
潁
陰
の
荀
君
の
墓
。
…
…
岳
、
字
は
於
伯
、
小
字

は
異
姓
。
…
…
（
太
康
）
十
年
〔
二
八
九
年
〕
五
月
十
七
日
、
屯
騎
始
平
王

の
司
馬
に
除
せ
ら
る
。
十
二
月
二
十
七
日
、
中
郎
・
參
平
南
將
軍
楚
王
軍
事

に
除
せ
ら
る
。
…
…
永
煕
元
年
〔
二
九
〇
年
〕
九
月
、
參
鎭
南
將
軍
（
軍
）

事
に
除
せ
ら
る
。
永
平
元
年
〔
二
九
一
年
〕
二
月
三
日
、
河
内
の
山
陽
令
に

除
せ
ら
れ
、
元
康
元
年
〔
二
九
一
年
〕
三
月
二
十
五
日
到
官
す
。
（
晉
故
中

書
侍
郎
潁
川
潁
陰
荀
君
之
墓
。
…
…
岳
、
字
於
伯
、
小
字
異
姓
。
…
…
十
年

五
月
十
七
日
、
除
屯
騎
始
平
王
司
馬
。
十
二
月
二
十
七
日
、
除
中
郎
・
參
平

南
將
軍
楚
王
軍
事
。
…
…
永
煕
元
年
九
月
、
除
參
鎭
南
將
軍
事
。
永
平
元
年

二
月
三
日
、
除
河
内
山
陽
令
、
元
康
元
年
三
月
二
十
五
日
到
官
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
西
晋
の
荀
岳
（
潁
川
の
人
、
二
四
六
～
二
九
五
）
は
、
武
帝
の

末
年
、
「
中
郎
」
に
除
せ
ら
れ
、
司
馬
瑋
の
「
參
平
南
軍
事
」
と
な
り
、
随
府
し

て
「
參
鎭
南
軍
事
」
に
転
じ
た
。
ま
た
、
『
華
陽
国
志
』
巻
八
・
大
同
志
・
咸
寧

（
八
）

五
年
（
二
七
九
年
）
の
条
に
、

詔
書
も
て
濬
を
龍
驤
將
軍
に
拜
し
、
節
を
假
し
、
監
梁
益
二
州
軍
事
と
し
、

何
攀
を
郎
中
・
參
軍
事
に
除
し
、
典
軍
從
事
の
張
任
・
趙
明
・
李
高
・
徐
兆

を
以
て
牙
門
と
爲
し
、
姚
顯
・
郤
堅
も
て
督
と
爲
す
。
（
詔
書
拜
濬
龍
驤
將

軍
、
假
節
、
監
梁
益
二
州
軍
事
、
除
何
攀
郎
中
・
參
軍
事
、
以
典
軍
從
事
張

任
・
趙
明
・
李
高
・
徐
兆
爲
牙
門
、
姚
顯
・
郄
〔
＝
郤
〕
堅
爲
督
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
平
呉
の
役
の
際
、
何
攀
（
二
四
四
～
三
〇
一
）
は
「
郎
中
」
を

以
て
、
龍
驤
将
軍
・
監
益
梁
二
州
諸
軍
事
の
王
濬
の
「
參
軍
事
」
に
な
っ
た
。

こ
の
ほ
か
、
『
魏
志
』
巻
九
・
曹
休
伝
に
、

常
に
征
伐
に
從
ひ
、
虎
豹
騎
を
領
し
て
宿
衞
せ
し
む
。
劉
備
、
將
の
呉
蘭
を

遣
は
し
て
下
辯
に
屯
せ
し
む
る
や
、
太
祖
は
曹
洪
を
遣
は
し
て
こ
れ
を
征
せ

し
め
、
休
を
以
て
騎
都
尉
と
爲
し
、
洪
の
軍
事
に
參
せ
し
む
。
太
祖
休
に
謂

ひ
て
曰
は
く
、
「
汝
は
參
軍
と
雖
も
、
其
れ
實
は
帥
な
り
」
と
。
洪
も
此
の

令
を
聞
き
、
ま
た
事
を
休
に
委
ぬ
。
…
…
太
祖
漢
中
の
諸
軍
を
抜
き
て
、
長

安
に
還
る
や
、
休
を
中
領
軍
に
拜
す
。
（
常
從
征
伐
、
使
領
虎
豹
騎
宿
衞
。

劉
備
遣
將
呉
蘭
屯
下
辯
、
太
祖
遣
曹
洪
征
之
、
以
休
爲
騎
都
尉
、
參
洪
軍
事
。

太
祖
謂
休
曰
、
「
汝
雖
參
軍
、
其
實
帥
也
。
」
洪
聞
此
令
、
亦
委
事
於
休
。

…
…
太
祖
抜
漢
中
諸
軍
、
還
長
安
、
拜
休
中
領
軍
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
曹
休
（
？
～
二
二
八
）
は
「
騎
都
尉
」
（
比
二
千
石
）
に
任
ぜ

ら
れ
て
曹
洪
の
「
參
軍
事
」
と
な
り
、
同
上
巻
九
・
夏
侯
尚
伝
に
、

（
九
）

太
祖
冀
州
を
定
む
る
や
、
尚
は
軍
司
馬
と
爲
っ
て
騎
を
將
い
、
征
伐
に
從
ひ
、

の
ち
五
官
將
文
學
と
爲
る
。
魏
國
初
め
て
建
つ
や
、
黄
門
侍
郎
に
遷
る
。
代

郡
胡
叛
く
や
、
鄢
陵
侯
彰
を
遣
は
し
て
こ
れ
を
征
討
せ
し
め
、
尚
を
以
て
彰

の
軍
事
に
參
せ
し
め
、
代
の
地
を
定
め
て
、
還
る
。
（
太
祖
定
冀
州
、
尚
爲

軍
司
馬
將
騎
、
從
征
伐
、
後
爲
五
官
將
文
學
。
魏
國
初
建
、
遷
黄
門
侍
郎
。

代
郡
胡
叛
、
遣
鄢
陵
侯
彰
征
討
之
、
以
尚
參
彰
軍
事
、
定
代
地
、
還
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
夏
侯
尚
（
？
～
二
二
）
は
「
黄
門
侍
郎
」（
六
百
石
）
の
ま
ま
、

北
中
郎
将
・
行
驍
騎
将
軍
曹
彰
の
参
軍
事
に
な
っ
た
。

（
一
〇
）

ま
た
、
同
上
巻
十
四
・
程
昱
伝
注
引
『
魏
書
』
に
、

太
祖
馬
超
を
征
し
、
文
帝
留
守
す
る
や
、
昱
を
し
て
軍
事
に
參
せ
し
む
。（
太

祖
征
馬
超
、
文
帝
留
守
、
使
昱
參
軍
事
。
）
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と
あ
る
よ
う
に
、
曹
操
が
関
中
に
遠
征
し
、
五
官
中
郎
将
の
曹
丕
が
鄴
を
留
守
し

た
と
き
（
二
一
一
年
）
、
程
昱
（
東
郡
の
人
、
一
四
一
頃
～
二
二
〇
頃
）
は
曹
丕

の
「
參
軍
事
」
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
当
時
、
程
昱
は
「
奮
武
將
軍
・
安
國
亭
侯
」
だ

っ
た
か
ら
、
雑
号
将
軍
（
二
千
石
以
上
）
の
任
官
者
で
も
、
参
軍
事
を
兼
ね
る
こ

と
が
可
能
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
同
上
巻
四
・
陳
留
王
紀
・
咸
煕
元
年
（
二
六
四

年
）
八
月
癸
巳
詔
に
、

前
に
逆
臣
鍾
會
反
亂
を
構
造
せ
ん
と
す
る
や
、
征
行
の
將
士
を
聚
集
し
、
劫

か
す
に
兵
威
を
以
て
し
、
始
め
て
姦
謀
を
吐
き
、
桀
逆
を
發
言
し
、
衆
人
を

逼
脅
し
て
、
み
な
議
を
下
し
む
も
、
倉
卒
の
際
、
驚
懾
せ
ざ
る
は
な
し
。
相

國
左
司
馬
の
夏
侯
和
、
騎
士
曹
屬
の
朱
撫
は
時
に
使
し
て
成
都
に
在
り
、
中

領
軍
司
馬
の
賈
輔
、
郎
中
の
羊
琇
は
各
々
（
鍾
）
會
の
軍
事
に
參
す
。
和
・

輔
・
琇
・
撫
は
み
な
抗
節
不
撓
に
し
て
、
會
の
凶
言
を
拒
み
、
危
に
臨
み
て

顧
み
ず
、
詞
指
正
烈
た
り
。
（
前
逆
臣
鍾
會
構
造
反
亂
、
聚
集
征
行
將
士
、

劫
以
兵
威
、
始
吐
姦
謀
、
發
言
桀
逆
、
逼
脅
衆
人
、
皆
使
下
議
、
倉
卒
之
際
、

莫
不
驚
懾
。
相
國
左
司
馬
夏
侯
和
・
騎
士
曹
屬
朱
撫
時
使
在
成
都
、
中
領
軍

司
馬
賈
輔
・
郎
中
羊
琇
各
參
會
軍
事
。
和
・
（
輔
・
）
琇
・
撫
、
皆
抗
節
不

撓
、
拒
會
凶
言
、
臨
危
不
顧
、
詞
指
正
烈
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
平
蜀
の
役
の
際
、
中
領
軍
司
馬
の
賈
輔
と
郎
中
の
羊
琇
（
泰
山

の
人
）
は
、
「
會
の
軍
事
に
參
」
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
鍾
會
は
「
鎭
西
將
軍
・

（
一
一
）

都
督
關
中
諸
軍
事
」
で
あ
っ
た
（
『
魏
志
』
巻
二
十
八
・
本
伝
）
。
中
領
軍
司
馬

が
都
督
府
の
参
軍
事
だ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
い
か
な
る
官
職
に
在
任
し
て
い
よ

う
が
、
参
軍
事
に
な
る
妨
げ
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

同
上
巻
十
・
賈
詡
伝
に
、

詡
を
表
し
て
執
金
吾
と
爲
し
、
都
亭
侯
に
封
じ
、
冀
州
牧
に
遷
す
。
冀
州
未

だ
平
ら
が
ざ
れ
ば
、
留
ま
り
て
司
空
の
軍
事
に
參
す
。
…
…
河
北
平
ら
ぎ
、

太
祖
冀
州
牧
を
領
す
る
や
、
詡
を
徙
し
て
太
中
大
夫
と
爲
す
。
（
表
詡
爲
執

金
吾
、
封
都
亭
侯
、
遷
冀
州
牧
。
冀
州
未
平
、
留
參
司
空
軍
事
。
…
…
河
北

平
、
太
祖
領
冀
州
牧
、
徙
詡
爲
太
中
大
夫
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
賈
詡
（
武
威
の
人
、
一
四
七
～
二
二
三
）
は
「
冀
州
牧
」
と
い

う
高
官
の
ま
ま
、
曹
操
の
参
軍
事
に
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
人
事
は
、

冀
州
牧
で
あ
っ
た
袁
紹
と
の
決
戦
を
前
に
、
か
れ
の
冀
州
支
配
の
正
当
性
を
否
定

し
、
そ
の
陣
営
を
動
揺
さ
せ
る
た
め
の
宣
伝
戦
、
心
理
戦
の
側
面
が
強
く
、
実
際

に
冀
州
に
赴
任
し
て
職
務
を
遂
行
で
き
る
可
能
性
は
皆
無
に
近
か
っ
た
か
ら
、
参

軍
事
に
留
任
す
る
の
は
想
定
内
の
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
。

（
一
二
）

ま
た
、
同
上
巻
十
三
・
鍾
繇
伝
に
、

太
祖
方
に
山
東
に
事
あ
れ
ば
、
關
右
を
以
て
憂
と
爲
す
。
乃
ち
繇
を
表
し
て

侍
中
を
以
て
守
司
隸
校
尉
と
し
、
持
節
し
て
關
中
の
諸
軍
を
督
せ
し
め
、
こ

れ
に
委
ぬ
る
に
後
事
を
以
て
し
、
特
に
科
制
に
拘
ら
ざ
ら
し
む
。
…
…
天
子

西
遷
し
て
よ
り
、
洛
陽
の
人
民
單
盡
す
る
も
、
繇
は
關
中
の
民
を
徙
し
、
ま

た
亡
叛
を
招
納
し
以
て
こ
れ
を
充
し
、
數
年
の
間
、
民
戸
稍
く
實
つ
。
太
祖

の
關
中
を
征
す
る
や
、
以
て
資
と
爲
す
を
得
。
繇
を
表
し
て
前
軍
師
と
爲
す
。

（
太
祖
方
有
事
山
東
、
以
關
右
爲
憂
。
乃
表
繇
以
侍
中
守
司
隸
校
尉
、
持
節

督
關
中
諸
軍
、
委
之
以
後
事
、
特
使
不
拘
科
制
。
…
…
自
天
子
西
遷
、
洛
陽

人
民
單
盡
、
繇
徙
關
中
民
、
又
招
納
亡
叛
以
充
之
、
數
年
間
民
戸
稍
實
。
太

祖
征
關
中
、
得
以
爲
資
。
表
繇
爲
前
軍
師
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
建
安
十
八
年
（
二
一
三
年
）
、
九
州
制
の
施
行
に
と
も
な
っ
て

司
隷
校
尉
が
廃
止
さ
れ
る
と
、
鍾
繇
（
潁
川
の
人
、
？
～
二
三
〇
）
は
「
前
軍
師
」

に
遷
っ
た
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
太
平
御
覧
』
巻
二
百
四
十
九
・
職
官
部
四

十
七
・
府
参
軍
に
引
か
れ
る
『
魏
武
選
令
』
に
よ
れ
ば
、

い
ま
詔
書
あ
り
て
司
隸
（
校
尉
）
の
官
を
省
く
。
鍾
校
尉
は
材
智
決
洞
、
通

敏
先
覺
た
り
。
上
せ
て
軍
事
に
參
し
、
以
て
闇
政
を
輔
け
し
め
ん
こ
と
を
請

ふ
べ
し
。
（
今
詔
書
省
司
隸
官
。
鍾
校
尉
材
智
決
洞
、
通
敏
先
覺
。
可
上
請
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參
軍
事
、
以
輔
闇
政
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
曹
操
は
こ
の
人
事
を
丞
相
府
の
「
軍
事
に
參
せ
し
む
」
と
記
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
鍾
繇
が
前
軍
師
に
任
官
し
た
こ
と
も
、
広
く
言
え
ば
、
参
軍

事
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
『
魏
志
』
巻
一
・
武
帝
紀
・
建
安
十
八
年
五
月
丙
申
の

条
注
引
『
魏
書
』
に
は
、
曹
操
に
魏
公
就
位
を
勧
進
す
る
三
十
名
の
幕
僚
の
官
姓

名
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
本
来
の
幕
僚
長
で
あ
る
長
史
の
上
位
に
、
軍
師
、
雑
号

将
軍
、
太
中
大
夫
、
軍
師
祭
酒
、
中
領
軍
・
中
護
軍
、
驍
騎
将
軍
、
領
軍
将
軍
の

在
任
者
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
征
虜
將
軍
の
劉
勳
」
は
、
同
上
巻
十

二
・
司
馬
芝
伝
注
引
『
魏
略
』
に
、

勳
、
字
は
子
臺
、
琅
邪
の
人
な
り
。
中
平
の
末
、
沛
國
の
建
平
長
と
爲
り
、

太
祖
と
舊
あ
り
。
の
ち
廬
江
太
守
と
爲
る
も
、
孫
策
の
破
る
所
と
爲
り
、
自

ら
太
祖
に
歸
し
、
列
侯
に
封
ぜ
ら
れ
、
遂
に
從
い
て
議
に
散
伍
す
る
の
中
に

在
り
。
（
勳
、
字
子
臺
、
琅
邪
人
。
中
平
末
、
爲
沛
國
建
平
長
、
與
太
祖
有

舊
。
後
爲
廬
江
太
守
、
爲
孫
策
所
破
、
自
歸
太
祖
、
封
列
侯
、
遂
從
在
散
伍

議
中
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
袁
術
死
後
、
孫
策
と
江
東
を
争
っ
た
群
雄
で
あ
る
が
、
敗
れ
て

曹
操
に
帰
順
し
た
後
、
会
議
に
列
席
す
る
だ
け
の
散
官
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
あ
る
。

「
太
中
大
夫
の
賈
詡
」
も
ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
、
冀
州
牧
の
ま
ま
「
參
司
空
軍

事
」
に
留
任
し
た
か
ら
、
太
中
大
夫
に
遷
っ
た
後
も
、
参
軍
事
で
あ
り
続
け
た
こ

と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
。

以
上
、
要
す
る
に
、
参
軍
事
と
い
う
タ
ー
ム
は
、
他
官
に
在
任
す
る
官
僚
が
、

三
公
・
将
軍
の
政
治
な
い
し
軍
事
顧
問
の
任
務
を
帯
び
る
際
に
用
い
ら
れ
た
も
の

で
、
光
禄
勲
系
統
の
官
職
と
の
兼
務
が
多
く
見
ら
れ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
い
か

な
る
条
件
、
制
限
も
な
か
っ
た
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
節

参
軍
事
の
州
郡
な
い
し
都
督
府
へ
の
派
遣

前
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、
参
軍
事
の
設
置
・
任
命
は
、
曹
操
の
司
空
府
な
い
し

丞
相
府
の
よ
う
に
、
中
央
の
公
府
・
幕
府
か
ら
始
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
都
督
、

州
郡
な
ど
に
も
参
軍
事
が
派
遣
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
『
魏
志
』
巻
二
十
三
・
趙

儼
伝
に
、

關
羽
征
南
將
軍
の
曹
仁
を
樊
に
圍
む
や
、
儼
は
議
郎
を
以
て
仁
の
軍
事
に
參

し
、
南
行
し
、
平
寇
將
軍
の
徐
晃
と
倶
に
前
む
。
（
關
羽
圍
征
南
將
軍
曹
仁

於
樊
、
儼
以
議
郎
參
仁
軍
事
、
南
行
、
與
平
寇
將
軍
徐
晃
倶
前
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
征
南
将
軍
の
曹
仁
が
關
羽
に
包
囲
さ
れ
た
と
き
（
二
一
九
年
）
、

趙
儼
（
潁
川
の
人
、
一
七
一
～
二
四
三
）
が
そ
の
「
參
軍
事
」
に
任
ぜ
ら
れ
、
救

援
に
赴
い
た
と
い
う
の
は
、
初
期
の
事
例
で
あ
る
。

ま
た
、
前
掲
『
魏
志
』
鍾
繇
伝
に
よ
れ
ば
、
司
隷
校
尉
の
鍾
繇
は
「
持
節
督
關

中
諸
軍
」
、
の
ち
の
都
督
に
類
似
す
る
権
限
を
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
同
上
巻
十
五
・

（
一
三
）

張
既
伝
に
、

の
ち
右
職
を
歴
し
、
孝
廉
に
舉
げ
ら
れ
る
も
、
行
か
ず
。
太
祖
司
空
と
爲
り
、

辟
す
る
も
、
未
だ
至
ら
ず
、
茂
才
に
舉
げ
ら
れ
、
新
豐
令
に
除
せ
ら
る
。
…

…
其
の
後
、
（
高
）
幹
ま
た
并
州
を
舉
げ
て
反
す
る
や
、
河
内
の
張
晟
の
衆

萬
餘
人
屬
す
る
所
な
く
、
崤
・
澠
の
間
に
寇
し
、
河
東
の
衛
固
、
弘
農
の
張

琰
各
々
兵
を
起
こ
し
て
以
て
こ
れ
に
應
ず
。
太
祖
既
を
以
て
議
郎
と
爲
し
、

（
鍾
）
繇
の
軍
事
に
參
せ
し
め
、
西
に
使
し
て
諸
將
を
徴
さ
し
む
。
…
…
の

ち
（
馬
）
超
反
す
る
や
、
既
は
太
祖
に
從
ひ
、
超
を
華
陰
に
破
り
、
西
の
か

た
關
右
を
定
む
。
既
を
以
て
京
兆
尹
と
爲
す
。
（
後
歴
右
職
、
舉
孝
廉
、
不

行
。
太
祖
爲
司
空
、
辟
、
未
至
、
舉
茂
才
、
除
新
豐
令
。
…
…
其
後
幹
復
舉

并
州
反
、
河
内
張
晟
衆
萬
餘
人
無
所
屬
、
寇
崤
・
澠
間
、
河
東
衛
固
・
弘
農

張
琰
各
起
兵
以
應
之
。
太
祖
以
既
爲
議
郎
、
參
繇
軍
事
、
使
西
徴
諸
將
。
…

…
後
超
反
、
既
從
太
祖
、
破
超
於
華
陰
、
西
定
關
右
。
以
既
爲
京
兆
尹
。
）
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と
あ
り
、
同
上
巻
十
五
・
賈
逵
伝
に
、

の
ち
茂
才
に
舉
げ
ら
れ
、
澠
池
令
に
除
せ
ら
る
。
…
…
司
徒
辟
し
て
掾
と
爲

し
、
議
郎
を
以
て
司
隸
の
軍
事
に
參
す
。
太
祖
の
馬
超
を
征
せ
ん
と
す
る
や

〔
二
一
一
年
〕
、
…
…
逵
を
以
て
弘
農
太
守
を
領
せ
し
め
、
召
見
し
て
事
を

計
る
。
（
後
舉
茂
才
、
除
澠
池
令
。
…
…
司
徒
辟
爲
掾
、
以
議
郎
參
司
隸
軍

事
。
太
祖
征
馬
超
、
…
…
以
逵
領
弘
農
太
守
、
召
見
計
事
。
）

と
あ
り
、
同
上
巻
二
十
三
・
杜
襲
伝
に
、

建
安
の
初
め
、
太
祖
の
天
子
を
迎
へ
て
許
に
都
す
る
や
、
襲
は
逃
れ
て
鄕
里

に
還
り
、
太
祖
以
て
西
鄂
長
と
爲
す
。
…
…
司
隸
の
鍾
繇
表
し
て
議
郎
に
拜

し
、
軍
事
に
參
せ
し
む
。
荀
彧
ま
た
襲
を
太
祖
に
薦
め
、
以
て
丞
相
軍
師
祭

酒
と
爲
す
。
魏
國
既
に
建
つ
や
、
侍
中
と
爲
り
、
王
粲
・
和
洽
と
並
び
に
用

ひ
ら
る
。
（
建
安
初
、
太
祖
迎
天
子
都
許
、
襲
逃
還
郷
里
、
太
祖
以
爲
西
鄂

長
。
…
…
司
隸
鍾
繇
表
拜
議
郎
、
參
軍
事
。
荀
彧
又
薦
襲
太
祖
、
以
爲
丞
相

軍
〔
→
軍
師
〕
祭
酒
。
魏
國
既
建
、
爲
侍
中
、
與
王
粲
・
和
洽
並
用
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
張
既
（
馮
翊
の
人
、
？
～
二
二
三
）
、
賈
逵
（
河
東
の
人
、
一

七
四
頃
～
二
二
八
頃
）
、
杜
襲
（
潁
川
の
人
）
ら
は
「
議
郎
」
を
以
て
、
「
司
隸

の
軍
事
に
參
」
し
た
。
司
隷
校
尉
鍾
繇
の
も
と
に
も
、
多
数
の
参
軍
事
が
置
か
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
一
四
）

こ
の
ほ
か
、
同
上
巻
二
十
五
・
楊
阜
伝
に
、

楊
阜
、
字
は
義
山
、
天
水
冀
の
人
な
り
。
州
從
事
を
以
て
牧
の
韋
端
の
た
め

使
し
て
許
に
詣
り
、
安
定
長
史
に
拜
す
。
…
…
其
の
子
康
代
は
り
て
刺
史
と

爲
る
や
、
阜
を
辟
し
て
別
駕
と
爲
し
、
孝
廉
に
察
せ
ら
れ
、
丞
相
府
に
辟
さ

れ
る
も
、
州
表
し
て
留
め
て
軍
事
に
參
せ
し
む
。
（
楊
阜
、
字
義
山
、
天
水

冀
人
也
。
以
州
從
事
爲
牧
韋
端
使
詣
許
、
拜
安
定
長
史
。
…
…
其
子
康
代
爲

刺
史
、
辟
阜
爲
別
駕
、
察
孝
廉
、
辟
丞
相
府
、
州
表
留
參
軍
事
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
涼
州
牧
の
韋
端
、
涼
州
刺
史
の
韋
康
（
？
～
二
一
三
）
父
子
の

も
と
に
も
、
参
軍
事
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

天
水
郡
に
参
軍
事
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
が
、
『
呉
志
』

巻
二
・
呉
主
伝
に
は
、

（
建
安
）
十
九
年
五
月
、
權
皖
城
を
征
す
。
閏
月
、
こ
れ
に
克
ち
、
廬
江
太

守
の
朱
光
及
び
參
軍
の
董
和
、
男
女
數
萬
口
を
獲
。
（
十
九
年
五
月
、
權
征

皖
城
。
閏
月
、
克
之
、
獲
廬
江
太
守
朱
光
及
參
軍
董
和
、
男
女
數
萬
口
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
孫
權
が
廬
江
郡
を
攻
略
し
た
際
（
二
一
四
年
）
、
太
守
の
朱
光

と
共
に
「
參
軍
の
董
和
」
以
下
を
捕
虜
に
し
た
と
い
う
。
陳
壽
の
筆
致
は
、
董
和

が
太
守
に
次
ぐ
重
要
な
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
姜
維
が
参
軍
事

と
な
っ
た
天
水
郡
は
、
蜀
漢
も
し
く
は
羌
族
と
の
攻
防
の

前
線
に
位
置
す
る
。

廬
江
郡
も
ま
た
呉
と
境
界
に
接
し
、
実
際
、
孫
權
の
攻
撃
を
う
け
て
陥
落
し
た
。

当
然
、
こ
の
よ
う
な
郡
に
は
軍
隊
が
常
駐
し
、
郡
太
守
は
将
軍
な
ど
の
武
官
を
兼

任
し
、
そ
の
指
揮
官
と
な
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
領
兵
の
郡
太
守
の
も
と
に
は
、
お

し
な
べ
て
参
軍
事
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

（
一
五
）

西
晋
の
孫
楚
（
太
原
の
人
、
？
～
二
九
三
）
は
石
苞
（
都
督
揚
州
諸
軍
事
・
驃

騎
将
軍
）
の
参
軍
事
に
任
命
さ
れ
る
が
、
「
天
子
我
に
命
じ
て
卿
の
軍
事
に
參
せ

し
む
」
と
言
い
放
ち
、
石
苞
を
侮
辱
し
た
。
以
後
、
参
軍
事
は
府
主
に
「
施
敬
」

す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
（
『
晋
書
』
巻
五
十
六
・
孫
楚
伝
）
。
参
軍
事
は

府
主
と
対
等
の
立
場
を
主
張
で
き
た
の
で
あ
る
（
少
な
く
と
も
、
孫
楚
は
そ
の
よ

う
に
理
解
し
て
い
た
）
。
州
郡
に
派
遣
さ
れ
た
参
軍
事
の
地
位
の
高
さ
も
、
推
し

て
知
る
べ
し
で
あ
る
。

参
軍
事
の
登
場
は
、
郡
国
の
守
相
や
県
の
令
長
な
ど
い
わ
ゆ
る
牧
民
官
以
外
に
、

中
央
官
僚
が
地
方
統
治
に
関
与
し
得
る
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
り

わ
け
、
孫
楚
の
事
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
魏
晋
以
降
、
都
督
府
に
参
軍
事
が
派

遣
さ
れ
る
事
例
が
増
加
す
る
。
『
晋
書
』
巻
四
十
四
・
李
胤
伝
に
、

初
め
郡
に
仕
へ
て
上
計
掾
と
な
り
、
州
は
從
事
に
辟
し
、
治
中
と
な
り
、
孝
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廉
に
舉
げ
ら
れ
、
鎭
北
軍
事
に
參
し
、
樂
平
侯
相
に
遷
る
。
（
初
仕
郡
上
計

掾
、
州
辟
從
事
、
治
中
、
舉
孝
廉
、
參
鎭
北
軍
事
、
遷
樂
平
侯
相
。
）

と
あ
り
、
同
上
巻
四
十
六
・
劉
頌
伝
に
、

頌
の
弟
彪
、
字
は
仲
雅
。
安
東
軍
事
に
參
し
、
呉
を
伐
ち
、
張
悌
を
獲
。
累

官
し
て
積
弩
將
軍
た
り
。
（
頌
弟
彪
、
字
仲
雅
。
參
安
東
軍
事
、
伐
呉
、
獲

張
悌
。
累
官
積
弩
將
軍
。
）

と
あ
り
、
同
上
巻
五
十
・
庾
純
伝
に
、

郡
は
主
簿
に
補
し
、
仍
り
て
征
南
府
に
參
し
、
累
遷
し
て
黄
門
侍
郎
た
り
、

關
内
侯
に
封
ぜ
ら
れ
、
中
書
令
、
河
南
尹
を
歴
す
。
（
郡
補
主
簿
、
仍
參
征

南
府
、
累
遷
黄
門
侍
郎
、
封
關
内
侯
、
歴
中
書
令
、
河
南
尹
。
）

と
あ
り
、
同
上
巻
六
十
一
・
劉
喬
伝
に
、

少
く
し
て
祕
書
郎
と
爲
り
、
建
威
將
軍
の
王
戎
引
き
て
參
軍
と
爲
す
。
呉
を

伐
つ
の
役
、
戎
は
喬
を
し
て
參
軍
の
羅
尚
と
江
を
濟
り
、
武
昌
を
破
ら
し
む
。

還
り
て
滎
陽
令
を
授
け
ら
れ
、
太
子
洗
馬
に
遷
る
。
（
少
爲
祕
書
郎
、
建
威

將
軍
王
戎
引
爲
參
軍
。
伐
呉
之
役
、
戎
使
喬
與
參
軍
羅
尚
濟
江
、
破
武
昌
。

還
授
滎
陽
令
、
遷
太
子
洗
馬
。
）

と
あ
り
、
李
胤
（
遼
東
の
人
、
？
～
二
八
二
）
が
鎮
北
将
軍
府
（
＝
幽
州
も
し
く

は
河
北
都
督
府
）
、
劉
彪
（
廣
陵
の
人
）
が
安
東
将
軍
府
（
＝
揚
州
都
督
府
。
府

主
は
王
渾
）
、
庾
純
（
潁
川
の
人
）
が
征
南
将
軍
府
（
＝
荊
州
都
督
府
か
）
、
劉

喬
（
南
陽
の
人
、
二
四
九
～
三
一
一
）
が
建
威
将
軍
府
（
＝
豫
州
刺
史
。
府
主
は

王
戎
）
の
参
軍
事
に
任
官
し
た
よ
う
に
、
魏
晋
時
代
、
名
門
人
士
の
経
歴
に
都
督

（
一
六
）

府
（
も
し
く
は
州
）
の
参
軍
事
が
混
じ
る
よ
う
に
な
る
。

さ
ら
に
、
同
上
巻
九
十
・
良
吏
伝
に
、

魯
芝
、
字
は
世
英
、
扶
風
郿
の
人
な
り
。
…
…
魏
の
車
騎
將
軍
郭
淮
、
雍
州

刺
史
と
爲
る
や
、
深
く
こ
れ
を
敬
重
し
、
孝
廉
に
舉
げ
、
郎
中
に
除
せ
ら
る
。

會
々
蜀
の
相
諸
葛
亮
隴
右
を
侵
し
、
淮
ま
た
芝
を
請
ひ
て
別
駕
と
爲
す
。
事

平
ら
ぐ
や
、
公
府
に
薦
め
ら
れ
、
大
司
馬
曹
眞
の
掾
に
辟
さ
れ
、
臨
淄
侯
の

文
學
に
轉
ず
。
…
…
の
ち
騎
都
尉
に
拜
し
、
軍
事
に
參
し
〔
安
西
將
軍
夏
侯

懋
の
参
軍
事
か
〕
、
行
南
安
太
守
た
り
、
尚
書
郎
に
遷
る
。
曹
眞
の
出
で
て

隴
右
を
督
す
る
や
、
ま
た
大
司
馬
の
軍
事
に
參
す
。
眞
薨
じ
〔
二
三
一
年
〕
、

宣
帝
こ
れ
に
代
は
る
や
、
乃
ち
芝
を
引
き
て
驃
騎
軍
事
に
參
せ
し
め
、
天
水

太
守
に
轉
ず
。
…
…
廣
平
太
守
に
遷
る
。
…
…
曹
爽
輔
政
す
る
や
〔
二
三
九

年
〕
、
引
き
て
司
馬
と
爲
す
。
…
…
俄
に
し
て
起
ち
て
使
持
節
・
領
護
匈
奴

中
郎
將
・
振
威
將
軍
・
并
州
刺
史
と
爲
る
〔
二
四
九
年
〕
。
（
魯
芝
、
字
世

英
、
扶
風
郿
人
也
。
…
…
魏
車
騎
將
軍
郭
淮
爲
雍
州
刺
史
、
深
敬
重
之
、
舉

孝
廉
、
除
郎
中
。
會
蜀
相
諸
葛
亮
侵
隴
右
、
淮
復
請
芝
爲
別
駕
。
事
平
、
薦

於
公
府
、
辟
大
司
馬
曹
眞
掾
、
轉
臨
淄
侯
文
學
。
…
…
後
拜
騎
都
尉
、
參
軍

事
、
行
安
南
〔
⇒
南
安
〕
太
守
、
遷
尚
書
郎
。
曹
眞
出
督
關
右
、
又
參
大
司

馬
軍
事
。
眞
薨
、
宣
帝
代
焉
、
乃
引
芝
參
驃
騎
軍
事
、
轉
天
水
太
守
。
…
…

遷
廣
平
太
守
。
…
…
曹
爽
輔
政
、
引
爲
司
馬
。
…
…
俄
而
起
爲
使
持
節
・
領

護
匈
奴
中
郎
將
・
振
威
將
軍
・
并
州
刺
史
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
魯
芝
（
扶
風
の
人
、
一
九
〇
～
二
七
三
）
は
安
西
将
軍
の
夏
侯

懋
、
大
司
馬
の
曹
眞
、
驃
騎
将
軍
の
司
馬
懿
―
―
雍
涼
二
州
都
督
府
の
参
軍
事
を

歴
任
し
た
後
、
郡
太
守
を
へ
て
、
大
将
軍
曹
爽
の
司
馬
に
転
じ
、
曹
爽
失
脚
後
、

并
州
刺
史
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
ま
た
、
『
華
陽
国
志
』
巻
十
一
・
後
賢
志
に
、

祖
父
の
朝
、
字
は
偉
南
、
州
別
駕
從
事
た
り
。
…
…
詔
書
あ
り
て
（
王
）
濬

を
益
州
刺
史
に
遷
す
や
〔
二
七
二
年
〕
、
毅
ま
た
州
主
簿
と
爲
り
、
別
駕
た

り
、
秀
才
に
舉
げ
ら
る
。
濬
の
呉
を
伐
つ
に
及
び
〔
二
七
九
年
〕
、
何
攀
と

並
び
に
參
軍
と
爲
る
。
呉
平
ら
ぐ
や
、
關
内
侯
に
封
ぜ
ら
れ
、
隴
西
護
軍
に

除
せ
ら
る
も
、
疾
を
以
て
官
を
去
る
。
繁
令
に
徙
り
、
雲
南
太
守
に
遷
る
。

…
…
の
ち
武
帝
濬
の
勳
を
思
ひ
、
毅
の
所
在
を
問
ひ
、
犍
爲
（
太
守
）
に
徙

し
、
使
持
節
・
南
夷
校
尉
と
爲
す
。
…
…
晉
朝
寧
州
を
復
置
す
る
や
、
毅
を
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以
て
刺
史
と
爲
し
、
龍
驤
將
軍
を
加
へ
、
成
都
縣
侯
に
封
ず
。
（
祖
父
朝
、

字
偉
南
、
州
別
駕
從
事
。
…
…
詔
書
遷
濬
益
州
刺
史
、
毅
復
爲
州
主
簿
、
別

駕
、
舉
秀
才
。
及
濬
伐
呉
、
與
何
攀
並
爲
參
軍
。
呉
平
、
封
關
内
侯
、
除
隴

西
護
軍
、
以
疾
去
官
。
徙
繁
令
、
遷
雲
南
太
守
。
…
…
後
武
帝
思
濬
勳
、
問

毅
所
在
、
徙
犍
爲
、
爲
使
持
節
・
南
夷
校
尉
。
…
…
晉
朝
復
置
寧
州
、
以
毅

爲
刺
史
、
加
龍
驤
將
軍
、
封
成
都
縣
侯
。
）

と
あ
り
、
『
晋
書
』
巻
四
十
五
・
何
攀
伝
に
、

州
に
仕
へ
て
主
簿
と
爲
る
。
…
…
王
濬
の
益
州
と
爲
る
や
、
辟
し
て
別
駕
と

爲
す
。
濬
の
呉
を
伐
つ
を
謀
る
や
、
攀
を
遣
は
し
表
を
奉
じ
て
臺
に
詣
り
、

口
ず
か
ら
事
機
を
陳
べ
し
む
。
…
…
攀
に
詔
し
て
濬
の
軍
事
に
參
せ
し
む
。

…
…
攀
を
以
て
濬
の
輔
國
司
馬
と
爲
し
、
關
内
侯
に
封
ず
。
…
…
散
騎
侍
郎

に
轉
ず
。
…
…
（
楊
）
駿
を
誅
す
る
の
功
に
豫
る
を
以
て
、
西
城
侯
に
封
ぜ

ら
れ
、
邑
は
萬
戸
。
…
…
翊
軍
校
尉
に
遷
り
、
頃
く
し
て
、
出
で
て
東
羌
校

尉
と
爲
る
。
徴
さ
れ
て
揚
州
刺
史
と
爲
り
、
任
に
在
る
こ
と
三
年
に
し
て
、

大
司
農
に
遷
る
。
（
仕
州
爲
主
簿
。
…
…
王
濬
爲
益
州
、
辟
爲
別
駕
。
濬
謀

伐
呉
、
遣
攀
奉
表
詣
臺
、
口
陳
事
機
。
…
…
詔
攀
參
濬
軍
事
。
…
…
以
攀
爲

濬
輔
國
司
馬
、
封
關
内
侯
。
…
…
轉
散
騎
侍
郎
。
…
…
以
豫
誅
（
楊
）
駿
功
、

封
西
城
侯
、
邑
萬
戸
。
…
…
遷
翊
軍
校
尉
、
頃
之
、
出
爲
東
羌
校
尉
。
徴
爲

揚
州
刺
史
、
在
任
三
年
、
遷
大
司
農
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
蜀
の
名
門
人
士
―
―
李
毅
（
廣
漢
の
人
、
？
～
三
〇
六
頃
）
、

何
攀
（
蜀
郡
の
人
）
ら
は
、
平
呉
の
役
の
際
、
益
州
都
督
府
の
参
軍
事
に
任
ぜ
ら

れ
て
活
躍
し
、
こ
れ
を
契
機
に
中
央
政
界
に
入
り
、
顕
官
を
歴
任
し
た
。
地
方
人

士
に
と
っ
て
、
都
督
府
へ
の
出
仕
が
中
央
政
界
へ
の
足
が
か
り
に
な
っ
た
こ
と
を

意
味
す
る
。

八
王
の
乱
の
時
期
に
は
、
名
門
人
士
が
覇
府
を
転
々
と
す
る
事
例
も
目
立
つ
よ

う
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
『
晋
書
』
巻
五
十
四
・
陸
機
伝
に
、

（
一
七
）

の
ち
太
傅
の
楊
駿
辟
し
て
祭
酒
と
爲
す
。
會
々
駿
誅
さ
れ
、
累
遷
し
て
太
子

洗
馬
、
著
作
郎
た
り
。
…
…
尚
書
中
兵
郎
に
遷
り
、
殿
中
郎
に
轉
ず
。
趙
王

倫
執
政
す
る
や
、
引
き
て
相
國
參
軍
と
爲
す
。
賈
謐
を
誅
す
る
の
功
に
豫
り
、

爵
關
内
侯
を
賜
ふ
。
倫
將
に
位
を
簒
は
ん
と
す
る
や
、
以
て
中
書
郎
と
爲
す
。

…
…
穎
、
機
を
以
て
參
大
將
軍
軍
事
と
爲
し
、
表
し
て
平
原
内
史
と
爲
す
。

（
後
太
傅
楊
駿
辟
爲
祭
酒
。
會
駿
誅
、
累
遷
太
子
洗
馬
、
著
作
郎
。
…
…
遷

尚
書
中
兵
郎
、
轉
殿
中
郎
。
趙
王
倫
執
政
、
引
爲
相
國
參
軍
。
豫
誅
賈
謐
功
、

賜
爵
關
内
侯
。
倫
將
簒
位
、
以
爲
中
書
郎
。
…
穎
以
機
爲
參
大
將
軍
軍
事
、

表
爲
平
原
内
史
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
陸
機
（
呉
郡
の
人
、
二
六
一
～
三
〇
三
）
は
、
①
楊
駿
の
太
傅

祭
酒
（
二
九
〇
年
）
、
②
趙
王
司
馬
倫
の
相
国
参
軍
（
三
〇
〇
年
）
、
③
成
都
王

司
馬
穎
の
大
将
軍
参
軍
（
三
〇
一
年
頃
）
を
歴
任
し
た
。
同
上
巻
八
十
九
・
忠
義

伝
に
、含

、
字
は
君
道
。
…
…
楚
王
瑋
辟
し
て
掾
と
爲
す
。
…
…
齊
王
冏
辟
し
て
征

西
參
軍
と
爲
し
、
武
昌
鄕
侯
を
襲
爵
せ
し
む
。
長
沙
王
乂
召
し
て
驃
騎
記
室

督
と
爲
し
、
尚
書
郎
た
り
。
…
…
懷
帝
の
撫
軍
將
軍
と
爲
る
や
、
含
を
以
て

從
事
中
郎
と
爲
す
。
惠
帝
北
征
す
る
や
、
中
書
侍
郎
に
轉
ず
。
…
…
永
興
の

初
め
、
太
弟
中
庶
子
に
除
せ
ら
る
。
…
…
范
陽
王
虓
の
征
南
將
軍
と
爲
り
、

許
昌
に
屯
す
る
や
、
ま
た
含
を
以
て
從
事
中
郎
と
爲
す
。
（
含
、
字
君
道
。

…
…
楚
王
瑋
辟
爲
掾
。
…
…
齊
王
冏
辟
爲
征
西
參
軍
、
襲
爵
武
昌
鄕
侯
。
長

沙
王
乂
召
爲
驃
騎
記
室
督
、
尚
書
郎
。
…
…
懷
帝
爲
撫
軍
將
軍
、
以
含
爲
從

事
中
郎
。
惠
帝
北
征
、
轉
中
書
侍
郎
。
…
…
永
興
初
、
除
太
弟
中
庶
子
。
…

…
范
陽
王
虓
爲
征
南
將
軍
、
屯
許
昌
、
復
以
含
爲
從
事
中
郎
。
尋
授
振
威
將

軍
・
襄
城
太
守
。
虓
爲
劉
喬
所
破
、
含
奔
鎭
南
將
軍
劉
弘
於
襄
陽
、
弘
待
以

上
賓
之
禮
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
西
晋
末
、
嵇
含
（
譙
国
の
人
、
嵇
紹
の
従
子
、
二
六
三
～
三
〇
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六
）
は
、
①
楚
王
司
馬
瑋
の
衛
将
軍
掾
に
辟
召
さ
れ
（
二
九
一
年
頃
）
、
②
齊
王

司
馬
冏
の
征
西
（
？
）
参
軍
、
③
長
沙
王
司
馬
乂
の
驃
騎
記
室
督
（
三
〇
一
～
三

〇
三
年
頃
）
、
④
成
都
王
司
馬
穎
の
太
弟
中
庶
子
（
三
〇
四
年
）
、
⑤
范
陽
王
司

馬
虓
（
東
海
王
司
馬
越
の
従
兄
弟
）
の
征
南
従
事
中
郎
（
三
〇
四
年
頃
）
を
歴
任

し
た
。
ま
た
、
同
上
巻
六
十
八
・
顧
榮
伝
に
、

倫
位
を
簒
ふ
に
及
び
、
倫
の
子
痲
は
大
將
軍
と
爲
り
、
榮
を
以
て
長
史
と
爲

す
。
…
…
齊
王
冏
召
し
て
大
司
馬
主
簿
と
爲
す
。
…
…
以
て
中
書
侍
郎
と
爲

す
。
…
…
冏
誅
さ
る
に
及
び
、
榮
は
葛
旟
を
討
つ
の
功
を
以
て
、
嘉
興
伯
に

封
ぜ
ら
れ
、
太
子
中
庶
子
に
轉
ず
。
長
沙
王
乂
の
驃
騎
と
爲
る
や
、
ま
た
榮

を
以
て
長
史
と
爲
す
。
乂
敗
れ
る
や
、
成
都
王
穎
の
丞
相
從
事
中
郎
に
轉
ず
。

惠
帝
の
鄴
に
幸
臨
す
る
や
、
榮
を
以
て
侍
中
を
兼
ね
し
め
、
…
…
帝
西
の
か

た
長
安
に
遷
る
に
及
び
、
徴
さ
れ
て
散
騎
常
侍
と
爲
る
も
、
世
亂
る
を
以
て

應
ぜ
ず
、
遂
に
呉
に
還
る
。
東
海
王
越
の
兵
を
徐
州
に
聚
め
る
や
、
榮
を
以

て
軍
諮
祭
酒
と
爲
す
。
屬
々
廣
陵
相
の
陳
敏
反
し
、
…
…
榮
に
右
將
軍
・
丹

楊
内
史
を
假
す
。
…
…
元
帝
の
江
東
に
鎭
す
る
や
、
榮
を
以
て
軍
司
と
爲
し
、

散
騎
常
侍
を
加
へ
、
凡
そ
謀
畫
す
る
所
、
み
な
以
て
こ
れ
に
諮
る
。
（
及
倫

簒
位
、
倫
子
痲
爲
大
將
軍
、
以
榮
爲
長
史
。
…
…
齊
王
冏
召
爲
大
司
馬
主
簿
。

…
…
以
爲
中
書
侍
郎
。
…
…
及
冏
誅
、
榮
以
討
葛
旟
功
、
封
嘉
興
伯
、
轉
太

子
中
庶
子
。
長
沙
王
乂
爲
驃
騎
、
復
以
榮
爲
長
史
。
乂
敗
、
轉
成
都
王
穎
丞

相
從
事
中
郎
。
惠
帝
幸
臨
鄴
、
以
榮
兼
侍
中
、
…
…
及
帝
西
遷
長
安
、
徴
爲

散
騎
常
侍
、
以
世
亂
不
應
、
遂
還
呉
。
東
海
王
越
聚
兵
於
徐
州
、
以
榮
爲
軍

諮
祭
酒
。
屬
廣
陵
相
陳
敏
反
、
…
…
假
榮
右
將
軍
・
丹
楊
内
史
。
…
…
元
帝

鎭
江
東
、
以
榮
爲
軍
司
、
加
散
騎
常
侍
、
凡
所
謀
畫
、
皆
以
諮
焉
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
顧
榮
（
呉
郡
の
人
、
？
～
三
一
二
）
は
、
①
司
馬
痲
（
司
馬
倫

の
子
）
の
大
将
軍
長
史
（
三
〇
一
年
）
、
②
司
馬
冏
の
大
司
馬
主
簿
（
三
〇
一
年
）
、

③
司
馬
乂
の
驃
騎
長
史
（
三
〇
二
年
）
、
④
司
馬
穎
の
丞
相
従
事
中
郎
（
三
〇
四

年
）
、
⑤
司
馬
越
の
司
空
軍
諮
祭
酒
（
三
〇
五
年
）
、
⑥
琅
邪
王
司
馬
睿
（
晋
の

元
帝
）
の
安
東
軍
司
（
三
〇
七
年
頃
）
を
歴
任
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
魏
晋
時
代
、
軍
府
な
い
し
都
督
府
が
高
級
官
僚
の
勤
務
先
と

し
て
定
着
し
て
ゆ
く
状
況
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
章

参
軍
事
制
度
の
整
備
・
確
立

第
一
節

参
軍
事
の
序
列
化

東
晋
南
朝
に
お
け
る
参
軍
事
の
制
度
的
な
発
達
を
物
語
る
事
象
と
し
て
、
ま
ず

挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
『
宋
書
』
百
官
志
上
・
公
府
僚
属
の
条
に
、

蜀
の
丞
相
諸
葛
亮
の
府
に
行
參
軍
あ
り
、
晉
の
太
傅
司
馬
越
の
府
に
も
ま
た

行
參
軍
・
兼
行
參
軍
あ
り
、
の
ち
漸
く
長
兼
の
字
を
加
ふ
。
除
拜
す
れ
ば
則

ち
參
軍
事
と
爲
し
、
府
板
す
れ
ば
則
ち
行
參
軍
と
爲
す
。
晉
末
以
來
、
參
軍

事
・
行
參
軍
も
ま
た
各
々
除
・
板
す
る
も
の
あ
り
。
板
行
參
軍
の
下
は
則
ち

長
兼
行
參
軍
た
り
。
參
軍
督
護
は
、
江
左
置
く
。
も
と
み
な
營
を
領
し
、
部

曲
を
有
す
る
も
、
今
は
則
ち
無
し
。
（
蜀
丞
相
諸
葛
亮
府
有
行
參
軍
、
晉
太

傅
司
馬
越
府
又
有
行
參
軍
・
兼
行
參
軍
、
後
漸
加
長
兼
字
。
除
拜
則
爲
參
軍

事
、
府
板
則
爲
行
參
軍
。
晉
末
以
來
、
參
軍
事
・
行
參
軍
又
各
有
除
板
。
板

行
參
軍
下
則
長
兼
行
參
軍
。
參
軍
督
護
、
江
左
置
。
本
皆
領
營
、
有
部
曲
、

今
則
無
矣
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
序
列
が
現
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

初
に
、
①
「
除
拜
」
―
―
皇

帝
な
い
し
朝
廷
か
ら
正
式
に
任
命
さ
れ
た
も
の
を
「
參
軍
事
」
も
し
く
は
「
正
參

軍
」
「
除
正
參
軍
」
、
②
「
府
板
」
―
―
府
主
な
い
し
軍
府
か
ら
臨
時
に
任
命
さ

れ
た
も
の
を
「
行
參
軍
」
と
称
す
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
東
晋
末
に
な
る
と
、

正
参
軍
・
行
参
軍
に
も
そ
れ
ぞ
れ
、
除
拝
と
府
板
の
区
別
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
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『
魏
書
』
巻
九
十
六
・
僭
晋
司
馬
睿
伝
に
、

司
徒
左
長
史
の
王
廞
、
母
の
喪
に
遭
ひ
呉
に
居
り
。
（
王
）
恭
板
し
て
行
呉

國
内
史
と
す
。
（
司
徒
左
長
史
王
廞
、
遭
母
喪
居
呉
。
恭
板
行
呉
國
内
史
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
東
晋
末
、
王
恭
が
挙
兵
し
た
と
き
（
三
九
七
年
）
、
服
喪
中
の

王
廞
に
「
板
」
し
て
「
行
呉
國
内
史
」
に
任
命
し
た
。
『
資
治
通
鑑
』
巻
百
九
・

晋
紀
三
十
一
・
安
帝
隆
安
元
年
四
月
の
条
に
、

司
徒
左
長
史
の
王
廞
、
導
の
孫
な
り
、
母
の
喪
を
以
て
呉
に
居
り
。
王
恭
の

王
國
寳
を
討
つ
や
、
廞
に
版
し
て
行
呉
國
内
史
と
す
。（
司
徒
左
長
史
王
廞
、

導
之
孫
也
、
以
母
喪
居
呉
。
王
恭
之
討
王
國
寳
也
、
版
廞
行
呉
國
内
史
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
「
板
」
は
「
版
」
と
通
用
し
、
同
上
・
胡
三
省
注
に
よ
れ
ば
、

白
版
を
以
て
官
を
授
く
、
朝
命
に
非
ざ
る
な
り
。
（
以
白
版
授
官
、
非
朝
命

也
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
「
白
版
」
に
よ
っ
て
官
職
を
授
け
る
こ
と
で
あ
り
、
朝
廷
の
任

命
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
『
南
斉
書
』
巻
十
六
・
輿
服
志
に
、

乘
輿
の
傳
國
璽
は
、
秦
の
璽
な
り
。
晉
中
原
亂
れ
、
胡
に
沒
し
、
江
左
の
初

め
こ
れ
な
け
れ
ば
、
北
方
の
人
晉
家
を
呼
び
て
白
板
天
子
と
爲
す
。
（
乘
輿

傳
國
璽
、
秦
璽
也
。
晉
中
原
亂
、
沒
胡
、
江
左
初
無
之
、
北
方
人
呼
晉
家
爲

白
板
天
子
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
東
晋
の
皇
帝
は
初
め
伝
国
璽
を
保
有
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

「
白
板
天
子
」
と
呼
ば
れ
た
。
『
演
繁
露
』
巻
十
・
白
板
天
子
に
は
、

（
一
八
）

國
璽
傳
の
注
に
引
か
れ
る
蕭
子
顯
の
齊
書
輿
服
志
に
云
ふ
な
ら
く
、
「
晉
亂

れ
、
國
璽
沒
す
れ
ば
、
北
人
は
晉
の
諸
帝
を
號
し
て
白
板
天
子
と
爲
す
」
と
。

白
板
は
今
の
板
授
の
官
の
如
く
、
詔
敕
な
き
な
り
。
魏
晉
よ
り
梁
陳
に
至
る

ま
で
、
官
を
授
け
る
に
板
あ
り
。
長
さ
一
尺
二
寸
、
厚
さ
一
寸
、
闊
さ
七
寸
。

官
を
授
け
る
の
辭
、
板
上
に
在
り
、
鵠
頭
書
た
り
。
（
國
璽
傳
注
引
蕭
子
顯

齊
書
輿
服
志
云
、
晉
亂
、
國
璽
沒
、
北
人
號
晉
諸
帝
爲
白
板
天
子
。
白
板
如

今
板
授
之
官
、
無
詔
敕
也
。
魏
晉
至
梁
陳
、
授
官
有
板
。
長
一
尺
二
寸
、
厚

一
寸
、
闊
七
寸
。
授
官
之
辭
、
在
於
板
上
、
爲
鵠
頭
書
。
）

と
あ
り
、
同
上
・
割
注
に
、

白
板
天
子
、
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
璽
を
得
ざ
る
こ
と
、
告
命
な
き
の
官
の
如
け

れ
ば
な
り
。
（
白
板
天
子
、
言
不
得
璽
、
如
無
告
命
官
也
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
白
板
天
子
と
は
、
伝
国
璽
を
保
持
せ
ず
に
即
位
す
る
こ
と
を
、

詔
勅
が
な
い
ま
ま
任
官
す
る
こ
と
に
擬
え
た
称
謂
で
あ
る
。
魏
晋
南
北
朝
時
代
、

詔
勅
が
書
か
れ
た
板
に
よ
っ
て
官
職
を
授
け
た
か
ら
、
「
白
板
」
と
は
告
命
が
書

か
れ
て
い
な
い
板
の
隠
語
で
あ
る
。
『
資
治
通
鑑
』
巻
百
二
十
八
・
宋
紀
十
・
孝

（
一
九
）

武
帝
孝
建
元
年
（
四
五
四
年
）
二
月
の
条
・
胡
三
省
注
に
、

晉
宋
の
制
、
藩
方
の
權
宜
に
官
を
授
け
る
者
、
こ
れ
を
板
授
と
謂
ふ
。
（
晉

宋
之
制
、
藩
方
權
宜
授
官
者
、
謂
之
板
授
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
都
督
府
（
藩
方
）
な
ど
が
詔
勅
を
待
た
ず
に
、
か
り
に
官
を
授

け
る
こ
と
を
「
板
授
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

板
授
そ
の
も
の
は
古
く
か
ら
あ
り
、
両
漢
交
替
期
も
し
く
は
後
漢
末
の
群
雄
に

よ
る
私
署
も
、
板
授
に
相
当
す
る
。
た
と
え
ば
、
『
魏
志
』
巻
一
・
武
帝
紀
に
、

袁
紹
因
り
て
太
祖
を
表
し
て
東
郡
太
守
と
爲
し
、
東
武
陽
に
治
せ
し
む
。（
袁

紹
因
表
太
祖
爲
東
郡
太
守
、
治
東
武
陽
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
東
郡
が
黒
山
賊
に
よ
っ
て
破
ら
れ
る
と
（
一
九
一
年
）
、
袁
紹

は
曹
操
を
「
表
」
し
て
東
郡
太
守
に
任
命
し
た
。
同
様
に
、
『
呉
志
』
巻
一
・
孫

破
虜
伝
に
、

術
は
堅
を
表
し
て
行
破
虜
將
軍
と
し
、
豫
州
刺
史
を
領
せ
し
む
。
…
…
遂
に

襄
陽
を
圍
む
も
、
單
馬
峴
山
に
行
き
、
（
黄
）
祖
の
軍
士
の
射
殺
す
る
所
と

爲
る
。
兄
の
子
賁
、
士
衆
を
將
帥
し
て
術
に
就
き
、
術
ま
た
賁
を
表
し
て
豫

州
刺
史
と
爲
す
。（
術
表
堅
行
破
虜
將
軍
、
領
豫
州
刺
史
。
…
…
遂
圍
襄
陽
、

單
馬
行
峴
山
、
爲
祖
軍
士
所
射
殺
。
兄
子
賁
、
帥
將
士
衆
就
術
、
術
復
表
賁
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爲
豫
州
刺
史
。
）

と
あ
り
、
同
上
巻
一
・
孫
討
逆
伝
に
、

策
乃
ち
術
に
説
き
、
景
ら
を
助
け
て
江
東
を
平
定
せ
ん
こ
と
を
乞
ふ
。
術
策

を
表
し
て
折
衝
校
尉
と
爲
し
、
行
殄
寇
將
軍
と
す
。
（
策
乃
説
術
、
乞
助
景

等
平
定
江
東
。
術
表
策
爲
折
衝
校
尉
、
行
殄
寇
將
軍
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
袁
術
は
孫
堅
を
「
表
」
し
て
「
行
破
虜
將
軍
・
領
豫
州
刺
史
」

と
し
、
孫
堅
が
戦
死
す
る
と
、
孫
賁
を
「
表
」
し
て
豫
州
刺
史
に
任
命
し
た
。
ま

た
、
孫
策
が
江
東
に
侵
攻
す
る
際
に
は
、
「
表
」
し
て
折
衝
校
尉
、
さ
ら
に
行
殄

寇
将
軍
に
推
挙
し
た
。

（
二
〇
）

表
は
天
子
に
陳
情
す
る
こ
と
で
あ
り
、
上
記
の
場
合
、
特
定
の
官
職
へ
の
推
薦

を
意
味
し
て
い
る
。
詔
勅
が
な
い
状
態
で
の
推
挙
・
任
官
は
ま
さ
し
く
板
授
で
あ

り
、
実
際
、
孫
堅
・
孫
策
ら
は
「
行
事
」
に
よ
っ
て
帯
官
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、

袁
紹
・
袁
術
ら
は
董
卓
の
政
権
と
敵
対
し
て
い
た
か
ら
、
朝
廷
へ
の
推
挙
は
形
式

的
な
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

板
授
が
史
料
的
に
確
認
で
き
る
の
は
、
西
晋
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
『
晋
書
』

巻
六
十
九
・
戴
若
思
伝
に
、

邈
、
字
は
望
之
。
…
…
永
嘉
中
、
元
帝
版
し
て
行
邵
陵
内
史
と
し
、
丞
相
軍

諮
祭
酒
た
り
、
出
で
て
征
南
軍
司
と
爲
る
。（
邈
、
字
望
之
。
…
…
永
嘉
中
、

元
帝
版
行
邵
陵
内
史
、
丞
相
軍
諮
祭
酒
、
出
爲
征
南
軍
司
。
）

と
あ
り
、
同
上
巻
七
十
四
・
桓
彝
伝
に
、

元
帝
の
安
東
將
軍
と
爲
る
や
、
版
し
て
行
逡
遒
令
〔
淮
南
郡
〕
と
し
、
尋
い

で
丞
相
中
兵
屬
に
辟
さ
れ
、
累
遷
し
て
中
書
郎
、
尚
書
吏
部
郎
た
り
。
（
元

帝
爲
安
東
將
軍
、
版
行
逡
遒
令
、
尋
辟
丞
相
中
兵
屬
、
累
遷
中
書
郎
、
尚
書

吏
部
郎
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
司
馬
睿
は
部
下
の
戴
邈
（
廣
陵
の
人
、
戴
若
思
の
弟
）
、
桓
彝

（
譙
国
の
人
、
二
七
六
～
三
二
八
）
ら
に
「
版
行
」
の
郡
県
守
令
を
授
け
、
ま
た
、

同
上
巻
七
十
一
・
陳
頵
伝
に
、

鎭
東
行
參
軍
事
に
遷
り
、
法
兵
二
曹
を
典
る
。
…
…
建
興
初
め
て
制
す
る
や
、

版
し
て
録
事
參
軍
に
補
す
。
（
遷
鎭
東
行
參
軍
事
、
典
法
兵
二
曹
。
…
…
建

興
初
制
、
版
補
録
事
參
軍
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
陳
頵
（
陳
国
の
人
）
に
「
版
」
し
て
「
録
事
參
軍
」
に
補
任
し

た
。
陳
頵
は
司
馬
睿
の
「
鎭
東
行
參
軍
」
を
歴
任
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
板
授
で

あ
ろ
う
。

同
上
・
桓
彝
伝
に
、

石
民
、
…
…
衞
將
軍
の
謝
安
引
き
て
參
軍
と
爲
す
。
叔
父
の
沖
上
疏
し
、
版

し
て
督
荊
江
豫
三
州
之
十
郡
軍
事
・
振
武
將
軍
・
領
襄
陽
太
守
と
し
、
夏
口

を
戍
ら
し
む
。
（
石
民
、
…
…
衞
將
軍
謝
安
引
爲
參
軍
。
叔
父
沖
上
疏
、
版

督
荊
江
豫
三
州
之
十
郡
軍
事
・
振
武
將
軍
・
領
襄
城
〔
⇒
襄
陽
の
誤
り
か
〕

太
守
、
戍
夏
口
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
桓
石
民
（
桓
彝
の
孫
、
？
～
三
八
九
）
は
、
叔
父
の
桓
沖
か
ら

「
督
荊
江
豫
三
州
之
十
郡
軍
事
・
振
武
將
軍
・
領
襄
陽
太
守
」
を
板
授
さ
れ
た
（
三

八
三
年
頃
）
。
ま
た
、
『
宋
書
』
巻
五
十
二
・
褚
叔
度
伝
に
、

初
め
太
宰
琅
邪
王
の
參
軍
と
爲
り
、
高
祖
の
車
騎
參
軍
事
、
司
徒
左
西
屬
、

中
軍
諮
議
參
軍
た
り
て
、
中
兵
を
署
し
、
建
威
將
軍
を
加
へ
ら
る
。
…
…
高

祖
版
し
て
行
廣
州
刺
史
と
し
、
仍
り
て
都
督
交
廣
二
州
諸
軍
事
・
建
威
將

軍
・
領
平
越
中
郎
將
・
廣
州
刺
史
に
除
せ
ら
る
。（
初
爲
太
宰
琅
邪
王
參
軍
、

高
祖
車
騎
參
軍
事
、
司
徒
左
西
屬
、
中
軍
諮
議
參
軍
、
署
中
兵
、
加
建
威
將

軍
。
…
…
高
祖
版
行
廣
州
刺
史
、
仍
除
都
督
交
廣
二
州
諸
軍
事
・
建
威
將
軍
・

領
平
越
中
郎
將
・
廣
州
刺
史
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
東
晋
末
、
褚
裕
之
（
字
は
叔
度
、
河
南
の
人
、
三
八
一
～
四
二

四
）
は
劉
裕
の
板
授
に
よ
っ
て
「
行
廣
州
刺
史
」
に
任
ぜ
ら
れ
（
ま
も
な
く
除
正
）
、

同
上
巻
六
十
一
・
武
三
王
伝
に
、



- 29 -

参軍事の研究

廬
陵
孝
獻
王
義
眞
、
…
…
關
中
平
定
す
る
に
及
び
、
高
祖
議
し
て
東
還
せ
ん

と
欲
し
、
…
…
乃
ち
義
眞
を
以
て
行
都
督
雍
梁
秦
三
州
司
州
之
河
東
平
陽
河

北
三
郡
諸
軍
事
・
安
西
將
軍
・
領
護
西
戎
校
尉
・
雍
州
刺
史
と
す
〔
四
一
七

年
〕
。
…
…
義
眞
尋
い
で
除
正
さ
れ
、
節
を
加
へ
ら
れ
、
ま
た
督
并
東
秦
二

州
司
州
之
東
安
定
新
平
二
郡
諸
軍
事
に
進
め
ら
れ
、
東
秦
州
刺
史
を
領
す
。

（
廬
陵
孝
獻
王
義
眞
、
…
…
及
關
中
平
定
、
高
祖
議
欲
東
還
、
…
…
乃
以
義

眞
行
都
督
雍
梁
秦
三
州
司
州
之
河
東
平
陽
河
北
三
郡
諸
軍
事
・
安
西
將
軍
・

領
護
西
戎
校
尉
・
雍
州
刺
史
。
…
…
義
眞
尋
除
正
、
加
節
、
又
進
督
并
東
秦

二
州
司
州
之
東
安
定
新
平
二
郡
諸
軍
事
、
領
東
秦
州
刺
史
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
後
秦
平
定
後
、
劉
義
眞
（
劉
裕
の
子
、
四
〇
七
～
四
二
四
）
は

「
行
都
督
雍
梁
秦
三
州
司
州
之
河
東
平
陽
河
北
三
郡
諸
軍
事
・
安
西
將
軍
・
領
護

西
戎
校
尉
・
雍
州
刺
史
」
を
板
授
さ
れ
、
ま
も
な
く
「
除
正
」
さ
れ
た
。
板
授
の

対
象
は
参
軍
事
だ
け
で
な
く
、
郡
県
守
令
、
ひ
い
て
は
都
督
・
刺
史
に
ま
で
及
ん

だ
こ
と
が
わ
か
る
。

行
参
軍
に
話
を
戻
せ
ば
、
前
掲
『
宋
書
』
百
官
志
上
は
、
諸
葛
亮
の
丞
相
府
、

お
よ
び
司
馬
越
の
太
傅
府
に
そ
の
起
源
を
求
め
て
い
る
。
蜀
の
参
軍
が
魏
晋
の
そ

れ
と
同
質
で
な
か
っ
た
こ
と
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
て
、
行
参
軍
の
登
場
が
西
晋

末
な
い
し
東
晋
初
め
の
こ
と
で
あ
る
の
は
ま
ち
が
い
な
い
。『
晋
書
』
巻
四
十
九
・

阮
籍
伝
に
、

脩
、
字
は
宣
子
。
…
…
太
傅
行
參
軍
に
轉
じ
、
太
子
洗
馬
た
り
。
亂
を
避
け

て
南
行
し
、
西
陽
の
期
思
縣
に
至
り
、
賊
の
害
す
る
所
と
爲
る
。
（
脩
、
字

宣
子
。
…
…
轉
太
傅
行
參
軍
、
太
子
洗
馬
。
避
亂
南
行
、
至
西
陽
期
思
縣
、

爲
賊
所
害
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
阮
脩
（
陳
留
の
人
、
阮
籍
の
従
子
）
は
「
太
傅
行
參
軍
」
に
任

官
し
て
い
る
が
、
府
主
は
司
馬
越
だ
ろ
う
。
同
上
巻
七
十
・
劉
超
伝
に
、

稍
く
琅
邪
國
記
室
掾
に
遷
る
。
忠
謹
清
愼
な
る
を
以
て
元
帝
の
抜
く
所
と
爲

り
、
恒
に
左
右
に
親
侍
し
、
遂
に
從
ひ
て
江
を
渡
り
、
安
東
府
舎
人
に
轉
じ
、

專
ら
文
檄
を
掌
る
。
相
府
建
つ
や
、
ま
た
舎
人
と
爲
る
。
…
…
行
參
軍
に
轉

ず
。
中
興
建
つ
や
、
中
書
舎
人
と
爲
り
、
騎
都
尉
に
拜
し
、
奉
朝
請
た
り
。

（
稍
遷
琅
邪
國
記
室
掾
。
以
忠
謹
清
愼
爲
元
帝
所
抜
、
恒
親
侍
左
右
、
遂
從

渡
江
、
轉
安
東
府
舎
人
、
專
掌
文
檄
。
相
府
建
、
又
爲
舎
人
。
…
…
轉
行
參

軍
。
中
興
建
、
爲
中
書
舎
人
、
拜
騎
都
尉
、
奉
朝
請
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
劉
超
（
琅
邪
の
人
、
？
～
三
二
八
）
は
司
馬
睿
の
丞
相
府
舎
人

か
ら
「
行
參
軍
」
に
転
じ
た
。
ま
た
、
同
上
巻
八
十
二
・
虞
預
伝
に
、

安
東
從
事
中
郎
の
諸
葛
恢
、
參
軍
の
庾
亮
ら
預
を
薦
め
、
召
さ
れ
て
丞
相
行

參
軍
と
爲
り
、
記
室
を
兼
ね
る
。
（
安
東
從
事
中
郎
諸
葛
恢
、
參
軍
庾
亮
等

薦
預
、
召
爲
丞
相
行
參
軍
、
兼
記
室
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
お
な
じ
頃
、
虞
預
（
濟
陽
の
人
）
も
「
丞
相
行
參
軍
」
に
辟
召

さ
れ
て
い
る
。

『
宋
書
』
百
官
志
上
が
指
摘
す
る
通
り
、
東
晋
末
頃
、
正
参
軍
・
行
参
軍
が
さ

ら
に
除
拝
と
府
板
に
分
か
れ
、
四
等
級
に
な
る
。
『
宋
書
』
巻
四
十
五
・
向
靖
伝

に
、

進
み
て
京
邑
を
平
ら
ぐ
や
、
參
鎭
軍
軍
事
に
板
さ
れ
、
寧
遠
將
軍
を
加
へ
ら

る
。
…
…
義
煕
三
年
〔
四
〇
七
年
〕
、
建
武
將
軍
・
秦
郡
太
守
・
北
陳
留
内

史
に
遷
り
、
堂
邑
を
戍
る
。
…
…
中
軍
諮
議
參
軍
に
除
せ
ら
れ
、
將
軍
た
る

こ
と
故
の
如
し
。
（
進
平
京
邑
、
板
參
鎭
軍
軍
事
、
加
寧
遠
將
軍
。
…
…
義

煕
三
年
、
遷
建
武
將
軍
・
秦
郡
太
守
・
北
陳
留
内
史
、
戍
堂
邑
。
…
…
除
中

軍
諮
議
參
軍
、
將
軍
如
故
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
向
彌
（
河
内
の
人
、
劉
裕
の
家
諱
を
避
け
て
小
字
を
称
す
。
三

六
三
～
四
二
一
）
は
劉
裕
の
板
正
参
軍
か
ら
正
参
軍
に
昇
進
し
た
。
ま
た
、
同
上

巻
四
十
八
・
傅
弘
之
伝
に
、

太
尉
行
參
軍
に
除
せ
ら
れ
、
司
馬
休
之
を
征
す
る
に
從
ひ
、
後
部
賊
曹
を
署
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し
、
仍
り
て
建
威
將
軍
・
順
陽
太
守
た
り
。
（
除
太
尉
行
參
軍
。
從
征
司
馬

休
之
、
署
後
部
賊
曹
、
仍
建
威
將
軍
・
順
陽
太
守
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
傅
弘
之
（
北
地
の
人
、
三
七
七
～
四
一
八
）
は
劉
裕
の
正
行
参

軍
に
任
官
し
た
。
板
行
参
軍
の
み
適
当
な
事
例
が
な
い
が
、
運
用
は
や
は
り
晋
宋

交
替
期
に
さ
か
の
ぼ
る
の
だ
ろ
う
。

（
二
一
）

こ
の
ほ
か
、
『
宋
書
』
巻
五
十
七
・
蔡
廓
伝
に
、

尋
い
で
中
軍
諮
議
參
軍
に
除
せ
ら
れ
、
太
尉
從
事
中
郎
た
り
。
未
だ
拜
せ
ず

し
て
、
母
憂
に
遭
ふ
。
…
…
服
闋
る
や
、
相
國
府
ま
た
板
し
て
從
事
中
郎
と

爲
し
、
記
室
を
領
せ
し
む
。
（
尋
除
中
軍
諮
議
參
軍
、
太
尉
從
事
中
郎
。
未

拜
、
遭
母
憂
。
…
…
服
闋
、
相
國
府
復
板
爲
從
事
中
郎
、
領
記
室
。
）

と
あ
り
、
同
上
巻
六
十
二
・
羊
欣
伝
に
、

義
煕
中
、
弟
の
徽
高
祖
に
遇
せ
ら
る
。
…
…
（
高
祖
）
即
ち
に
欣
に
板
し
て

右
將
軍
劉
藩
の
司
馬
に
補
す
。
長
史
に
轉
じ
、
中
軍
將
軍
道
憐
の
諮
議
參
軍

た
り
。（
義
煕
中
、
弟
徽
被
遇
於
高
祖
。
…
…
即
板
欣
補
右
將
軍
劉
藩
司
馬
。

轉
長
史
、
中
軍
將
軍
道
憐
諮
議
參
軍
。
）

と
あ
り
、
同
上
巻
八
十
五
・
謝
莊
伝
に
、

（
大
明
）
六
年
〔
四
六
二
年
〕
、
ま
た
吏
部
尚
書
と
爲
り
、
國
子
博
士
を
領

す
。
乃
ち
子
鸞
を
し
て
莊
に
板
し
て
長
史
と
爲
さ
し
め
、
府
尋
い
で
撫
軍
に

進
號
す
る
や
、
仍
り
て
長
史
・
臨
淮
太
守
に
除
せ
ら
れ
、
未
だ
拜
さ
ず
し
て
、

ま
た
呉
郡
太
守
に
除
せ
ら
る
。
（
六
年
、
又
爲
吏
部
尚
書
、
領
國
子
博
士
。

…
…
乃
使
子
鸞
板
莊
爲
長
史
、
府
尋
進
號
撫
軍
、
仍
除
長
史
・
臨
淮
太
守
、

未
拜
、
又
除
呉
郡
太
守
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
長
史
、
司
馬
、
従
事
中
郎
な
ど
が
板
授
さ
れ
る
事
例
も
あ
る
。

当
然
、
板
授
の
官
は
除
拝
よ
り
も
低
く
み
ら
れ
る
。
『
宋
書
』
巻
六
・
孝
武
帝

紀
・
大
明
五
年
（
四
六
一
年
）
八
月
庚
寅
の
条
に
、

制
す
ら
く
、
「
方
鎭
假
す
所
の
白
板
の
郡
縣
、
年
限
は
臺
除
に
依
る
も
、
祿

を
食
む
こ
と
は
三
分
の
一
、
送
故
を
給
さ
ず
」
と
。
（
制
方
鎭
所
假
白
板
郡

縣
、
年
限
依
臺
除
、
食
祿
三
分
之
一
、
不
給
送
故
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
宋
の
後
期
、
都
督
府
（
方
鎮
）
）
に
よ
っ
て
板
授
さ
れ
た
郡
県

の
令
長
―
―
「
白
板
郡
縣
」
は
「
臺
除
」
の
令
長
に
対
し
て
、
禄
秩
そ
の
他
の
待

遇
に
お
い
て
差
別
的
に
扱
わ
れ
た
。

第
二
節

板
授
に
つ
い
て

『
宋
書
』
巻
五
十
二
・
庾
悦
伝
に
、

高
祖
の
京
邑
を
定
め
る
や
、
武
陵
王
遵
承
制
し
、
悦
を
以
て
寧
遠
將
軍
・
安

遠
護
軍
・
武
陵
内
史
と
爲
す
も
、
病
を
以
て
職
を
去
る
。
鎭
軍
府
版
し
て
諮

議
參
軍
と
し
、
車
騎
從
事
中
郎
に
轉
ず
。（
高
祖
定
京
邑
、
武
陵
王
遵
承
制
、

以
悦
爲
寧
遠
將
軍
・
安
遠
護
軍
・
武
陵
内
史
、
以
病
去
職
。
鎭
軍
府
版
諮
議

參
軍
、
轉
車
騎
從
事
中
郎
。
）

と
あ
っ
て
、
庾
悦
（
潁
川
の
人
）
が
劉
裕
の
「
鎭
軍
府
」
の
「
版
」
に
よ
っ
て
諮

議
参
軍
に
任
官
し
た
よ
う
に
、
板
授
の
主
体
は
公
府
な
い
し
都
督
府
で
あ
る
。

『
南
斉
書
』
巻
四
十
・
武
十
七
王
伝
に
、

竟
陵
文
宣
王
子
良
、
字
は
雲
英
、
世
祖
の
第
二
子
な
り
。
初
め
、
沈
攸
之
の

難
、
世
祖
に
隨
ひ
て
湓
城
に
在
り
、
寧
朔
將
軍
に
板
さ
れ
、
仍
り
て
宋
の
邵

陵
王
の
左
軍
行
參
軍
た
り
。
主
簿
に
轉
じ
、
安
南
記
室
參
軍
、
邵
陵
王
友
た

り
。
（
竟
陵
文
宣
王
子
良
、
字
雲
英
、
世
祖
第
二
子
也
。
初
、
沈
攸
之
難
、

隨
世
祖
在
湓
城
、
板
寧
朔
將
軍
、
仍
宋
邵
陵
王
左
軍
行
參
軍
。
轉
主
簿
、
安

南
記
室
參
軍
、
邵
陵
王
友
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
宋
末
、
蕭
子
良
（
四
六
〇
～
四
九
四
）
は
父
の
蕭
賾
（
南
斉
の

武
帝
、
在
位
四
八
二
～
四
九
三
）
に
従
っ
て
、
長
江
中
流
の
要
衝
―
―
湓
城
に
駐

屯
し
て
い
た
が
、
沈
攸
之
の
乱
が
起
こ
る
と
（
四
七
七
年
）
、
「
寧
朔
將
軍
」
を

板
授
さ
れ
、
「
邵
陵
王
の
左
軍
行
參
軍
」
と
な
っ
た
。
同
上
巻
三
・
武
帝
紀
に
、
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沈
攸
之
の
荊
楚
に
在
る
や
、
宋
朝
密
か
に
こ
れ
が
備
へ
を
爲
し
、
元
徽
元
年

〔
四
七
三
年
〕
、
上
〔
蕭
賾
を
さ
す
〕
を
以
て
晉
煕
王
鎭
西
長
史
・
江
夏
内

史
・
行
郢
州
事
と
爲
す
。
從
帝
〔
＝
順
帝
〕
立
つ
や
、
晉
煕
王
燮
を
徴
し
て

撫
軍
・
揚
州
刺
史
と
爲
し
、
上
を
以
て
左
衞
將
軍
と
爲
し
、
燮
を
輔
け
て
倶

に
下
ら
し
む
。
沈
攸
之
の
事
起
こ
る
や
、
未
だ
朝
廷
の
處
分
を
得
ざ
る
も
、

上
は
中
流
を
以
て
以
て
敵
を
待
つ
べ
し
と
し
、
即
ち
に
盆
口
城
〔
＝
湓
城
〕

に
據
り
て
戰
守
の
備
へ
を
爲
す
。
（
沈
攸
之
在
荊
楚
、
宋
朝
密
爲
之
備
、
元

徽
元
年
、
以
上
爲
晉
煕
王
鎭
西
長
史
・
江
夏
内
史
・
行
郢
州
事
。
從
帝
立
、

徴
晉
煕
王
燮
爲
撫
軍
・
揚
州
刺
史
、
以
上
爲
左
衞
將
軍
、
輔
燮
倶
下
。
沈
攸

之
事
起
、
未
得
朝
廷
處
分
、
上
以
中
流
可
以
待
敵
、
即
據
盆
口
城
爲
戰
守
之

備
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
蕭
賾
は
郢
州
刺
史
の
晉
煕
王
劉
燮
（
明
帝
の
子
、
四
七
〇
～
四

七
九
）
の
長
史
で
あ
っ
た
が
、
劉
燮
の
揚
州
刺
史
転
任
に
と
も
な
っ
て
、
上
京
す

る
途
中
、
沈
攸
之
が
挙
兵
す
る
と
、
江
州
の
湓
城
に
拠
っ
て
、
防
備
を
固
め
た
の

で
あ
る
。

同
上
巻
三
十
四
・
劉
休
伝
に
、

還
り
て
正
員
郎
と
爲
り
、
邵
陵
王
南
中
郎
録
事
（
參
軍
）
・
建
威
將
軍
・
新

蔡
太
守
た
り
。
隨
ひ
て
左
軍
府
に
轉
じ
、
鎭
蠻
護
軍
を
加
へ
ら
れ
、
將
軍
・

太
守
た
る
こ
と
故
の
如
し
。
諮
議
（
參
軍
）
、
司
馬
に
遷
り
、
寧
朔
將
軍
に

進
み
、
鎭
蠻
護
軍
・
太
守
た
る
こ
と
故
の
如
し
。
尋
陽
太
守
に
徙
り
、
將
軍
・

司
馬
た
る
こ
と
故
の
如
し
。
の
ち
長
史
に
遷
る
。
沈
攸
之
の
難
、
世
祖
晉
煕
・

邵
陵
二
王
の
軍
府
を
挾
み
て
盆
城
に
鎭
す
や
、
休
は
軍
費
を
承
奉
す
。
事
寧

ん
じ
る
や
、
仍
り
て
邵
陵
王
の
安
南
長
史
に
遷
る
。
（
還
爲
正
員
郎
、
邵
陵

王
南
中
郎
録
事
・
建
威
將
軍
・
新
蔡
太
守
。
隨
轉
左
軍
府
、
加
鎭
蠻
護
軍
、

將
軍
・
太
守
如
故
。
遷
諮
議
・
司
馬
、
進
寧
朔
將
軍
、
鎭
蠻
護
軍
・
太
守
如

故
。
徙
尋
陽
太
守
、
將
軍
・
司
馬
如
故
。
後
遷
長
史
。
沈
攸
之
難
、
世
祖
挾

晉
煕
・
邵
陵
二
王
軍
府
鎭
盆
城
、
休
承
奉
軍
費
。
事
寧
、
仍
遷
邵
陵
王
安
南

長
史
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
湓
城
に
は
江
州
刺
史
の
邵
陵
王
劉
友
（
明
帝
の
子
、
四
七
〇
～

四
七
九
）
が
駐
留
し
て
い
た
が
、
蕭
賾
は
「
二
王
の
軍
府
を
挾
む
」
―
―
劉
燮
の

鎭
西
将
軍
府
だ
け
で
な
く
、
劉
友
の
南
中
郎
将
府
も
統
制
下
に
収
め
た
と
い
う
の

で
あ
る
。
当
時
の
湓
城
に
は
二
つ
の
軍
府
が
同
居
し
て
い
た
こ
と
な
る
が
、
『
文

選
』
巻
六
十
・
行
状
に
載
せ
ら
れ
る
『
斉
竟
陵
文
宣
王
行
状
』
に
、

初
め
、
沈
攸
之
上
流
に
跋
扈
し
、
陝
服
に
稱
亂
す
る
や
、
…
…
宋
の
鎭
西
晉

煕
王
、
南
中
郎
邵
陵
王
、
並
び
に
盆
口
に
鎭
す
。
世
祖
は
兩
藩
を
毘
贊
し
、

而
し
て
任
は
西
伐
を
總
ぶ
。
公
は
時
に
從
ひ
て
軍
に
在
り
、
鎭
西
府
版
し
て

寧
朔
將
軍
・
軍
主
と
し
、
南
中
郎
版
し
て
行
參
軍
に
補
し
、
法
曹
を
署
せ
し

む
。
（
初
、
沈
攸
之
跋
扈
上
流
、
稱
亂
陝
服
、
…
…
宋
鎭
西
晉
煕
王
、
南
中

郎
邵
陵
王
、
並
鎭
盆
口
。
世
祖
毘
贊
兩
藩
、
而
任
總
西
伐
。
公
時
從
在
軍
、

鎭
西
府
版
寧
朔
將
軍
・
軍
主
、
南
中
郎
版
補
行
參
軍
、
署
法
曹
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
蕭
子
良
が
任
官
し
た
行
参
軍
は
劉
友
の
「
南
中
郎
府
」
か
ら
板

授
さ
れ
、
い
っ
ぽ
う
の
寧
朔
将
軍
（
お
よ
び
軍
主
）
は
劉
燮
の
「
鎭
西
府
」
の
板

授
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
二
二
）

『
続
漢
書
』
百
官
志
一
・
太
尉
の
条
に
、

掾
史
屬
二
十
四
人
。
本
注
に
曰
は
く
、「
…
…
西
曹
は
府
史
の
署
用
を
主
る
。

東
曹
は
二
千
石
長
吏
の
遷
除
、
及
び
軍
吏
を
主
る
。
戸
曹
は
民
戸
・
祠
祀
・

農
桑
を
主
る
。
奏
曹
は
奏
議
の
事
を
主
る
。
辭
曹
は
辭
訟
の
事
を
主
る
。
法

曹
は
郵
驛
・
科
程
の
事
を
主
る
。
尉
曹
は
卒
徒
・
轉
運
の
事
を
主
る
。
賊
曹

は
盜
・
賊
の
事
を
主
る
。
決
曹
は
罪
法
の
事
を
主
る
。
兵
曹
は
兵
の
事
を
主

る
。
金
曹
は
貨
幣
・
鹽
鐵
の
事
を
主
る
。
倉
曹
は
倉
穀
の
事
を
主
る
。
…
…
」

と
。
（
掾
史
屬
二
十
四
人
。
本
注
曰
、
…
…
西
曹
主
府
史
署
用
。
東
曹
主
二

千
石
長
吏
遷
除
及
軍
吏
。
戸
曹
主
民
戸
・
祠
祀
・
農
桑
。
奏
曹
主
奏
議
事
。



- 32 -

参軍事の研究

辭
曹
主
辭
訟
事
。
法
曹
主
郵
驛
・
科
程
事
。
尉
曹
主
卒
徒
・
轉
運
事
。
賊
曹

主
盜
賊
事
。
決
曹
主
罪
法
事
。
兵
曹
主
兵
事
。
金
曹
主
貨
幣
・
鹽
鐵
事
。
倉

曹
主
倉
穀
事
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
本
来
、
公
府
・
軍
府
の
諸
曹
の
う
ち
、
人
事
に
関
与
す
る
の
は
、

府
官
の
署
用
を
掌
る
「
東
曹
」
、
文
武
百
官
の
遷
除
を
掌
る
「
西
曹
」
で
あ
る
が
、

東
晋
時
代
、
両
曹
は
廃
止
さ
れ
た
（
前
掲
『
宋
書
』
百
官
志
上
）
。
ま
た
、
『
太

平
御
覧
』
巻
二
百
六
十
四
・
職
官
部
六
十
二
・
功
曹
参
軍
に
引
か
れ
る
『
韋
昭
弁

釈
名
』
に
、

曹
は
、
羣
な
り
。
功
曹
は
、
吏
の
羣
聚
す
る
所
、
戸
曹
は
、
民
の
羣
聚
す
る

所
な
り
。
其
の
他
も
み
な
然
り
。（
曹
、
羣
也
。
功
曹
、
吏
所
羣
聚
、
戸
曹
、

民
所
羣
聚
也
。
其
他
皆
然
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
漢
代
、
州
郡
県
の
人
事
を
担
当
し
た
の
は
「
功
曹
」
で
あ
る
。

『
続
漢
書
』
百
官
志
四
・
司
隷
校
尉
の
条
に
、

從
事
史
十
二
人
。
本
注
に
曰
は
く
、
「
都
官
從
事
、
百
官
の
法
を
犯
す
者
を

察
舉
す
る
を
主
る
。
功
曹
從
事
、
州
の
選
署
及
び
衆
事
を
主
る
。
…
…
（
從

事
史
十
二
人
。
本
注
曰
、
都
官
從
事
、
主
察
舉
百
官
犯
法
者
。
功
曹
從
事
、

主
州
選
署
及
衆
事
。
…
…
）

と
あ
る
よ
う
に
、
「
功
曹
從
事
」
は
司
隷
校
尉
の
人
事
を
掌
り
、
同
上
・
百
官
志

五
・
郡
国
の
条
に
、

み
な
諸
曹
掾
史
を
置
く
。
本
注
に
曰
は
く
、
「
諸
曹
は
略
々
公
府
の
曹
の
如

き
も
、
東
・
西
曹
な
し
。
功
曹
史
あ
り
、
選
署
・
功
勞
を
主
る
。
…
…
（
皆

置
諸
曹
掾
史
。
本
注
曰
、
諸
曹
略
如
公
府
曹
、
無
東
・
西
曹
。
有
功
曹
史
、

主
選
署
・
功
勞
。
…
…
）

と
あ
る
よ
う
に
、
郡
県
の
人
事
は
「
功
曹
史
」
が
担
当
し
た
。

し
か
し
、
『
梁
書
』
巻
四
十
八
・
儒
林
伝
に
、

卞
華
、
字
は
昭
丘
、
濟
陰
寃
句
の
人
な
り
。
…
…
天
監
の
初
め
〔
五
〇
二
年
〕
、

臨
川
王
の
參
軍
事
に
遷
り
、
國
子
助
教
を
兼
ね
、
安
成
王
の
功
曹
參
軍
に
轉

じ
、
五
經
博
士
を
兼
ね
る
。
（
卞
華
、
字
昭
丘
、
濟
陰
寃
句
人
也
。
…
…
天

監
初
、
遷
臨
川
王
參
軍
事
、
兼
國
子
助
教
、
轉
安
成
王
功
曹
參
軍
、
兼
五
經

博
士
。
）

と
あ
り
、
同
上
巻
五
十
三
・
良
吏
伝
に
、

庾
蓽
、
字
は
休
野
、
新
野
の
人
な
り
。
…
…
高
祖
京
邑
を
平
ら
げ
〔
五
〇
一

年
〕
、
霸
府
建
つ
や
、
引
き
て
驃
騎
功
曹
參
軍
と
爲
し
、
尚
書
左
丞
に
遷
る
。

（
庾
蓽
、
字
休
野
、
新
野
人
也
。
…
…
高
祖
平
京
邑
、
霸
府
建
、
引
爲
驃
騎

功
曹
參
軍
、
遷
尚
書
左
丞
。
）

と
あ
り
、
『
陳
書
』
巻
二
十
七
・
姚
察
伝
に
、

永
定
の
初
め
〔
五
五
七
年
〕
、
始
興
王
府
の
功
曹
參
軍
に
拜
し
、
尋
い
で
嘉

德
殿
學
士
に
補
せ
ら
れ
、
中
衞
・
儀
同
始
興
王
府
の
記
室
參
軍
に
轉
ず
。（
永

定
初
、
拜
始
興
王
府
功
曹
參
軍
、
尋
補
嘉
德
殿
學
士
、
轉
中
衞
・
儀
同
始
興

王
府
記
室
參
軍
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
「
功
曹
」
は
梁
陳
お
よ
び
北
朝
に
は
あ
る
が
、
宋
斉
に
は
な
か

っ
た
（
前
掲
『
宋
書
』
百
官
志
上
を
参
照
）
。
し
か
ら
ば
、
宋
斉
時
代
、
府
の
人

事
を
担
当
し
た
―
―
板
授
の
手
続
き
を
お
こ
な
っ
た
曹
は
ど
こ
だ
っ
た
の
か
。

『
宋
書
』
巻
七
十
四
・
魯
爽
伝
に
、

事
〔
劉
劭
の
反
乱
を
さ
す
〕
平
ら
ぐ
や
、
爽
を
以
て
使
持
節
・
督
豫
司
雍
秦

并
五
州
諸
軍
事
・
左
將
軍
・
豫
州
刺
史
と
爲
す
。
…
…
爽
は
義
宣
及
び
（
臧
）

質
と
相
結
ぶ
こ
と
已
に
久
し
く
、
義
宣
も
ま
た
其
の
勇
力
を
資
せ
ん
と
欲
し
、

情
契
甚
だ
至
る
。
孝
建
元
年
二
月
、
義
宣
爽
に
報
ゆ
ら
く
、
「
秋
當
に
同
舉

す
べ
し
」
と
。
爽
狂
酒
乖
謬
し
、
即
日
便
ち
に
起
兵
す
。
…
…
義
宣
・
質
爽

已
に
處
分
す
る
を
聞
き
、
便
ち
狼
狽
し
て
反
し
、
爽
の
號
を
征
北
將
軍
に
進

む
。
爽
是
に
於
い
て
造
る
所
の
輿
服
を
送
り
て
江
陵
に
詣
ら
し
め
、
義
宣
及

び
臧
質
ら
に
版
し
て
並
び
に
起
た
し
む
。
征
北
府
戸
曹
の
版
文
に
曰
は
く
、
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「
丞
相
の
劉
、
い
ま
天
子
に
補
す
、
名
は
義
宣
。
車
騎
の
臧
、
い
ま
丞
相
に

補
す
、
名
は
質
。
平
西
の
朱
、
い
ま
車
騎
に
補
す
、
名
は
修
之
。
み
な
版
到

ら
ば
奉
行
せ
よ
」
と
。
義
宣
駭
愕
し
、
爽
の
送
る
所
の
法
物
は
、
並
び
に
竟

陵
縣
に
留
め
て
進
む
を
聽
さ
ず
。
（
事
平
、
以
爽
爲
使
持
節
・
督
豫
司
雍
秦

并
五
州
諸
軍
事
・
左
將
軍
・
豫
州
刺
史
。
…
…
爽
與
義
宣
及
質
相
結
已
久
、

義
宣
亦
欲
資
其
勇
力
、
情
契
甚
至
。
孝
建
元
年
二
月
、
義
宣
報
爽
、
秋
當
同

舉
。
爽
狂
酒
乖
謬
、
即
日
便
起
兵
。
…
…
義
宣
・
質
聞
爽
已
處
分
、
便
狼
狽

反
、
進
爽
號
征
北
將
軍
。
爽
於
是
送
所
造
輿
服
詣
江
陵
、
版
義
宣
及
臧
質
等

並
起
。
征
北
府
戸
曹
版
文
曰
、
丞
相
劉
、
今
補
天
子
、
名
義
宣
。
車
騎
臧
、

今
補
丞
相
、
名
質
。
平
西
朱
、
今
補
車
騎
、
名
修
之
。
皆
版
到
奉
行
。
義
宣

駭
愕
、
爽
所
送
法
物
、
並
留
竟
陵
縣
不
聽
進
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
宋
の
魯
爽
（
扶
風
の
人
、
？
～
四
五
四
）
は
、
南
郡
王
劉
義
宣

の
反
乱
の
際
（
四
五
四
年
）
、
「
征
北
府
の
戸
曹
」
に
「
版
文
」
を
作
ら
せ
、
劉

義
宣
に
「
天
子
」
、
臧
質
に
「
丞
相
」
、
朱
脩
之
に
「
車
騎
（
將
軍
）
」
を
板
授
し
た
。

（
二
三
）

も
と
よ
り
、
支
離
滅
裂
な
行
為
と
断
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
同
上
巻
六
十
八
・
武

二
王
伝
に
も
、

義
宣
此
に
因
り
て
怒
を
發
し
、
密
か
に
舟
甲
を
治
し
、
孝
建
元
年
秋
冬
を
克

し
て
舉
兵
せ
ん
と
し
、
豫
州
刺
史
の
魯
爽
、
兗
州
刺
史
の
徐
遺
寶
に
報
ひ
て

同
じ
く
せ
し
む
。
爽
狂
酒
し
て
旨
を
失
し
、
其
の
年
正
月
便
ち
に
反
し
、
府

の
戸
曹
を
遣
は
し
て
版
を
送
ら
し
め
、
義
宣
を
以
て
天
子
に
補
し
、
并
せ
て

天
子
の
羽
儀
を
送
る
。
（
義
宣
因
此
發
怒
、
密
治
舟
甲
、
克
孝
建
元
年
秋
冬

舉
兵
。
報
豫
州
刺
史
魯
爽
、
兗
州
刺
史
徐
遺
寶
使
同
。
爽
狂
酒
失
旨
、
其
年

正
月
便
反
、
遣
府
戸
曹
送
版
、
以
義
宣
補
天
子
、
并
送
天
子
羽
儀
。
）

と
あ
り
、
魯
爽
は
「
府
の
戸
曹
」
を
派
遣
し
て
「
版
」
を
届
け
さ
せ
た
と
あ
る
か

ら
、
史
料
的
な
矛
盾
は
な
い
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
と
き
魯
爽
の
征
北
府
の
版
文

―
―
板
授
の
辞
令
を
発
給
し
た
の
が
、
戸
曹
だ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

ふ
つ
う
、
戸
曹
は
「
民
戸
・
祠
祀
・
農
桑
」
の
事
務
を
分
掌
す
る
（
前
掲
『
続

漢
書
』
百
官
志
一
）
。
北
朝
の
事
例
で
あ
る
が
、
『
魏
書
』
巻
七
十
七
・
辛
雄
伝

に
、

清
河
王
懌
司
空
と
爲
る
や
〔
五
一
二
年
〕
、
辟
し
て
戸
曹
參
軍
と
し
、
田
曹

の
事
を
攝
せ
し
む
。
懌
司
徒
に
遷
る
や
〔
五
一
五
年
〕
、
仍
り
て
隨
ひ
て
戸

曹
參
軍
を
授
け
ら
る
。
並
び
に
煩
劇
に
當
り
、
諍
訟
塡
委
な
る
も
、
雄
は
心

を
用
ふ
る
こ
と
平
直
、
加
ふ
る
に
閑
明
を
以
て
し
、
政
事
其
の
斷
割
を
經
れ

ば
、
悦
服
せ
ざ
る
は
な
し
。
懌
こ
れ
を
重
ん
じ
、
毎
に
人
に
謂
ひ
て
曰
は
く
、

「
必
ず
や
訟
な
か
ら
ん
。
辛
雄
其
れ
こ
れ
を
有
つ
」
と
。
是
に
由
り
名
顯
は

る
。
懌
太
尉
に
遷
る
や
〔
五
一
五
年
〕
、
ま
た
記
室
參
軍
と
爲
る
。
（
清
河

王
懌
爲
司
空
、
辟
戸
曹
參
軍
、
攝
田
曹
事
、
懌
遷
司
徒
、
仍
隨
授
戸
曹
參
軍
。

並
當
煩
劇
、
諍
訟
塡
委
、
雄
用
心
平
直
、
加
以
閑
明
、
政
事
經
其
斷
割
、
莫

不
悦
服
。
懌
重
之
、
毎
謂
人
曰
、
必
也
無
訟
乎
、
辛
雄
其
有
焉
。
由
是
名
顯
。

懌
遷
太
尉
、
又
爲
記
室
參
軍
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
魏
の
辛
雄
（
隴
西
の
人
、
四
八
五
～
五
三
四
）
は
清
河
王
元
懌

（
孝
文
帝
の
子
、
四
八
七
～
五
二
〇
）
に
随
府
し
て
、
司
空
な
い
し
司
徒
府
の
「
戸

曹
參
軍
」
を
歴
任
し
、
「
田
曹
の
事
を
攝
」
し
た
。
職
務
が
「
煩
劇
」
、
「
諍
訟
」

が
多
い
と
い
う
記
述
か
ら
み
て
も
、
民
戸
の
税
役
な
い
し
土
地
な
ど
に
関
す
る
実

務
だ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
前
掲
『
南
斉
書
』
百
官
志
な
ど
の
記
載
が
諸
曹
の
序
列
を
反
映
し

た
も
の
な
ら
、
戸
曹
は
録
事
、
記
室
に
次
ぐ
地
位
に
あ
っ
た
。
『
晋
書
』
巻
九
十

二
・
文
苑
伝
に
、

羅
含
、
字
は
君
章
、
桂
陽
耒
陽
の
人
な
り
。
…
…
の
ち
桓
温
州
に
臨
む
や
、

ま
た
征
西
參
軍
に
補
せ
ら
る
。
…
…
州
別
駕
に
轉
ず
。
…
…
徴
さ
れ
て
尚
書

郎
と
爲
る
も
、
温
雅
よ
り
其
の
才
を
重
ん
じ
、
ま
た
表
し
て
征
西
戸
曹
參
軍

に
轉
ぜ
し
む
。
…
…
累
遷
し
て
散
騎
常
侍
、
侍
中
た
り
、
仍
り
て
廷
尉
に
轉
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じ
、
長
沙
相
た
り
。
年
老
ひ
て
致
仕
し
、
中
散
大
夫
を
加
へ
ら
る
。
…
…
年

七
十
七
に
し
て
卒
し
、
著
す
所
の
文
章
世
に
行
は
る
。
（
羅
含
、
字
君
章
、

桂
陽
耒
陽
人
也
。
…
…
後
桓
温
臨
州
、
又
補
征
西
參
軍
。
…
…
轉
州
別
駕
。

…
…
徴
爲
尚
書
郎
、
温
雅
重
其
才
、
又
表
轉
征
西
戸
曹
參
軍
。
…
…
累
遷
散

騎
常
侍
、
侍
中
、
仍
轉
廷
尉
、
長
沙
相
。
年
老
致
仕
、
加
中
散
大
夫
。
…
…

年
七
十
七
卒
、
所
著
文
章
行
於
世
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
羅
含
は
荊
州
別
駕
、
尚
書
郎
を
経
て
、
桓
温
（
譙
国
の
人
、
三

一
二
～
三
七
三
）
の
「
征
西
戸
曹
參
軍
」
に
転
じ
て
い
る
か
ら
、
都
督
府
の
戸
曹

参
軍
は
要
州
の
綱
紀
、
あ
る
い
は
六
品
の
台
郎
よ
り
も
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
羅
含
は
著
名
な
文
人
で
あ
り
、
「
晉
中
散
大
夫
羅
含
集
三
巻
」
（
『
隋

書
』
巻
三
十
五
・
経
籍
志
四
・
集
部
）
、
「
湘
中
山
水
記
三
巻
」
（
『
宋
史
』
巻
二

百
四
・
芸
文
志
三
・
史
部
地
理
類
）
な
ど
の
著
作
を
残
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
梁

書
』
巻
五
十
・
文
学
伝
下
に
、

劉
峻
、
字
は
孝
標
、
平
原
平
原
の
人
な
り
。
…
…
安
成
王
秀
峻
の
學
を
好
み
、

荊
州
に
遷
る
に
及
び
、
引
き
て
戸
曹
參
軍
と
爲
し
、
其
れ
に
書
籍
を
給
し
、

事
類
を
抄
録
せ
し
め
、
名
づ
け
て
類
苑
と
曰
ふ
。
未
だ
成
る
に
及
ば
ず
し
て
、

ま
た
疾
を
以
て
去
る
。
（
劉
峻
、
字
孝
標
、
平
原
平
原
人
。
…
…
安
成
王
秀

好
峻
學
、
及
遷
荊
州
、
引
爲
戸
曹
參
軍
、
給
其
書
籍
、
使
抄
録
事
類
、
名
曰

類
苑
。
未
及
成
、
復
以
疾
去
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
梁
の
劉
孝
標
（
四
五
八
～
五
二
一
）
は
安
成
王
蕭
秀
（
武
帝
の

弟
、
四
七
五
～
五
一
八
）
の
「
戸
曹
參
軍
」
に
辟
召
さ
れ
る
が
、
任
務
は
類
書
の

編
纂
だ
っ
た
。
北
朝
の
事
例
に
な
る
が
、
『
周
書
』
巻
三
十
二
・
柳
敏
伝
に
、

（
二
四
）

即
ち
に
丞
相
府
の
參
軍
事
に
拜
せ
し
む
。
俄
に
し
て
戸
曹
參
軍
に
轉
じ
、
記

室
を
兼
ね
る
。
（
即
拜
丞
相
府
參
軍
事
。
俄
轉
戸
曹
參
軍
、
兼
記
室
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
北
周
の
柳
敏
（
河
東
の
人
、
？
～
五
八
一
）
は
、
西
魏
の
初
め
、

宇
文
泰
の
「
戸
曹
參
軍
」
に
任
ぜ
ら
れ
、
「
記
室
を
兼
」
ね
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
戸
曹
参
軍
は
、
清
官
の
度
合
い
は
記
室
参
軍
よ
り
劣
る
も

の
の
、
文
人
貴
族
も
任
官
す
る
府
官
だ
っ
た
と
評
価
で
き
る
。
も
し
、
南
朝
の
戸

（
二
五
）

曹
が
人
事
を
担
当
し
、
版
文
を
起
草
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
文

人
の
就
任
は
必
須
の
条
件
と
な
る
。
よ
し
ん
ば
、
公
式
の
職
務
で
は
な
い
と
し
て

も
、
戸
曹
参
軍
が
文
人
の
ポ
ス
ト
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
版
文
の
作
成
に
関
与
し
た

と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
魯
爽
の
版
文
が
戸
曹
の
手
に
成
っ
た
こ
と
は
、
そ

れ
な
り
に
理
由
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
二
三
）

第
三
節

参
軍
督
護
と
功
曹
督
護

前
掲
『
宋
書
』
百
官
志
上
・
公
府
僚
属
の
条
に
は
、
正
・
行
参
軍
な
い
し
長
兼

行
参
軍
の
説
明
に
続
き
、
東
晋
時
代
、
「
參
軍
督
護
」
と
い
う
官
職
が
あ
り
、
「
營

を
領
し
、
部
曲
を
有
」
し
て
い
た
が
、
「
今
は
則
ち
無
し
」
と
い
う
記
述
が
見
え

る
。
『
宋
書
』
巻
八
十
三
・
宗
越
伝
に
、

武
念
、
新
野
の
人
な
り
。
も
と
三
五
門
、
身
を
郡
の
將
よ
り
出
す
。
蕭
思
話

雍
州
と
爲
る
や
、
土
人
の
龐
道
符
を
遣
は
し
て
六
門
の
田
を
統
べ
し
め
、
念

も
て
道
符
の
隨
身
隊
主
と
爲
す
。
の
ち
大
府
は
念
の
健
名
あ
り
、
且
つ
家
富

み
馬
あ
る
を
以
て
、
召
し
出
し
て
將
と
爲
す
。
世
祖
雍
州
に
臨
む
や
、
念
は

隊
を
領
し
て
奉
迎
す
。
…
…
即
ち
に
擢
か
れ
て
參
軍
督
護
と
爲
る
。（
武
念
、

新
野
人
也
。
本
三
五
門
、
出
身
郡
將
。
蕭
思
話
爲
雍
州
、
遣
土
人
龐
道
符
統

六
門
田
、
念
爲
道
符
隨
身
隊
主
。
後
大
府
以
念
有
健
名
、
且
家
富
有
馬
、
召

出
爲
將
。
世
祖
臨
雍
州
、
念
領
隊
奉
迎
。
…
…
即
擢
爲
參
軍
督
護
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
宋
の
武
念
（
？
～
四
六
五
）
は
「
三
五
門
」
、
す
な
わ
ち
庶
人

の
出
で
あ
る
が
、
武
陵
王
劉
駿
（
孝
武
帝
、
在
位
四
五
三
～
四
六
四
）
が
雍
州
（
襄

陽
）
に
赴
任
し
て
き
た
際
の
活
躍
（
蛮
夷
の
襲
撃
を
防
ぐ
）
を
認
め
ら
れ
、
「
參

軍
督
護
」
に
抜
擢
さ
れ
た
。
ま
た
、
同
上
巻
九
十
四
・
恩
倖
伝
に
、

戴
法
興
、
會
稽
山
陰
の
人
な
り
。
家
貧
に
し
て
、
父
の
碩
子
は
紵
を
販
る
を
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も
て
業
と
爲
す
。
…
…
仍
り
て
世
祖
の
征
虜
・
撫
軍
記
室
掾
と
爲
る
。
上
〔
孝

武
帝
を
さ
す
〕
の
江
州
と
爲
る
や
、
仍
り
て
南
中
郎
典
籤
た
り
。
上
の
巴
口

に
建
義
す
る
や
、
法
興
は
典
籤
の
戴
明
寶
・
蔡
閑
と
倶
に
參
軍
督
護
と
爲
る
。

上
即
位
す
る
や
、
並
び
に
南
臺
侍
御
史
と
爲
り
、
同
に
中
書
通
事
舎
人
を
兼

ね
る
。
（
戴
法
興
、
會
稽
山
陰
人
也
。
家
貧
、
父
碩
子
販
紵
爲
業
。
…
…
仍

爲
世
祖
征
虜
・
撫
軍
記
室
掾
。
上
爲
江
州
、
仍
南
中
郎
典
籤
。
上
於
巴
口
建

義
、
法
興
與
典
籤
戴
明
寶
・
蔡
閑
倶
爲
參
軍
督
護
。
上
即
位
、
並
爲
南
臺
侍

御
史
、
同
兼
中
書
通
事
舎
人
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
恩
倖
寒
人
の
戴
法
興
（
四
一
四
～
四
六
五
）
は
、
典

籤
な
ど
劉
駿
の
下
級
府
官
を
歴
任
し
た
後
、
劉
劭
を
討
つ
際
、
よ
う
や
く
「
參
軍

督
護
」
に
昇
進
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
参
軍
督
護
と
い
う
官
職
は
史
料
に
散
見
し
て
い
る
か
ら
、
さ

き
の
『
宋
書
』
百
官
志
上
の
「
今
則
無
」
と
い
う
記
述
は
「
領
營
有
部
曲
」
に
か

か
り
、
南
朝
で
も
官
職
は
存
続
し
て
い
た
が
、
軍
隊
を
統
率
す
る
要
職
で
は
な
く

な
っ
た
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
。
か
つ
、
武
念
、
戴
法
興
ら
寒
門
武
人
も
し
く
は
恩

倖
寒
人
が
任
官
し
た
こ
と
は
、
当
該
官
が
濁
官
な
い
し
卑
職
だ
っ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
督
護
と
い
う
語
彙
が
頻
繁
に
登
場
す
る
の
は
、
両
晋
交
替
期
の
こ

と
で
あ
る
。
『
華
陽
国
志
』
巻
八
・
大
同
志
・
元
康
八
年
（
二
九
八
年
）
冬
の
条

に
、

西
夷
校
尉
の
西
平
の
麴
炳
表
し
て
軍
を
出
し
、
牙
門
將
の
孫
眺
を
遣
は
し
て

督
護
と
爲
し
萬
人
も
て
こ
れ
を
征
せ
し
む
も
、
常
安
に
戰
ひ
、
大
い
に
胡
の

破
る
所
と
爲
る
。
（
西
夷
校
尉
西
平
麴
炳
表
出
軍
、
遣
牙
門
將
孫
眺
爲
督
護

萬
人
征
之
、
戰
于
常
安
、
大
爲
胡
所
破
。
）

と
あ
る
。
西
晋
時
代
、
益
州
に
は
刺
史
と
は
別
に
護
西
夷
校
尉
が
置
か
れ
、
軍
事

警
察
権
を
掌
握
し
た
が
、
そ
の
配
下
の
「
牙
門
將
」
が
「
督
護
」
と
な
り
、
胡
を

討
っ
て
大
敗
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
上
・
太
安
元
年
（
三
〇
二
年
）

春
の
条
に
、

征
西
〔
司
馬
顒
を
さ
す
〕
は
督
護
の
衙
博
を
遣
は
し
て
西
の
か
た
（
李
）
特

を
征
討
せ
し
め
、
博
は
梓
潼
に
次
る
。
…
…
（
羅
）
尚
は
督
護
の
巴
西
の
張

龜
を
遣
は
し
四
十
牙
門
を
督
し
て
、
繁
城
に
軍
せ
し
む
。
…
…
衙
博
才
は
文

武
を
兼
ね
、
征
西
大
將
軍
の
河
間
王
深
く
こ
れ
を
器
と
す
。
（
征
西
遣
督
護

衙
博
西
征
討
特
、
博
次
梓
潼
。
…
…
尚
遣
督
護
巴
西
張
龜
督
四
十
牙
門
、
軍

繁
城
。
…
…
衙
博
才
兼
文
武
、
征
西
大
將
軍
河
間
王
深
器
之
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
李
特
が
挙
兵
し
た
際
、
益
州
刺
史
の
羅
尚
（
襄
陽
の
人
、
？
～

三
一
〇
）
は
「
督
護
」
の
張
龜
を
繁
城
に
進
軍
さ
せ
、
雍
涼
二
州
都
督
の
河
間
王

（
二
六
）

司
馬
顒
は
「
督
護
」
の
衙
博
（
？
～
三
〇
四
）
を
派
遣
し
た
。
前
者
の
張
龜
は
「
四

（
二
七
）

十
牙
門
を
督
」
し
て
い
た
が
、
『
晋
書
』
巻
五
十
七
・
馬
隆
伝
に
、

太
康
の
初
め
、
朝
廷
は
西
平
荒
毀
し
、
宜
し
く
時
に
興
復
す
べ
き
を
以
て
、

隆
を
以
て
平
虜
護
軍
・
西
平
太
守
と
爲
し
、
領
す
る
所
の
精
兵
を
將
い
し
め
、

ま
た
牙
門
一
軍
を
給
し
、
西
平
に
屯
據
せ
し
む
。
（
太
康
初
、
朝
廷
以
西
平

荒
毀
、
宜
時
興
復
、
以
隆
爲
平
虜
護
軍
・
西
平
太
守
、
將
所
領
精
兵
、
又
給

牙
門
一
軍
、
屯
據
西
平
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
西
平
太
守
の
馬
隆
（
東
平
の
人
）
は
「
牙
門
一
軍
」
を
給
さ
れ
、

同
上
巻
五
十
九
・
汝
南
王
亮
伝
に
、

祐
、
字
は
永
猷
。
永
安
中
、
惠
帝
に
從
ひ
て
北
征
す
。
帝
の
長
安
に
遷
る
や
、

祐
は
國
に
反
る
。
帝
の
洛
に
還
る
に
及
び
、
征
南
の
兵
八
百
人
を
以
て
こ
れ

に
給
し
、
特
に
四
部
牙
門
を
置
か
し
む
。
（
祐
、
字
永
猷
。
永
安
中
、
從
惠

帝
北
征
。
帝
遷
長
安
、
祐
反
國
。
及
帝
還
洛
、
以
征
南
兵
八
百
人
給
之
、
特

置
四
部
牙
門
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
汝
南
王
司
馬
祐
（
亮
の
孫
、
？
～
三
二
六
）
は
「
兵
八
百
人
」

を
給
さ
れ
て
「
四
部
牙
門
」
を
置
く
こ
と
を
許
さ
れ
た
。
牙
門
は
二
百
名
ほ
ど
の
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兵
士
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
る
戦
闘
単
位
、
部
隊
の
称
謂
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

八
王
の
乱
が
本
格
化
す
る
と
、
督
護
の
事
例
は
さ
ら
に
増
え
る
。
同
上
巻
五
十

九
・
河
間
王
顒
伝
に
、

九
年
、
梁
王
肜
に
代
は
り
て
平
西
將
軍
と
爲
り
、
關
中
に
鎭
す
。
…
…
顒
は

二
王
〔
齊
王
冏
、
成
都
王
穎
を
さ
す
〕
の
兵
盛
ん
な
る
を
聞
き
、
乃
ち
長
史

の
李
含
に
龍
驤
將
軍
を
加
へ
、
督
護
の
席
薳
ら
を
領
し
て
（
張
）
方
〔
司
馬

顒
の
将
〕
の
軍
を
追
ひ
迴
ら
し
、
以
て
二
王
に
應
ぜ
し
む
。
…
…
方
ま
た
天

子
に
逼
り
て
長
安
に
幸
せ
し
む
。
乃
ち
劉
喬
に
節
を
假
し
、
鎭
東
大
將
軍
に

進
位
し
、
成
都
王
穎
を
遣
は
し
て
樓
褒
・
王
闡
ら
の
諸
軍
を
總
統
せ
し
め
、

河
橋
に
據
り
て
以
て
（
司
馬
）
越
を
距
ま
し
む
。
王
浚
は
督
護
の
劉
根
を
遣

は
し
三
百
騎
を
將
い
て
河
上
に
至
ら
し
む
。
…
…
弘
農
太
守
の
裴
廙
、
秦
國

内
史
の
賈
龕
、
安
定
太
守
の
賈
疋
ら
起
義
し
て
顒
を
討
ち
、
馬
瞻
、
梁
邁
ら

を
斬
る
。
東
海
王
越
は
督
護
の
麋
晃
を
遣
は
し
國
兵
を
率
い
て
顒
を
伐
た
し

む
。
鄭
に
至
り
、
顒
の
將
牽
秀
晃
を
距
む
も
、
晃
は
秀
并
び
に
其
の
二
子
を

斬
る
。
義
軍
は
關
中
を
據
有
し
、
顒
は
城
を
保
つ
の
み
。
（
九
年
、
代
梁
王

肜
爲
平
西
將
軍
、
鎭
關
中
。
…
…
顒
聞
二
王
兵
盛
、
乃
加
長
史
李
含
龍
驤
將

軍
、
領
督
護
席
薳
等
追
方
軍
迴
、
以
應
二
王
。
…
…
方
又
逼
天
子
幸
長
安
。

乃
假
劉
喬
節
、
進
位
鎭
東
大
將
軍
、
遣
成
都
王
穎
總
統
樓
褒
・
王
闡
等
諸
軍
、

據
河
橋
以
距
越
。
王
浚
遣
督
護
劉
根
將
三
百
騎
至
河
上
。
…
…
弘
農
太
守
裴

廙
、
秦
國
内
史
賈
龕
、
安
定
太
守
賈
疋
等
起
義
討
顒
、
斬
馬
瞻
、
梁
邁
等
。

東
海
王
越
遣
督
護
麋
晃
率
國
兵
伐
顒
。
至
鄭
、
顒
將
牽
秀
距
晃
、
晃
斬
秀
并

其
二
子
。
義
軍
據
有
關
中
、
顒
保
城
而
已
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
三
王
起
義
の
際
（
三
〇
一
年
）
、
司
馬
顒
は
「
督
護
」
の
席
薳

ら
を
派
遣
し
た
。
の
ち
に
司
馬
顒
が
惠
帝
を
長
安
に
連
れ
去
る
と
、
司
馬
越
は
「
督

護
」
の
麋
晃
に
「
國
兵
」
を
統
率
さ
せ
、
関
中
に
侵
攻
さ
せ
る
（
三
〇
五
～
三
〇

六
年
）
。
こ
の
と
き
、
幽
州
都
督
の
王
浚
（
王
沈
の
子
）
も
「
督
護
」
の
劉
根
を

派
兵
し
て
い
る
が
、
同
上
巻
三
十
九
・
王
沈
伝
に
、

主
簿
の
祁
弘
を
以
て
前
鋒
と
爲
し
、
（
成
都
王
）
穎
の
將
石
超
に
平
棘
に
遇

ひ
、
撃
ち
て
こ
れ
を
敗
る
〔
三
〇
四
年
〕
。
…
…
東
海
王
越
將
に
大
駕
を
迎

へ
ん
と
す
る
や
、
浚
は
祁
弘
を
遣
は
し
烏
丸
突
騎
を
率
い
て
先
驅
と
爲
さ
し

む
。
…
…
會
々
洛
京
傾
覆
し
、
浚
大
い
に
威
令
を
樹
て
、
征
伐
を
專
ら
に
す
。

督
護
の
王
昌
、
中
山
太
守
の
阮
豹
ら
を
遣
は
し
て
諸
軍
を
率
い
、
務
勿
塵
の

世
子
疾
陸
眷
、
并
び
に
弟
の
文
鴦
、
從
弟
の
末
柸
と
、
石
勒
を
襄
國
に
攻
め

し
む
。
…
…
（
劉
）
琨
の
宗
人
劉
希
衆
を
合
し
、
代
郡
・
上
谷
・
廣
寧
三
郡

の
人
み
な
琨
に
歸
す
。
…
…
浚
は
燕
相
の
胡
矩
を
遣
は
し
て
諸
軍
を
督
護
し
、

疾
陸
眷
と
力
を
并
せ
て
希
を
攻
破
せ
し
む
。
（
以
主
簿
祁
弘
爲
前
鋒
、
遇
穎

將
石
超
於
平
棘
、
撃
敗
之
。
…
…
東
海
王
越
將
迎
大
駕
、
浚
遣
祁
弘
率
烏
丸

突
騎
爲
先
驅
。
…
…
會
洛
京
傾
覆
、
浚
大
樹
威
令
、
專
征
伐
、
遣
督
護
王
昌
・

中
山
太
守
阮
豹
等
率
諸
軍
、
及
務
勿
塵
世
子
疾
陸
眷
、
并
弟
文
鴦
・
從
弟
末

柸
、
攻
石
勒
於
襄
國
。
…
…
琨
宗
人
劉
希
合
衆
、
代
郡
・
上
谷
・
廣
寧
三
郡

人
皆
歸
于
琨
。
…
…
浚
遣
燕
相
胡
矩
督
護
諸
軍
、
與
疾
陸
眷
并
力
攻
破
希
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
洛
陽
陥
落
後
、
王
浚
は
「
督
護
」
の
王
昌
ら
に
石
勒
を
攻
め
さ

せ
、
ま
た
、
燕
相
の
胡
矩
に
「
諸
軍
を
督
護
」
さ
せ
、
劉
琨
の
将
を
破
っ
た
（
三

一
一
～
三
一
二
年
頃
）
。
同
上
巻
六
十
七
・
温
嶠
伝
に
、

（
劉
）
琨
の
大
將
軍
に
遷
る
や
〔
三
一
四
年
〕
、
嶠
も
て
從
事
中
郎
・
上
黨

太
守
と
爲
し
、
建
威
將
軍
を
加
へ
、
前
鋒
軍
事
を
督
護
せ
し
む
。
（
琨
遷
大

將
軍
、
嶠
爲
從
事
中
郎
・
上
黨
太
守
、
加
建
威
將
軍
、
督
護
前
鋒
軍
事
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
温
嶠
（
二
八
八
～
三
二
九
）
が
劉
琨
の
「
從
事
中
郎
」
に
任
ぜ

ら
れ
、
「
督
護
前
鋒
軍
事
」
に
な
っ
た
と
い
う
記
事
も
あ
る
。
本
官
に
関
わ
り
な

く
、
「
諸
軍
を
督
護
」
す
る
こ
と
を
「
督
護
」
と
称
し
た
と
す
れ
ば
、
司
馬
穎
と

の
戦
い
（
三
〇
四
年
）
に
「
前
鋒
」
を
務
め
、
司
馬
顒
と
の
戦
い
（
三
〇
六
年
）

で
も
「
烏
丸
突
騎
を
率
」
い
て
「
先
驅
」
と
な
っ
た
「
主
簿
の
祁
弘
」（
前
掲
『
晋
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書
』
王
沈
伝
）
も
、
督
護
な
い
し
前
鋒
督
護
だ
っ
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
な

い
だ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
督
護
は
、
ほ
ぼ
両
晋
時
代
、
都
督
・
刺
史
な
ど
の
配
下
の

武
将
（
本
官
は
府
官
な
い
し
郡
県
の
守
令
な
ど
様
々
）
が
軍
事
を
委
任
さ
れ
た
際

に
与
え
ら
れ
る
権
限
、
も
し
く
は
官
称
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

他
方
、
魏
末
頃
か
ら
、
都
督
配
下
の
参
軍
が
実
戦
に
投
入
さ
れ
る
場
面
が
目
立

つ
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
『
魏
志
』
巻
二
十
八
・
鍾
會
伝
に
、

會
上
言
し
て
曰
は
く
、
「
賊
の
姜
維
張
翼
・
廖
化
・
董
厥
ら
逃
死
遁
走
し
、

成
都
に
趣
か
ん
と
欲
す
。
臣
輒
ち
司
馬
の
夏
侯
咸
・
護
軍
の
胡
烈
ら
を
遣
は

し
徑
ち
に
劍
閣
よ
り
新
都
・
大
渡
に
出
で
、
そ
の
前
を
截
た
し
め
、
參
軍
の

爰
呱
・
將
軍
の
句
安
ら
を
し
て
其
の
後
を
躡
は
し
め
、
參
軍
の
皇
甫
闓
・
將

軍
の
王
買
ら
を
し
て
涪
よ
り
南
の
か
た
出
で
て
其
の
腹
を
衝
か
し
め
、
臣
は

涪
縣
に
據
り
て
東
西
勢
援
と
爲
れ
り
…
…
」
と
。
（
會
上
言
曰
、
賊
姜
維
・

張
翼
・
廖
化
・
董
厥
等
逃
死
遁
走
、
欲
趣
成
都
。
臣
輒
遣
司
馬
夏
侯
咸
・
護

軍
胡
烈
等
徑
從
劍
閣
出
新
都
・
大
渡
、
截
其
前
。
參
軍
爰
呱
・
將
軍
句
安
等

躡
其
後
、
參
軍
皇
甫
闓
・
將
軍
王
買
等
從
涪
南
出
衝
其
腹
。
臣
據
涪
縣
爲
東

西
勢
援
。
…
…
）

と
あ
る
よ
う
に
、
平
蜀
の
役
（
二
六
三
年
）
の
際
、
関
中
都
督
の
鍾
會
は
蜀
の
主

力
が
拠
る
剣
閣
を
攻
め
る
が
、
こ
の
と
き
「
參
軍
の
爰
呱
」
、
「
參
軍
の
皇
甫
闓
」

ら
に
別
働
隊
を
統
率
さ
せ
て
い
る
。
平
呉
の
役
（
二
七
九
～
二
八
〇
年
）
で
も
、

『
晋
書
』
巻
三
十
四
・
杜
預
伝
に
、

（
羊
）
祜
卒
す
る
に
及
び
、
鎭
南
大
將
軍
・
都
督
荊
州
諸
軍
事
に
拜
す
。
…

…
預
は
太
康
元
年
正
月
を
以
て
、
兵
を
江
陵
に
陳
べ
、
參
軍
の
樊
顯
・
尹
林
・

鄧
圭
、
襄
陽
太
守
の
周
奇
ら
を
遣
は
し
衆
を
率
い
江
に
循
ひ
て
西
上
せ
し
め
、

授
け
る
に
節
度
を
以
て
す
。
（
及
祜
卒
、
拜
鎭
南
大
將
軍
・
都
督
荊
州
諸
軍

事
。
…
…
預
以
太
康
元
年
正
月
、
陳
兵
于
江
陵
、
遣
參
軍
樊
顯
・
尹
林
・
鄧

圭
、
襄
陽
太
守
周
奇
等
率
衆
循
江
西
上
、
授
以
節
度
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
荊
州
都
督
の
杜
預
は
「
參
軍
の
樊
顯
」
ら
を
派
遣
し
て
江
陵
以

西
に
お
け
る
長
江
の
水
上
権
を
掌
握
さ
せ
、
同
上
巻
四
十
二
・
王
渾
伝
に
、

安
東
將
軍
・
都
督
揚
州
諸
軍
事
に
遷
り
、
壽
春
に
鎭
す
。
…
…
大
舉
し
て
呉

を
伐
つ
に
及
び
、
渾
は
師
を
率
い
て
横
江
に
出
で
、
參
軍
の
陳
愼
・
都
尉
張

喬
を
遣
は
し
て
尋
陽
の
瀨
鄕
を
攻
め
し
め
、
ま
た
呉
の
牙
門
將
孔
忠
を
撃
ち
、

み
な
こ
れ
を
破
り
、
呉
の
將
周
興
ら
五
人
を
獲
。
（
遷
安
東
將
軍
・
都
督
揚

州
諸
軍
事
、
鎭
壽
春
。
…
…
及
大
舉
伐
呉
、
渾
率
師
出
横
江
、
遣
參
軍
陳
愼
・

都
尉
張
喬
攻
尋
陽
瀨
鄕
、
又
撃
呉
牙
門
將
孔
忠
、
皆
破
之
、
獲
呉
將
周
興
等

五
人
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
揚
州
都
督
の
王
渾
は
「
參
軍
の
陳
愼
」
ら
に
尋
陽
を
攻
撃
さ
せ

た
。
ま
た
、
同
上
巻
四
十
三
・
王
戎
伝
に
、

豫
州
刺
史
に
遷
り
、
建
威
將
軍
を
加
へ
ら
れ
、
詔
を
受
け
て
呉
を
伐
つ
。
戎

は
參
軍
の
羅
尚
・
劉
喬
を
遣
は
し
前
鋒
を
領
し
、
武
昌
に
進
攻
せ
し
め
、
呉

の
將
楊
雍
・
孫
述
、
江
夏
太
守
の
劉
朗
各
々
衆
を
率
い
戎
に
詣
り
て
降
る
。

（
遷
豫
州
刺
史
、
加
建
威
將
軍
、
受
詔
伐
呉
。
戎
遣
參
軍
羅
尚
・
劉
喬
領
前

鋒
、
進
攻
武
昌
、
呉
將
楊
雍
・
孫
述
、
江
夏
太
守
劉
朗
各
率
衆
詣
戎
降
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
豫
州
刺
史
の
王
戎
は
「
參
軍
の
羅
尚
・
劉
喬
」
に
「
前
鋒
を
領
」

せ
し
め
、
武
昌
に
進
攻
さ
せ
て
い
る
。
参
軍
事
が
参
謀
だ
け
で
な
く
、
実
戦
の
指

（
二
八
）

揮
官
と
し
て
も
機
能
し
始
め
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

実
際
、
同
上
巻
九
十
・
良
吏
伝
に
、

喬
智
明
、
字
は
元
達
、
鮮
卑
前
部
の
人
な
り
。
…
…
成
都
王
穎
辟
し
て
輔
國

將
軍
と
爲
す
。
穎
の
趙
王
倫
を
敗
る
や
、
智
明
を
表
し
て
殄
寇
將
軍
と
爲
し
、

隆
慮
、
共
二
縣
令
た
ら
し
む
。
…
…
惠
帝
の
鄴
を
伐
つ
や
、
穎
は
智
明
を
以

て
折
衝
將
軍
と
爲
し
、
丞
相
の
先
鋒
軍
事
に
參
せ
し
む
。
（
喬
智
明
、
字
元

達
、
鮮
卑
前
部
人
也
。
…
…
成
都
王
穎
辟
爲
輔
國
將
軍
。
穎
之
敗
趙
王
倫
也
、
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表
智
明
爲
殄
寇
將
軍
、
隆
慮
、
共
二
縣
令
。
…
…
惠
帝
之
伐
鄴
也
、
穎
以
智

明
爲
折
衝
將
軍
、
參
丞
相
先
鋒
軍
事
。
）

と
あ
り
、
同
上
巻
百
二
・
劉
聰
載
記
に
、

乃
ち
成
都
王
に
亡
奔
し
、
右
積
弩
將
軍
に
拜
し
、
前
鋒
戰
事
に
參
す
。
（
乃

亡
奔
成
都
王
、
拜
右
積
弩
將
軍
、
參
前
鋒
戰
事
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
八
王
の
乱
の
際
、
司
馬
穎
配
下
の
匈
奴
な
ど
胡
族
兵
は
、
「
折

衝
將
軍
・
參
丞
相
先
鋒
軍
事
」
の
喬
智
明
、
あ
る
い
は
「
右
積
弩
將
軍
・
參
前
鋒

戰
事
」
の
劉
聰
（
漢
の
昭
武
帝
、
在
位
三
一
〇
～
三
一
八
）
ら
に
よ
っ
て
統
率
さ

れ
た
ら
し
い
。

（
二
九
）

同
上
巻
六
十
六
・
劉
弘
伝
に
、

太
安
中
、
張
昌
亂
を
作
す
や
、
使
持
節
・
南
蠻
校
尉
・
荊
州
刺
史
に
轉
ず
。

…
…
新
野
王
歆
の
敗
れ
る
に
及
ぶ
や
、
弘
を
以
て
代
は
り
て
鎭
南
將
軍
・
都

督
荊
州
諸
軍
事
と
爲
し
、
餘
官
は
故
の
如
し
。
弘
は
南
蠻
長
史
の
陶
侃
を
遣

は
し
て
大
都
護
と
爲
し
、
參
軍
の
蒯
恒
も
て
義
軍
督
護
と
爲
し
、
牙
門
將
の

皮
初
も
て
都
戰
帥
と
爲
し
、
進
み
て
襄
陽
に
據
ら
し
む
。
…
…
東
海
王
越
の

大
駕
を
奉
迎
す
る
に
及
び
、
弘
は
參
軍
の
劉
盤
を
遣
は
し
て
督
護
と
爲
し
、

諸
軍
を
率
い
て
こ
れ
に
會
せ
し
む
。
（
太
安
中
、
張
昌
作
亂
、
轉
使
持
節
・

南
蠻
校
尉
・
荊
州
刺
史
。
…
…
及
新
野
王
歆
之
敗
也
、
以
弘
代
爲
鎭
南
將
軍
・

都
督
荊
州
諸
軍
事
、
餘
官
如
故
。
弘
遣
南
蠻
長
史
陶
侃
爲
大
都
護
、
參
軍
蒯

恒
爲
義
軍
督
護
、
牙
門
將
皮
初
爲
都
戰
帥
、
進
據
襄
陽
。
…
…
及
東
海
王
越

奉
迎
大
駕
、
弘
遣
參
軍
劉
盤
爲
督
護
、
率
諸
軍
、
會
之
。
）

と
あ
り
、
『
資
治
通
鑑
』
巻
八
十
六
・
晋
紀
八
・
恵
帝
永
興
二
年
十
月
の
条
に
、

劉
弘
は
張
方
〔
司
馬
顒
の
武
将
〕
の
殘
暴
な
る
を
以
て
、
顒
必
ず
敗
れ
る
を

知
り
、
乃
ち
參
軍
の
劉
盤
を
遣
は
し
て
都
護
と
爲
し
、
諸
軍
を
帥
い
、
司
空

越
の
節
度
を
受
け
し
む
。
（
劉
弘
以
張
方
殘
暴
、
知
顒
必
敗
、
乃
遣
參
軍
劉

盤
爲
都
護
、
帥
諸
軍
、
受
司
空
越
節
度
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
荊
州
刺
史
の
劉
弘
（
沛
国
の
人
、
？
～
三
〇
六
）
は
南
蛮
長
史

の
陶
侃
（
廬
江
の
人
、
二
五
九
～
三
三
四
）
を
「
大
都
護
」
、
「
參
軍
の
蒯
恒
を

（
三
〇
）

義
軍
督
護
」
、
牙
門
將
の
皮
初
を
「
都
戰
帥
」
に
起
用
し
、
張
昌
の
反
乱
を
鎮
圧

（
三
一
）

さ
せ
た
（
三
〇
三
年
）
。
さ
ら
に
、
司
馬
越
が
司
馬
顒
を
攻
め
た
と
き
（
三
〇
五

年
頃
）
、
劉
弘
は
「
參
軍
の
劉
盤
」
を
「
督
護
」
も
し
く
は
「
都
護
」
に
任
命
し

（
督
護
と
都
護
は
通
用
）
、
司
馬
越
の
軍
に
合
流
さ
せ
て
い
る
。
蒯
恒
や
劉
盤
ら

の
よ
う
に
、
参
軍
と
督
護
を
兼
ね
た
も
の
が
、
参
軍
督
護
の
語
源
な
の
だ
ろ
う
。

（
三
二
）

話
を
東
晋
南
朝
の
参
軍
督
護
に
戻
せ
ば
、
『
宋
書
』
巻
八
十
三
・
宗
越
伝
に
、

も
と
南
陽
の
次
門
た
り
。
安
北
將
軍
趙
倫
之
の
襄
陽
に
鎭
す
る
や
、
襄
陽
雜

姓
多
し
。
倫
之
は
長
史
の
范
覬
之
を
し
て
氏
族
を
條
次
し
、
其
の
高
卑
を
辨

ぜ
し
む
。
覬
之
は
越
を
點
し
て
役
門
と
爲
す
。
…
…
ま
た
後
將
軍
參
軍
督
護

に
補
せ
ら
る
。
隨
王
誕
こ
れ
に
戯
れ
て
曰
は
く
、
「
汝
は
何
人
に
し
て
、
遂

に
我
が
府
の
四
字
を
得
た
る
か
」
と
。
越
答
へ
て
曰
は
く
、
「
佛
狸
〔
北
魏

の
太
武
帝
を
さ
す
〕
未
だ
死
せ
ざ
れ
ば
、
諮
議
參
軍
を
得
ざ
る
を
憂
へ
ず
」

と
。
誕
大
い
に
笑
ふ
。
…
…
南
中
郎
長
兼
行
參
軍
に
轉
ず
。
…
…
世
祖
即
位

す
る
や
、
以
て
江
夏
王
義
恭
の
大
司
馬
行
參
軍
・
濟
陽
太
守
と
爲
し
、
尋
い

で
龍
驤
將
軍
を
加
ふ
。
…
…
西
陽
王
子
尚
の
撫
軍
中
兵
參
軍
に
遷
り
、
將
軍

た
る
こ
と
故
の
如
し
。
（
本
爲
南
陽
次
門
。
安
北
將
軍
趙
倫
之
鎭
襄
陽
、
襄

陽
多
雜
姓
。
倫
之
使
長
史
范
覬
之
條
次
氏
族
、
辨
其
高
卑
。
覬
之
點
越
爲
役

門
。
…
…
還
補
後
軍
〔
＝
後
將
軍
〕
參
軍
督
護
、
隨
王
誕
戲
之
曰
、
汝
何
人
、

遂
得
我
府
四
字
。
越
答
曰
、
佛
狸
未
死
、
不
憂
不
得
諮
議
參
軍
。
誕
大
笑
。

…
…
轉
南
中
郎
長
兼
行
參
軍
。
…
…
世
祖
即
位
、
以
爲
江
夏
王
義
恭
大
司
馬

行
參
軍
・
濟
陽
太
守
、
尋
加
龍
驤
將
軍
。
…
…
遷
西
陽
王
子
尚
撫
軍
中
兵
參

軍
、
將
軍
如
故
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
宋
の
宗
越
（
南
陽
の
人
、
四
〇
八
～
四
六
五
）
は
隨
王
劉
誕
（
文

帝
の
子
、
四
三
〇
～
四
五
六
）
の
「
參
軍
督
護
」
に
な
る
が
、
か
れ
は
庶
民
、
よ
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く
て
も
下
級
貴
族
の
出
身
で
あ
り
、
劉
誕
と
の
会
話
か
ら
も
、
参
軍
督
護
が
軽
微

な
府
官
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
、
宗
越
は
劉
駿
の
「
長
兼
行
參
軍
」
、

江
夏
王
劉
義
恭
（
武
帝
の
子
、
四
一
三
～
四
六
五
）
の
「
行
參
軍
」
、
劉
子
尚
（
孝

武
帝
の
子
）
の
「
中
兵
參
軍
」
と
昇
進
し
た
。
ま
た
、
同
上
巻
四
十
九
・
劉
鍾
伝

に
、

劉
牢
之
の
鎭
北
參
軍
督
護
と
爲
る
。
…
…
義
旗
將
に
建
て
ん
と
す
る
や
、
高

祖
は
鍾
に
版
し
て
郡
主
簿
と
爲
す
。
…
…
鍾
を
遣
は
し
て
宿
に
東
府
に
據
ら

し
め
、
鎭
軍
參
軍
督
護
に
轉
ず
。
…
…
車
騎
長
兼
行
參
軍
に
轉
ず
。
…
…
太

尉
行
參
軍
・
寧
朔
將
軍
・
下
邳
太
守
に
補
せ
ら
れ
、
孟
懷
玉
に
代
は
り
て
石

頭
戍
の
事
を
領
す
。
…
…
給
事
中
に
遷
り
、
太
尉
參
軍
事
・
龍
驤
將
軍
・
高

陽
内
史
た
り
て
、
石
頭
戍
の
事
を
領
す
。
（
爲
劉
牢
之
鎭
北
參
軍
督
護
。
…

…
義
旗
將
建
、
高
祖
版
鍾
爲
郡
主
簿
。
…
…
遣
鍾
宿
據
東
府
、
轉
鎭
軍
參
軍

督
護
。
…
…
轉
車
騎
長
兼
行
參
軍
。
…
…
補
太
尉
行
參
軍
・
寧
朔
將
軍
・
下

邳
太
守
、
代
孟
懷
玉
領
石
頭
戍
事
。
…
…
遷
給
事
中
、
太
尉
參
軍
事
・
龍
驤

將
軍
・
高
陽
内
史
、
領
石
頭
戍
事
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
東
晋
末
、
劉
鍾
（
彭
城
の
人
、
三
七
七
～
四
一
九
）
は
劉
牢
之

の
「
參
軍
督
護
」
、
劉
裕
の
「
參
軍
督
護
」
、
「
長
兼
行
參
軍
」
、
「
行
參
軍
」
、
「
參

軍
事
」
を
歴
任
し
た
。
宮
崎
市
定
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
南
朝
の
参
軍
事
は
、
①

正
参
軍
、
②
板
正
参
軍
、
③
行
参
軍
、
④
板
行
参
軍
、
⑤
長
兼
行
参
軍
と
序
列
化

さ
れ
、
⑥
参
軍
督
護
は
そ
の

下
級
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
三
三
）

こ
の
ほ
か
、
同
上
巻
四
十
四
・
謝
晦
伝
に
、

初
め
、
河
東
の
人
商
玄
石
は
晦
の
參
軍
と
爲
り
、
…
…
水
に
投
じ
て
死
す
。

太
祖
こ
れ
を
嘉
し
、
其
の
子
懷
福
を
以
て
衡
陽
王
義
季
の
右
軍
參
軍
督
護
と

爲
す
。
晦
走
る
や
、
左
右
み
な
こ
れ
を
棄
つ
も
、
た
だ
延
陵
蓋
の
み
追
隨
し

て
舎
て
ざ
る
あ
り
。
太
祖
こ
れ
を
嘉
し
、
の
ち
蓋
を
以
て
長
沙
王
義
欣
の
功

曹
督
護
と
爲
す
。
（
初
、
河
東
人
商
玄
石
爲
晦
參
軍
、
…
…
投
水
死
。
太
祖

嘉
之
、
以
其
子
懷
福
爲
衡
陽
王
義
季
右
軍
參
軍
督
護
。
晦
走
、
左
右
皆
棄
之
、

唯
有
延
陵
蓋
追
隨
不
舎
。
太
祖
嘉
之
、
後
以
蓋
爲
長
沙
王
義
欣
功
曹
督
護
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
参
軍
督
護
の
ほ
か
に
「
功
曹
督
護
」
と
い
う
官
職
も
見
え
る
。

ほ
と
ん
ど
事
例
が
な
く
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
寒
人
が
就
く
濁
官
だ
と
思
わ

れ
る
。
『
隋
書
』
百
官
志
上
・
梁
十
八
班
の
条
に
は
、
公
府
・
軍
府
の
属
官
が
整

然
と
配
当
さ
れ
て
い
る
が
、
功
曹
督
護
は
長
史
・
司
馬
、
参
軍
な
ど
と
同
様
に
、

府
官
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
（
表
Ⅰ
を
参
照
）
。
た
と
え
ば
、
「
庶
姓
持
節
府
」

の
正
参
軍
以
下
は
「
位
不
登
二
品
者
」
、
い
わ
ゆ
る
流
外
官
で
あ
る
が
、
「
除
正

參
軍
」
は

上
位
の
流
外
七
班
、
「
板
正
參
軍
」
は
流
外
六
班
、
「
行
參
軍
」
は

流
外
五
班
、
「
板
行
參
軍
」
は
流
外
四
班
、
「
長
兼
行
參
軍
」
は
流
外
三
班
、
「
參

軍
督
護
」
は
流
外
二
班
、
「
功
曹
督
護
」
は
流
外
一
班
だ
っ
た
。
功
曹
督
護
が

下
級
の
参
軍
事
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

以
上
ま
と
め
る
と
、
東
晋
南
朝
期
、
参
軍
事
は
次
第
に
階
層
化
さ
れ
、
ま
ず
、

正
参
軍
と
行
参
軍
の
区
別
が
現
れ
、
こ
れ
を
も
と
に
①
除
正
参
軍
、
②
板
正
参
軍
、

③
除
行
参
軍
、
④
板
行
参
軍
の
四
等
級
が
成
立
し
、
さ
ら
に
⑤
長
兼
行
参
軍
（
も

し
く
は
単
に
兼
行
参
軍
）
、
⑥
参
軍
督
護
、
⑦
功
曹
督
護
が
設
け
ら
れ
、

終
的

に
は
、
合
計
七
等
級
の
官
職
と
し
て
運
用
さ
れ
、
上
は
名
門
貴
族
か
ら
、
下
は
庶

民
に
至
る
ま
で
幅
広
い
階
層
が
任
官
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
参
軍
事
が
多
く

の
官
僚
が
就
任
す
る
府
官
と
し
て
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

第
三
章

諸
曹
参
軍
の
出
現

第
一
節

府
の
曹
局

『
宋
書
』
巻
百
・
自
序
伝
に
、

林
子
、
字
は
敬
士
、
田
子
の
弟
な
り
。
…
…
乃
ち
林
子
を
以
て
西
中
郎
中
兵

參
軍
と
爲
し
、
新
興
太
守
を
領
せ
し
む
。
…
…
太
祖
鎭
西
に
進
號
す
る
や
、
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隨
府
し
て
轉
じ
、
建
威
將
軍
・
河
東
太
守
を
加
へ
ら
る
。
…
…
尋
い
で
召
さ

れ
て
暫
く
下
る
や
、
中
兵
局
の
事
を
以
て
録
事
參
軍
の
王
華
を
副
と
す
。（
林

子
、
字
敬
士
、
田
子
弟
也
。
…
…
乃
以
林
子
爲
西
中
郎
中
兵
參
軍
、
領
新
興

太
守
。
…
…
太
祖
進
號
鎭
西
、
隨
府
轉
、
加
建
威
將
軍
・
河
東
太
守
。
…
…

尋
召
暫
下
、
以
中
兵
局
事
副
録
事
參
軍
王
華
。
）

と
あ
り
、
『
南
斉
書
』
巻
三
十
五
・
高
帝
十
二
王
伝
に
、

臨
川
獻
王
映
、
字
は
宣
光
、
太
祖
の
第
三
子
な
り
。
…
…
改
め
て
散
騎
常
侍
・

都
督
揚
南
徐
二
州
諸
軍
事
・
前
將
軍
・
揚
州
刺
史
を
授
け
ら
れ
、
持
節
た
る

こ
と
故
の
如
し
。
國
家
初
め
て
創
ら
れ
る
や
、
映
は
年
少
を
以
て
神
州
に
臨

む
も
、
吏
治
聰
敏
な
れ
ば
、
府
州
の
曹
局
、
み
な
重
く
以
て
禁
令
を
奉
じ
る

に
足
る
。
宋
の
彭
城
王
義
康
よ
り
以
後
、
未
だ
こ
れ
有
ら
ざ
る
な
り
。
（
臨

川
獻
王
映
、
字
宣
光
、
太
祖
第
三
子
也
。
…
…
改
授
散
騎
常
侍
・
都
督
揚
南

徐
二
州
諸
軍
事
・
前
將
軍
・
揚
州
刺
史
、
持
節
如
故
。
國
家
初
創
、
映
以
年

少
臨
神
州
、
吏
治
聰
敏
、
府
州
曹
局
、
皆
重
足
以
奉
禁
令
。
自
宋
彭
城
王
義

康
以
後
、
未
之
有
也
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
府
の
職
務
を
分
掌
す
る
下
部
組
織
を
「
曹
局
」
、
略
し
て
曹
（
ま

れ
に
局
）
と
い
う
。
漢
代
以
来
、
公
府
・
軍
府
の
諸
事
務
を
分
担
す
る
曹
局
は
掾

属
に
よ
っ
て
管
掌
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
西
晋
末
頃
、
署
曹
の
参
軍
が
登
場
し
、

南
朝
で
は
完
全
に
掾
属
の
地
位
を
奪
う
に
至
る
（
表
Ⅱ
、
表
Ⅲ
を
参
照
）
。

（
三
四
）

諸
曹
の
参
軍
が
本
格
的
に
設
置
さ
れ
る
の
は
、
琅
邪
王
司
馬
睿
の
鎮
東
な
い
し

丞
相
府
で
あ
る
。
元
来
、
参
軍
と
府
の
曹
局
は
無
関
係
で
あ
っ
た
が
、
参
軍
も
し

く
は
行
参
軍
を
「
署
」
し
て
、
そ
の
事
務
を
掌
ら
せ
た
も
の
が
諸
曹
（
も
し
く
は

列
曹
）
参
軍
で
あ
る
。
『
宋
書
』
巻
三
十
九
・
百
官
志
上
・
公
府
官
属
の
条
に
、

江
左
の
初
め
、
晉
元
帝
の
鎭
東
・
丞
相
府
に
録
事
、
記
室
、
東
曹
、
西
曹
、

度
支
、
戸
曹
、
法
曹
、
金
曹
、
倉
曹
、
理
曹
、
中
兵
、
外
兵
、
騎
兵
、
典
兵
、

兵
曹
、
賊
曹
、
運
曹
、
禁
防
、
典
賓
、
鎧
曹
、
田
曹
、
集
曹
、
士
曹
、
騎
士
、

車
曹
參
軍
あ
り
。
其
れ
東
曹
、
西
曹
、
度
支
、
金
曹
、
理
曹
、
典
兵
、
兵
曹
、

賊
曹
、
運
曹
、
禁
防
、
典
賓
、
騎
士
、
車
曹
の
凡
て
十
三
曹
は
、
今
闕
け
、

餘
す
所
は
十
二
曹
な
り
。
其
の
後
ま
た
直
兵
、
長
流
、
刑
獄
、
城
局
、
水
曹
、

右
戸
、
墨
曹
の
七
曹
あ
り
。
高
祖
相
と
爲
る
や
、
中
兵
・
直
兵
を
合
し
て
一

參
軍
を
置
く
も
、
曹
は
則
ち
な
お
二
つ
な
り
。
い
ま
小
府
の
長
流
參
軍
を
置

か
ざ
る
者
は
、
禁
防
參
軍
を
置
く
。
（
江
左
初
、
晉
元
帝
鎭
東
・
丞
相
府
有

録
事
、
記
室
、
東
曹
、
西
曹
、
度
支
、
戸
曹
、
法
曹
、
金
曹
、
倉
曹
、
理
曹
、

中
兵
、
外
兵
、
騎
兵
、
典
兵
、
兵
曹
、
賊
曹
、
運
曹
、
禁
防
、
典
賓
、
鎧
曹
、

田
曹
、〔
集
曹
が
欠
〕
士
曹
、
騎
士
、
車
曹
參
軍
。
其
東
曹
、
西
曹
、
度
支
、

金
曹
、
理
曹
、
典
兵
、
兵
曹
、
賊
曹
、
運
曹
、
禁
防
、
典
賓
、
騎
士
、
軍
曹

〔
⇒
車
曹
の
誤
り
〕
凡
十
三
曹
、
今
闕
、
所
餘
十
二
曹
也
。
其
後
又
有
直
兵
、

長
流
、
刑
獄
、
城
局
、
水
曹
、
右
戸
、
墨
曹
七
曹
。
高
祖
爲
相
、
合
中
兵
・

直
兵
置
一
參
軍
、
曹
則
猶
二
也
。
今
小
府
不
置
長
流
參
軍
者
、
置
禁
防
參
軍
。
）

と
あ
り
、
『
南
斉
書
』
巻
十
八
・
百
官
志
に
、

凡
そ
公
・
督
の
府
は
佐
を
置
く
。
長
史
・
司
馬
は
各
々
一
人
、
諮
議
參
軍

は
二
人
。
諸
曹
は
録
事
、
記
室
、
戸
曹
、
倉
曹
、
中
・
直
兵
、
外
兵
、
騎
兵
、

長
流
賊
曹
、
刑
獄
賊
曹
、
城
局
、
法
曹
、
田
曹
、
水
曹
、
鎧
曹
、
集
曹
、
右

戸
、
墨
曹
の
十
八
曹
あ
り
。
城
局
曹
以
上
は
正
參
軍
を
署
し
、
法
曹
以
下
は

行
參
軍
を
署
す
こ
と
各
々
一
人
。
其
れ
行
參
軍
の
署
な
き
者
は
長
兼
の
員
と

爲
す
。
…
…
小
府
は
長
流
な
く
、
禁
防
參
軍
を
置
く
。（
凡
公
・
督
府
置
佐
。

長
史
・
司
馬
各
一
人
、
諮
議
參
軍
二
人
。
諸
曹
有
録
事
、
記
室
、
戸
曹
、
倉

曹
、
中
・
直
兵
、
外
兵
、
騎
兵
、
長
流
賊
曹
、〔
刑
獄
賊
曹
〕
城
局
、
法
曹
、

田
曹
、
水
曹
、
鎧
曹
、
集
曹
、
右
戸
〔
墨
曹
が
欠
〕
十
八
曹
。
城
局
曹
以
上

署
正
參
軍
、
法
曹
以
下
署
行
參
軍
各
一
人
。
其
行
參
軍
無
署
者
爲
長
兼
員
。

…
…
小
府
無
長
流
、
置
禁
防
參
軍
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
東
晋
の
初
め
は
二
十
五
曹
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
「
十
三
曹
」
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が
廃
止
さ
れ
る
い
っ
ぽ
う
、
「
七
曹
」
が
増
設
さ
れ
、
宋
初
に
は
、
①
録
事
、
②

記
室
、
③
戸
曹
、
④
倉
曹
、
⑤
⑥
中
兵
・
直
兵
（
二
曹
一
参
軍
）
、
⑦
外
兵
、
⑧

騎
兵
、
⑨
長
流
賊
曹
、
⑩
刑
獄
賊
曹
、
⑪
城
局
（
以
上
、
正
参
軍
）
、
⑫
法
曹
（
以

下
、
行
参
軍
）
、
⑬
田
曹
、
⑭
水
曹
、
⑮
鎧
曹
、
⑯
集
曹
、
⑰
右
戸
、
⑱
墨
曹
、

⑲
士
曹
に
再
編
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
南
斉
ま
で
に
、
⑲
士
曹
が
廃
さ
れ
、
「
十
八

曹
」
と
な
っ
た
（
表
Ⅳ
を
参
照
）
。

ま
た
、
『
隋
書
』
巻
二
十
六
・
百
官
志
上
・
梁
官
制
に
、

皇
弟
皇
子
府
は
師
、
友
、
長
史
、
司
馬
、
從
事
中
郎
、
諮
議
參
軍
及
び
掾
屬
、

中
録
事
・
中
記
室
・
中
直
兵
等
の
參
軍
、
功
曹
史
、
録
事
・
記
室
・
中
兵
等

の
參
軍
、
文
學
、
主
簿
、
正
參
軍
、
行
參
軍
、
長
兼
行
參
軍
等
の
員
を
置
く
。

嗣
王
府
は
則
ち
皇
弟
皇
子
府
の
師
・
友
・
文
學
・
長
兼
行
參
軍
を
減
じ
、
蕃

王
府
は
則
ち
ま
た
嗣
王
府
の
從
事
中
郎
・
諮
議
參
軍
・
掾
屬
・
録
事
記
室
中

兵
參
軍
等
の
員
を
減
ず
。
此
よ
り
以
下
は
、
則
ち
並
び
に
二
品
に
登
ら
ず
。

（
皇
弟
皇
子
府
置
師
〔
友
〕
、
長
史
、
司
馬
、
從
事
中
郎
、
諮
議
參
軍
及
掾

屬
、
中
録
事
・
中
記
室
・
中
直
兵
等
參
軍
、
功
曹
史
、
録
事
・
記
室
・
中
兵

等
參
軍
、
文
學
、
主
簿
、
正
參
軍
、
行
參
軍
、
長
兼
行
參
軍
等
員
。
嗣
王
府

則
減
皇
弟
皇
子
府
師
・
友
・
文
學
・
長
兼
行
參
軍
、
蕃
王
府
則
又
減
嗣
王

〔
府
〕
從
事
中
郎
・
諮
議
參
軍
・
掾
屬
・
録
事
記
室
中
兵
參
軍
等
員
。
自
此

以
下
、
則
並
不
登
二
品
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
梁
代
に
は
「
皇
弟
皇
子
府
」
「
嗣
王
府
」
「
蕃
王
府
」
、
お
よ
び

「
庶
姓
持
節
府
」
と
軍
府
の
格
付
け
が
な
さ
れ
、
府
佐
の
員
数
に
差
等
が
設
け
ら

れ
た
。
参
軍
に
関
し
て
も
、
録
事
・
記
室
・
中
兵
と
は
別
に
、
「
中
録
事
」
「
中

記
室
」
「
中
直
兵
」
が
新
設
さ
れ
る
な
ど
の
改
変
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
な
お
、
同

上
巻
二
十
七
・
百
官
志
中
・
北
斉
官
制
に
、

三
師
〔
＝
太
師
・
太
傅
・
太
保
〕
・
二
大
〔
＝
大
司
馬
・
大
將
軍
〕
・
三
公

〔
＝
太
尉
・
司
徒
・
司
空
〕
の
府
に
は
、
…
…
各
々
長
史
、
司
馬
、
諮
議
參

軍
、
從
事
中
郎
、
掾
屬
、
主
簿
、
録
事
・
功
曹
・
記
室
・
戸
曹
・
倉
曹
・
中

兵
・
外
兵
・
騎
兵
・
長
流
・
城
局
・
刑
獄
等
の
參
軍
事
、
東
・
西
閤
祭
酒
、

及
び
參
軍
事
、
法
・
墨
・
田
・
水
・
鎧
・
集
・
士
等
の
曹
の
行
參
軍
、
兼
左

戸
・
右
戸
の
行
參
軍
、
長
兼
行
參
軍
、
參
軍
督
護
等
の
員
を
置
く
。
司
徒
は

則
ち
加
へ
て
左
右
長
史
あ
り
。
三
公
の
下
次
に
は
儀
同
三
司
あ
り
。
開
府
を

加
へ
ら
れ
し
者
も
、
ま
た
長
史
已
下
の
官
屬
を
置
く
も
、
而
れ
ど
も
記
室
・

倉
・
城
局
・
田
・
水
・
鎧
・
士
等
七
曹
、
各
一
人
を
減
ず
。（
三
師
・
二
大
・

三
公
府
、
…
…
各
置
長
史
、
司
馬
、
諮
議
參
軍
、
從
事
中
郎
、
掾
屬
、
主
簿
、

録
事
・
功
曹
・
記
室
・
戸
曹
・
金
曹
〔
⇒
倉
曹
の
誤
り
〕
・
中
兵
・
外
兵
・

騎
兵
・
長
流
・
城
局
・
刑
獄
等
參
軍
事
、
東
・
西
閤
祭
酒
、
及
參
軍
事
、
法
・

墨
・
田
・
水
・
鎧
・
集
・
士
等
曹
行
參
軍
、
兼
左
戸
・
右
戸
行
參
軍
、
長
兼

行
參
軍
、
參
軍
督
護
等
員
。
司
徒
則
加
有
左
右
長
史
。
三
公
下
次
有
儀
同
三

司
。
加
開
府
者
、
亦
置
長
史
已
下
官
屬
、
而
減
記
室
・
倉
・
城
局
・
田
・
水
・

鎧
・
士
等
七
曹
、
各
一
人
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
北
朝
も
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
が
、
①
録
事
、
②
功
曹
、
③
記

室
、
④
戸
曹
、
⑤
倉
曹
、
⑥
中
兵
、
⑦
外
兵
、
⑧
騎
兵
、
⑨
長
流
、
⑩
城
局
、
⑪

刑
獄
（
以
上
、
正
参
軍
）
、
⑫
法
曹
、
⑬
墨
曹
、
⑭
田
曹
、
⑮
水
曹
、
⑯
鎧
曹
、

⑰
集
曹
、
⑱
士
曹
（
以
上
、
行
参
軍
）
、
⑲
左
戸
、
⑳
右
戸
（
以
上
、
兼
行
参
軍
）

の
二
十
曹
だ
っ
た
。
南
朝
と
の
違
い
は
、
②
功
曹
と
⑲
左
戸
が
加
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
宋
書
』
百
官
志
上
・
尚
書
の
条
に
、

魏
の
世
、
殿
中
、
吏
部
、
駕
部
、
金
部
、
虞
曹
、
比
部
、
南
主
客
、
祠
部
、

度
支
、
庫
部
、
農
部
、
水
部
、
儀
曹
、
三
公
、
倉
部
、
民
曹
、
二
千
石
、
中

兵
、
外
兵
、
別
兵
、
都
兵
、
考
功
、
定
科
、
凡
て
二
十
三
郎
あ
り
。
青
龍
二

年
〔
二
三
四
年
〕
軍
事
あ
れ
ば
、
尚
書
令
の
陳
矯
奏
し
て
都
官
、
騎
兵
の
二

曹
郎
を
置
き
、
合
は
せ
て
二
十
五
曹
と
爲
す
。
晉
の
西
朝
は
、
則
ち
直
事
、
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殿
中
、
祠
部
、
儀
曹
、
吏
部
、
三
公
、
比
部
、
金
部
、
倉
部
、
度
支
、
都
官
、

二
千
石
、
左
民
、
右
民
、
虞
曹
、
屯
田
、
起
部
、
水
部
、
左
主
客
、
右
主
客
、

駕
部
、
車
部
、
庫
部
、
左
中
兵
、
右
中
兵
、
左
外
兵
、
右
外
兵
、
別
兵
、
都

兵
、
騎
兵
、
左
士
、
右
士
、
北
主
客
、
南
主
客
も
て
三
十
四
曹
郎
と
爲
す
。

の
ち
ま
た
運
曹
を
置
き
、
凡
て
三
十
五
曹
。
晉
の
江
左
初
め
、
直
事
、
左
民
、

屯
田
、
車
部
、
別
兵
、
都
兵
、
騎
兵
、
左
士
、
右
士
、
運
曹
十
曹
郎
な
く
、

而
し
て
主
客
、
中
兵
は
各
々
一
郎
を
置
く
の
み
。
餘
す
所
は
十
七
曹
な
り
。

（
魏
世
有
殿
中
、
吏
部
、
駕
部
、
金
部
、
虞
曹
、
比
部
、
南
主
客
、
祠
部
、

度
支
、
庫
部
、
農
部
、
水
部
、
儀
曹
、
三
公
、
倉
部
、
民
曹
、
二
千
石
、
中

兵
、
外
兵
、
別
兵
、
都
兵
、
考
功
、
定
科
、
凡
二
十
三
郎
。
青
龍
二
年
有
軍

事
、
尚
書
令
陳
矯
奏
置
都
官
、
騎
兵
二
曹
郎
、
合
爲
二
十
五
曹
。
晉
西
朝
、

則
直
事
、
殿
中
、
祠
部
、
儀
曹
、
吏
部
、
三
公
、
比
部
、
金
部
、
倉
部
、
度

支
、
都
官
、
二
千
石
、
左
民
、
右
民
、
虞
曹
、
屯
田
、
起
部
、
水
部
、
左
主

客
、
右
主
客
、
駕
部
、
車
部
、
庫
部
、
左
中
兵
、
右
中
兵
、
左
外
兵
、
右
外

兵
、
別
兵
、
都
兵
、
騎
兵
、
左
士
、
右
士
、
北
主
客
、
南
主
客
爲
三
十
四
曹

郎
。
後
又
置
運
曹
、
凡
三
十
五
曹
。
晉
江
左
初
、
無
直
事
、
左
民
、
屯
田
、

車
部
、
別
兵
、
都
兵
、
騎
兵
、
左
士
、
右
士
、
運
曹
十
曹
郎
、
而
主
客
、
中

兵
各
置
一
郎
而
已
。
所
餘
十
七
曹
也
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
魏
晋
南
北
朝
に
お
け
る
尚
書
列
曹
の
称
謂
は
、
公
府
の
曹
名
に

酷
似
し
て
い
る
（
表
Ⅴ
を
参
照
）
。
と
い
う
よ
り
も
、
両
者
の
間
に
は
連
関
性
が

あ
り
、
宮
崎
市
定
が
看
破
す
る
よ
う
に
、
東
晋
の
尚
書
は
司
馬
睿
の
丞
相
府
の
後

身
と
見
て
ま
ち
が
い
な
い
。
こ
の
論
法
に
よ
れ
ば
、
魏
の
尚
書
は
曹
操
の
司
空
な

い
し
丞
相
府
の
後
身
、
西
晋
の
尚
書
は
司
馬
昭
の
大
将
軍
な
い
し
相
国
府
の
後
身

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

北
朝
の
事
例
で
あ
る
が
、
『
北
斉
書
』
巻
四
十
・
唐
邕
伝
に
、

太
昌
の
初
め
〔
五
三
二
年
〕
、
或
ひ
と
高
祖
に
薦
め
、
其
の
外
兵
曹
に
命
ぜ

ら
れ
、
文
帳
を
典
執
す
。
…
…
（
天
保
）
十
年
〔
五
五
九
年
〕
、
晉
陽
に
幸

す
る
に
從
ひ
、
兼
給
事
黄
門
侍
郎
に
除
せ
ら
れ
、
中
書
舎
人
を
領
す
。
…
…

右
僕
射
に
遷
り
〔
五
六
八
年
〕
、
ま
た
尚
書
令
に
遷
り
〔
五
七
二
年
〕
、
晉

昌
王
に
封
ぜ
ら
れ
、
録
尚
書
事
た
り
〔
五
七
四
年
〕
。
…
…
邕
は
性
識
明
敏

に
し
て
、
時
事
を
通
解
し
、
齊
氏
一
代
、
兵
機
を
典
執
す
。
凡
て
こ
れ
九
州

の
軍
士
・
四
方
の
勇
募
の
、
強
弱
多
少
、
番
代
往
還
、
及
び
器
械
の
精
粗
、

糧
儲
の
虛
實
、
精
心
勤
事
し
、
諳
知
せ
ざ
る
は
な
し
。
…
…
齊
朝
は
高
祖
の

相
と
作
る
に
因
り
、
丞
相
府
の
外
兵
曹
・
騎
兵
曹
、
兵
馬
を
分
掌
す
。
天
保

の
受
禪
〔
五
五
〇
年
〕
に
及
び
、
諸
司
監
は
咸
く
尚
書
に
歸
す
も
、
た
だ
此

の
二
曹
の
み
廢
さ
れ
ず
、
唐
邕
・
白
建
を
し
て
主
治
せ
し
め
、
こ
れ
を
外
兵

省
・
騎
兵
省
と
謂
ふ
。
其
の
後
、
邕
・
建
の
位
望
轉
た
隆
く
、
各
々
省
主
と

爲
り
、
中
書
舎
人
を
し
て
二
省
の
事
を
分
判
せ
し
む
。
故
に
世
々
「
唐
・
白
」

と
稱
す
と
云
ふ
。
（
太
昌
初
、
或
薦
於
高
祖
、
命
其
外
兵
曹
、
典
執
文
帳
。

邕
善
書
計
、
強
記
默
識
、
以
幹
濟
見
知
、
擢
爲
世
宗
大
將
軍
府
參
軍
。
…
…

十
年
、
從
幸
晉
陽
、
除
兼
給
事
黄
門
侍
郎
、
領
中
書
舎
人
。
…
…
遷
右
僕
射
、

又
遷
尚
書
令
、
封
晉
昌
王
、
録
尚
書
事
。
…
…
邕
性
識
明
敏
、
通
解
時
事
、

齊
氏
一
代
、
典
執
兵
機
。
凡
是
九
州
軍
士
・
四
方
勇
募
、
強
弱
多
少
、
番
代

往
還
、
及
器
械
精
粗
、
糧
儲
虛
實
、
精
心
勤
事
、
莫
不
諳
知
。
…
…
齊
朝
因

高
祖
作
相
、
丞
相
府
外
兵
曹
・
騎
兵
曹
分
掌
兵
馬
。
及
天
保
受
禪
、
諸
司
監

咸
歸
尚
書
、
唯
此
二
曹
不
廢
、
令
唐
邕
・
白
建
主
治
、
謂
之
外
兵
省
・
騎
兵

省
。
其
後
、
邕
・
建
位
望
轉
隆
、
各
爲
省
主
、
令
中
書
舎
人
分
判
二
省
事
、

故
世
稱
唐
・
白
云
。
）

と
あ
り
、
同
上
巻
四
十
・
白
建
伝
に
、

初
め
大
丞
相
府
の
騎
兵
曹
に
入
り
、
文
帳
を
典
執
し
、
書
計
を
明
解
し
、
同

局
の
推
す
所
と
爲
る
。
天
保
十
年
、
中
書
舎
人
を
兼
ね
る
。
…
…
武
平
末
、

特
進
、
侍
中
、
中
書
令
を
歴
す
。
…
…
建
は
唐
邕
と
倶
に
兵
馬
を
典
執
す
る
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を
以
て
位
を
卿
相
に
致
す
。
（
初
入
大
丞
相
府
騎
兵
曹
、
典
執
文
帳
、
明
解

書
計
、
爲
同
局
所
推
。
天
保
十
年
、
兼
中
書
舎
人
。
…
…
武
平
末
、
歴
特
進
、

侍
中
、
中
書
令
。
…
…
建
與
唐
邕
倶
以
典
執
兵
馬
致
位
卿
相
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
高
歡
が
大
丞
相
府
を
開
置
し
た
と
き
（
五
三
二
年
）
、
唐
邕
（
太

原
の
人
）
は
「
外
兵
曹
」
、
白
建
（
太
原
の
人
、
？
～
五
七
六
）
は
「
騎
兵
曹
」

に
入
り
、
「
兵
馬
を
分
掌
」
し
た
。
高
洋
が
即
位
す
る
と
（
五
五
〇
年
）
、
覇
府

の
官
僚
機
構
「
諸
司
監
」
は
尚
書
省
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
外
兵
・
騎
兵

の
「
二
曹
」
は
そ
の
ま
ま
独
立
し
、
「
外
兵
省
・
騎
兵
省
」
と
称
さ
れ
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
魏
晋
南
北
朝
を
通
じ
て
、
同
様
の
事
態
―
―
覇
府
か
ら
尚
書
へ
の
官

僚
組
織
の
移
動
が
断
続
的
に
生
起
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
公
府
・
軍

府
の
発
達
と
尚
書
の
そ
れ
が
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

『
晋
書
』
巻
參
十
六
・
衞
瓘
伝
に
、

使
持
節
・
都
督
關
中
諸
軍
事
・
鎭
西
將
軍
に
除
せ
ら
れ
、
尋
い
で
都
督
徐
州

諸
軍
事
・
鎭
東
將
軍
に
遷
り
、
菑
陽
侯
に
増
封
せ
ら
る
。
…
…
泰
始
の
初
め
、

征
東
將
軍
に
轉
じ
、
爵
を
進
め
て
公
と
爲
し
、
都
督
青
州
諸
軍
事
・
青
州
刺

史
た
り
。
征
東
大
將
軍
・
青
州
牧
を
加
へ
ら
る
。
所
在
み
な
政
績
あ
り
。
征

北
大
將
軍
・
都
督
幽
州
諸
軍
事
・
幽
州
刺
史
・
護
烏
桓
校
尉
に
除
せ
ら
る
。

鎭
に
至
り
、
表
し
て
平
州
を
立
て
、
後
に
兼
ね
て
こ
れ
を
督
す
。
…
…
咸
寧

の
初
め
、
徴
さ
れ
て
尚
書
令
に
拜
し
、
侍
中
を
加
へ
ら
る
。
性
は
嚴
整
、
法

を
以
て
下
を
御
し
、
尚
書
を
視
る
こ
と
參
佐
の
若
く
、
尚
書
郎
は
掾
屬
の
若

し
。
（
除
使
持
節
・
都
督
關
中
諸
軍
事
・
鎭
西
將
軍
、
尋
遷
都
督
徐
州
諸
軍

事
・
鎭
東
將
軍
、
増
封
菑
陽
侯
。
…
…
泰
始
初
、
轉
征
東
將
軍
、
進
爵
爲
公
、

都
督
青
州
諸
軍
事
・
青
州
刺
史
、
加
征
東
大
將
軍
・
青
州
牧
。
所
在
皆
有
政

績
。
除
征
北
大
將
軍
・
都
督
幽
州
諸
軍
事
・
幽
州
刺
史
・
護
烏
桓
校
尉
。
至

鎭
、
表
立
平
州
、
後
兼
督
之
。
…
…
咸
寧
初
、
徴
拜
尚
書
令
、
加
侍
中
。
性

嚴
整
、
以
法
御
下
、
視
尚
書
若
參
佐
、
尚
書
郎
若
掾
屬
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
西
晋
の
衞
瓘
（
河
東
の
人
、
二
二
〇
～
二
九
一
）
は
雍
涼
二
州

都
督
、
徐
州
都
督
、
青
州
都
督
、
幽
州
都
督
を
歴
任
し
た
後
、
尚
書
令
に
昇
進
す

る
が
、
「
以
法
御
下
」
―
―
軍
府
の
官
僚
統
制
を
持
ち
込
み
、
尚
書
を
参
軍
事
、

尚
書
郎
を
掾
属
の
よ
う
に
扱
っ
た
と
い
う
。
当
時
の
官
僚
た
ち
が
、
尚
書
と
軍
府

の
組
織
に
共
通
性
、
連
関
性
を
認
め
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

第
二
節

署
府
事

『
蜀
志
』
巻
五
・
諸
葛
亮
伝
に
、

成
都
平
ら
ぐ
や
、
亮
を
以
て
軍
師
將
軍
と
爲
し
、
左
將
軍
府
の
事
を
署
せ
し

む
。
先
主
外
出
す
る
や
、
亮
常
に
成
都
を
鎭
守
し
、
食
を
足
ら
し
兵
を
足
ら

す
。
（
成
都
平
、
以
亮
爲
軍
師
將
軍
、
署
左
將
軍
府
事
。
先
主
外
出
、
亮
常

鎭
守
成
都
、
足
食
足
兵
。
）

と
あ
り
、
同
上
巻
九
・
董
和
伝
に
、

先
主
の
蜀
を
定
む
る
や
、
和
を
徴
し
て
掌
軍
中
郎
將
と
爲
し
、
軍
師
將
軍
の

諸
葛
亮
と
並
び
に
左
將
軍
・
大
司
馬
府
の
事
を
署
せ
し
め
、
可
を
獻
じ
否
を

替
へ
、
共
に
歡
交
を
爲
す
。
（
先
主
定
蜀
、
徴
和
爲
掌
軍
中
郎
將
、
與
軍
師

將
軍
諸
葛
亮
並
署
左
將
軍
・
大
司
馬
府
事
、
獻
可
替
否
、
共
爲
歡
交
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
劉
備
は
益
州
を
攻
略
す
る
と
（
二
一
四
年
）
、
諸
葛
亮
（
琅
邪

の
人
、
一
八
一
～
二
三
四
）
を
軍
師
将
軍
、
董
和
（
南
郡
の
人
）
を
掌
軍
中
郎
将

に
任
じ
、
「
左
將
軍
・
大
司
馬
府
の
事
を
署
」
せ
し
め
た
。

『
太
平
御
覧
』
巻
二
百
四
十
九
・
職
官
部
四
十
七
・
府
参
軍
に
引
か
れ
る
『
諸

葛
亮
与
参
軍
掾
属
教
』
に
、

前
の
參
軍
の
董
幼
宰
は
言
る
毎
に
輒
ち
數
を
盡
く
し
、
諫
め
る
こ
と
あ
ら
ば

云
ふ
な
ら
く
、「
性
は
鄙
薄
に
し
て
、
悉
く
は
納
る
能
は
ず
と
雖
も
（
云
々
）
」

と
。
幼
宰
は
參
署
す
る
こ
と
七
年
、
事
の
至
ら
ざ
る
有
ら
ば
、
十
た
び
反
る

に
至
る
。
未
だ
國
に
忠
た
る
こ
と
是
の
如
き
者
あ
ら
ず
、
故
に
亮
は
以
て
其
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の
過
を
少
な
く
す
る
を
得
る
な
り
。
（
前
參
軍
董
幼
宰
毎
言
輒
盡
數
、
有
諫

云
、
雖
性
鄙
薄
、
不
能
悉
納
。
幼
宰
參
署
七
年
、
事
有
不
至
、
至
於
十
反
。

未
有
忠
於
國
如
是
者
、
故
亮
得
以
少
其
過
也
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
諸
葛
亮
は
董
和
を
「
參
軍
」
と
称
し
、
ま
た
、
劉
備
の
「
府
事

を
署
」
し
た
こ
と
を
「
參
署
」
と
言
い
換
え
て
い
る
。『
資
治
通
鑑
』
巻
六
十
七
・

漢
紀
五
十
九
・
献
帝
建
安
十
九
年
の
条
・
胡
三
省
注
に
、

署
府
事
と
い
ふ
者
は
、
軍
府
の
事
を
總
録
す
る
な
り
。
（
署
府
事
者
、
總
録

軍
府
事
也
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
胡
三
省
は
「
署
府
事
」
を
軍
府
の
事
務
を
「
總
録
」
す
る
こ
と

と
解
釈
し
て
い
る
。

劉
備
が
左
将
軍
を
拝
命
し
た
の
は
呂
布
滅
亡
直
後
（
一
九
八
年
）
、
大
司
馬
・

漢
中
王
を
称
す
る
の
は
漢
中
攻
略
後
（
二
一
九
年
）
の
こ
と
で
あ
る
。
劉
備
が
荊

州
に
亡
命
し
た
頃
（
二
〇
一
年
）
、
側
近
の
麋
竺
（
東
海
の
人
）
ら
が
「
左
將
軍

從
事
中
郎
」
に
任
用
さ
れ
て
い
る
（
『
蜀
志
』
巻
八
・
麋
竺
伝
な
ど
）
。
従
事
中

郎
の
設
置
は
開
府
の
目
安
に
な
る
か
ら
、
左
将
軍
府
が
開
か
れ
た
の
は
劉
備
が
荊

州
に
居
た
と
き
の
こ
と
だ
ろ
う
。
軍
師
将
軍
も
掌
軍
中
郎
将
も
、
制
度
的
に
は
左

将
軍
府
の
官
属
で
は
な
い
。
要
す
る
に
、
「
署
府
事
」
と
い
う
用
語
は
、
他
官
の

在
任
者
が
公
府
・
軍
府
の
事
務
に
関
与
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

諸
葛
亮
の
北
伐
期
に
も
、
『
蜀
志
』
巻
十
一
・
張
裔
伝
に
、

既
に
蜀
に
至
る
や
、
丞
相
亮
以
て
參
軍
と
爲
し
、
府
の
事
を
署
せ
し
め
、
ま

た
益
州
治
中
從
事
を
領
せ
し
む
。
亮
出
で
て
漢
中
に
駐
す
る
や
、
裔
は
射
聲

校
尉
を
以
て
留
府
長
史
を
領
す
。（
既
至
蜀
、
丞
相
亮
以
爲
參
軍
、
署
府
事
、

又
領
益
州
治
中
從
事
。
亮
出
駐
漢
中
、
裔
以
射
聲
校
尉
領
留
府
長
史
。
）

と
あ
り
、
同
上
巻
十
・
楊
儀
伝
に
、

建
興
三
年
〔
二
二
五
年
〕
、
丞
相
亮
以
て
參
軍
と
爲
し
、
府
の
事
を
署
せ
し

め
、
將
い
て
南
行
す
。
五
年
、
亮
に
漢
中
に
隨
ふ
。
八
年
、
長
史
に
遷
り
、

綏
軍
將
軍
を
加
へ
ら
る
。
（
建
興
三
年
、
丞
相
亮
以
爲
參
軍
、
署
府
事
、
將

南
行
。
五
年
、
隨
亮
漢
中
。
八
年
、
遷
長
史
、
加
綏
軍
將
軍
。
）

と
あ
り
、
同
上
巻
十
四
・
蔣
琬
伝
に
、

建
興
元
年
、
丞
相
亮
開
府
す
る
や
、
琬
を
辟
し
て
東
曹
掾
と
爲
し
、
茂
才
に

舉
ぐ
。
…
…
遷
り
て
參
軍
と
爲
る
。
五
年
、
亮
漢
中
に
住
す
る
や
、
琬
は
長

史
の
張
裔
と
留
府
の
事
を
統
ぶ
。
八
年
、
裔
に
代
は
り
て
長
史
と
爲
り
、
撫

軍
將
軍
を
加
へ
ら
る
。
（
建
興
元
年
、
丞
相
亮
開
府
、
辟
琬
爲
東
曹
掾
、
舉

茂
才
。
…
…
遷
爲
參
軍
。
五
年
、
亮
住
漢
中
、
琬
與
長
史
張
裔
統
留
府
事
。

八
年
、
代
裔
爲
長
史
、
加
撫
軍
將
軍
。
）

と
あ
り
、
『
蜀
志
』
巻
十
三
・
馬
忠
伝
に
、

八
年
、
召
さ
れ
て
丞
相
參
軍
と
爲
り
、
長
史
の
蔣
琬
を
副
け
て
留
府
の
事
を

署
し
、
ま
た
州
治
中
從
事
を
領
す
。
（
八
年
、
召
爲
丞
相
參
軍
、
副
長
史
蔣

琬
署
留
府
事
、
又
領
州
治
中
從
事
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
漢
中
の
丞
相
府
、
な
ら
び
に
成
都
の
丞
相
留
府
に
は
長
史
、
留

府
長
史
な
ど
の
ほ
か
に
「
參
軍
」
が
置
か
れ
、
「
府
の
事
を
署
」
し
た
。
再
三
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、
参
軍
は
三
公
・
将
軍
の
相
談
相
手
と
し
て
皇
帝
か
ら
派
遣
さ

れ
た
同
僚
で
あ
っ
て
、
部
下
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
参
軍
が
丞
相
府
の
事
務
に
関

与
す
る
こ
と
を
「
署
府
事
」
と
称
し
、
本
来
の
任
務
と
区
別
し
た
の
で
あ
る
。

同
上
巻
十
・
李
嚴
伝
に
、

亮
は
嚴
に
命
じ
て
二
萬
人
を
將
い
て
漢
中
に
赴
か
し
む
。
…
…
亮
は
明
年
當

に
軍
を
出
す
べ
き
を
以
て
、
嚴
に
命
じ
て
中
都
護
を
以
て
府
の
事
を
署
せ
し

む
。
（
亮
命
嚴
將
二
萬
人
赴
漢
中
。
…
…
亮
以
明
年
當
出
軍
、
命
嚴
以
中
都

護
署
府
事
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
李
嚴
（
南
陽
の
人
）
は
「
中
都
護
（
驃
騎
將
軍
）
を
以
て
府
の

事
を
署
」
し
、
同
上
巻
十
三
・
王
平
伝
に
、

（
建
興
）
十
二
年
〔
二
三
四
年
〕
、
亮
武
功
に
卒
す
る
や
、
…
…
後
典
軍
・
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安
漢
將
軍
に
遷
り
、
車
騎
將
軍
の
呉
壹
を
副
け
て
漢
中
に
住
し
、
ま
た
漢
中

太
守
を
領
す
。
十
五
年
、
安
漢
侯
に
進
封
し
、
壹
に
代
は
り
漢
中
を
督
す
。

延
煕
元
年
、
大
將
軍
の
蔣
琬
沔
陽
に
住
す
る
や
、
平
は
更
め
て
前
護
軍
と
爲

り
、
琬
の
府
の
事
を
署
す
。
六
年
、
琬
還
り
て
涪
に
住
す
る
や
、
前
監
軍
・

鎭
北
大
將
軍
に
拜
し
、
漢
中
を
統
ぶ
。
（
十
二
年
、
亮
卒
於
武
功
、
…
…
遷

後
典
軍
・
安
漢
將
軍
、
副
車
騎
將
軍
呉
壹
住
漢
中
、
又
領
漢
中
太
守
。
十
五

年
、
進
封
安
漢
侯
、
代
壹
督
漢
中
。
延
煕
元
年
、
大
將
軍
蔣
琬
住
沔
陽
、
平

更
爲
前
護
軍
、
署
琬
府
事
。
六
年
、
琬
還
住
涪
、
拜
前
監
軍
・
鎭
北
大
將
軍
、

統
漢
中
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
王
平
（
巴
西
の
人
、
？
～
二
四
八
）
は
「
前
護
軍
（
安
漢
将
軍
）
」

を
以
て
、
蔣
琬
の
大
将
軍
「
府
の
事
を
署
」
し
た
。
蜀
の
都
護
・
護
軍
・
参
軍
は
、

軍
師
・
監
軍
・
領
軍
・
典
軍
と
共
に
文
武
官
僚
の
序
列
を
示
す
官
職
―
―
仮
称

「
行
官
」
を
構
成
し
た
。
こ
れ
ら
の
諸
官
は
、
本
来
、
公
府
・
軍
府
と
は
無
関
係

（
三
五
）

で
あ
る
が
、
「
署
府
事
」
と
い
う
権
限
を
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
丞
相
府

な
い
し
大
将
軍
府
の
業
務
に
関
与
し
得
た
の
で
あ
る
。
魏
晋
の
参
軍
と
蜀
の
そ
れ

と
は
必
ず
し
も
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
公
府
・
軍
府
に
関
与
す
る
経

緯
に
は
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
。

な
お
、
『
晋
書
』
巻
四
十
四
・
盧
欽
伝
に
、

志
、
字
は
子
道
。
…
…
出
で
て
鄴
令
と
爲
る
。
成
都
王
穎
の
鄴
に
鎭
す
る
や
、

其
の
才
量
を
愛
し
、
委
ね
る
に
心
膂
を
以
て
し
、
遂
に
謀
主
と
爲
す
。
…
…

志
を
以
て
諮
議
參
軍
と
爲
し
、
仍
り
て
左
長
史
に
補
し
、
專
ら
文
翰
を
掌
ら

し
む
。
…
…
（
長
沙
王
）
乂
死
す
る
に
及
び
、
穎
は
志
を
表
し
て
中
書
監
と

爲
し
、
鄴
に
留
ま
り
、
相
府
の
事
に
參
署
せ
し
む
。
（
志
、
字
子
道
。
…
…

出
爲
鄴
令
。
成
都
王
穎
之
鎭
鄴
也
、
愛
其
才
量
、
委
以
心
膂
、
遂
爲
謀
主
。

…
…
以
志
爲
諮
議
參
軍
、
仍
補
左
長
史
、
專
掌
文
翰
。
…
…
及
乂
死
、
穎
表

志
爲
中
書
監
、
留
鄴
、
參
署
相
府
事
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
八
王
の
乱
の
際
、
司
馬
穎
は
謀
主
の
盧
志
（
范
陽
の
人
、
盧
欽

の
弟
の
子
）
を
中
書
監
に
任
命
し
、
「
相
府
の
事
に
參
署
」
せ
し
め
た
。
こ
れ
も

公
府
と
は
無
関
係
の
中
書
監
＝
盧
志
が
司
馬
穎
の
丞
相
府
を
取
り
仕
切
る
た
め
に

付
与
さ
れ
た
権
限
で
あ
ろ
う
。

第
三
節

諸
曹
参
軍
の
成
立

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
公
府
・
軍
府
の
実
務
は
曹
局
に
よ
っ
て
分
掌
さ
れ
た
。

本
来
、
曹
局
の
担
当
者
は
掾
と
属
で
あ
る
。
掾
・
属
の
配
置
は
各
曹
の
実
態
に
応

じ
、
両
者
が
完
備
し
た
曹
局
か
ら
、
掾
の
み
、
属
の
み
の
曹
局
が
混
在
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
両
晋
交
替
期
を
さ
か
い
に
、
曹
局
の
実
務
は
掾
属
で
は
な
く
、
参
軍

に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
。
本
節
で
は
、
諸
曹
参
軍
の
う
ち
、
史
料
が
比
較
的
豊
富

に
残
り
、
形
成
過
程
を
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
、
①
録
事
参
軍
、
②
記
室
参
軍
、

③
中
兵
（
も
し
く
は
中
直
兵
）
参
軍
、
④
賊
曹
参
軍
を
中
心
に
取
り
あ
げ
る
。

（
一
）
録
事
参
軍

『
北
堂
書
鈔
』
巻
六
十
九
・
設
官
部
二
十
一
・
録
事
参
軍
百
四
十
二
に
引
か
れ

る
『
干
寶
司
徒
儀
』
に
、

録
事
の
職
は
、
衆
曹
を
總
録
し
、
其
の
文
案
を
管
す
る
を
掌
る
。
（
録
事
之

職
、
掌
總
録
衆
曹
、
管
其
文
案
。
）

と
あ
り
、
同
上
に
引
か
れ
る
『
劉
弘
教
』
に
、

録
事
參
軍
は
、
務
め
て
善
を
舉
げ
非
を
彈
ず
。（
録
事
參
軍
、
務
舉
善
彈
非
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
録
事
参
軍
は
諸
曹
の
帳
簿
を
調
べ
、
非
違
を
糾
弾
す
る
こ
と
を

職
務
と
し
た
。
た
だ
し
、
漢
代
の
公
府
・
将
軍
府
に
「
録
事
」
と
い
う
曹
局
は
存

在
し
な
い
か
ら
、
正
確
に
言
え
ば
、
録
事
は
曹
局
で
は
な
い
。
『
宋
書
』
百
官
志

上
・
公
府
属
の
条
に
よ
れ
ば
、
西
晋
末
、
司
馬
睿
の
覇
府
に
録
事
中
郎
、
お
よ
び
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録
事
参
軍
が
置
か
れ
た
の
が
始
ま
り
と
み
ら
れ
、
陳
頵
が
「
録
事
參
軍
」
を
板
授

さ
れ
た
と
い
う
記
録
も
あ
る
（
前
掲
『
晋
書
』
陳
頵
伝
）
。
た
だ
し
、
前
掲
『
劉

弘
教
』
は
西
晋
の
鎮
南
将
軍
・
都
督
荊
州
諸
軍
事
の
劉
弘
（
？
～
三
〇
六
）
が
出

し
た
文
書
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
八
王
の
乱
の
時
期
、
す
で
に

設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

東
晋
末
に
は
、
中
央
の
公
府
か
ら
地
方
の
都
督
府
に
至
る
ま
で
、
広
く
設
置
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、『
宋
書
』
巻
九
十
二
・
良
吏
伝
に
、

王
鎭
之
、
字
は
伯
重
、
琅
邪
臨
沂
の
人
な
り
。
…
…
桓
玄
の
晉
を
輔
く
や
〔
四

〇
三
年
〕
、
以
て
大
將
軍
録
事
參
軍
と
爲
す
。
…
…
高
祖
初
め
て
相
國
府
を

建
つ
や
〔
四
一
八
年
頃
〕
、
以
て
諮
議
參
軍
と
爲
し
、
録
事
を
領
せ
し
む
。

（
王
鎭
之
、
字
伯
重
、
琅
邪
臨
沂
人
。
…
…
桓
玄
輔
晉
、
以
爲
大
將
軍
録
事

參
軍
。
…
…
高
祖
初
建
相
國
府
、
以
爲
諮
議
參
軍
、
領
録
事
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
東
晋
末
、
王
鎭
之
（
三
五
七
～
四
二
二
）
は
桓
玄
（
桓
温
の
子
、

（
三
六
）

三
六
九
～
四
〇
四
）
の
「
大
將
軍
録
事
參
軍
」
、
劉
裕
の
「
相
國
諮
議
參
軍
・
領

録
事
」
を
歴
任
し
、
『
晋
書
』
巻
三
十
七
・
宗
室
伝
に
、

韓
延
之
、
字
は
顯
宗
、
南
陽
堵
陽
の
人
な
り
。
…
…
安
帝
の
時
、
建
威
將
軍
・

荊
州
治
中
と
爲
り
、
平
西
府
録
事
參
軍
に
轉
ず
〔
四
一
二
年
頃
〕
。
（
韓
延

之
、
字
顯
宗
、
南
陽
堵
陽
人
。
…
…
安
帝
時
、
爲
建
威
將
軍
・
荊
州
治
中
、

轉
平
西
府
録
事
參
軍
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
お
な
じ
頃
、
韓
延
之
は
荊
州
刺
史
司
馬
休
之
の
「
平
西
府
録
事

（
三
七
）

參
軍
」
と
な
っ
た
。

前
者
の
王
鎭
之
は
諮
議
参
軍
と
録
事
参
軍
を
兼
任
し
た
が
、
こ
の
組
み
合
わ
せ

は
よ
く
見
ら
れ
、
『
宋
書
』
巻
七
十
七
・
顔
師
伯
伝
に
、

父
の
邵
、
…
…
謝
晦
の
知
る
所
と
爲
る
。
晦
領
軍
と
爲
る
や
、
以
て
司
馬
と

爲
し
、
廢
立
の
際
、
こ
れ
と
參
謀
す
。
晦
の
江
陵
に
鎭
す
る
や
、
請
ひ
て
諮

議
參
軍
と
爲
し
、
録
事
を
領
せ
し
め
、
軍
府
の
務
、
悉
く
こ
れ
に
委
ぬ
。（
父

邵
、
…
…
爲
謝
晦
所
知
。
晦
爲
領
軍
、
以
爲
司
馬
、
廢
立
之
際
、
與
之
參
謀
。

晦
鎭
江
陵
、
請
爲
諮
議
參
軍
、
領
録
事
、
軍
府
之
務
、
悉
委
焉
。
）

と
あ
り
、
同
上
巻
七
十
五
・
顔
竣
伝
に
、

世
祖
尋
陽
に
鎭
す
る
や
、
南
中
郎
記
室
參
軍
に
遷
る
。
…
…
世
祖
舉
兵
し
て

入
討
す
る
や
〔
四
五
三
年
〕
、
諮
議
參
軍
に
轉
じ
、
録
事
を
領
す
。
任
は
外

内
を
總
べ
、
并
せ
て
檄
書
を
造
る
。（
世
祖
鎭
尋
陽
、
遷
南
中
郎
記
室
參
軍
。

…
…
世
祖
舉
兵
入
討
、
轉
諮
議
參
軍
、
領
録
事
。
任
總
外
内
、
并
造
檄
書
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
宋
の
顔
邵
（
琅
邪
の
人
、
？
～
四
二
六
）
は
荊
州
刺
史
の
謝
晦

の
「
諮
議
參
軍
・
領
録
事
」
と
な
り
、
「
軍
府
の
務
」
を
委
任
さ
れ
、
お
な
じ
く

顔
竣
（
琅
邪
の
人
、
？
～
四
五
九
）
も
江
州
刺
史
の
劉
駿
の
「
諮
議
參
軍
・
領
録

事
」
に
任
ぜ
ら
れ
、
府
の
「
外
内
」
を
総
轄
し
た
。
ま
た
、
『
南
斉
書
』
巻
二
十

八
・
蘇
侃
伝
に
、

上
の
淮
陰
に
鎭
す
る
や
、
侃
の
詳
密
な
る
を
以
て
、
取
り
て
冠
軍
録
事
參
軍

と
爲
す
。
…
…
桂
陽
の
難
、
上
ま
た
侃
を
以
て
平
南
録
事
と
爲
し
、
軍
主
を

領
せ
し
む
。
…
…
沈
攸
之
の
事
起
る
や
、
侃
を
游
撃
將
軍
に
除
し
、
太
祖
の

驃
騎
諮
議
に
遷
り
、
録
事
を
領
し
、
黄
門
郎
に
除
せ
ら
れ
、
ま
た
太
祖
の
太

尉
諮
議
と
爲
る
。
…
…
齊
臺
建
つ
や
、
黄
門
郎
と
爲
り
、
射
聲
校
尉
を
領
し
、

任
ず
る
に
心
膂
を
以
て
す
。
（
上
鎭
淮
陰
、
以
侃
詳
密
、
取
爲
冠
軍
録
事
參

軍
。
…
…
桂
陽
之
難
、
上
復
以
侃
爲
平
南
録
事
、
領
軍
主
。
…
…
沈
攸
之
事

起
、
除
侃
游
撃
將
軍
、
遷
太
祖
驃
騎
諮
議
、
領
録
事
、
除
黄
門
郎
、
復
爲
太

祖
太
尉
諮
議
。
…
…
齊
臺
建
、
爲
黄
門
郎
・
領
射
聲
校
尉
、
任
以
心
膂
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
蘇
侃
（
武
邑
の
人
、
四
二
七
～
四
七
九
）
は
蕭
道
成
（
南
斉
の

高
帝
、
在
位
四
七
九
～
四
八
二
）
に
仕
え
て
「
冠
軍
録
事
參
軍
」
、
「
平
南
録
事

參
軍
」
、
「
驃
騎
諮
議
參
軍
・
領
録
事
」
を
歴
任
し
、
機
密
に
参
与
し
た
。

（
三
八
）

さ
ら
に
、
『
宋
書
』
自
序
伝
に
、

（
林
子
）
子
の
邵
嗣
ぐ
。
邵
、
字
は
道
輝
。
…
…
大
將
軍
義
康
の
豫
章
に
出
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鎭
す
る
や
、
申
謨
も
て
中
兵
參
軍
と
爲
し
、
城
防
の
任
を
掌
ら
し
む
。
廬
陵

王
紹
の
江
州
と
爲
る
や
〔
四
四
三
年
〕
、
邵
を
以
て
南
中
郎
府
録
事
參
軍
と

爲
し
、
府
州
の
事
を
行
せ
し
む
。
事
未
だ
行
は
れ
ず
、
會
々
謨
艱
に
丁
り
、

邵
は
謨
に
代
は
り
て
大
將
軍
中
兵
と
爲
り
、
寧
朔
將
軍
を
加
へ
ら
る
。
（
子

邵
嗣
。
邵
、
字
道
輝
。
…
…
大
將
軍
義
康
出
鎭
豫
章
、
申
謨
爲
中
兵
參
軍
、

掌
城
防
之
任
。
廬
陵
王
紹
爲
江
州
、
以
邵
爲
南
中
郎
府
録
事
參
軍
、
行
府
州

事
。
事
未
行
、
會
謨
丁
艱
、
邵
代
謨
爲
大
將
軍
中
兵
、
加
寧
朔
將
軍
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
宋
の
沈
邵
（
呉
興
の
人
、
林
子
の
子
、
四
〇
七
～
四
四
九
）
は

廬
陵
王
劉
紹
（
文
帝
の
子
、
四
三
二
～
五
三
二
）
の
「
南
中
郎
府
録
事
參
軍
」
と

な
り
、
「
行
府
州
事
」
―
―
都
督
代
行
を
兼
ね
た
（
実
現
せ
ず
）
。
行
府
州
事
は

（
三
九
）

長
史
・
司
馬
な
い
し
諮
議
参
軍
と
の
兼
職
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
こ
の
事
例
は
録

事
参
軍
も
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
録
事
参
軍
は
西
晋
末
に
現
れ
、
東
晋
南
朝
で
は
中
央
の
公
府

か
ら
地
方
の
都
督
府
に
至
る
ま
で
広
く
設
置
さ
れ
、
長
史
・
司
馬
、
諮
議
参
軍
に

次
ぐ
、
も
し
く
は
こ
れ
ら
に
匹
敵
す
る
要
職
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
。
本
来
の

職
務
は
府
内
の
綱
紀
粛
正
で
あ
る
が
、
お
も
に
諮
議
参
軍
と
の
兼
務
に
よ
っ
て
内

外
の
機
密
に
参
与
し
、
さ
ら
に
は
行
府
州
事
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

（
四
〇
）

（
二
）
記
室
参
軍

『
北
堂
書
鈔
』
巻
六
十
九
・
設
官
部
二
十
一
・
記
室
参
軍
百
四
十
三
に
引
か
れ

る
『
干
寶
司
徒
儀
』
に
、

記
室
は
表
章
啓
奏
を
掌
る
。
（
記
室
掌
表
章
啓
奏
。
）

と
あ
り
、
お
な
じ
く
『
干
寶
司
徒
儀
』
に
、

記
室
の
儀
、
凡
そ
表
章
雜
記
の
書
あ
れ
ば
、
其
の
草
を
創
る
を
掌
る
。
（
記

室
之
儀
、
凡
有
表
章
雜
記
之
書
、
掌
創
其
草
。
）

と
あ
り
、
お
な
じ
く
『
干
寶
司
徒
儀
』
に
、

記
室
の
職
、
凡
そ
文
墨
、
表
章
啓
奏
、
弔
賀
の
禮
の
題
署
を
掌
る
な
り
。（
記

室
之
職
、
凡
掌
文
墨
、
表
章
啓
奏
、
弔
賀
之
禮
題
署
也
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
記
室
参
軍
は
、
府
な
い
し
府
主
の
公
文
書
を
担
当
す
る
要
職
で

あ
る
。

漢
代
、
公
府
ほ
か
の
官
署
に
は
、
公
文
書
の
起
草
・
製
作
を
担
当
す
る
専
任
官

が
あ
っ
た
。
『
続
漢
書
』
百
官
志
一
・
太
尉
の
条
に
、

閤
下
令
史
は
閤
下
威
儀
の
事
を
主
り
、
記
室
令
史
は
上
表
・
章
報
の
書
記
を

主
り
、
門
令
史
は
府
門
を
主
る
。
其
の
餘
の
令
史
は
、
各
々
曹
の
文
書
を
典

る
。
（
閤
下
令
史
主
閤
下
威
儀
事
、
記
室
令
史
主
上
表
章
報
書
記
、
門
令
史

主
府
門
。
其
餘
令
史
、
各
典
曹
文
書
。
）

と
あ
り
、
同
上
・
百
官
志
五
・
県
郷
の
条
に
、

み
な
諸
曹
掾
史
を
置
く
。
本
注
に
曰
は
く
、
「
諸
曹
は
略
々
公
府
の
曹
の
如

き
も
、
東
・
西
曹
な
し
。
功
曹
史
あ
り
、
選
署
功
勞
を
主
る
。
五
官
掾
あ
り
、

功
曹
及
び
諸
曹
の
事
を
署
す
。
…
…
主
記
室
史
は
、
記
書
を
録
し
、
期
會
を

催
す
を
主
る
。
…
…
閣
下
及
び
諸
曹
は
、
各
々
書
佐
あ
り
、
文
書
を
幹
主
す
」

と
。
（
皆
置
諸
曹
掾
史
。
本
注
曰
、
諸
曹
略
如
公
府
曹
、
無
東
・
西
曹
。
有

功
曹
史
、
主
選
署
功
勞
。
有
五
官
掾
、
署
功
曹
及
諸
曹
事
。
…
…
主
記
室
史
、

主
録
記
書
、
催
期
會
。
…
…
閣
下
及
諸
曹
、
各
有
書
佐
、
幹
主
文
書
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
公
府
に
は
「
記
室
令
史
」
、
郡
県
に
は
「
主
記
室
史
」
な
ど
が

あ
り
、
「
上
表
章
報
の
書
記
を
主
」
っ
た
。
『
後
漢
書
』
列
伝
七
十
上
・
文
苑
伝

上
に
、傅

毅
、
字
は
武
仲
、
扶
風
茂
陵
の
人
な
り
。
…
…
永
元
元
年
〔
八
九
年
〕
、

車
騎
將
軍
の
竇
憲
ま
た
毅
を
請
ひ
て
主
記
室
と
爲
し
、
崔
駰
も
て
主
簿
と
爲

す
。
憲
大
將
軍
に
遷
る
に
及
び
、
ま
た
毅
を
以
て
司
馬
と
爲
し
、
班
固
も
て

中
護
軍
と
爲
し
、
憲
の
府
の
文
章
の
盛
ん
な
る
こ
と
、
當
世
に
冠
た
り
。（
傅

毅
、
字
武
仲
、
扶
風
茂
陵
人
也
。
…
…
永
元
元
年
、
車
騎
將
軍
竇
憲
復
請
毅
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爲
主
記
室
、
崔
駰
爲
主
簿
。
及
憲
遷
大
將
軍
、
復
以
毅
爲
司
馬
、
班
固
爲
中

護
軍
、
憲
府
文
章
之
盛
、
冠
於
當
世
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
傅
毅
は
車
騎
将
軍
の
竇
憲
（
扶
風
の
人
、
？
～
九
二
）
に
辟
召

さ
れ
、
「
主
記
室
」
に
任
官
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
魏
志
』
巻
十
三
・
鍾
繇
伝
注

引
『
謝
承
漢
書
』
に
、

南
陽
の
陰
脩
潁
川
太
守
と
爲
る
や
、
賢
を
旌
し
俊
を
擢
く
を
以
て
務
と
爲
す
。

五
官
掾
の
張
仲
を
方
正
に
舉
げ
、
功
曹
の
鍾
繇
、
主
簿
の
荀
彧
、
主
記
掾
の

張
禮
、
賊
曹
掾
の
杜
祐
を
孝
廉
に
察
し
、
荀
攸
も
て
計
吏
と
し
、
郭
圖
も
て

吏
と
爲
し
、
以
て
國
朝
を
光
か
す
。
（
南
陽
陰
脩
爲
潁
川
太
守
、
以
旌
賢
擢

俊
爲
務
。
舉
五
官
掾
張
仲
方
正
、
察
功
曹
鍾
繇
、
主
簿
荀
彧
、
主
記
掾
張
禮
、

賊
曹
掾
杜
祐
孝
廉
、
荀
攸
計
吏
、
郭
圖
爲
吏
、
以
光
國
朝
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
潁
川
太
守
の
陰
脩
は
「
主
記
掾
の
張
禮
」
ら
を
孝
廉
に
察
挙
し

た
と
い
う
。
付
言
す
れ
ば
、
記
室
は
曹
局
で
は
な
く
、
府
主
な
い
し
郡
県
守
令
の

（
四
一
）

側
近
官
（
閤
下
、
門
下
、
帳
下
な
ど
と
い
う
）
に
属
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
『
晋
書
』
巻
二
十
四
・
職
官
志
に
、

諸
公
及
び
開
府
し
て
位
公
に
從
ひ
兵
を
加
へ
ら
れ
し
者
は
、
司
馬
一
人
を
増

置
し
、
秩
千
石
。
從
事
中
郎
は
二
人
、
秩
比
千
石
。
主
簿
・
記
室
督
は
各
々

一
人
、
舍
人
は
四
人
。
（
諸
公
及
開
府
位
從
公
加
兵
者
、
増
置
司
馬
一
人
、

秩
千
石
。
從
事
中
郎
二
人
、
秩
比
千
石
。
主
簿
・
記
室
督
各
一
人
、
舍
人
四

人
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
晋
代
に
は
「
記
室
督
」
と
い
う
府
官
が
置
か
れ
た
。
同
上
巻
六

十
二
・
劉
琨
伝
に
、

頻
り
に
遷
し
て
著
作
郎
、
太
學
博
士
、
尚
書
郎
た
り
。
趙
王
倫
執
政
す
る
や
、

琨
を
以
て
記
室
督
と
爲
し
、
從
事
中
郎
に
轉
ぜ
し
む
。
（
頻
遷
著
作
郎
、
太

學
博
士
、
尚
書
郎
。
趙
王
倫
執
政
、
以
琨
爲
記
室
督
、
轉
從
事
中
郎
。
）

と
あ
り
、
同
上
巻
九
十
・
良
吏
伝
に
、

曹
攄
、
字
は
顔
遠
、
譙
國
譙
の
人
な
り
。
…
…
ま
た
洛
陽
令
と
爲
る
。
齊
王

冏
の
輔
政
す
る
に
及
び
、
攄
は
左
思
と
倶
に
記
室
督
と
爲
る
。
（
曹
攄
、
字

顔
遠
、
譙
國
譙
人
也
。
…
…
復
爲
洛
陽
令
。
及
齊
王
冏
輔
政
、
攄
與
左
思
倶

爲
記
室
督
。
）

と
あ
り
、
同
上
巻
五
十
六
・
張
載
伝
に
、

ま
た
著
作
郎
と
爲
り
、
太
子
中
舍
人
に
轉
じ
、
樂
安
相
に
遷
り
、
弘
農
太
守

た
り
。
長
沙
王
乂
請
ひ
て
記
室
督
と
爲
し
、
中
書
侍
郎
に
拜
し
、
ま
た
著
作

を
領
す
。
（
復
爲
著
作
郎
、
轉
太
子
中
舍
人
、
遷
樂
安
相
、
弘
農
太
守
。
長

沙
王
乂
請
爲
記
室
督
、
拜
中
書
侍
郎
、
復
領
著
作
。
）

と
あ
り
、
同
上
巻
七
十
七
・
蔡
謨
伝
に
、

父
の
克
、
…
…
の
ち
成
都
王
穎
の
大
將
軍
記
室
督
と
爲
る
。
穎
丞
相
と
爲
る

や
、
擢
き
て
東
曹
掾
と
爲
す
。
（
父
克
、
…
…
後
爲
成
都
王
穎
大
將
軍
記
室

督
。
穎
爲
丞
相
、
擢
爲
東
曹
掾
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
八
王
の
乱
の
頃
ま
で
任
官
者
が
確
認
さ
れ
る
。
な
お
か
つ
、
左

思
（
齊
国
の
人
）
、
張
載
（
安
平
の
人
）
の
よ
う
な
一
流
の
文
人
が
就
任
し
て
い

る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
当
該
官
が
文
書
の
作
成
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が

い
な
い
。

（
四
二
）

た
だ
し
、
『
魏
志
』
巻
二
十
一
・
王
粲
伝
に
、

太
祖
並
び
に
（
陳
）
琳
・
（
阮
）
瑀
を
以
て
司
空
軍
謀
祭
酒
〔
＝
軍
師
祭
酒
〕

と
爲
し
、
記
室
を
管
ら
し
む
。
（
太
祖
並
以
琳
・
瑀
爲
司
空
軍
謀
祭
酒
、
管

記
室
。
）

と
あ
り
、
『
晋
書
』
三
十
九
・
荀
勖
伝
に
、

廷
尉
正
に
遷
り
、
文
帝
の
大
將
軍
軍
事
に
參
し
、
爵
關
内
侯
を
賜
は
り
、
從

事
中
郎
に
轉
じ
、
記
室
を
領
す
。
（
遷
廷
尉
正
、
參
文
帝
大
將
軍
軍
事
、
賜

爵
關
内
侯
、
轉
從
事
中
郎
、
領
記
室
。
）

と
あ
り
、
同
上
巻
百
四
・
石
勒
載
記
上
に
、
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乃
ち
張
賓
を
引
き
て
謀
主
と
爲
し
、
始
め
軍
功
曹
に
署
す
。
…
…
賓
を
以
て

參
軍
都
尉
と
爲
し
、
記
室
を
領
せ
し
め
、
位
は
司
馬
に
次
ぎ
、
專
ら
中
に
居

り
事
を
總
べ
し
む
。
（
乃
引
張
賓
爲
謀
主
、
始
署
軍
功
曹
。
…
…
以
賓
爲
參

軍
都
尉
、
領
記
室
、
位
次
司
馬
、
專
居
中
總
事
。
）

と
あ
っ
て
、
陳
琳
（
廣
陵
の
人
、
？
～
二
一
七
）
、
阮
瑀
（
陳
留
の
人
、
？
～
二

一
二
）
ら
が
曹
操
の
軍
師
祭
酒
を
以
て
「
記
室
を
管
」
り
、
荀
勖
（
潁
川
の
人
、
？

～
二
八
九
）
が
司
馬
昭
の
大
将
軍
従
事
中
郎
を
以
て
「
記
室
を
領
」
し
、
あ
る
い

は
、
後
趙
の
張
賓
（
趙
郡
の
人
、
？
～
三
二
二
）
が
参
軍
都
尉
を
以
て
「
記
室
を

領
」
し
た
よ
う
に
、
他
の
府
官
が
記
室
を
兼
務
す
る
こ
と
も
、
し
ば
し
ば
お
こ
な

わ
れ
た
。

と
な
れ
ば
、
『
晋
書
』
巻
五
十
六
・
潘
岳
伝
に
、

尼
〔
岳
の
従
子
〕
、
字
は
正
叔
。
…
…
齊
王
冏
の
起
義
す
る
を
聞
き
、
乃
ち

許
昌
に
赴
く
。
冏
引
き
て
參
軍
と
爲
し
、
時
務
に
與
謀
し
、
記
室
を
兼
管
せ

し
む
。
事
平
ら
ぐ
や
、
安
昌
公
に
封
ぜ
ら
れ
、
黄
門
侍
郎
、
散
騎
常
侍
、
侍

中
、
祕
書
監
を
歴
す
。（
尼
、
字
正
叔
。
…
…
聞
齊
王
冏
起
義
、
乃
赴
許
昌
。

冏
引
爲
參
軍
、
與
謀
時
務
、
兼
管
記
室
。
事
平
、
封
安
昌
公
、
歴
黄
門
侍
郎
、

散
騎
常
侍
、
侍
中
、
祕
書
監
。
）

と
あ
り
、
同
上
巻
七
十
三
・
庾
亮
伝
に
、

元
帝
の
鎭
東
た
り
し
時
、
其
の
名
を
聞
き
、
西
曹
掾
に
辟
す
。
…
…
參
丞
相

軍
事
に
轉
じ
、
書
記
を
掌
る
。
中
興
の
初
め
、
中
書
郎
に
拜
し
、
著
作
を
領

し
、
東
宮
に
侍
講
す
。
（
元
帝
爲
鎭
東
時
、
聞
其
名
、
辟
西
曹
掾
。
…
…
轉

參
丞
相
軍
事
、
掌
書
記
。
中
興
初
、
拜
中
書
郎
、
領
著
作
、
侍
講
東
宮
。
）

と
あ
り
、
同
上
巻
八
十
二
・
虞
預
伝
に
、

安
東
從
事
中
郎
の
諸
葛
恢
、
参
軍
の
庾
亮
ら
預
を
薦
め
、
召
さ
れ
て
丞
相
行

参
軍
と
爲
り
、
記
室
を
兼
ね
る
。
…
…
佐
著
作
郎
に
除
せ
ら
る
。
…
…
琅
邪

國
常
侍
に
轉
じ
、
祕
書
丞
に
遷
り
、
著
作
郎
た
り
。
（
安
東
從
事
中
郎
諸
葛

恢
・
参
軍
庾
亮
等
薦
預
、
召
爲
丞
相
行
参
軍
、
兼
記
室
。
…
…
除
佐
著
作
郎
。

…
…
轉
琅
邪
國
常
侍
、
遷
祕
書
丞
、
著
作
郎
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
西
晋
末
、
参
軍
も
し
く
は
行
参
軍
が
「
記
室
」
を
兼
務
す
る
よ

う
に
な
る
の
は
、
自
然
の
成
り
行
き
だ
っ
た
。

記
室
参
軍
の
呼
称
も
、
ほ
と
ん
ど
同
時
に
現
れ
、
『
晋
書
』
巻
四
十
九
・
阮
籍

伝
に
、東

海
王
越
の
許
昌
に
鎭
す
る
や
、
瞻
を
以
て
記
室
參
軍
と
爲
す
。
（
東
海
王

越
鎭
許
昌
、
以
瞻
爲
記
室
參
軍
。
）

と
あ
り
、
同
上
巻
七
十
五
・
王
湛
伝
に
、

承
、
字
は
安
期
。
…
…
東
海
王
越
の
許
に
鎭
す
る
や
、
以
て
記
室
參
軍
と
爲

し
、
雅
よ
り
相
知
重
す
。
（
承
、
字
安
期
。
…
…
東
海
王
越
鎭
許
、
以
爲
記

室
參
軍
、
雅
相
知
重
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
西
晋
末
、
司
馬
越
の
府
に
は
「
記
室
參
軍
」
が
置
か
れ
て
い
た
。

同
上
巻
七
十
一
・
王
鑒
伝
に
、

中
興
建
つ
や
、
駙
馬
都
尉
に
拜
し
、
奉
朝
請
た
り
、
出
で
て
永
興
令
に
補
せ

ら
る
。
大
將
軍
王
敦
請
ひ
て
記
室
參
軍
と
爲
す
も
、
未
だ
就
か
ず
し
て
卒
す
。

（
中
興
建
、
拜
駙
馬
都
尉
、
奉
朝
請
、
出
補
永
興
令
。
大
將
軍
王
敦
請
爲
記

室
參
軍
、
未
就
而
卒
。
）

と
あ
り
、
同
上
巻
七
十
七
・
殷
浩
伝
に
、

征
西
將
軍
の
庾
亮
引
き
て
記
室
參
軍
と
爲
し
、
累
遷
し
て
司
徒
左
長
史
た
り
。

（
征
西
將
軍
庾
亮
引
爲
記
室
參
軍
、
累
遷
司
徒
左
長
史
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
東
晋
以
降
、
都
督
府
も
含
め
、
公
府
・
軍
府
に
は
記
室
参
軍
が

設
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
要
す
る
に
、
記
室
参
軍
と
は
、
公
府
の
主
記
室
も
し

く
は
記
室
督
の
職
務
を
兼
ね
た
参
軍
事
を
意
味
し
、
文
人
貴
族
が
任
官
す
る
清
官

と
し
て
の
性
格
は
、
当
初
か
ら
内
包
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
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（
三
）
中
兵
参
軍

漢
の
公
府
に
は
「
兵
曹
」
が
置
か
れ
、
「
兵
事
」
を
掌
握
し
た
（
前
掲
『
続
漢

書
』
百
官
志
一
・
太
尉
の
条
）
。
ま
た
、
『
続
漢
書
』
百
官
志
四
・
司
隷
校
尉
の

条
に
、從

事
史
十
二
人
。
本
注
に
曰
は
く
、
「
都
官
從
事
は
、
百
官
の
法
を
犯
す
者

を
察
舉
す
る
を
主
る
。
功
曹
從
事
は
、
州
の
選
署
及
び
衆
事
を
主
る
。
別
駕

從
事
は
、
校
尉
部
に
行
か
ば
則
ち
奉
引
し
、
衆
事
を
録
す
。
簿
曹
從
事
は
、

財
穀
の
簿
書
を
主
る
。
其
れ
軍
事
あ
れ
ば
、
則
ち
兵
曹
從
事
を
置
き
、
兵
事

を
主
ら
し
む
」
と
。
（
從
事
史
十
二
人
。
本
注
曰
、
都
官
從
事
、
主
察
舉
百

官
犯
法
者
。
功
曹
從
事
、
主
州
選
署
及
衆
事
。
別
駕
從
事
、
校
尉
行
部
則
奉

引
、
錄
衆
事
。
簿
曹
從
事
、
主
財
穀
簿
書
。
其
有
軍
事
、
則
置
兵
曹
從
事
、

主
兵
事
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
司
隷
校
尉
お
よ
び
諸
州
に
は
、
有
事
の
際
、
「
兵
曹
從
事
史
」

が
置
か
れ
た
。

（
四
三
）

た
だ
し
、
『
宋
書
』
巻
三
十
九
・
百
官
志
上
・
尚
書
の
条
に
、

魏
の
世
、
吏
部
・
左
民
・
客
曹
・
五
兵
・
度
支
の
五
曹
尚
書
あ
り
。
…
…
五

兵
尚
書
は
中
兵
、
外
兵
の
二
曹
を
領
す
。
む
か
し
騎
兵
・
別
兵
・
都
兵
あ
る

が
、
故
に
こ
れ
を
五
兵
を
謂
ふ
な
り
。
（
魏
世
有
吏
部
・
左
民
・
客
曹
・
五

兵
・
度
支
五
曹
尚
書
。
…
…
五
兵
尚
書
領
中
兵
・
外
兵
二
曹
。
昔
有
騎
兵
・

別
兵
・
都
兵
、
故
謂
之
五
兵
也
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
魏
の
尚
書
二
十
五
曹
に
も
、
「
中
兵
」
「
外
兵
」
「
別
兵
」
「
都

兵
」
「
騎
兵
」
の
五
曹
が
あ
り
、
五
兵
尚
書
が
こ
れ
ら
を
統
轄
し
た
。
ま
た
、
同

上
・
公
府
官
属
の
条
に
、

晉
の
景
帝
大
將
軍
と
爲
る
に
及
び
、
掾
を
置
く
こ
と
十
人
。
西
曹
、
東
曹
、

戸
曹
、
倉
曹
、
賊
曹
、
金
曹
、
水
曹
、
兵
曹
、
騎
兵
各
々
一
人
、
則
ち
屬
な

し
。
（
及
晉
景
帝
爲
大
將
軍
、
置
掾
十
人
。
西
曹
、
東
曹
、
戸
曹
、
倉
曹
、

賊
曹
、
金
曹
、
水
曹
、
兵
曹
、
騎
兵
各
一
人
、
則
無
屬
矣
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
魏
末
、
司
馬
師
の
大
将
軍
府
に
は
兵
曹
に
加
え
て
「
騎
兵
」
曹

が
設
け
ら
れ
、
司
馬
睿
の
丞
相
府
に
は
兵
曹
・
騎
兵
の
ほ
か
、
「
中
兵
」
「
外
兵
」

「
典
兵
」
が
備
え
ら
れ
て
い
た
（
前
述
）
。
中
兵
以
下
の
曹
局
は
兵
曹
が
発
展
し
、

細
分
化
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
起
源
は
公
府
で
は
な
く
、
尚
書
に
あ
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
中
兵
・
騎
兵
な
ど
の
掾
属
と
参
軍
事
、
お
よ
び
尚
書
郎
は
、
西

晋
末
、
ほ
ぼ
同
時
に
出
現
し
て
い
る
。
『
晋
書
』
巻
四
十
九
・
阮
籍
伝
に
、

（
四
四
）

孚
、
字
は
遙
集
。
…
…
初
め
太
傅
府
に
辟
さ
れ
、
騎
兵
屬
に
遷
る
。
（
孚
、

字
遙
集
。
…
…
初
辟
太
傅
府
、
遷
騎
兵
屬
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
阮
孚
（
陳
留
の
人
、
咸
の
子
）
は
司
馬
越
の
「
騎
兵
屬
」
に
任

官
し
、
同
上
巻
七
十
四
・
桓
彝
伝
に
、

元
帝
の
安
東
將
軍
と
爲
る
や
、
版
し
て
行
逡
遒
令
た
ら
し
む
。
尋
い
で
丞
相

中
兵
屬
に
辟
さ
れ
、
累
遷
し
て
中
書
郎
、
尚
書
吏
部
郎
た
り
。
（
元
帝
爲
安

東
將
軍
、
版
行
逡
遒
令
。
尋
辟
丞
相
中
兵
屬
、
累
遷
中
書
郎
、
尚
書
吏
部
郎
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
桓
彝
は
司
馬
睿
の
「
中
兵
屬
」
に
辟
召
さ
れ
、
『
北
堂
書
鈔
』

巻
六
十
九
・
設
官
部
二
十
一
・
中
兵
参
軍
百
四
十
四
に
引
か
れ
る
『
太
原
王
録
』

に
、

王
述
は
司
徒
王
導
の
中
兵
屬
と
爲
り
、
牙
門
を
督
す
。
（
王
述
爲
司
徒
王
導

中
兵
屬
、
督
牙
門
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
王
述
（
太
原
の
人
、
三
〇
三
～
三
六
八
）
は
王
導
の
「
中
兵
屬
」

に
な
り
、
「
牙
門
を
督
」
し
た
。

い
っ
ぽ
う
、
『
晋
書
』
巻
六
十
二
・
祖
逖
伝
に
、

東
海
王
越
逖
を
以
て
典
兵
參
軍
と
爲
し
、
濟
陰
太
守
た
る
も
、
母
喪
も
て
官

に
ゆ
か
ず
。
（
東
海
王
越
以
逖
爲
典
兵
參
軍
、
濟
陰
太
守
、
母
喪
不
之
官
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
祖
逖
（
范
陽
の
人
、
二
六
六
～
三
二
一
）
は
司
馬
越
の
「
典
兵
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參
軍
」
に
任
ぜ
ら
れ
、
同
上
巻
七
十
六
・
王
廙
伝
に
、

彬
、
字
は
世
儒
。
…
…
の
ち
兄
の
廙
と
倶
に
江
を
渡
り
、
揚
州
刺
史
劉
機
の

建
武
長
史
と
爲
る
。
元
帝
引
き
て
鎭
東
賊
曹
參
軍
と
爲
し
、
典
兵
參
軍
に
轉

ず
。
（
彬
、
字
世
儒
。
…
…
後
與
兄
廙
倶
渡
江
、
爲
揚
州
刺
史
劉
機
建
武
長

史
。
元
帝
引
爲
鎭
東
賊
曹
參
軍
、
轉
典
兵
參
軍
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
王
彬
（
琅
邪
の
人
）
は
司
馬
睿
の
「
典
兵
參
軍
」
に
な
っ
た
。

ま
た
、
同
上
巻
七
十
一
・
陳
頵
伝
に
、

鎭
東
從
事
中
郎
の
袁
琇
頵
を
元
帝
に
薦
め
、
鎭
東
行
參
軍
事
に
遷
り
、
法
・

兵
の
二
曹
を
典
る
。
（
鎭
東
從
事
中
郎
袁
琇
薦
頵
於
元
帝
、
遷
鎭
東
行
參
軍

事
、
典
法
・
兵
二
曹
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
陳
頵
は
司
馬
睿
の
「
行
參
軍
事
」
に
辟
召
さ
れ
、
法
曹
と
兵
曹

を
管
掌
し
た
。
曹
局
の
管
轄
権
を
め
ぐ
り
、
掾
属
と
参
軍
事
、
さ
ら
に
、『
宋
書
』

百
官
志
上
に
、

晉
元
帝
の
鎭
東
大
將
軍
及
び
丞
相
と
爲
る
や
、
從
事
中
郎
を
置
き
、
定
員
な

し
。
諸
曹
を
分
掌
せ
し
め
、
録
事
中
郎
、
度
支
中
郎
、
三
兵
中
郎
あ
り
。（
晉

元
帝
爲
鎭
東
大
將
軍
及
丞
相
、
置
從
事
中
郎
、
無
定
員
。
分
掌
諸
曹
、
有
録

事
中
郎
、
度
支
中
郎
、
三
兵
中
郎
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
従
事
中
郎
も
加
え
、
三
つ
巴
の
競
合
関
係
が
生
じ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
し
か
し
、
次
第
に
参
軍
事
の
優
位
が
決
定
的
と
な
り
、
軍
事
に
関
与

（
四
五
）

す
る
曹
局
も
ま
た
、
五
兵
の
う
ち
都
兵
と
別
兵
（
も
し
く
は
兵
曹
と
典
兵
）
が
消

滅
し
、
中
兵
・
外
兵
・
騎
兵
の
三
兵
に
再
編
さ
れ
る
。

わ
け
て
も
、
中
兵
曹
は
、
『
北
堂
書
鈔
』
巻
六
十
九
・
設
官
部
二
十
一
・
中
兵

参
軍
百
四
十
四
に
引
か
れ
る
『
干
寶
司
徒
儀
』
に
、

中
兵
參
軍
は
帳
内
の
牙
門
將
及
び
軍
器
を
督
し
、
其
の
軍
事
に
給
す
る
を
掌

る
な
り
。
（
中
兵
參
軍
掌
督
帳
内
牙
門
將
及
軍
器
、
給
其
軍
事
也
。
）

と
あ
り
、
お
な
じ
く
『
干
寶
司
徒
儀
』
に
、

中
兵
の
任
、
凡
そ
軍
に
在
る
者
、
時
を
以
て
其
の
器
械
を
科
し
、
其
の
人
數

を
綜
べ
、
姦
詐
を
罰
し
、
勞
逸
を
均
し
く
す
。
（
中
兵
之
任
、
凡
在
軍
者
、

以
時
科
其
器
械
、
綜
其
人
數
、
罰
姦
詐
、
均
勞
逸
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
兵
器
の
管
理
、
お
よ
び
府
主
の
親
衛
隊
（
帳
内
）
の
統
率
な
ど

―
―
公
府
・
軍
府
に
お
け
る
軍
事
の
中
心
的
な
曹
局
に
発
展
し
た
。
『
晋
書
』
巻

八
十
五
・
劉
毅
伝
に
、

仕
へ
て
州
從
事
と
爲
り
、
桓
弘
以
て
中
兵
參
軍
と
爲
す
。
（
仕
爲
州
從
事
、

桓
弘
以
爲
中
兵
參
軍
。
）

と
あ
り
、
ま
た
、
同
上
に
、

邁
、
字
は
伯
羣
。
少
く
し
て
才
幹
あ
り
、
殷
仲
堪
の
中
兵
參
軍
と
爲
る
。（
仕

爲
州
從
事
、
桓
弘
以
爲
中
兵
參
軍
。
…
…
邁
、
字
伯
羣
。
少
有
才
幹
、
爲
殷

仲
堪
中
兵
參
軍
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
劉
毅
（
彭
城
の
人
、
？
～
四
一
二
）
が
桓
弘
の
「
中
兵
參
軍
」
、

劉
邁
（
劉
毅
の
兄
、
？
～
四
〇
三
）
が
荊
州
刺
史
の
殷
仲
堪
の
「
中
兵
參
軍
」
に

（
四
六
）

任
ぜ
ら
れ
た
よ
う
に
、
東
晋
末
頃
か
ら
中
兵
参
軍
が
記
録
に
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。

中
兵
参
軍
が
軍
府
の
要
職
だ
っ
た
こ
と
は
、
嚴
耕
望
、
宮
崎
市
定
の
指
摘
す
る

通
り
で
あ
り
、
都
督
が
挙
兵
す
る
際
、
必
ず
複
数
の
中
兵
参
軍
（
な
い
し
外
兵
参

（
四
七
）

軍
、
騎
兵
参
軍
）
に
部
隊
を
指
揮
さ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。
一
例

だ
け
挙
げ
る
が
、
『
宋
書
』
巻
八
十
一
・
劉
秀
之
伝
に
、

南
譙
王
義
宣
の
荊
州
に
據
り
て
逆
を
爲
す
や
、
參
軍
の
王
曜
を
遣
は
し
て
秀

之
よ
り
徴
兵
せ
し
め
ん
と
す
る
も
、
秀
之
即
日
曜
を
斬
り
て
戒
嚴
す
。
中
兵

參
軍
の
韋
山
松
を
遣
は
し
て
萬
人
も
て
江
陵
を
襲
は
し
む
。
峽
を
出
づ
る
や
、

竺
超
民
は
將
の
席
天
生
を
遣
は
し
て
こ
れ
を
逆
へ
し
む
も
、
山
松
一
戰
し
て
、

即
ち
に
其
の
首
を
梟
す
。
進
み
て
江
陵
に
至
る
も
、
魯
秀
の
敗
る
所
と
爲
り
、

山
松
は
殺
さ
る
。（
南
譙
王
義
宣
據
荊
州
爲
逆
、
遣
參
軍
王
曜
徴
兵
於
秀
之
、

秀
之
即
日
斬
曜
戒
嚴
。
遣
中
兵
參
軍
韋
山
松
萬
人
襲
江
陵
、
出
峽
。
竺
超
民
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遣
將
席
天
生
逆
之
、
山
松
一
戰
、
即
梟
其
首
。
進
至
江
陵
、
爲
魯
秀
所
敗
、

山
松
見
殺
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
劉
義
宣
の
乱
（
四
五
四
年
）
の
際
、
益
州
刺
史
の
劉
秀
之
（
東

莞
の
人
、
三
九
七
～
四
六
四
）
は
「
中
兵
參
軍
の
韋
山
松
」
に
「
萬
人
」
の
兵
を

領
せ
し
め
、
江
陵
を
攻
撃
さ
せ
た
。
有
事
の
際
、
中
兵
参
軍
は
軍
府
の
主
力
軍
を

率
い
る
司
令
官
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
覇
府
な
い
し
重
鎮
の
都
督
府
に
お
け
る
中
兵
参
軍
の
人
選
は
重

視
さ
れ
た
。
同
上
・
自
序
伝
に
、

林
子
、
字
は
敬
士
、
田
子
の
弟
な
り
。
…
…
義
煕
五
年
〔
四
〇
九
年
〕
、
鮮

卑
〔
南
燕
の
慕
容
超
を
さ
す
〕
を
伐
つ
に
從
ひ
、
行
參
鎭
軍
軍
事
た
り
。
…

…
林
子
を
以
て
參
中
軍
軍
事
と
す
。
劉
毅
を
征
す
る
に
從
ひ
、
參
太
尉
軍
事

に
轉
ず
。
…
…
十
二
年
〔
四
一
六
年
〕
、
高
祖
平
北
將
軍
を
領
す
る
や
、
林

子
は
太
尉
參
軍
を
以
て
、
ま
た
參
平
北
軍
事
た
り
。
其
の
冬
、
高
祖
の
羌
〔
後

秦
の
姚
泓
を
さ
す
〕
を
伐
つ
や
、
ま
た
參
征
西
軍
事
た
り
、
悉
く
三
府
の
中

兵
を
署
し
、
建
威
將
軍
を
加
へ
ら
れ
、
軍
を
統
べ
て
前
鋒
と
爲
り
、
汴
よ
り

河
に
入
る
。
…
…
の
ち
太
祖
荊
州
に
出
鎭
す
る
や
、
議
し
て
林
子
及
び
謝
晦

を
以
て
蕃
佐
と
爲
さ
ん
と
す
。
高
祖
曰
は
く
、
「
吾
頓
に
二
人
を
無
く
す
べ

か
ら
ず
。
林
子
行
か
ば
則
ち
晦
は
宜
し
く
出
る
べ
か
ら
ず
」
と
。
乃
ち
林
子

を
以
て
西
中
郎
中
兵
參
軍
と
爲
し
、
新
興
太
守
を
領
せ
し
む
。
（
林
子
、
字

敬
士
、
田
子
弟
也
。
…
…
義
煕
五
年
、
從
伐
鮮
卑
、
行
參
鎭
軍
軍
事
。
…
…

以
林
子
參
中
軍
軍
事
。
從
征
劉
毅
、
轉
參
太
尉
軍
事
。
…
…
十
二
年
、
高
祖

領
平
北
將
軍
、
林
子
以
太
尉
參
軍
、
復
參
平
北
軍
事
。
其
冬
、
高
祖
伐
羌
、

復
參
征
西
軍
事
、
悉
署
三
府
中
兵
、
加
建
威
將
軍
、
統
軍
爲
前
鋒
、
從
汴
入

河
。
…
…
後
太
祖
出
鎭
荊
州
、
議
以
林
子
及
謝
晦
爲
蕃
佐
。
高
祖
曰
、
吾
不

可
頓
無
二
人
、
林
子
行
則
晦
不
宜
出
。
乃
以
林
子
爲
西
中
郎
中
兵
參
軍
、
領

新
興
太
守
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
沈
林
子
（
呉
興
の
人
、
三
七
七
～
四
二
二
）
は
劉
裕
の
側
近
と

し
て
重
用
さ
れ
、
覇
府
の
参
軍
事
を
歴
任
す
る
。
北
伐
の
際
、
劉
裕
が
太
尉
の
ほ

か
に
、
平
北
将
軍
、
つ
い
で
征
西
将
軍
を
兼
領
す
る
と
、
沈
林
子
は
「
三
府
の
中

兵
」
を
兼
署
し
た
。
さ
ら
に
、
宜
都
王
劉
義
隆
（
文
帝
、
在
位
四
二
四
～
四
五
三
）

（
四
八
）

が
荊
州
刺
史
に
な
る
と
、
補
佐
を
命
ぜ
ら
れ
、
「
西
中
郎
中
兵
參
軍
」
に
任
ぜ
ら

れ
た
。

（
四
九
）ま

た
、
同
上
に
、

亮
、
字
は
道
明
。
…
…
南
譙
王
義
宣
の
司
空
中
兵
參
軍
に
遷
る
。
詔
し
て

曰
は
く
、
「
陝
西
〔
荊
州
都
督
府
を
さ
す
〕
は
心
膂
に
し
て
才
を
須
ふ
が
、

故
に
卿
に
此
の
職
を
授
く
」
と
。
…
…
隨
王
誕
の
襄
陽
に
鎭
す
る
や
〔
四

四
九
年
〕
、
ま
た
後
軍
中
兵
と
爲
し
、
義
成
太
守
を
領
せ
し
む
。
（
亮
、
字

道
明
。
…
…
遷
南
譙
王
義
宣
司
空
中
兵
參
軍
。
詔
曰
、
陝
西
心
膂
須
才
、

故
授
卿
此
職
。
…
…
隨
王
誕
鎭
襄
陽
、
復
爲
後
軍
中
兵
、
領
義
成
太
守
。
）

と
あ
り
、
沈
亮
（
林
子
の
子
、
伯
父
の
田
子
を
嗣
ぐ
。
四
〇
四
～
四
五
〇
）
が
南

郡
王
劉
義
宣
（
武
帝
の
子
、
四
一
五
～
四
五
四
）
、
劉
誕
の
中
兵
参
軍
を
歴
任
し
、

（
五
〇
）

（
五
一
）

同
上
に
、

邵
、
字
は
道
輝
。
…
…
入
り
て
衡
陽
王
義
季
の
右
軍
中
兵
參
軍
と
爲
る
。
始

興
王
濬
初
め
て
後
軍
府
を
開
く
や
、
ま
た
中
兵
と
爲
る
。
義
季
の
江
陵
に
在

る
や
、
安
西
府
の
中
兵
久
し
く
缺
き
、
太
祖
に
啓
し
て
人
を
求
む
。
上
答
へ

て
曰
は
く
、
「
意
に
稱
ふ
の
才
は
得
難
し
。
沈
邵
は
未
だ
軍
事
を
經
ざ
る
と

雖
も
、
既
に
こ
れ
腹
心
に
し
て
、
鍾
離
郡
と
作
る
。
後
軍
府
に
在
る
に
及
び
、

房
中
甚
だ
修
理
す
。
或
い
は
こ
れ
を
遣
は
さ
ん
と
欲
す
」
と
。
其
の
事
果
た

さ
ず
。
（
邵
、
字
道
輝
。
…
…
入
爲
衡
陽
王
義
季
右
軍
中
兵
參
軍
。
始
興
王

濬
初
開
後
軍
府
、
又
爲
中
兵
。
義
季
在
江
陵
、
安
西
府
中
兵
久
缺
、
啓
太
祖

求
人
、
上
答
曰
、
稱
意
才
難
得
。
沈
邵
雖
未
經
軍
事
、
既
是
腹
心
、
作
鍾
離

郡
、
及
在
後
軍
府
、
房
中
甚
修
理
、
或
欲
遣
之
。
其
事
不
果
。
）
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と
あ
り
、
沈
邵
（
前
出
）
が
衡
陽
王
劉
義
季
（
武
帝
の
子
、
四
一
五
～
四
四
七
）
、

（
五
二
）

始
興
王
劉
濬
（
文
帝
の
子
、
？
～
四
五
三
）
の
中
兵
参
軍
を
歴
任
し
た
よ
う
に
、

（
五
三
）

皇
弟
皇
子
府
の
中
兵
参
軍
に
は
、
皇
帝
の
近
臣
が
任
命
さ
れ
た
。
こ
と
に
「
陝
西
」

も
し
く
は
「
分
陝
」
と
称
さ
れ
た
重
鎮
―
―
荊
州
都
督
府
の
中
兵
参
軍
の
ポ
ス
ト

は
、
宋
の
武
帝
、
文
帝
が
頻
り
に
人
事
に
介
入
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
皇
帝
の
親

任
官
と
見
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
四
）
賊
曹
参
軍

『
北
堂
書
鈔
』
設
官
部
二
十
一
・
刑
獄
参
軍
百
四
十
五
に
引
か
れ
る
『
袁
氏
家

伝
』
に
、

袁
勗
、
字
は
敬
宗
、
大
將
軍
參
軍
と
爲
り
、
賊
曹
を
署
し
、
刑
獄
の
事
を
督

し
、
救
免
す
る
所
多
し
。
（
袁
勗
、
字
敬
宗
、
爲
大
將
軍
參
軍
、
署
賊
曹
、

督
刑
獄
事
、
多
所
救
免
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
東
晋
の
袁
勗
（
陳
郡
の
人
、
袁
宏
の
父
）
は
「
大
將
軍
參
軍
」

と
な
り
（
府
主
は
王
敦
？
）
、
「
賊
曹
」
を
署
し
た
。
賊
曹
は
「
刑
獄
の
事
」
、
す

な
わ
ち
裁
判
を
担
当
す
る
。
『
宋
書
』
巻
四
十
・
謝
晦
伝
に
、

即
ち
に
命
じ
て
太
尉
參
軍
と
爲
す
。
高
祖
嘗
て
囚
を
訊
せ
ん
と
す
る
も
、
其

の
旦
刑
獄
參
軍
疾
あ
れ
ば
、
晦
に
札
し
て
こ
れ
に
代
は
ら
し
む
。
車
中
に
訊

牒
を
一
覽
し
、
催
促
す
れ
ば
便
ち
下
す
。
相
府
事
多
く
、
獄
は
繁
に
し
て
殷

積
す
る
も
、
晦
は
問
に
隨
ひ
て
酬
辯
し
、
曾
て
違
謬
す
る
こ
と
な
し
。
高
祖

こ
れ
を
奇
と
し
、
即
日
刑
獄
賊
曹
を
署
せ
し
め
、
豫
州
治
中
從
事
に
轉
ず
。

…
…
入
り
て
太
尉
主
簿
と
爲
る
。
（
即
命
爲
太
尉
參
軍
。
高
祖
嘗
訊
囚
、
其

旦
刑
獄
參
軍
有
疾
、
札
晦
代
之
。
於
車
中
一
覽
訊
牒
、
催
促
便
下
。
相
府
多

事
、
獄
繁
殷
積
、
晦
隨
問
酬
辯
、
曾
無
違
謬
。
高
祖
奇
之
、
即
日
署
刑
獄
賊

曹
、
轉
豫
州
治
中
從
事
。
…
…
入
爲
太
尉
主
簿
。
）

と
あ
る
。
劉
裕
は
囚
人
を
訊
問
し
よ
う
と
す
る
が
、
刑
獄
参
軍
が
急
病
の
た
め
、

謝
晦
（
陳
郡
の
人
、
三
九
〇
～
四
二
六
）
に
代
り
を
命
じ
る
。
当
時
、
太
尉
府
（
＝

相
府
）
に
は
裁
判
の
案
件
が
山
積
し
て
い
た
が
、
謝
晦
は
ミ
ス
を
犯
す
こ
と
な
く
、

流
れ
る
よ
う
に
処
理
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

南
朝
の
賊
曹
は
「
長
流
賊
曹
」
と
「
刑
獄
賊
曹
」
に
分
か
れ
、
さ
ら
に
小
府
（
小

規
模
な
軍
府
）
に
は
長
流
の
代
わ
り
に
「
禁
防
」
が
置
か
れ
た
。
た
だ
し
、
同
上

巻
四
十
六
・
張
邵
伝
に
、

太
尉
參
軍
に
轉
じ
、
長
流
賊
曹
を
署
す
。
…
…
尋
い
で
州
主
簿
に
補
せ
ら
る
。

（
轉
太
尉
參
軍
、
署
長
流
賊
曹
。
…
…
尋
補
州
主
簿
。
）

と
あ
り
、
同
上
巻
四
十
五
・
王
鎭
惡
伝
に
、

即
ち
に
青
州
治
中
從
事
史
を
以
て
、
行
參
中
軍
・
太
尉
軍
事
た
り
、
前
部
賊

曹
を
署
す
。
…
…
九
月
、
大
軍
西
討
す
る
や
、
鎭
惡
を
參
軍
事
・
振
武
將
軍

に
轉
じ
、
…
…
中
兵
を
署
す
。
…
…
游
撃
將
軍
に
除
せ
ら
る
。
十
二
年
、
高

祖
將
に
北
伐
せ
ん
と
す
る
や
、
鎭
惡
を
轉
じ
て
諮
議
參
軍
・
行
龍
驤
將
軍
と

爲
し
、
前
鋒
を
領
せ
し
む
。
（
即
以
青
州
治
中
從
事
史
、
行
參
中
軍
・
太
尉

軍
事
、
署
前
部
賊
曹
。
…
…
九
月
、
大
軍
西
討
、
轉
鎭
惡
參
軍
事
・
振
武
將

軍
、
…
…
署
中
兵
。
…
…
除
游
撃
將
軍
。
十
二
年
、
高
祖
將
北
伐
、
轉
鎭
惡

爲
諮
議
參
軍
・
行
龍
驤
將
軍
、
領
前
鋒
。
）

と
あ
り
、
同
上
巻
四
十
八
・
傅
弘
之
伝
に
、

義
旗
建
つ
や
、
輔
國
將
軍
の
道
規
以
て
參
軍
・
寧
遠
將
軍
・
魏
興
太
守
と
爲

す
。
…
…
太
尉
行
參
軍
に
除
せ
ら
る
。
司
馬
休
之
を
征
す
る
に
從
ひ
、
後
部

賊
曹
を
署
す
。
（
義
旗
建
、
輔
國
將
軍
道
規
以
爲
參
軍
・
寧
遠
將
軍
・
魏
興

太
守
。
…
…
除
太
尉
行
參
軍
。
從
征
司
馬
休
之
、
署
後
部
賊
曹
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
劉
裕
の
覇
府
に
は
長
流
賊
曹
と
刑
獄
賊
曹
の
ほ
か
に
、
「
前
部

賊
曹
」
と
「
後
部
賊
曹
」
、
合
計
四
つ
の
賊
曹
が
あ
り
、
正
参
軍
が
長
流
と
刑
獄
、

行
参
軍
が
前
部
と
後
部
を
署
し
た
ら
し
い
。
前
掲
『
宋
書
』
謝
晦
伝
の
「
相
府
多

事
、
獄
繁
殷
積
」
と
い
う
情
況
に
即
応
し
、
刑
獄
の
業
務
を
強
化
し
た
の
か
も
し



- 54 -

参軍事の研究

れ
な
い
。

ま
た
、
同
上
巻
七
十
七
・
顔
師
伯
伝
に
、

乃
ち
以
て
徐
州
主
簿
と
爲
す
。
…
…
鎭
を
去
る
に
及
び
、
師
伯
は
主
簿
を
以

て
送
故
す
。
世
祖
尋
陽
に
鎭
す
る
や
、
太
祖
に
啓
し
て
南
中
郎
主
簿
と
爲
さ

ん
こ
と
を
請
ふ
。
太
祖
許
さ
ず
、
典
籤
に
謂
ひ
て
曰
は
く
、
「
中
郎
府
の
主

簿
、
那
ぞ
顔
師
伯
を
用
ふ
る
を
得
ん
」
と
。
世
祖
啓
し
て
長
流
正
佐
と
爲
さ

ん
と
す
る
も
、
太
祖
ま
た
曰
は
く
、
「
朝
廷
こ
れ
を
除
す
能
は
ず
。
郎
自
ら

板
す
べ
き
も
、
ま
た
宜
し
く
長
流
を
署
せ
し
む
べ
か
ら
ず
」
と
。
世
祖
乃
ち

板
し
て
參
軍
事
と
爲
し
、
刑
獄
を
署
せ
し
む
。
元
凶
を
入
討
す
る
に
及
び
、

主
簿
に
轉
ず
。
（
乃
以
爲
徐
州
主
簿
。
…
…
及
去
鎭
、
師
伯
以
主
簿
送
故
。

世
祖
鎭
尋
陽
、
啓
太
祖
請
爲
南
中
郎
主
簿
。
太
祖
不
許
、
謂
典
籤
曰
、
中
郎

府
主
簿
那
得
用
顔
師
伯
。
世
祖
啓
爲
長
流
正
佐
、
太
祖
又
曰
、
朝
廷
不
能
除

之
、
郎
可
自
板
、
亦
不
宜
署
長
流
。
世
祖
乃
板
爲
參
軍
事
、
署
刑
獄
。
及
入

討
元
凶
、
轉
主
簿
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
劉
駿
は
江
州
刺
史
に
転
じ
る
と
、
前
任
の
徐
州
か
ら
送
故
主
簿

と
し
て
随
行
し
て
き
た
顔
師
伯
（
琅
邪
の
人
、
四
一
九
～
四
六
五
）
を
「
南
中
郎

府
主
簿
」
に
起
用
し
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
文
帝
は
許
可
し
な
い
（
前
掲
『
宋

（
五
四
）

書
』
顔
師
伯
伝
に
見
え
る
よ
う
に
、
顔
師
伯
の
父
は
謝
晦
の
参
謀
だ
っ
た
）
。
し

か
た
な
く
「
長
流
正
佐
」
―
―
長
流
賊
曹
の
正
参
軍
に
し
よ
う
と
す
る
が
、
文
帝

は
除
正
を
拒
否
し
て
府
板
を
命
じ
、
長
流
を
署
す
る
こ
と
も
許
さ
な
か
っ
た
。
結

局
、
顔
師
伯
は
板
正
参
軍
に
任
ぜ
ら
れ
、
刑
獄
賊
曹
を
署
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

当
該
史
料
か
ら
は
、
と
り
あ
え
ず
、
府
州
佐
の
う
ち
、

府
主
簿＞

長
流
正
参
軍＞

刑
獄
板
正
参
軍＞

州
主
簿

と
い
う
序
列
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
述
の
謝
晦
が
刑
獄
参
軍
か
ら
（
豫

州
別
駕
を
経
て
）
「
府
主
簿
」
に
昇
進
し
た
こ
と
も
、
こ
れ
に
合
致
し
て
い
る
。

い
っ
ぽ
う
、
張
邵
は
長
流
参
軍
か
ら
「
州
主
簿
」
に
転
じ
て
い
る
。
顔
師
伯
と
は

逆
の
遷
官
に
な
る
が
、
張
邵
は
呉
郡
の
人
だ
か
ら
、
か
れ
が
出
仕
し
た
の
は
「
根

本
の
係
る
所
」
（
『
宋
書
』
巻
四
十
二
・
劉
穆
之
伝
）
、
す
な
わ
ち
東
晋
南
朝
の
本

拠
地
で
あ
る
揚
州
、
か
つ
当
時
の
揚
州
刺
史
は
劉
裕
で
あ
る
。
の
ち
、
劉
裕
は
遺

詔
に
よ
っ
て
、
揚
州
刺
史
を
「
宰
相
」
の
兼
任
ポ
ス
ト
と
定
め
た
（
同
上
巻
三
・

武
帝
紀
下
・
永
初
三
年
五
月
の
条
に
載
せ
ら
れ
る
高
祖
の
手
詔
）
。
し
た
が
っ
て
、

揚
州
主
簿
は
他
州
の
主
簿
と
は
一
線
を
画
し
、
府
主
簿
と
同
等
に
扱
わ
れ
た
の
だ

ろ
う
。

（
五
）
そ
の
他

以
上
に
紹
介
し
た
も
の
の
ほ
か
、
史
料
か
ら
確
認
さ
れ
る
草
創
期
の
諸
曹
参
軍

と
し
て
、
『
晋
書
』
巻
七
十
三
・
庾
亮
伝
に
、

翼
、
字
は
稚
恭
。
…
…
亮
卒
す
る
に
及
び
、
都
督
江
荊
司
雍
梁
益
六
州
諸
軍

事
・
安
西
將
軍
・
荊
州
刺
史
を
授
け
ら
れ
、
節
を
假
せ
ら
れ
、
亮
に
代
は
り

て
武
昌
に
鎭
す
。
…
…
翼
は
荒
遠
を
綏
來
せ
し
め
ん
と
し
、
務
め
て
招
納
の

宜
し
き
を
盡
く
し
、
客
館
を
立
て
、
典
賓
參
軍
を
置
く
。
（
翼
、
字
稚
恭
。

…
…
及
亮
卒
、
授
都
督
江
荊
司
雍
梁
益
六
州
諸
軍
事
・
安
西
將
軍
・
荊
州
刺

史
、
假
節
、
代
亮
鎭
武
昌
。
…
…
翼
綏
來
荒
遠
、
務
盡
招
納
之
宜
、
立
客
館
、

置
典
賓
參
軍
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
荊
州
刺
史
の
庾
翼
（
潁
川
の
人
、
三
〇
五
～
三
四
五
）
が
帰
参

者
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
設
置
し
た
と
さ
れ
る
「
典
賓
參
軍
」
、
同
上
巻
五
十
六
・

江
統
伝
に
、

惇
、
字
は
思
考
。
…
…
征
西
將
軍
の
庾
亮
請
ひ
て
儒
林
參
軍
と
爲
し
、
徴
さ

れ
て
博
士
に
拜
し
、
著
作
郎
た
る
も
、
み
な
就
か
ず
。
（
惇
、
字
思
考
。
…

…
征
西
將
軍
庾
亮
請
爲
儒
林
參
軍
、
徴
拜
博
士
、
著
作
郎
、
皆
不
就
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
東
晋
の
江
惇
（
陳
留
の
人
、
三
〇
五
～
三
五
三
）
が
任
ぜ
ら
れ

た
「
儒
林
參
軍
」
、
お
よ
び
「
法
曹
參
軍
」
（
同
上
巻
六
十
九
・
劉
隗
伝
）
な
ど
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が
あ
る
。

第
四
章

参
軍
事
の
兼
任
に
つ
い
て

第
一
節

兼
署
と
兼
任

前
章
第
三
節
（
一
）
で
は
、
諮
議
参
軍
が
録
事
の
任
を
兼
ね
た
こ
と
（
諮
議
参

軍
・
領
録
事
）
を
紹
介
し
た
が
、
諮
議
参
軍
が
他
の
曹
局
を
兼
署
す
る
事
例
は
多

い
。
諮
議
参
軍
は
軍
府
の
幹
部
職
で
あ
り
、
か
つ
所
定
の
職
掌
を
も
た
な
い
か
ら
、

状
況
に
応
じ
て
、
必
要
な
曹
局
を
兼
ね
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
多
く
見
ら
れ
る

の
は
、
た
と
え
ば
、
『
宋
書
』
巻
七
十
七
・
柳
元
景
伝
に
、

臧
質
の
雍
州
と
爲
る
や
、
元
景
を
除
し
て
冠
軍
司
馬
・
襄
陽
太
守
と
爲
し
、

將
軍
た
る
こ
と
故
の
如
し
。
…
…
世
祖
元
凶
を
入
討
す
る
や
、
以
て
南
中
郎

諮
議
參
軍
と
爲
し
、
中
兵
を
領
し
、
冠
軍
將
軍
を
加
へ
ら
れ
、
太
守
た
る
こ

と
故
の
如
し
。
萬
人
を
配
さ
れ
て
前
鋒
と
爲
り
、
宗
慤
・
薛
安
都
ら
十
三
軍

み
な
こ
れ
に
隸
す
。
（
臧
質
爲
雍
州
、
除
元
景
爲
冠
軍
司
馬
・
襄
陽
太
守
、

將
軍
如
故
。
…
…
世
祖
入
討
元
凶
、
以
爲
南
中
郎
諮
議
參
軍
、
領
中
兵
、
加

冠
軍
將
軍
、
太
守
如
故
。
配
萬
人
爲
前
鋒
、
宗
慤
・
薛
安
都
等
十
三
軍
皆
隸

焉
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
有
事
の
際
、
「
中
兵
」
も
し
く
は
「
中
直
兵
」
を
兼
領
し
、
府

の
軍
隊
を
統
率
し
た
こ
と
で
あ
る
。
柳
元
景
（
河
東
の
人
、
四
〇
六
～
四
六
五
）

は
、
建
康
に
攻
め
上
る
た
め
に
編
成
さ
れ
た
先
鋒
部
隊
の
司
令
官
だ
っ
た
。
つ
い

で
目
に
付
く
の
は
、
同
上
巻
四
十
六
・
張
邵
伝
に
、

（
義
煕
）
九
年
〔
四
一
三
年
〕
、
世
子
始
め
て
征
虜
府
を
開
く
や
、
邵
を
録

事
參
軍
に
補
し
、
中
軍
に
轉
號
す
る
や
、
諮
議
參
軍
に
遷
り
、
記
室
を
領
す
。

（
九
年
、
世
子
始
開
征
虜
府
、
補
邵
録
事
參
軍
、
轉
號
中
軍
、
遷
諮
議
參
軍
、

領
記
室
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
「
記
室
を
領
」
す
る
事
例
で
あ
る
。
記
室
参
軍
は
軍
府
の
公
文

書
を
担
当
す
る
清
官
で
あ
る
か
ら
、
当
然
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
『
梁
書
』
巻
十
一
・
鄭
紹
叔
伝
に
、

高
祖
の
司
州
に
臨
む
や
、
命
じ
て
中
兵
參
軍
と
爲
し
、
長
流
を
領
せ
し
む
。

（
高
祖
臨
司
州
、
命
爲
中
兵
參
軍
、
領
長
流
。
）

と
あ
り
、
同
上
巻
十
二
・
席
闡
文
伝
に
、

ま
た
西
中
郎
中
兵
參
軍
を
歴
し
、
城
局
を
領
す
。（
復
歴
西
中
郎
中
兵
參
軍
、

領
城
局
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
中
兵
参
軍
が
他
曹
を
兼
領
す
る
事
例
も

あ
る
。
再
三
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
中
兵
参
軍
は
軍
事
の
要
職
だ
か
ら
、
城
市

の
警
備
に
当
た
る
城
局
曹
な
ど
を
兼
務
す
る
の
は
合
理
的
と
言
え
る
。

諸
曹
参
軍
は
、
除
正
・
板
正
・
除
行
（
正
行
）
・
板
行
の
別
と
署
曹
の
組
み
合

わ
せ
、
お
よ
び
兼
署
に
よ
っ
て
、
複
雑
な
運
用
が
お
こ
な
わ
れ
た
ら
し
い
。
『
宋

書
』
自
序
伝
に
、

璞
、
字
は
道
眞
、
林
子
の
少
子
な
り
。
…
…
元
嘉
十
七
年
〔
四
四
〇
年
〕
、

始
興
王
濬
揚
州
刺
史
と
爲
り
、
寵
愛
殊
異
た
り
、
以
て
主
簿
と
爲
す
。
…
…

璞
を
以
て
濬
の
始
興
國
大
農
と
爲
す
。
…
…
濬
の
南
徐
州
に
出
づ
る
や
〔
四

四
九
年
〕
、
…
…
濬
に
詔
を
與
へ
て
曰
は
く
、
「
沈
璞
は
累
年
主
簿
た
り
、

ま
た
國
卿
を
經
ふ
れ
ば
、
未
だ
嘗
て
行
佐
と
爲
ら
ざ
る
と
雖
も
、
い
ま
故
よ

り
當
に
正
參
軍
た
る
べ
し
。
若
し
爾
ら
ば
、
正
に
當
に
餘
曹
を
署
し
、
房
住

を
兼
ね
し
む
べ
し
。
爾
ら
ず
ん
ば
、
便
宜
に
行
佐
も
て
中
兵
に
正
署
す
る
が
、

恐
ら
く
は
體
選
に
於
い
て
多
と
せ
ざ
る
が
如
し
」
と
。
乃
ち
正
佐
と
爲
す
。

（
璞
、
字
道
眞
、
林
子
少
子
也
。
…
…
元
嘉
十
七
年
、
始
興
王
濬
爲
揚
州
刺

史
、
寵
愛
殊
異
、
以
爲
主
簿
。
…
…
以
璞
爲
濬
始
興
國
大
農
。
…
…
濬
出
南

徐
州
、
…
…
與
濬
詔
曰
、
沈
璞
累
年
主
簿
、
又
經
國
卿
、
雖
未
嘗
爲
行
佐
、

今
故
當
正
參
軍
耶
。
若
爾
、
正
當
署
餘
曹
、
兼
房
住
。
不
爾
、
便
宜
行
佐
正
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署
中
兵
、
恐
於
體
選
如
不
多
耳
。
乃
爲
正
佐
。
俄
遷
宣
威
將
軍
・
盱
眙
太
守
。
）

と
あ
る
。
沈
璞
（
沈
約
の
父
、
四
一
六
～
四
五
三
）
は
劉
濬
の
揚
州
主
簿
か
ら
始

興
王
国
大
農
に
遷
り
、
劉
濬
が
南
徐
兗
二
州
刺
史
に
な
る
と
（
四
四
九
年
）
、
「
正

參
軍
」
に
転
じ
た
。
正
式
な
署
曹
は
不
明
で
あ
る
が
、
中
兵
曹
を
兼
署
し
て
い
た

（
五
五
）

こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
と
き
、
文
帝
と
し
て
は
、
沈
璞
を
中
兵
参
軍
に
起
用
し

た
い
が
、
「
未
嘗
爲
行
佐
」
―
―
資
歴
が
低
い
の
で
、
た
だ
ち
に
正
参
軍
に
す
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
提
示
さ
れ
た
案
は
、
①
「
餘
曹
」
す
な
わ
ち
中
兵

以
外
の
正
参
軍
を
授
け
、
「
兼
房
住
」
す
な
わ
ち
中
兵
曹
を
兼
署
さ
せ
る
と
い
う

も
の
、
②
「
行
佐
」
す
な
わ
ち
行
参
軍
に
就
け
、
正
式
に
中
兵
曹
を
署
す
る
と
い

う
も
の
だ
っ
た
。
結
局
、
①
案
が
採
用
さ
れ
る
が
、
前
掲
『
宋
書
』
顔
師
伯
伝
の

記
事
（
顔
師
伯
が
文
帝
の
反
対
に
よ
っ
て
、
劉
駿
の
長
流
参
軍
に
除
正
さ
れ
ず
、

刑
獄
参
軍
を
板
授
さ
れ
た
こ
と
）
も
あ
わ
せ
、
正
・
行
の
別
、
署
曹
の
別
、
お
よ

び
兼
署
（
兼
領
）
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
参
軍
事
が
複
雑
な
官
序
を
有
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

『
梁
書
』
巻
十
三
・
沈
約
伝
に
、

（
蔡
）
興
宗
の
郢
州
刺
史
と
爲
る
や
〔
四
六
七
年
〕
、
引
き
て
安
西
外
兵
參

軍
と
爲
し
、
記
室
を
兼
ね
し
む
。
…
…
荊
州
（
刺
史
）
と
爲
る
に
及
び
〔
四

七
二
年
〕
、
ま
た
征
西
記
室
參
軍
と
爲
り
、
厥
西
令
を
帶
び
る
。
興
宗
卒
す

る
や
、
始
め
て
安
西
晉
煕
王
の
法
曹
行
參
軍
と
爲
り
〔
四
七
三
～
四
七
七
年

頃
〕
、
外
兵
に
轉
じ
、
並
び
に
記
室
を
兼
ね
る
。
（
興
宗
爲
郢
州
刺
史
、
引

爲
安
西
外
兵
參
軍
、
兼
記
室
。
…
…
及
爲
荊
州
、
又
爲
征
西
記
室
參
軍
、
帶

厥
西
令
。
興
宗
卒
、
始
爲
安
西
晉
安
〔
⇒
晉
煕
の
誤
り
〕
王
法
曹
參
軍
〔
⇒

行
參
軍
〕
、
轉
外
兵
、
並
兼
記
室
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
沈
約
（
四
四
一
～
五
一
三
）
は
蔡
興
宗
（
濟
陽
の
人
、
四
一
五

～
四
七
二
）
の
外
兵
参
軍
・
兼
記
室
、
記
室
参
軍
、
つ
い
で
劉
燮
の
法
曹
行
参
軍
・

兼
記
室
、
外
兵
参
軍
・
兼
記
室
を
歴
任
し
た
。
沈
約
は
外
兵
参
軍
・
兼
記
室
に
二

（
五
六
）

度
任
官
し
て
い
る
が
、
実
際
の
職
務
は
外
兵
曹
で
は
な
く
、
記
室
だ
っ
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
前
述
の
沈
璞
同
様
、
資
歴
不
足
の
た
め
、
記
室
参
軍
に
任
官
で

き
ず
、
他
曹
の
正
参
軍
・
兼
署
の
方
式
に
よ
っ
て
記
室
の
職
を
遂
行
し
た
の
だ
ろ

う
。『

南
斉
書
』
巻
五
十
二
・
文
学
伝
に
、

崔
慰
祖
、
字
は
悦
宗
、
清
河
東
武
城
の
人
な
り
。
…
…
始
安
王
の
撫
軍
墨
曹

行
參
軍
と
爲
り
、
刑
獄
に
轉
じ
、
記
室
を
兼
ね
る
。
（
崔
慰
祖
、
字
悦
宗
、

清
河
東
武
城
人
也
。
…
…
爲
始
安
王
撫
軍
墨
曹
行
參
軍
、
轉
刑
獄
、
兼
記
室
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
南
斉
の
崔
慰
祖
（
四
六
五
～
四
九
九
）
は
始
安
王
蕭
遙
光
の
（
明

（
五
七
）

帝
の
兄
の
子
、
四
六
八
～
四
九
九
）
刑
獄
参
軍
と
な
っ
て
「
記
室
を
兼
」
ね
、『
周

書
』
巻
四
十
二
・
宗
懍
伝
に
、

梁
元
帝
の
荊
州
に
鎭
す
る
に
及
び
、
…
…
即
日
引
見
し
、
記
室
を
兼
ね
し
む
。

…
…
江
州
に
移
鎭
す
る
に
及
び
、
懍
を
以
て
刑
獄
參
軍
と
爲
し
、
記
室
を
兼

掌
せ
し
む
。
（
及
梁
元
帝
鎭
荊
州
、
…
…
即
日
引
見
、
令
兼
記
室
。
…
…
及

移
鎭
江
州
、
以
懍
爲
刑
獄
參
軍
、
兼
掌
記
室
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
梁
の
宗
懍
（
南
陽
の
人
）
も
湘
東
王
蕭
繹
（
元
帝
、
在
位
五
五

一
～
五
五
四
）
の
刑
獄
参
軍
と
な
っ
て
「
記
室
を
兼
掌
」
し
た
。
い
ず
れ
の
場
合

（
五
八
）

も
、
沈
約
と
同
様
、
実
際
の
職
務
は
正
署
の
刑
獄
曹
で
は
な
く
、
兼
署
の
記
室
だ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
『
梁
書
』
巻
四
十
三
・
韋
粲
伝
に
、

初
め
雲
麾
（
將
軍
）
晉
安
王
の
行
參
軍
と
爲
り
、
俄
に
し
て
法
曹
を
署
し
、

外
兵
參
軍
に
遷
り
、
中
兵
を
兼
ね
る
。
…
…
王
の
雍
州
に
遷
鎭
す
る
に
及
び
、

隨
い
て
記
室
（
參
軍
）
に
轉
じ
、
中
兵
を
兼
ね
る
こ
と
故
の
如
し
。
（
初
爲

雲
麾
晉
安
王
行
參
軍
、
俄
署
法
曹
、
遷
外
兵
參
軍
、
兼
中
兵
。
…
…
及
王
遷

鎭
雍
州
、
隨
轉
記
室
、
兼
中
兵
如
故
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
梁
の
韋
粲
（
京
兆
の
人
、
四
九
五
～
五
四
八
）
は
晉
安
王
蕭
綱
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（
簡
文
帝
、
在
位
五
四
九
～
五
五
一
）
の
外
兵
参
軍
、
記
室
参
軍
を
歴
任
し
、「
中

兵
を
兼
」
ね
た
。
韋
粲
は
勲
貴
の
子
弟
（
祖
父
は
車
騎
将
軍
の
韋
叡
）
で
あ
る
か

（
五
九
）

ら
、
随
府
を
く
り
か
え
す
う
ち
、
記
室
参
軍
に
昇
進
し
、
下
位
の
「
中
兵
」
を
兼

署
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
（
正
署
の
中
兵
参
軍
も
経
歴
し
て
い
る
可
能
性

が
高
い
）
。
い
っ
ぽ
う
、
『
陳
書
』
巻
十
一
・
淳
于
量
伝
に
、

梁
元
帝
の
荊
州
刺
史
と
爲
る
や
、
文
成
〔
＝
淳
于
量
の
父
〕
量
に
人
馬
を
分

か
ち
、
往
き
て
事
へ
し
む
。
湘
東
王
國
常
侍
に
起
家
し
、
西
中
郎
府
中
兵
參

軍
を
兼
ね
る
。
府
佐
に
累
遷
し
て
、
常
に
中
兵
・
直
兵
を
兼
ね
る
こ
と
十
餘

載
、
兵
甲
士
卒
、
府
中
に
盛
ん
な
り
。
（
梁
元
帝
爲
荊
州
刺
史
、
文
成
分
量

人
馬
、
令
往
事
焉
。
起
家
湘
東
王
國
常
侍
、
兼
西
中
郎
府
中
兵
參
軍
。
累
遷

府
佐
、
常
兼
中
兵
直
兵
者
十
餘
載
、
兵
甲
士
卒
、
盛
於
府
中
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
淳
于
量
（
濟
北
の
人
、
五
一
一
～
五
八
二
）
は
、
十
余
年
間
、

蕭
繹
の
国
官
な
い
し
府
佐
を
歴
任
し
、
「
常
に
中
直
兵
を
兼
」
ね
た
。
か
れ
は
寒

（
六
〇
）

門
の
出
身
だ
っ
た
た
め
、
侯
景
の
乱
以
前
、
昇
進
を
重
ね
て
も
、
正
署
の
中
兵
参

軍
に
は
到
達
せ
ず
、
沈
璞
と
お
な
じ
よ
う
に
、
中
兵
よ
り
下
位
の
諸
曹
参
軍
を
以

て
中
兵
を
兼
署
し
た
の
だ
ろ
う
。
諮
議
参
軍
以
外
の
諸
曹
参
軍
に
よ
る
他
曹
の
兼

署
は
、
史
料
的
に
確
認
で
き
る
も
の
は
少
な
い
が
、
実
際
は
も
っ
と
広
汎
に
お
こ

な
わ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

話
を
『
宋
書
』
自
序
伝
に
戻
せ
ば
、
文
帝
は
第
二
の
案
と
し
て
、
沈
璞
を
行
参

軍
に
起
用
し
、
中
兵
曹
を
「
正
署
」
す
る
こ
と
を
示
唆
し
た
。
前
掲
『
南
斉
書
』

百
官
志
に
よ
れ
ば
、
行
参
軍
が
正
署
す
る
の
は
、
法
曹
・
田
曹
・
水
曹
・
鎧
曹
・

集
曹
・
右
戸
・
墨
曹
・
士
曹
の
八
曹
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
行
参
軍
が
法
曹
を
正

署
す
れ
ば
、
『
宋
書
』
巻
八
十
五
・
謝
莊
伝
に
、

初
め
始
興
王
濬
の
後
軍
法
曹
行
參
軍
と
爲
り
、
太
子
舎
人
に
轉
じ
、
廬
陵
王

文
學
、
太
子
洗
馬
、
中
舎
人
、
廬
陵
王
紹
の
南
中
郎
諮
議
參
軍
た
り
、
ま
た

隨
王
誕
の
後
軍
諮
議
に
轉
じ
、
並
び
に
記
室
を
領
す
。
（
初
爲
始
興
王
濬
後

軍
法
曹
行
參
軍
、
轉
太
子
舎
人
、
廬
陵
王
文
學
、
太
子
洗
馬
、
中
舎
人
、
廬

陵
王
紹
南
中
郎
諮
議
參
軍
、
又
轉
隨
王
誕
後
軍
諮
議
、
並
領
記
室
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
「
法
曹
行
參
軍
」
と
称
さ
れ
、
府
主
が
皇
弟
皇
子
な
ら
、
名
門

貴
族
の
起
家
官
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。

（
六
一
）

し
た
が
っ
て
、
宋
の
文
帝
が
提
案
し
た
「
行
佐
も
て
中
兵
を
正
署
」
、
す
な
わ

ち
中
兵
行
参
軍
は
本
来
の
規
定
に
は
な
い
官
職
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
上
巻
九
十

五
・
索
虜
伝
に
、

乃
ち
分
か
ち
て
五
軍
と
爲
し
、
（
参
軍
の
劉
）
泰
之
を
以
て
元
帥
と
爲
し
、

安
北
騎
兵
行
參
軍
の
垣
謙
之
、
田
曹
行
參
軍
の
臧
肇
之
、
集
曹
行
參
軍
の
尹

定
、
武
陵
國
左
常
侍
の
杜
幼
文
と
、
五
人
を
し
て
各
々
其
の
一
を
領
せ
し
む
。

（
乃
分
爲
五
軍
、
以
泰
之
爲
元
帥
、
與
安
北
騎
兵
行
參
軍
垣
謙
之
、
田
曹
行

參
軍
臧
肇
之
、
集
曹
行
參
軍
尹
定
、
武
陵
國
左
常
侍
杜
幼
文
、
五
人
各
領
其

一
。
）

と
あ
る
。
徐
州
刺
史
の
劉
駿
が
北
魏
の
永
昌
王
を
攻
撃
し
た
際
（
四
五
〇
年
）
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
一
般
的
に
、
騎
兵
曹
は
正
参
軍
が
署
す
る
が
、
当
該
史
料

で
は
「
騎
兵
行
參
軍
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
『
南
斉
書
』
百
官
志
に
示
さ
れ
た

（
六
二
）

規
定
も
絶
対
で
は
な
く
、
状
況
に
応
じ
て
柔
軟
な
運
用
が
な
さ
れ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

（
六
三
）こ

の
ほ
か
、
行
参
軍
の
兼
署
も
見
ら
れ
、『
梁
書
』
巻
四
十
九
・
文
学
伝
上
に
、

庾
於
陵
、
字
は
子
介
、
散
騎
常
侍
黔
婁
の
弟
な
り
。
…
…
始
安
王
遙
光
撫
軍

と
爲
る
や
、
引
き
て
行
參
軍
と
爲
し
、
記
室
を
兼
ね
し
む
。
…
…
天
監
の
初

め
、
建
康
獄
平
と
爲
り
、
尚
書
功
論
郎
に
遷
り
、
文
德
殿
に
待
詔
し
、
出
で

て
湘
州
別
駕
と
爲
り
、
驃
騎
録
事
參
軍
に
遷
り
、
中
書
通
事
舎
人
を
兼
ね
、

俄
に
し
て
南
郡
邑
中
正
を
領
し
、
太
子
洗
馬
に
拜
し
、
舎
人
た
る
こ
と
故
の

如
し
。
（
庾
於
陵
、
字
子
介
、
散
騎
常
侍
黔
婁
之
弟
也
。
…
…
始
安
王
遙
光

爲
撫
軍
、
引
爲
行
參
軍
、
兼
記
室
。
…
…
天
監
初
、
爲
建
康
獄
平
、
遷
尚
書
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工
部
〔
⇒
功
論
〕
郎
、
待
詔
文
德
殿
、
出
爲
湘
州
別
駕
、
遷
驃
騎
録
事
參
軍
、

兼
中
書
通
事
舎
人
、
俄
領
南
郡
邑
中
正
、
拜
太
子
洗
馬
、
舎
人
如
故
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
庾
於
陵
は
南
斉
の
蕭
遙
光
の
「
行
參
軍
」
に
辟
召
さ
れ
て
「
記

室
を
兼
」
ね
（
四
九
五
年
頃
）
、
ま
た
、
同
上
に
、

何
遜
、
字
は
仲
言
、
東
海
郯
の
人
な
り
。
…
…
天
監
中
、
起
家
し
て
奉
朝
請

た
り
、
中
權
建
安
王
の
水
曹
行
參
軍
に
遷
り
、
記
室
を
兼
ね
る
。
…
…
江
州

に
遷
る
に
及
び
、
遜
な
ほ
書
記
を
掌
る
。
ま
た
安
西
安
成
王
の
參
軍
事
と
爲

り
、
尚
書
水
部
郎
を
兼
ね
る
。
（
何
遜
、
字
仲
言
、
東
海
郯
人
也
。
…
…
天

監
中
、
起
家
奉
朝
請
、
遷
中
衞
〔
⇒
中
權
の
誤
り
〕
建
安
王
水
曹
行
參
軍
、

兼
記
室
。
…
…
及
遷
江
州
、
遜
猶
掌
書
記
。
還
爲
安
西
安
成
王
參
軍
事
、
兼

尚
書
水
部
郎
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
何
遜
は
南
平
王
蕭
偉
（
武
帝
の
弟
、
四
七
六
～
五
三
三
）
の
「
水

（
六
四
）

曹
行
參
軍
」
と
な
り
、
「
記
室
を
兼
」
ね
た
（
五
〇
七
年
）
。
か
れ
ら
も
記
室
参

軍
に
任
官
す
る
に
は
資
歴
が
足
り
ず
、
行
参
軍
・
兼
署
の
形
式
に
よ
っ
た
の
だ
ろ

う
。さ

ら
に
興
味
深
い
の
は
、
庾
於
陵
が
「
驃
騎
録
事
參
軍
」
と
「
中
書
通
事
舎
人

を
兼
」
ね
、
何
遜
が
蕭
秀
の
「
安
西
參
軍
事
」
と
「
尚
書
水
部
郎
を
兼
」
ね
た
こ

と
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
中
書
舎
人
、
尚
書
郎
と
も
に
、
中
央
政
府
の
三

省
に
勤
務
す
る
官
僚
で
あ
る
。
前
者
の
驃
騎
府
の
府
主
は
宰
相
―
―
揚
州
刺
史
の

臨
川
王
蕭
宏
（
武
帝
の
弟
、
四
七
三
～
五
二
六
）
で
あ
る
か
ら
、
府
佐
が
中
書
舎

（
六
五
）

人
を
兼
ね
た
と
し
て
も
余
り
影
響
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
府
主
は
荊

州
刺
史
の
蕭
秀
だ
か
ら
、
常
識
的
に
考
え
れ
ば
、
府
佐
が
尚
書
郎
を
兼
ね
る
こ
と

（
六
六
）

は
不
可
能
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
何
遜
は
荊
州
に
赴
任
せ
ず
、
建
康
に
留
ま
っ
た

こ
と
、
か
れ
が
任
官
し
た
安
西
参
軍
は
名
目
だ
け
の
官
職
、
い
わ
ゆ
る
遙
領
だ
っ

た
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

同
上
巻
四
十
二
・
傅
岐
伝
に
、

南
康
王
左
常
侍
に
起
家
し
、
行
參
軍
に
遷
り
、
尚
書
金
部
郎
を
兼
ね
る
も
、

母
憂
も
て
職
を
去
る
。
…
…
廷
尉
正
に
除
せ
ら
れ
、
入
り
て
中
書
通
事
舍
人

を
兼
ね
、
寧
遠
岳
陽
王
の
記
室
參
軍
に
遷
り
、
舍
人
た
る
こ
と
故
の
如
し
。

出
で
て
建
康
令
と
爲
る
も
、
公
事
を
以
て
免
ぜ
ら
れ
、
俄
に
し
て
ま
た
舍
人

と
爲
る
。
累
遷
し
て
安
西
中
記
室
、
鎭
南
諮
議
參
軍
た
り
、
舍
人
を
兼
ね
る

こ
と
故
の
如
し
。
…
…
太
清
元
年
、
累
遷
し
て
太
僕
、
司
農
卿
た
り
、
舍
人

た
る
こ
と
故
の
如
し
。
禁
省
に
在
る
こ
と
十
餘
年
、
機
事
密
勿
す
る
こ
と
、

朱
异
に
亞
ぐ
。
（
起
家
南
康
王
左
常
侍
、
遷
行
參
軍
兼
尚
書
金
部
郎
、
母
憂

去
職
。
…
…
除
廷
尉
正
、
入
兼
中
書
通
事
舍
人
、
遷
寧
遠
岳
陽
王
記
室
參
軍
、

舍
人
如
故
。
出
爲
建
康
令
、
以
公
事
免
、
俄
復
爲
舍
人
。
累
遷
安
西
中
記
室
、

鎭
南
諮
議
參
軍
、
兼
舍
人
如
故
。
…
…
太
清
元
年
、
累
遷
太
僕
、
司
農
卿
、

舍
人
如
故
。
在
禁
省
十
餘
年
、
機
事
密
勿
、
亞
於
朱
异
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
梁
の
傅
岐
（
北
地
の
人
、
？
～
五
四
九
）
は
十
年
余
り
中
書
舎

人
に
在
任
す
る
が
、
そ
の
間
、
岳
陽
王
蕭
詧
（
後
梁
の
宣
帝
、
在
位
五
五
四
～
五

六
二
）
の
記
室
参
軍
、
安
西
府
の
中
記
室
参
軍
、
鎮
南
府
の
諮
議
参
軍
を
歴
任
し

て
い
る
。
蕭
詧
は
雍
州
刺
史
に
出
鎮
（
五
四
六
年
）
す
る
以
前
、
知
石
頭
戍
事
、

琅
邪
彭
城
二
郡
太
守
（
白
石
塁
に
駐
屯
）
、
東
揚
州
刺
史
（
五
三
八
年
任
官
）
―

―
建
康
な
い
し
建
康
周
辺
の
地
方
長
官
を
歴
任
し
て
い
た
か
ら
、
中
書
舎
人
と
の

（
六
七
）

兼
任
は
可
能
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
安
西
府
と
鎮
南
府
は
長
江
中
流
・
上
流
の
都

督
府
と
推
測
さ
れ
、
府
主
は
皇
弟
皇
子
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
だ
と
す
れ
ば
、

傅
岐
が
本
官
と
し
た
「
安
西
中
記
室
」
、
「
鎭
南
諮
議
參
軍
」
も
遙
領
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
か
か
る
事
例
は
、
表
Ⅶ
に
示
し
た
よ
う
に
、
梁
代
か
ら
顕
著
に
な
り
、

陳
代
で
は
、
版
図
が
縮
小
し
た
こ
と
を
差
し
引
い
て
も
、
か
な
り
一
般
的
に
お
こ

な
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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第
二
節

参
軍
事
の
郡
県
守
令
お
よ
び
将
軍
帯
号

上
述
し
た
よ
う
に
、
公
府
・
軍
府
が
中
央
・
地
方
を
問
わ
ず
に
設
置
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
と
、
府
官
に
就
任
す
る
官
僚
も
増
加
し
、
任
務
な
い
し
兼
任
の
形
式
が

多
様
化
し
た
。
『
宋
書
』
巻
一
・
武
帝
紀
に
、

（
隆
安
）
五
年
〔
四
〇
一
年
〕
春
、
孫
恩
頻
り
に
句
章
を
攻
む
。
…
…
八
月
、

高
祖
を
以
て
建
武
將
軍
・
下
邳
太
守
と
爲
し
、
水
軍
を
領
し
て
追
討
せ
し
む
。

…
…
桓
玄
の
從
兄
脩
の
撫
軍
を
以
て
丹
徒
に
鎭
す
る
や
、
高
祖
を
以
て
中
兵

參
軍
と
爲
し
、
軍
・
郡
た
る
こ
と
故
の
如
し
。（
五
年
春
、
孫
恩
頻
攻
句
章
。

…
…
八
月
、
以
高
祖
爲
建
武
將
軍
・
下
邳
太
守
、
領
水
軍
追
討
。
…
…
桓
玄

從
兄
脩
以
撫
軍
鎭
丹
徒
、
以
高
祖
爲
中
兵
參
軍
、
軍
・
郡
如
故
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
建
武
将
軍
・
下
邳
太
守
の
劉
裕
（
宋
の
武
帝
）
は
、
徐
兗
二
州

刺
史
の
桓
脩
（
桓
沖
の
子
、
？
～
四
〇
四
）
の
「
中
兵
參
軍
」
に
任
ぜ
ら
れ
る
が
、

（
六
八
）

「
軍
・
郡
は
故
の
如
」
し
で
あ
っ
た
。
桓
脩
の
中
兵
参
軍
と
建
武
将
軍
・
下
邳
太

守
を
兼
ね
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
参
軍
事
に
よ
る
将
軍
号
な
ら
び

に
郡
国
守
相
（
も
し
く
は
県
令
長
）
の
兼
任
も
、
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

『
晋
書
』
巻
七
十
一
・
孫
惠
伝
に
、

成
都
王
穎
惠
を
薦
め
て
大
將
軍
參
軍
と
爲
し
、
奮
威
將
軍
・
白
沙
督
を
領
せ

し
む
。
（
成
都
王
穎
薦
惠
爲
大
將
軍
參
軍
、
領
奮
威
將
軍
・
白
沙
督
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
八
王
の
乱
の
際
、
孫
惠
（
呉
郡
の
人
、
二
六
五
頃
～
三
一
一
頃
）

は
司
馬
穎
の
「
大
將
軍
參
軍
」
に
任
ぜ
ら
れ
、
「
奮
威
將
軍
・
白
沙
督
」
を
兼
領

し
た
。
白
沙
督
は
魏
郡
鄴
県
の
南
に
位
置
す
る
軍
事
・
交
通
の
要
衝
―
―
枋
頭
（
白

沙
口
は
そ
の
別
名
）
の
都
督
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
同
上
巻
七
十
七
・
褚
翜
伝

（
六
九
）

に
、

河
南
尹
は
翜
を
行
本
縣
事
に
舉
ぐ
。
…
…
尋
い
で
洛
陽
覆
沒
す
る
や
〔
三
一

一
年
〕
、
滎
陽
太
守
の
郭
秀
と
共
に
萬
氏
臺
に
保
〔
＝
堡
〕
す
。
…
…
明
年
、

數
千
家
を
率
い
て
將
に
東
下
せ
ん
こ
と
を
謀
る
も
、
道
險
な
る
に
遭
ひ
、
進

む
を
得
ず
、
因
り
て
密
縣
に
留
ま
る
。
司
隸
校
尉
の
荀
組
以
て
參
軍
・
廣
威

將
軍
と
爲
し
、
ま
た
本
縣
を
領
せ
し
め
、
邑
人
三
千
を
率
い
て
、
新
城
・
梁
・

陽
城
三
縣
の
諸
營
の
事
を
督
せ
し
む
。
頃
く
し
て
、
司
隸
司
馬
に
遷
り
、
な

ほ
營
の
事
を
督
す
。
（
河
南
尹
舉
翜
行
本
縣
事
。
…
…
尋
洛
陽
覆
沒
、
與
滎

陽
太
守
郭
秀
共
保
萬
氏
臺
。
…
…
明
年
、
率
數
千
家
將
謀
東
下
、
遇
道
險
、

不
得
進
、
因
留
密
縣
。
司
隸
校
尉
荀
組
以
爲
參
軍
・
廣
威
將
軍
、
復
領
本
縣
、

率
邑
人
三
千
、
督
新
城
・
梁
・
陽
城
三
郡
〔
⇒
三
縣
の
誤
り
〕
諸
營
事
。
頃

之
、
遷
司
隸
司
馬
、
仍
督
營
事
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
永
嘉
の
乱
の
際
、
褚
翜
（
河
南
の
人
、
二
七
五
～
三
四
一
）
は

司
隷
校
尉
の
荀
組
か
ら
「
參
軍
・
廣
威
將
軍
」
に
任
ぜ
ら
れ
、
「
本
縣
」
の
陽
翟

令
を
兼
領
し
、
さ
ら
に
「
新
城
・
梁
・
陽
城
三
縣
諸
營
の
事
」
、
す
な
わ
ち
新
城

な
ど
三
県
に
散
在
す
る
自
衛
集
落
（
諸
營
）
に
対
す
る
軍
事
警
察
権
も
認
め
ら
れ

た
。

（
七
〇
）都

督
府
の
組
織
が
整
備
さ
れ
る
と
、
『
宋
書
』
巻
五
十
七
・
蔡
廓
伝
に
、

少
子
の
興
宗
。
…
…
出
で
て
東
陽
太
守
と
爲
り
、
安
陸
王
子
綏
の
後
軍
長

史
・
江
夏
内
史
・
行
郢
州
事
に
遷
る
〔
四
六
〇
年
〕
。
…
…
ま
た
新
安
王
子

鸞
の
撫
軍
司
馬
・
輔
國
將
軍
・
南
東
海
太
守
・
行
南
徐
州
事
に
轉
ず
〔
四

六
四
年
〕
。
…
…
ま
た
興
宗
を
起
し
て
臨
海
王
子
頊
の
前
軍
長
史
・
輔
國
將

軍
・
南
郡
太
守
・
行
荊
州
事
と
爲
す
も
、
行
か
ず
。
（
少
子
興
宗
。
…
…
出

爲
東
陽
太
守
、
遷
安
陸
王
子
綏
後
軍
長
史
・
江
夏
内
史
・
行
郢
州
事
。
…

…
又
轉
新
安
王
子
鸞
撫
軍
司
馬
・
輔
國
將
軍
・
南
東
海
太
守
・
行
南
徐
州

事
。
…
…
復
起
興
宗
爲
臨
海
王
子
頊
前
軍
長
史
・
輔
國
將
軍
・
南
郡
太
守
・

行
荊
州
事
、
不
行
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
長
史
・
司
馬
な
ど
の
上
佐
は
首
郡
の
太
守
（
郢
州
は
江
夏
郡
、

南
徐
州
は
南
東
海
郡
、
荊
州
は
南
郡
）
を
兼
任
す
る
の
が
通
例
と
な
る
。『
晋
書
』

巻
八
十
五
・
檀
憑
之
伝
に
、
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初
め
會
稽
王
の
驃
騎
行
參
軍
と
爲
り
、
桓
脩
の
長
流
參
軍
に
轉
じ
、
東
莞
太

守
を
領
し
、
寧
遠
將
軍
を
加
へ
ら
る
〔
四
〇
二
年
〕
。
（
初
爲
會
稽
王
驃
騎

行
參
軍
、
轉
桓
脩
長
流
參
軍
、
領
東
莞
太
守
、
加
寧
遠
將
軍
。
）

と
あ
り
、
同
上
巻
九
十
二
・
文
苑
伝
に
、

伏
滔
、
字
は
玄
度
、
平
昌
安
丘
の
人
な
り
。
…
…
（
桓
）
温
薨
ず
る
や
〔
三

七
三
年
〕
、
征
西
將
軍
の
桓
豁
引
き
て
參
軍
と
爲
し
、
華
容
令
を
領
せ
し
む
。

（
伏
滔
、
字
玄
度
、
平
昌
安
丘
人
也
。
…
…
温
薨
、
征
西
將
軍
桓
豁
引
爲
參

軍
、
領
華
容
令
。
）

と
あ
り
、
『
宋
書
』
巻
八
十
一
・
劉
秀
之
伝
に
、

世
祖
の
襄
陽
に
鎭
す
る
や
〔
四
四
五
年
〕
、
以
て
撫
軍
録
事
參
軍
・
襄
陽
令

と
爲
す
。
…
…
改
め
て
廣
平
太
守
を
領
す
。
（
世
祖
鎭
襄
陽
、
以
爲
撫
軍
録

事
參
軍
・
襄
陽
令
。
…
…
改
領
廣
平
太
守
。
）

と
あ
り
、
同
上
巻
八
十
二
・
沈
懷
文
伝
に
、

隨
王
誕
の
襄
陽
に
鎭
す
る
や
〔
四
四
九
年
〕
、
出
で
て
後
軍
主
簿
と
爲
り
、

諮
議
參
軍
の
謝
莊
と
共
に
辭
令
を
掌
り
、
義
成
太
守
を
領
す
。
…
…
以
て
竟

陵
王
誕
の
衞
軍
記
室
參
軍
・
新
興
太
守
と
爲
す
〔
四
五
三
年
〕
。
ま
た
誕
の

驃
騎
録
事
參
軍
・
淮
南
太
守
と
爲
る
。（
隨
王
誕
鎭
襄
陽
、
出
爲
後
軍
主
簿
、

與
諮
議
參
軍
謝
荘
共
掌
辭
令
、
領
義
成
太
守
。
…
…
以
爲
竟
陵
王
誕
衞
軍
記

室
參
軍
・
新
興
太
守
。
又
爲
誕
驃
騎
録
事
參
軍
・
淮
南
太
守
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
参
軍
事
も
ま
た
、
都
督
府
管
内
の
郡
太
守
・
県
令
を
兼
務
す
る

よ
う
に
な
る
。

（
七
一
）

と
く
に
、
『
宋
書
』
巻
五
十
・
垣
護
之
伝
に
、

以
て
江
夏
王
義
恭
征
北
行
參
軍
・
北
高
平
太
守
に
補
せ
ら
る
〔
四
三
二
年
〕
。

…
…
ま
た
江
夏
王
義
恭
の
驃
騎
戸
曹
參
軍
と
爲
り
、
淮
陰
を
戍
り
、
建
武
將

軍
を
加
へ
ら
れ
、
濟
北
太
守
を
領
す
〔
四
五
一
年
〕
。
（
以
補
江
夏
王
義
恭

征
北
行
參
軍
・
北
高
平
太
守
。
…
…
還
爲
江
夏
王
義
恭
驃
騎
戸
曹
參
軍
、
戍

淮
陰
、
加
建
武
將
軍
、
領
濟
北
太
守
。
）

と
あ
り
、
同
上
巻
八
十
四
・
鄧
琬
伝
に
、

劉
胡
、
南
陽
湼
陽
の
人
な
り
。
…
…
孝
建
元
年
〔
四
五
四
年
〕
、
朱
脩
之
の

雍
州
と
爲
る
や
、
胡
を
以
て
平
西
外
兵
參
軍
・
寧
朔
將
軍
・
建
昌
太
守
と
爲

す
。
…
…
前
廢
帝
の
景
和
中
〔
四
六
五
年
〕
、
建
安
王
休
仁
嘗
て
雍
州
と
爲

る
や
、
胡
を
以
て
休
仁
の
安
西
中
兵
參
軍
・
馮
翊
太
守
と
爲
し
、
（
龍
驤
）

將
軍
た
る
こ
と
故
の
如
し
。
（
劉
胡
、
南
陽
湼
陽
人
也
。
…
…
孝
建
元
年
、

朱
脩
之
爲
雍
州
、
以
胡
爲
平
西
外
兵
參
軍
・
寧
朔
將
軍
・
建
昌
太
守
。
…
…

前
廢
帝
景
和
中
、
建
安
王
休
仁
嘗
爲
雍
州
、
以
胡
爲
休
仁
安
西
中
兵
參
軍
・

馮
翊
太
守
、
將
軍
如
故
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
北
魏
と
の
国
境
附
近
―
―
兗
州
の
北
高
平
郡
・
濟
北
郡
、
雍
州

の
建
昌
郡
・
馮
翊
郡
な
ど
、
あ
る
い
は
、
同
上
巻
四
十
五
・
劉
粹
伝
に
、

裴
方
明
、
虎
賁
中
郎
將
た
り
、
仍
り
て
（
臨
川
王
）
義
慶
の
平
西
中
兵
參
軍
・

龍
驤
將
軍
・
河
東
太
守
と
爲
る
。
（
裴
方
明
、
虎
賁
中
郎
將
、
仍
爲
義
慶
平

西
中
兵
參
軍
・
龍
驤
將
軍
・
河
東
太
守
。
）

と
あ
り
、
同
上
巻
七
十
六
・
王
玄
謨
伝
に
、

少
帝
末
、
謝
晦
荊
州
と
爲
る
や
〔
四
二
四
年
〕
、
請
ひ
て
南
蠻
行
參
軍
・
武

寧
太
守
と
爲
す
。
…
…
元
嘉
中
、
長
沙
王
義
欣
の
鎭
軍
中
兵
參
軍
に
補
せ
ら

れ
、
汝
陰
太
守
を
領
す
〔
四
三
三
年
頃
〕
。
（
少
帝
末
、
謝
晦
爲
荊
州
、
請

爲
南
蠻
行
參
軍
・
武
寧
太
守
。
…
元
嘉
中
、
補
長
沙
王
義
欣
鎭
軍
中
兵
參
軍
、

領
汝
陰
太
守
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
蛮
夷
が
雑
居
す
る
長
江
中
流
域
の
山
間
部
―
―
荊
州
の
河
東

郡
・
武
寧
郡
な
ど
、
軍
事
的
に
緊
張
状
態
に
あ
る
郡
国
は
、
武
人
的
な
幕
僚
が
兼

任
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。

話
を
西
晋
末
に
戻
せ
ば
、
孫
惠
は
奮
威
将
軍
、
褚
翜
は
廣
威
将
軍
を
兼
ね
て
い

た
。
建
威
・
振
威
・
奮
威
・
揚
威
・
廣
威
の
五
号
を
「
五
威
」
と
い
う
（
こ
れ
に
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対
し
て
、
建
武
・
振
武
・
奮
武
・
揚
武
・
廣
武
の
五
号
は
「
五
武
」
と
い
う
）
。

『
宋
書
』
巻
四
十
・
百
官
志
下
・
官
品
表
に
よ
れ
ば
、
「
寧
朔
よ
り
五
威
・
五
武

に
至
る
ま
で
の
將
軍
（
寧
朔
至
五
威
・
五
武
將
軍
）
」
は
「
第
四
品
」
と
さ
れ
、

『
魏
書
』
巻
百
十
三
・
官
氏
志
・
太
和
後
令
に
よ
れ
ば
、
寧
朔
将
軍
、
お
よ
び
五

威
・
五
武
将
軍
は
「
從
第
四
品
」
に
配
さ
れ
て
い
る
。
西
晋
末
、
覇
府
な
い
し
望

府
の
参
軍
事
は
、
四
品
将
軍
に
比
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
晋
書
』
巻
八
十
一
・
毛
寶
伝
に
、

穆
之
、
字
は
憲
祖
。
…
…
ま
た
（
桓
）
温
の
太
尉
參
軍
と
爲
り
、
冠
軍
將
軍

を
加
へ
ら
れ
、
募
る
所
の
兵
を
以
て
こ
れ
に
配
す
。
（
穆
之
、
字
憲
祖
。
…

…
復
爲
温
太
尉
參
軍
、
加
冠
軍
將
軍
、
以
所
募
兵
配
之
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
東
晋
の
毛
穆
之
（
滎
陽
の
人
、
毛
寶
の
子
）
は
桓
温
の
「
太
尉

參
軍
」
と
な
り
、
「
冠
軍
將
軍
」
を
加
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
『
宋
書
』
巻
四
十
五
・

王
鎭
惡
伝
に
、

（
義
煕
）
十
二
年
〔
四
一
六
年
〕
、
高
祖
將
に
北
伐
せ
ん
と
す
る
や
、
鎭
惡

を
轉
じ
て
諮
議
參
軍
・
行
龍
驤
將
軍
と
爲
し
、
前
鋒
を
領
せ
し
む
。
…
…
征

虜
將
軍
に
進
號
す
。
（
十
二
年
、
高
祖
將
北
伐
、
轉
鎭
惡
爲
諮
議
參
軍
・
行

龍
驤
將
軍
、
領
前
鋒
。
…
…
進
號
征
虜
將
軍
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
王
鎭
惡
（
北
海
の
人
、
三
七
三
～
四
一
八
）
は
劉
裕
の
「
諮
議

參
軍
・
行
龍
驤
將
軍
」
に
任
ぜ
ら
れ
て
北
伐
に
従
軍
し
、
武
功
を
立
て
て
「
征
虜

將
軍
」
に
進
号
し
た
。
同
上
巻
四
十
五
・
劉
懷
愼
伝
に
、

始
め
高
祖
の
鎭
軍
將
軍
の
軍
事
に
參
し
、
振
威
將
軍
・
彭
城
内
史
た
り
。
鮮

卑
を
征
す
る
に
從
ひ
、
戰
ふ
毎
に
必
ず
身
は
士
卒
に
先
ん
じ
、
廣
固
に
克
つ

に
及
び
、
懷
愼
所
領
を
率
い
て
先
登
す
。
高
祖
に
從
ひ
盧
循
を
石
頭
に
距
み
、

屢
々
戰
ひ
克
捷
し
、
輔
國
將
軍
を
加
へ
ら
る
。
（
始
參
高
祖
鎭
軍
將
軍
事
、

振
威
將
軍
・
彭
城
内
史
。
從
征
鮮
卑
、
毎
戰
必
身
先
士
卒
、
及
克
廣
固
、
懷

愼
率
所
領
先
登
。
從
高
祖
距
盧
循
於
石
頭
、
屢
戰
克
捷
、
加
輔
國
將
軍
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
劉
懷
愼
（
彭
城
の
人
、
三
六
四
～
四
二
四
）
は
劉
裕
の
参
軍
に

任
ぜ
ら
れ
て
「
振
威
將
軍
・
彭
城
内
史
」
を
兼
ね
、
南
燕
の
慕
容
超
、
盧
循
と
の

戦
い
に
活
躍
し
、「
輔
國
將
軍
」
に
進
号
し
た
。
同
上
巻
四
十
八
・
朱
齡
石
伝
に
、

（
義
煕
）
十
一
年
〔
四
一
五
年
〕
、
徴
さ
れ
て
太
尉
諮
議
參
軍
と
爲
り
、
冠

軍
將
軍
を
加
へ
ら
る
。
十
二
年
、
北
伐
す
る
や
、
左
將
軍
に
遷
り
、
本
號
は

故
の
如
し
、
配
す
る
に
兵
力
を
以
て
し
、
殿
省
を
守
衞
せ
し
む
。
劉
穆
之
甚

だ
信
杖
を
加
へ
、
内
外
の
諸
事
、
み
な
與
に
謀
る
。
（
十
一
年
、
徴
爲
太
尉

諮
議
參
軍
、
加
冠
軍
將
軍
。
十
二
年
、
北
伐
、
遷
左
將
軍
、
本
號
如
故
、
配

以
兵
力
、
守
衞
殿
省
。
劉
穆
之
甚
加
信
杖
、
内
外
諸
事
、
皆
與
謀
焉
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
朱
齡
石
（
沛
郡
の
人
、
三
七
九
～
四
一
八
）
は
劉
裕
の
「
太
尉

諮
議
參
軍
」
と
な
り
、
「
冠
軍
將
軍
」
を
加
え
ら
れ
、
北
伐
が
始
ま
る
と
、
「
左

將
軍
」
に
進
号
し
、
建
康
の
留
守
を
委
ね
ら
れ
た
。

『
宋
書
』
百
官
志
下
・
官
品
表
に
よ
れ
ば
、
「
諸
征
鎭
よ
り
龍
驤
に
至
る
ま
で

の
將
軍
（
諸
征
鎭
至
龍
驤
將
軍
）
」
は
「
第
三
品
」
と
さ
れ
、
『
魏
書
』
官
氏
志
・

太
和
後
令
に
よ
れ
ば
、
「
前
左
右
後
將
軍
」
は
「
第
三
品
」
、
征
虜
・
冠
軍
・
輔

國
・
龍
驤
将
軍
は
「
從
第
三
品
」
で
あ
る
。
し
か
も
、
『
太
平
御
覧
』
巻
二
百
三

十
九
・
職
官
部
三
十
七
・
征
虜
将
軍
に
引
か
れ
る
『
東
観
漢
記
』
に
、

祭
遵
は
征
虜
將
軍
と
爲
り
、
廉
潔
に
し
て
奉
公
す
。
光
武
歎
じ
て
曰
は
く
、

「
安
ん
ぞ
國
を
憂
ひ
公
を
奉
ず
る
こ
と
祭
征
虜
の
如
き
者
を
得
ん
や
」
と
。

（
祭
遵
爲
征
虜
將
軍
、
廉
潔
奉
公
。
光
武
歎
曰
、
安
得
憂
國
奉
公
如
祭
征
虜

者
乎
。
）

と
あ
り
、
お
な
じ
く
『
沈
約
宋
書
』
に
、

征
虜
將
軍
は
、
世
々
「
金
紫
將
軍
」
と
號
さ
る
。
（
征
虜
將
軍
、
世
號
金
紫

將
軍
。
）

と
あ
り
、
同
上
・
龍
驤
将
軍
に
引
か
れ
る
『
羊
祜
別
伝
』
に
、

先
の
時
、
呉
の
童
謠
に
云
ふ
な
ら
く
、
「
阿
童
ま
た
阿
童
、
刀
を
銜
み
浮
び



- 62 -

参軍事の研究

て
江
を
渡
る
。
岸
上
の
虎
を
畏
れ
ず
、
た
だ
水
中
の
龍
を
畏
る
の
み
」
と
。

祜
こ
れ
を
聞
き
て
曰
は
く
、
「
こ
れ
必
ず
水
軍
功
あ
り
」
と
。
即
ち
王
濬
を

表
し
て
龍
驤
將
軍
と
爲
し
、
呉
を
伐
た
ん
こ
と
を
謀
る
。（
先
時
呉
童
謠
云
、

阿
童
復
阿
童
、
銜
刀
浮
渡
江
。
不
畏
岸
上
虎
、
但
畏
水
中
龍
。
祜
聞
之
曰
、

此
必
水
軍
有
功
。
即
表
王
濬
爲
龍
驤
將
軍
、
謀
伐
呉
。
）

な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
征
虜
以
下
、
三
品
の
雑
号
将
軍
は
い
ず
れ
も

初
の
任
官

者
が
著
名
な
人
物
、
も
し
く
は
設
置
に
ま
つ
わ
る
故
事
を
も
つ
―
―
由
緒
が
明
ら

か
な
、
栄
誉
あ
る
官
職
と
み
な
さ
れ
た
。
太
尉
諮
議
参
軍
の
朱
齡
石
が
加
え
ら
れ

た
左
将
軍
は
、
前
漢
以
来
の
伝
統
を
も
ち
、
九
卿
に
比
せ
ら
れ
る
四
将
軍
で
あ
る
。

東
晋
以
後
、
覇
府
の
参
軍
事
の
中
に
は
三
品
将
軍
に
昇
る
も
の
が
現
れ
、
な
お
か

つ
諮
議
参
軍
の
よ
う
な
上
佐
は
、
公
卿
に
匹
敵
す
る
官
職
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
意
味
す
る
。

南
北
朝
時
代
に
な
る
と
、
参
軍
事
の
将
軍
帯
号
は
一
般
化
す
る
。
た
と
え
ば
、

荊
州
刺
史
の
謝
晦
が
挙
兵
し
た
と
き
（
四
二
六
年
）
、
か
れ
の
衛
将
軍
府
の
参
軍
・

行
参
軍
、
お
よ
び
南
蛮
校
尉
府
の
参
軍
は
、
四
品
の
五
威
・
五
武
将
軍
（
四
名
）
、

五
品
将
軍
（
一
名
）
、
八
品
将
軍
（
二
名
）
を
帯
び
て
い
た
（
表
Ⅶ
―
１
を
参
照
）
。

（
七
二
）

と
こ
ろ
が
、
晉
安
王
劉
子
勛
の
乱
（
四
六
六
年
）
の
際
に
は
、
諮
議
参
軍
・
領
中

直
兵
の
う
ち
三
品
の
「
輔
國
將
軍
」
を
有
す
る
も
の
一
名
、
四
品
将
軍
は
一
名
で

あ
り
、
中
直
兵
参
軍
の
う
ち
三
品
の
「
龍
驤
將
軍
」
は
一
名
、
残
る
二
名
は
四
品

将
軍
だ
っ
た
（
表
Ⅶ
―
２
）
。
荊
州
刺
史
の
沈
攸
之
が
挙
兵
し
た
と
き
（
四
七
七

（
七
三
）

年
）
、
司
馬
の
劉
攘
兵
は
三
品
の
「
冠
軍
將
軍
」
、
中
兵
参
軍
は
三
品
の
「
輔
國

將
軍
」
が
四
名
、
お
な
じ
く
「
龍
驤
將
軍
」
が
二
名
、
四
品
の
「
寧
朔
將
軍
」
が

四
名
で
あ
り
、
騎
兵
参
軍
の
三
名
は
龍
驤
将
軍
、
外
兵
参
軍
の
二
名
は
寧
朔
将
軍

で
あ
っ
た
（
表
Ⅶ
―
３
）
。
斉
梁
革
命
（
五
〇
〇
～
五
〇
一
年
）
の
際
に
は
、
荊

（
七
四
）

州
刺
史
・
南
康
王
蕭
寶
融
の
府
佐
は
、
司
馬
の
夏
侯
詳
が
三
品
の
「
征
虜
將
軍
」

を
帯
び
、
諮
議
参
軍
（
領
中
直
兵
を
含
む
）
は
三
品
の
「
冠
軍
將
軍
」
が
三
名
、

三
品
の
「
輔
國
將
軍
」
が
二
名
、
四
品
の
「
寧
朔
將
軍
」
が
一
名
で
あ
り
、
中
直

兵
参
軍
は
輔
国
将
軍
が
二
名
、
寧
朔
将
軍
が
五
名
、
四
品
の
「
建
威
將
軍
」
が
一

名
で
あ
っ
た
（
表
Ⅶ
―
４
）
。
南
朝
宋
の
初
め
、
参
軍
事
の
帯
号
は
四
品
～
五
品

（
七
五
）

将
軍
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
宋
後
半
期
以
降
、
三
品
の
冠
軍
・
輔
國
・
龍
驤
将

軍
を
保
有
す
る
も
の
が
増
加
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

『
隋
書
』
巻
二
十
六
・
百
官
志
上
に
、

ま
た
詔
し
て
將
軍
の
名
、
高
卑
舛
雜
な
る
を
以
て
、
命
じ
て
更
め
て
釐
定
を

加
へ
し
む
。
是
に
於
い
て
有
司
奏
し
て
一
百
二
十
五
號
將
軍
を
置
く
。
…
…

凡
て
十
品
、
二
十
四
班
。
ま
た
班
多
き
を
以
て
貴
と
爲
す
。
其
れ
二
品
に
登

ら
ざ
る
も
、
應
に
軍
號
を
須
ふ
べ
き
者
、
…
…
凡
て
十
四
號
、
別
に
八
班
と

爲
し
、
以
て
八
風
に
象
る
も
、
施
す
所
は
甚
だ
輕
し
。（
又
詔
以
將
軍
之
名
、

高
卑
舛
雜
、
命
更
加
釐
定
。
於
是
有
司
奏
置
一
百
二
十
五
號
將
軍
。
…
…
凡

十
品
、
二
十
四
班
。
亦
以
班
多
爲
貴
。
其
不
登
二
品
、
應
須
軍
號
者
、
…
…

凡
十
四
號
、
別
爲
八
班
、
以
象
八
風
、
所
施
甚
輕
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
梁
の
天
監
七
年
（
五
〇
六
年
）
、
「
一
百
二
十
五
號
將
軍
」
を

設
置
し
て
「
二
十
四
班
」
に
分
け
、
こ
の
ほ
か
流
外
官
の
た
め
に
、
別
に
「
八
班
」

か
ら
な
る
「
十
四
號
」
が
定
め
ら
れ
た
。
内
訳
は
省
略
す
る
が
、
合
計
百
三
十
九

号
の
将
軍
が
流
内
二
十
四
班
、
流
外
八
班
に
整
然
と
配
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か

か
る
将
軍
制
度
の
再
編
は
、
す
べ
て
の
文
武
官
僚
が
何
ら
か
の
将
軍
号
を
帯
び
て

い
た
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
。

た
と
え
ば
、
『
梁
書
』
巻
四
十
五
・
王
僧
辯
伝
に
、

起
家
し
て
湘
東
王
國
左
常
侍
と
爲
る
。
王
丹
陽
尹
と
爲
る
や
、
轉
じ
て
府
行

參
軍
た
り
。
王
出
で
て
會
稽
に
守
た
る
や
、
中
兵
參
軍
事
を
兼
ね
る
。
王
荊

州
と
爲
る
や
、
仍
り
て
中
兵
に
除
せ
ら
れ
、
限
内
に
在
り
。
時
に
武
寧
郡
反

し
、
王
は
僧
辯
に
命
じ
て
こ
れ
を
討
平
せ
し
む
。
貞
威
將
軍
・
武
寧
太
守
に

遷
る
。
尋
い
で
振
遠
將
軍
・
廣
平
太
守
に
遷
る
。
秩
滿
ち
る
や
、
還
り
て
王
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府
の
中
録
事
參
軍
と
爲
り
、
（
將
軍
た
る
こ
と
）
故
の
如
し
。
王
徴
さ
れ
て

護
軍
と
爲
る
や
、
僧
辯
は
府
司
馬
を
兼
ね
る
。
王
江
州
と
爲
る
や
、
仍
り
て

雲
騎
將
軍
・
司
馬
に
除
せ
ら
れ
、
湓
城
を
守
る
。
俄
に
し
て
監
安
陸
郡
た
る

も
、
幾
ば
く
も
無
く
し
て
還
る
。
尋
い
で
新
蔡
太
守
と
爲
り
、
な
ほ
司
馬
を

帶
び
、
將
軍
た
る
こ
と
故
の
如
し
。
王
荊
州
に
除
せ
ら
る
や
、
貞
毅
將
軍
・

府
諮
議
參
軍
事
と
爲
り
、
食
千
人
を
賜
ひ
、
柳
仲
禮
に
代
は
り
て
竟
陵
太
守

と
爲
り
、
雄
信
將
軍
に
改
號
す
。
（
起
家
爲
湘
東
王
國
左
常
侍
。
王
爲
丹
陽

尹
、
轉
府
行
參
軍
。
王
出
守
會
稽
、
兼
中
兵
參
軍
事
。
王
爲
荊
州
、
仍
除
中

兵
、
在
限
内
。
時
武
寧
郡
反
、
王
命
僧
辯
討
平
之
。
遷
貞
威
將
軍
・
武
寧
太

守
。
尋
遷
振
遠
將
軍
・
廣
平
太
守
。
秩
滿
、
還
爲
王
府
中
録
事
參
軍
、
如
故
。

王
被
徴
爲
護
軍
、
僧
辯
兼
府
司
馬
。
王
爲
江
州
、
仍
除
雲
騎
將
軍
・
司
馬
、

守
湓
城
。
俄
監
安
陸
郡
、
無
幾
而
還
。
尋
爲
新
蔡
太
守
、
猶
帶
司
馬
、
將
軍

如
故
。
王
除
荊
州
、
爲
貞
毅
將
軍
・
府
諮
議
參
軍
事
、
賜
食
千
人
、
代
柳
仲

禮
爲
竟
陵
太
守
、
改
號
雄
信
將
軍
。
）

と
あ
る
。
王
僧
辯
（
太
原
の
人
、
？
～
五
五
五
）
は
「
湘
東
王
國
左
常
侍
」
に
起

家
し
て
以
後
、
常
に
蕭
繹
に
随
府
し
た
武
人
で
あ
る
が
、
府
佐
と
し
て
は
行
参
軍
、

参
軍
、
司
馬
と
昇
進
し
つ
つ
、
軍
号
は
「
貞
威
將
軍
」
（
八
班
）
、
「
振
遠
將
軍
」

（
十
三
班
）
、
「
貞
毅
將
軍
」
（
十
四
班
）
と
進
号
し
た
。

（
七
六
）

ま
た
、
『
陳
書
』
巻
三
十
・
顧
野
王
伝
に
、

高
祖
の
宰
と
作
る
や
、
金
威
將
軍
・
安
東
臨
川
王
府
記
室
參
軍
と
爲
り
、
府

諮
議
參
軍
に
轉
ず
。
天
嘉
元
年
〔
五
六
〇
年
〕
、
敕
も
て
撰
史
學
士
に
補
せ

ら
れ
、
尋
い
で
招
遠
將
軍
を
加
へ
ら
る
。
（
高
祖
作
宰
、
爲
金
威
將
軍
・
安

東
臨
川
王
府
記
室
參
軍
、
轉
府
諮
議
參
軍
。
天
嘉
元
年
、
敕
補
撰
史
學
士
、

尋
加
招
遠
將
軍
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
顧
野
王
（
呉
郡
の
人
、
五
一
九
～
五
八
一
）
は
、
陳
の
初
め
、

臨
川
王
陳
蒨
（
の
ち
文
帝
）
の
「
安
東
記
室
參
軍
」
と
な
っ
て
「
金
威
將
軍
」
を

加
え
ら
れ
、
文
帝
が
即
位
す
る
と
、
「
撰
史
學
士
」
に
補
任
さ
れ
、
「
招
遠
將
軍
」

に
進
号
す
る
。
同
上
に
、

（
七
七
）

長
じ
て
遍
く
經
史
を
觀
、
精
記
嘿
識
に
し
て
、
天
文
地
理
、
蓍
龜
占
候
、
蟲

篆
奇
字
、
通
ぜ
ざ
る
所
は
な
し
。
…
…
其
の
撰
著
す
る
所
は
、
玉
篇
三
十
巻
、

輿
地
志
三
十
巻
、
符
瑞
圖
十
巻
、
顧
氏
譜
傳
十
巻
、
分
野
樞
要
一
巻
、
續
洞

冥
紀
一
巻
、
玄
象
表
一
巻
、
竝
び
に
世
に
行
わ
る
。
ま
た
通
史
要
略
一
百
巻
、

國
史
紀
傳
二
百
巻
を
撰
す
る
も
、
未
だ
就
ら
ず
し
て
卒
す
。
文
集
二
十
巻
あ

り
。（
長
而
遍
觀
經
史
、
精
記
嘿
識
、
天
文
地
理
、
蓍
龜
占
候
、
蟲
篆
奇
字
、

無
所
不
通
。
…
…
其
所
撰
著
、
玉
篇
三
十
巻
、
輿
地
志
三
十
巻
、
符
瑞
圖
十

巻
、
顧
氏
譜
傳
十
巻
、
分
野
樞
要
一
巻
、
續
洞
冥
紀
一
巻
、
玄
象
表
一
巻
、

竝
行
於
世
。
又
撰
通
史
要
略
一
百
巻
、
國
史
紀
傳
二
百
巻
、
未
就
而
卒
。
有

文
集
二
十
巻
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
顧
野
王
は
多
数
の
著
作
を
残
し
た
、
当
代
き
っ
て
の
学
者
で

あ
る
。
梁
陳
時
代
、
王
僧
辯
の
よ
う
な
武
人
的
な
幕
僚
に
と
ど
ま
ら
ず
、
府
官
の

（
七
八
）

将
軍
帯
号
は
一
般
化
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

本
論
で
述
べ
た
こ
と
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
に
、
後
漢
末
、
群
雄
の
私
的
な
参
謀
職
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
参
軍
事
は
、

魏
晋
時
代
、
中
央
か
ら
地
方
へ
と
活
動
の
場
を
広
げ
、
州
郡
な
い
し
都
督
府
に
派

遣
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
同
時
に
、
任
官
の
対
象
は
中
央
の
名
門
人
士
だ
け
で
な

く
、
地
方
人
士
に
も
拡
大
す
る
。

第
二
に
、
両
晋
交
替
期
頃
か
ら
、
参
軍
事
の
序
列
化
が
始
ま
り
、
ま
ず

初
に
、

朝
廷
か
ら
の
正
式
な
任
命
「
除
拝
」
と
府
主
か
ら
の
臨
時
の
任
命
「
府
板
（
府
版
）
」

の
区
別
が
現
れ
、
後
者
を
行
参
軍
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
東
晋
末
に
な
る
と
、
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正
参
軍
・
行
参
軍
に
も
そ
れ
ぞ
れ
除
拝
（
除
正
参
軍
・
板
正
参
軍
）
と
府
板
（
板

正
参
軍
・
板
行
参
軍
）
の
区
別
が
生
じ
、
さ
ら
に
下
級
の
長
兼
行
参
軍
（
も
し
く

は
兼
行
参
軍
）
、
参
軍
督
護
、
功
曹
督
護
が
設
け
ら
れ
る
。
参
軍
事
は
、

終
的

に
、

正
参
軍
―
行
参
軍
―
板
正
参
軍
―
板
行
参
軍
―
長
兼
行
参
軍
―
参
軍
督
護
―

功
曹
督
護

と
い
う
、
合
計
七
等
級
か
ら
な
る
官
職
と
し
て
運
用
さ
れ
、
任
官
資
格
に
応
じ
て

使
い
分
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
上
級
貴
族
だ
け
で
な
く
、

寒
門
・
寒
人
―
―
下
級
貴
族
な
い
し
庶
民
出
身
の
官
僚
が
参
軍
事
に
就
任
す
る
こ

と
が
可
能
に
な
っ
た
。

第
三
に
、
漢
の
公
府
に
は
三
十
一
な
い
し
二
十
四
の
曹
局
と
い
う
部
署
が
設
け

ら
れ
、
こ
れ
が
府
の
事
務
を
分
掌
し
た
。
各
曹
局
は
掾
属
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
、

本
来
、
参
軍
事
と
は
無
関
係
の
組
織
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
両
晋
交
替
期
頃
か
ら
、

参
軍
事
が
曹
局
の
事
務
を
兼
領
（
署
事
）
す
る
よ
う
に
な
り
、
掾
属
お
よ
び
従
事

中
郎
と
の
競
合
を
へ
て
、
東
晋
末
頃
ま
で
に
、
曹
局
の
事
務
は
す
べ
て
参
軍
事
が

取
り
扱
う
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
諸
曹
参
軍
で
あ
る
。
当
然
、
諸
曹
参
軍
は
フ
ラ

ッ
ト
な
関
係
で
は
な
く
、
署
曹
に
よ
っ
て
差
別
化
さ
れ
る
。

も
重
ん
じ
ら
れ
た

の
は
、
定
ま
っ
た
職
務
の
な
い
、
参
謀
・
顧
問
官
の
諮
議
参
軍
で
あ
り
、
軍
事
の

際
に
は
前
線
の
司
令
官
と
な
り
、
府
主
代
行
（
行
府
州
事
）
を
務
め
る
こ
と
も
あ

っ
た
。
こ
れ
に
次
ぐ
の
が
、
諸
曹
の
帳
簿
を
管
理
し
、
非
違
を
糾
弾
す
る
録
事
参

軍
、
府
主
な
い
し
府
の
公
文
書
を
管
掌
す
る
記
室
参
軍
、
府
の
軍
事
を
担
当
す
る

中
兵
参
軍
な
ど
で
あ
る
。
参
軍
事
は
署
曹
の
別
、
お
よ
び
正
署
と
兼
署
の
別
に
よ

っ
て
、
序
列
が
さ
ら
に
複
雑
化
す
る
に
至
っ
た
。

第
四
に
、
西
晋
末
頃
か
ら
、
参
軍
事
は
郡
国
守
相
、
県
令
長
な
ど
の
地
方
官
を

兼
任
す
る
よ
う
に
な
る
。
東
晋
以
降
、
都
督
府
の
制
度
が
確
立
す
る
と
、
正
副
幕

僚
長
の
長
史
・
司
馬
（
多
く
は
首
郡
の
守
相
を
兼
任
）
と
と
も
に
、
参
軍
事
（
行

参
軍
も
含
む
）
が
管
内
の
郡
県
守
令
を
兼
ね
る
こ
と
が
通
例
と
な
る
。
わ
け
て
も
、

北
魏
と
の
国
境
地
帯
、
あ
る
い
は
蛮
夷
が
雑
居
す
る
長
江
流
域
の
山
間
部
に
位
置

す
る
郡
太
守
は
、
中
兵
参
軍
な
ど
武
人
的
な
幕
僚
の
兼
任
官
と
さ
れ
た
。
梁
陳
に

な
る
と
、
宰
相
府
（
＝
揚
州
都
督
府
）
の
参
軍
事
だ
け
で
な
く
、
地
方
の
都
督
府

（
多
く
は
皇
弟
皇
子
府
）
の
参
軍
事
に
任
命
さ
れ
つ
つ
、
朝
廷
の
官
職
―
―
尚
書

郎
、
中
書
舎
人
な
ど
を
兼
務
す
る
官
僚
が
現
れ
る
。
か
れ
ら
が
実
際
に
地
方
の
都

督
府
に
赴
任
す
る
こ
と
は
な
く
（
い
わ
ゆ
る
遙
領
）
、
京
師
に
留
ま
り
、
兼
官
の

任
務
を
遂
行
し
た
。
こ
の
場
合
、
皇
弟
皇
子
府
の
参
軍
事
は
任
官
者
の
地
位
を
重

く
す
る
だ
け
の
散
官
で
あ
る
。

第
五
に
、
や
は
り
西
晋
末
頃
か
ら
、
参
軍
事
が
将
軍
号
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
。

五
威
・
五
武
な
ど
四
品
将
軍
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
覇
府
の
幕
僚
の
中
に
は
三

品
の
四
将
軍
な
い
し
征
虜
・
冠
軍
・
輔
国
・
龍
驤
将
軍
を
保
有
す
る
も
の
が
現

れ
、
宋
斉
に
な
る
と
、
む
し
ろ
三
品
の
冠
軍
・
輔
国
・
龍
驤
将
軍
が
一
般
的
に
な

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
天
監
の
改
革
（
五
〇
八
年
）
に
お
け
る
将
軍
号
の
改
定

（
二
十
四
班
百
二
十
五
号
、
お
よ
び
流
外
八
班
十
四
号
将
軍
の
設
置
）
は
、
ま
さ

し
く
か
か
る
状
況
に
対
応
し
た
も
の
と
言
え
、
梁
陳
の
文
武
百
官
は
何
ら
か
の
将

軍
号
（
戎
秩
）
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
参
軍
事
任
官
者
も
例
外

で
は
な
く
、
参
軍
事
は
将
軍
号
の
兼
任
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
序
列
化
が
進
む
こ
と

に
な
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
参
軍
事
の
序
列
が
細
分
化
し
た
こ
と
に
、
皇
弟
皇
子
府
・
嗣

王
府
・
蕃
王
府
・
庶
姓
持
節
府
（
前
掲
『
隋
書
』
百
官
志
上
）
―
―
府
望
の
高
下

を
加
味
し
、
こ
れ
に
他
の
都
督
府
の
官
職
―
―
長
史
・
司
馬
・
府
主
簿
な
ど
の
府

官
、
お
よ
び
州
官
、
国
官
を
併
用
す
れ
ば
、
都
督
府
は
名
門
貴
族
か
ら
庶
民
出
身

者
ま
で
、
広
汎
な
階
層
か
ら
人
材
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
見
方
を

変
え
れ
ば
、
若
い
官
僚
が
出
仕
し
、
昇
進
を
重
ね
た
と
し
て
も
、
な
お
都
督
府
に

就
任
可
能
な
ポ
ス
ト
が
あ
る
こ
と
―
―
官
僚
生
活
を
都
督
府
内
で
完
結
で
き
る
環
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境
が
整
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
冒
頭
に
紹
介
し
た
随
府
・
随
藩
は
、
ま
さ

し
く
、
参
軍
事
の
制
度
的
な
確
立
な
い
し
成
熟
と
い
う
条
件
の
も
と
で
起
き
た
の

で
あ
る
。

《

注

》

（
一
）
拙
稿
「
南
朝
に
お
け
る
随
府
府
佐
」（『
集
刊
東
洋
学
』
第
五
十
三
号
、
一
九
八
五
年
）、

同
上
「
梁
の
元
帝
集
団
と
荊
州
政
権
―
―
『
随
府
府
佐
』
再
論
―
―
」（『
集
刊
東
洋
学
』
第

五
十
六
号
、
一
九
八
六
年
）。
な
お
、
門
生
故
吏
関
係
に
つ
い
て
は
、
五
井
直
弘
「
後
漢
時

代
の
官
吏
登
用
制
『
辟
召
』
に
つ
い
て
」（『
歴
史
学
研
究
』
第
百
七
十
八
号
）、「
曹
操
政
権

の
性
格
に
つ
い
て
」（
同
上
・
第
百
九
十
五
号
、
一
九
五
六
年
）、
川
勝
義
雄
「
曹
操
軍
団
の

構
成
に
つ
い
て
」（『
創
立
廿
五
周
年
記
念
論
文
集
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
五

四
年
。
同
氏
著
『
六
朝
貴
族
制
社
会
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
所
収
）、
同
上
「
魏

晋
南
朝
の
門
生
故
吏
」（『
東
方
学
報
』
京
都
、
第
二
十
八
冊
、
一
九
五
八
年
。
同
上
所
収
）

な
ど
を
参
照
。

（
二
）
嚴
耕
望
『
中
国
地
方
行
政
制
度
史
』（
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
専
刊
四
十
五
、
台

北
、
一
九
六
三
年
）
上
編
（
三
）
魏
晋
南
北
朝
地
方
行
政
制
度
を
参
照
。

（
三
）
宮
崎
市
定
『
九
品
官
人
法
の
研
究
―
―
科
挙
前
史
―
―
』（
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
五
六

年
）
第
二
篇
第
三
章
第
五
節
「
軍
府
僚
属
、
殊
に
参
軍
の
発
達
」
を
参
照
。

（
四
）
拙
稿
「
参
軍
事
考
―
六
朝
軍
府
僚
属
の
起
源
を
め
ぐ
っ
て
」（『
文
化
』
第
五
十
一
巻
第

三
・
四
号
、
一
九
八
八
年
）。

（
五
）『
呉
志
』
孫
破
虜
伝
に
、

中
平
三
年
、
司
空
の
張
温
を
遣
は
し
て
行
車
騎
將
軍
と
し
、
西
の
か
た
（
邊
）
章
ら
を
討

た
し
む
。
温
表
し
て
堅
を
請
ひ
て
軍
事
に
與
參
せ
し
め
、
長
安
に
屯
す
。
…
…
軍
還
る
や
、

議
者
軍
未
だ
敵
に
臨
ま
ざ
る
を
以
て
、
功
賞
を
斷
ぜ
ざ
る
も
、
然
れ
ど
も
堅
卓
の
三
罪
を

數
め
、
温
に
こ
れ
を
斬
る
を
勸
め
る
を
聞
き
、
歎
息
せ
ざ
る
は
な
し
。
堅
を
議
郎
に
拜
す
。

（
中
平
三
年
、
遣
司
空
張
温
行
車
騎
將
軍
、
西
討
章
等
。
温
表
請
堅
與
參
軍
事
、
屯
長
安
。

…
…
軍
還
、
議
者
以
軍
未
臨
敵
、
不
斷
功
賞
、
然
聞
堅
數
卓
三
罪
、
勸
温
斬
之
、
無
不
歎

息
。
拜
堅
議
郎
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
孫
堅
の
場
合
、『
呉
志
』
本
文
は
、
議
郎
の
任
官
が
後
で
あ
る
か
の
よ
う

な
記
述
に
な
っ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
文
章
に
乱
れ
が
あ
り
、
正
し
く
は
、
参
軍
事
就
任
と

同
時
、
も
し
く
は
そ
れ
よ
り
前
に
任
官
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

（
六
）『
続
漢
書
』
百
官
志
二
・
光
禄
勲
の
条
に
、

光
祿
大
夫
、
比
二
千
石
。
本
注
曰
は
く
、「
員
な
し
。
凡
そ
大
夫
・
議
郎
は
み
な
顧
問
應

對
を
掌
り
、
常
事
な
く
、
た
だ
詔
令
の
使
ふ
所
の
み
。
凡
諸
の
國
嗣
の
喪
は
、
則
ち
光
祿

大
夫
弔
を
掌
る
」
と
。
太
中
大
夫
、
千
石
。
本
注
曰
は
く
、「
員
な
し
」
と
。
中
散
大
夫
、

六
百
石
。
本
注
曰
は
く
、「
員
な
し
」
と
。
諫
議
大
夫
、
六
百
石
。
本
注
曰
は
く
、「
員
な

し
」
と
。
議
郎
、
六
百
石
。
本
注
曰
、「
員
な
し
」
と
。（
光
祿
大
夫
、
比
二
千
石
。
本
注

曰
、
無
員
。
凡
大
夫
・
議
郎
皆
掌
顧
問
應
對
、
無
常
事
、
唯
詔
令
所
使
。
凡
諸
國
嗣
之
喪
、

則
光
祿
大
夫
掌
弔
。
太
中
大
夫
、
千
石
。
本
注
曰
、
無
員
。
中
散
大
夫
、
六
百
石
。
本
注

曰
、
無
員
。
諫
議
大
夫
、
六
百
石
。
本
注
曰
、
無
員
。
議
郎
、
六
百
石
。
本
注
曰
、
無
員
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
光
禄
大
夫
以
下
は
定
ま
っ
た
職
務
が
な
く
、
皇
帝
の
命
に
よ
っ
て
様
々
な

任
務
に
就
い
た
。
な
お
、
後
漢
末
の
光
禄
諸
大
夫
に
つ
い
て
は
、
米
田
健
志
「
漢
代
の
光
禄

勲
―
―
特
に
大
夫
を
中
心
と
し
て
―
―
」（『
東
洋
史
研
究
』
第
五
十
七
巻
第
二
号
、
一
九
九

八
年
）
を
参
照
。

（
七
）『
魏
志
』
巻
九
・
本
伝
に
、

遂
に
太
祖
に
從
ひ
別
部
司
馬
と
爲
り
、
行
厲
鋒
校
尉
た
り
。
…
…
徐
州
を
征
す
る
に
從
ふ

や
、
仁
は
常
に
騎
を
督
し
て
、
軍
の
前
鋒
と
爲
る
。
…
…
太
祖
黄
巾
を
平
ら
げ
、
天
子
を

迎
へ
て
許
に
都
す
る
に
、
仁
數
々
功
あ
り
、
廣
陽
太
守
に
拜
す
も
、
太
祖
其
の
勇
略
を
器

と
し
、
郡
に
ゆ
か
ざ
ら
し
め
、
議
郎
を
以
て
騎
を
督
せ
し
む
。（
遂
從
太
祖
爲
別
部
司
馬
、

行
厲
鋒
校
尉
。
…
…
從
征
徐
州
、
仁
常
督
騎
、
爲
軍
前
鋒
。
…
…
太
祖
平
黄
巾
、
迎
天
子

都
許
、
仁
數
有
功
、
拜
廣
陽
太
守
。
太
祖
器
其
勇
略
、
不
使
之
郡
、
以
議
郎
督
騎
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
曹
純
の
兄
の
曹
仁
（
一
六
八
～
二
二
三
）
も
、
許
遷
都
後
、「
議
郎
」
に

任
ぜ
ら
れ
、「
騎
を
督
」
し
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
も
曹
操
の
軍
事
に
参
与
し
た
訳
で
あ
る
か

ら
、
参
軍
事
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
八
）『
晋
書
』
巻
五
十
九
・
楚
王
瑋
伝
に
、

楚
隱
王
瑋
、
字
は
彦
度
、
武
帝
の
第
五
子
な
り
。
初
め
始
平
王
に
封
ぜ
ら
れ
、
屯
騎
校
尉

を
歴
す
。
太
康
末
、
楚
に
徙
封
せ
ら
れ
、
出
で
て
國
に
ゆ
き
、
都
督
荊
州
諸
軍
事
・
平
南

將
軍
た
り
、
鎭
南
將
軍
に
轉
ず
。（
楚
隱
王
瑋
、
字
彦
度
、
武
帝
第
五
子
也
。
初
封
始
平

王
、
歴
屯
騎
校
尉
。
太
康
末
、
徙
封
於
楚
、
出
之
國
、
都
督
荊
州
諸
軍
事
・
平
南
將
軍
、

轉
鎭
南
將
軍
。）
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と
あ
り
、
同
上
巻
三
・
武
帝
紀
・
咸
寧
三
年
（
二
七
七
年
）
八
月
癸
亥
の
条
に
、

皇
子
の
瑋
を
立
て
て
始
平
王
と
爲
し
、
允
も
て
濮
陽
王
と
爲
し
、
該
も
て
新
都
王
と
爲
し
、

遐
も
て
清
河
王
と
爲
す
。（
立
皇
子
瑋
爲
始
平
王
、
允
爲
濮
陽
王
、
該
爲
新
都
王
、
遐
爲

清
河
王
。）

と
あ
り
、
同
上
・
太
康
十
年
（
二
八
九
年
）
十
一
月
甲
申
の
条
に
、

南
陽
王
柬
を
改
封
し
て
秦
王
と
爲
し
、
始
平
王
瑋
も
て
楚
王
と
爲
し
、
濮
陽
王
允
も
て
淮

南
王
と
爲
し
、
並
び
に
節
を
假
し
て
國
に
ゆ
か
し
め
、
各
々
方
州
の
軍
事
を
統
べ
し
む
。

（
改
封
南
陽
王
柬
爲
秦
王
、
始
平
王
瑋
爲
楚
王
、
濮
陽
王
允
爲
淮
南
王
、
並
假
節
之
國
、

各
統
方
州
軍
事
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
司
馬
瑋
（
二
七
一
～
二
九
一
）
は
初
め
「
始
平
王
」
に
封
ぜ
ら
れ
、「
屯

騎
校
尉
」
に
な
る
。
太
康
十
年
十
一
月
、「
楚
王
」
に
徙
封
さ
れ
、「
都
督
荊
州
諸
軍
事
・
平

南
將
軍
」
に
任
ぜ
ら
れ
て
出
鎮
し
、
さ
ら
に
「
鎭
南
將
軍
」
に
進
号
し
た
。
荀
岳
墓
誌
を
参

考
に
す
れ
ば
、
屯
騎
校
尉
任
官
は
太
康
十
年
五
月
頃
、
鎮
南
将
軍
進
号
は
永
煕
元
年
（
二
九

〇
年
）
九
月
頃
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
荀
岳
は
屯
騎
校
尉
司
馬
→
参
平
南
軍

事
→
参
鎮
南
軍
事
と
、
司
馬
瑋
の
幕
僚
を
歴
任
、
す
な
わ
ち
随
府
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

同
上
巻
四
・
惠
帝
紀
・
永
平
元
年
（
二
九
一
年
）
二
月
癸
酉
（
二
十
日
）
の
条
に
、

鎭
南
將
軍
の
楚
王
瑋
、
鎭
東
將
軍
の
淮
南
王
允
來
朝
す
。（
鎭
南
將
軍
楚
王
瑋
、
鎭
東
將

軍
淮
南
王
允
來
朝
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
武
帝
死
後
、
司
馬
瑋
は
同
母
弟
の
司
馬
允
と
共
に
入
朝
し
、
楊
駿
滅
亡
（
三

月
八
日
。
翌
日
改
元
）
後
、
朝
政
に
参
与
す
る
（
元
康
元
年
三
月
十
九
日
）
が
、
賈
皇
后
に

唆
さ
れ
て
汝
南
王
司
馬
亮
と
衞
瓘
を
殺
害
し
、
そ
の
罪
に
問
わ
れ
て
殺
さ
れ
る
（
六
月
十
三

日
）。
荀
岳
は
二
月
三
日
に
山
陽
令
に
除
任
さ
れ
、
三
月
二
十
五
日
に
着
任
し
て
い
る
か
ら
、

司
馬
瑋
に
従
っ
て
上
洛
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

（
九
）『
魏
志
』
巻
一
・
武
帝
紀
・
建
安
二
十
二
年
（
二
一
七
年
）
の
条
に
、

劉
備
は
張
飛
・
馬
超
・
呉
蘭
ら
を
遣
は
し
下
辯
に
屯
せ
し
む
。
曹
洪
を
遣
は
し
こ
れ
を
拒

ま
し
む
。（
劉
備
遣
張
飛
・
馬
超
・
呉
蘭
等
屯
下
辯
。
遣
曹
洪
拒
之
。）

と
あ
り
、
同
上
巻
九
・
曹
洪
伝
に
、

厲
鋒
將
軍
に
遷
り
、
國
明
亭
侯
に
封
ぜ
ら
る
。
累
り
に
征
伐
に
從
ひ
、
都
護
將
軍
に
拜
す
。

（
遷
厲
鋒
將
軍
、
封
國
明
亭
侯
。
累
從
征
伐
、
拜
都
護
將
軍
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
劉
備
の
別
軍
が
武
都
郡
に
迫
る
と
、
曹
洪
（
？
～
二
三
二
）
が
「
都
護
將

軍
」
に
起
用
さ
れ
、
こ
れ
に
当
た
っ
た
。
な
お
、
同
上
巻
二
十
五
・
辛
毗
伝
に
、

明
年
、
鄴
を
攻
め
て
こ
れ
に
克
ち
、
毗
を
表
し
て
議
郎
と
爲
す
。
久
し
く
し
て
、
太
祖
は

都
護
（
將
軍
）
の
曹
洪
を
遣
は
し
下
辯
を
平
ら
が
し
め
ん
と
し
、
毗
を
し
て
曹
休
と
こ
れ

に
參
せ
し
め
、
令
し
て
曰
は
く
、「
む
か
し
高
祖
は
財
を
貪
り
色
を
好
む
も
、
而
れ
ど
も

（
張
）
良
・（
陳
）
平
は
其
の
過
失
を
匡
す
。
い
ま
佐
治
・
文
烈
の
憂
ひ
は
輕
か
ら
ず
」

と
。
軍
還
る
や
、
丞
相
長
史
と
爲
る
。（
明
年
、
攻
鄴
克
之
、
表
毗
爲
議
郎
。
久
之
、
太

祖
遣
都
護
曹
洪
平
下
辯
、
使
毗
與
曹
休
參
之
、
令
曰
、
昔
高
祖
貪
財
好
色
、
而
良
・
平
匡

其
過
失
。
今
佐
治
・
文
烈
憂
不
輕
矣
。
軍
還
、
爲
丞
相
長
史
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
と
き
、
議
郎
の
辛
毗
（
？
～
二
三
四
）
も
曹
洪
の
参
軍
事
に
な
っ
た
。

（
一
〇

）『
魏
志
』
巻
十
九
・
任
城
威
王
彰
伝
に
、

（
建
安
）
二
十
三
年
〔
二
一
八
年
〕、
代
郡
烏
丸
反
す
る
や
、
彰
を
以
て
北
中
郎
將
・
行

驍
騎
將
軍
と
爲
す
。（
二
十
三
年
、
代
郡
烏
丸
反
、
以
彰
爲
北
中
郎
將
・
行
驍
騎
將
軍
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
曹
彰
は
北
中
郎
将
・
行
驍
騎
将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
、
代
郡
烏
丸
の
反
乱
を
鎮

圧
し
た
。

（
一
一

）『
晋
書
』
巻
九
十
三
・
外
戚
伝
で
は
、
羊
琇
の
本
官
が
「
郎
中
」
だ
っ
た
こ
と
は
省
略
さ

れ
て
い
る
。

（
一
二

）
拙
著
『
曹
操
―
―
魏
の
武
帝
』（
新
人
物
往
来
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
参
照
。

（
一
三

）『
後
漢
紀
』
献
帝
紀
・
建
安
三
年
（
一
九
八
年
）
七
月
の
条
に
、

曹
操
は
張
繡
を
征
し
、
こ
れ
を
破
る
。
…
…
彧
曰
は
く
、「
關
中
の
將
帥
は
十
を
以
て
數

ふ
る
も
、
能
く
久
し
く
相
一
た
る
こ
と
莫
し
。
た
だ
韓
遂
・
馬
騰
の
み

も
強
し
。
か
れ

山
東
の
敗
れ
る
を
見
れ
ば
、
必
ず
各
々
衆
を
擁
し
て
自
ら
保
全
せ
ん
。
若
し
撫
す
る
に
恩

德
を
以
て
し
、
連
和
し
て
相
推
さ
し
め
ば
、
久
し
く
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
と
雖
も
、
要
は

公
の
山
東
を
定
む
ま
で
、
以
て
動
か
ざ
る
に
足
ら
ん
。
鍾
繇
屬
ね
る
に
西
の
事
を
以
て
す

べ
し
。
公
憂
ふ
る
こ
と
無
か
れ
」
と
。
操
こ
れ
に
從
ふ
。（
曹
操
征
張
繡
、
破
之
。
…
…

彧
曰
、
關
中
將
帥
以
十
數
、
莫
能
久
相
一
。
唯
韓
遂
・
馬
騰

強
、
彼
見
山
東
之
敗
、
必

各
擁
衆
自
保
全
。
若
撫
以
恩
德
、
使
連
和
相
推
、
雖
不
能
久
、
要
公
定
山
東
、
足
以
不
動
。

鍾
繇
可
屬
以
西
事
。
公
無
憂
也
。
操
從
之
。）

と
あ
り
、
同
上
・
建
安
四
年
（
一
九
九
年
）
十
二
月
甲
辰
の
条
に
、

司
隸
校
尉
の
鍾
繇
節
を
持
し
て
、
關
中
を
鎭
撫
す
。（
司
隸
校
尉
鍾
繇
持
節
、
鎭
撫
關
中
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
鍾
繇
は
建
安
三
年
頃
、
司
隷
校
尉
に
任
命
さ
れ
、
洛
陽
・
長
安
方
面
に
出

鎮
す
る
の
は
四
年
十
二
月
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

（
一
四

）『
蜀
志
』
巻
六
・
馬
超
伝
注
引
『
典
略
』
に
、
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（
建
安
）
十
三
年
、（
馬
騰
）
徴
さ
れ
て
衞
尉
と
爲
る
。
騰
自
ら
年
老
な
る
を
見
、
遂
に

宿
衞
に
入
る
。
初
め
、
曹
公
の
丞
相
と
爲
る
や
、
騰
の
長
子
超
を
辟
す
も
、
就
か
ず
。
超

の
ち
に
司
隸
校
尉
の
督
軍
從
事
と
爲
り
、
郭
援
を
討
ち
、
飛
矢
の
中
る
所
と
爲
り
、
乃
ち

囊
を
以
て
其
の
足
を
囊
み
て
戰
ひ
、
破
り
て
援
の
首
を
斬
る
。
詔
し
て
徐
州
刺
史
に
拜
し
、

の
ち
諫
議
大
夫
に
拜
せ
し
む
。
騰
の
入
る
に
及
び
、
因
り
て
詔
し
て
拜
し
て
偏
將
軍
と
爲

し
、
騰
の
營
を
領
せ
し
む
。
ま
た
超
の
弟
休
を
奉
車
都
尉
に
、
休
の
弟
鐡
を
騎
都
尉
に
拜

し
、
其
の
家
屬
を
徙
し
て
み
な
鄴
に
詣
ら
し
む
も
、
た
だ
超
の
み
獨
り
留
ま
る
。（
十
三

年
、
徴
爲
衞
尉
、
騰
自
見
年
老
、
遂
入
宿
衞
。
初
、
曹
公
爲
丞
相
、
辟
騰
長
子
超
、
不
就
。

超
後
爲
司
隸
校
尉
督
軍
從
事
、
討
郭
援
、
爲
飛
矢
所
中
、
乃
以
囊
囊
其
足
而
戰
、
破
斬
援

首
。
詔
拜
徐
州
刺
史
、
後
拜
諫
議
大
夫
。
及
騰
之
入
、
因
詔
拜
爲
偏
將
軍
、
使
領
騰
營
。

又
拜
超
弟
休
奉
車
都
尉
、
休
弟
鐡
騎
都
尉
、
徙
其
家
屬
皆
詣
鄴
、
惟
超
獨
留
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
馬
超
（
一
七
六
～
二
二
二
）
は
「
司
隸
校
尉
の
督
軍
從
事
」
に
任
ぜ
ら
れ
、

并
州
牧
高
幹
配
下
の
郭
援
を
斬
り
（『
魏
志
』
巻
十
八
・
龐
悳
伝
に
よ
れ
ば
、
実
際
に
郭
援

を
討
ち
取
っ
た
の
は
、
馬
超
で
は
な
く
、
部
下
の
龐
悳
と
さ
れ
る
）、
徐
州
刺
史
、
つ
い
で

諫
議
大
夫
を
拝
命
す
る
。
こ
の
間
、
馬
超
が
関
中
か
ら
動
か
な
か
っ
た
こ
と
は
、
父
の
馬
騰

が
曹
操
の
徴
召
に
応
じ
た
際
（
二
〇
八
年
）、
父
の
「
營
を
領
」
し
、「
獨
り
留
」
ま
っ
た
こ

と
か
ら
も
、
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
徐
州
刺
史
は
と
も
か
く
、
散
官
の
諫
議
大
夫

に
任
官
し
た
馬
超
が
、
司
隷
校
尉
の
参
軍
事
を
兼
ね
て
い
た
可
能
性
は
、
極
め
て
高
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

（
一
五

）『
華
陽
国
志
』
巻
四
・
南
中
志
に
、

李
恢
卒
す
る
の
後
、
蜀
郡
太
守
の
犍
爲
の
張
翼
を
以
て
（
庲
降
）
都
督
と
爲
す
。
…
…
夷

帥
の
劉
胄
反
す
る
や
、
翼
を
徴
し
、
馬
忠
を
以
て
こ
れ
に
代
ふ
。
…
…
官
は
鎭
南
大
將
軍

に
至
る
。
卒
す
る
の
後
、
南
人
こ
れ
が
爲
に
祠
を
立
て
、
水
旱
あ
れ
ば
こ
れ
に
禱
る
。
蜀

郡
の
張
表
を
以
て
代
と
爲
し
、
安
南
將
軍
を
加
へ
、
ま
た
犍
爲
の
楊
戲
を
以
て
參
軍
と
爲

し
、
こ
れ
に
副
貳
せ
し
む
。
表
の
後
、
南
郡
の
閻
宇
を
以
て
都
督
と
爲
し
、
南
郡
の
霍
弋

も
て
參
軍
と
爲
す
。（
李
恢
卒
後
、
以
蜀
郡
太
守
犍
爲
張
翼
爲
都
督
。
…
…
夷
帥
劉
胄
反
、

徴
翼
、
以
馬
忠
爲
代
。
…
…
官
至
鎭
南
大
將
軍
。
卒
後
、
南
人
爲
之
立
祠
、
水
旱
禱
之
。

以
蜀
郡
張
表
爲
代
、
加
安
南
將
軍
、
又
以
犍
爲
楊
戲
爲
參
軍
、
副
貳
之
。
表
後
、
以
南
郡

閻
宇
爲
都
督
、
南
郡
霍
弋
爲
參
軍
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
郡
太
守
で
は
な
い
が
、
南
中
諸
郡
を
統
轄
す
る
蜀
の
庲
降
都
督
府
の
人
事

は
、
常
に
都
督
と
参
軍
が
セ
ッ
ト
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、『
蜀
志
』

巻
十
五
・
楊
戲
伝
所
載
『
季
漢
輔
臣
賛
注
』
に
、

（
費
）
賓
伯
、
名
は
觀
、
江
夏
鄳
の
人
な
り
。
…
…
建
安
十
八
年
、
李
嚴
の
軍
に
參
し
、

先
主
を
緜
竹
に
拒
み
、
嚴
と
倶
に
降
る
。（
賓
伯
、
名
觀
、
江
夏
鄳
人
也
。
…
…
建
安
十

八
年
、
參
李
嚴
軍
、
拒
先
主
於
緜
竹
、
與
嚴
倶
降
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
劉
備
が
入
蜀
し
た
際
、
費
觀
は
「
李
嚴
の
軍
に
參
」
し
、
緜
竹
で
劉
備
を

防
い
だ
。
ま
た
、
同
上
巻
七
・
龐
統
伝
に
、

統
の
弟
林
、
荊
州
治
中
從
事
を
以
て
鎭
北
將
軍
黄
權
に
參
し
、
呉
を
征
す
も
、
値
々
軍
敗

れ
、
權
に
隨
ひ
て
魏
に
入
る
。
魏
は
列
侯
に
封
じ
、
鉅
鹿
太
守
に
至
る
。（
統
弟
林
、
以

荊
州
治
中
從
事
參
鎭
北
將
軍
黄
權
、
征
呉
、
値
軍
敗
、
隨
權
入
魏
。
魏
封
列
侯
、
至
鉅
鹿

太
守
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
劉
備
の
東
征
の
際
、
龐
林
は
「
荊
州
治
中
従
事
史
」
を
以
て
「
鎭
北
將
軍

黄
權
（
の
軍
事
）
に
參
」
し
た
。

（
一
六

）『
晋
書
』
巻
四
十
三
・
王
戎
伝
に
、

父
の
爵
を
襲
ひ
、
相
國
掾
に
辟
さ
れ
、
吏
部
・
黄
門
郎
、
散
騎
侍
郎
、
河
東
太
守
、
荊
州

刺
史
を
歴
す
。
…
…
豫
州
刺
史
に
遷
り
、
建
威
將
軍
を
加
へ
ら
れ
、
詔
を
受
け
て
呉
を
伐

つ
。
戎
は
參
軍
の
羅
尚
・
劉
喬
を
遣
は
し
て
前
鋒
を
領
し
、
武
昌
に
進
攻
せ
し
め
、
呉
將

の
楊
雍
・
孫
述
、
江
夏
太
守
の
劉
朗
各
々
衆
を
率
い
戎
に
詣
り
て
降
る
。（
襲
父
爵
、
辟

相
國
掾
、
歴
吏
部
・
黄
門
郎
、
散
騎
侍
郎
、
河
東
太
守
、
荊
州
刺
史
。
…
…
遷
豫
州
刺
史
、

加
建
威
將
軍
、
受
詔
伐
呉
。
戎
遣
參
軍
羅
尚
・
劉
喬
領
前
鋒
、
進
攻
武
昌
、
呉
將
楊
雍
・

孫
述
、
江
夏
太
守
劉
朗
各
率
衆
詣
戎
降
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
平
呉
の
役
の
際
、
王
戎
は
豫
州
刺
史
で
あ
っ
た
が
、
建
威
将
軍
を
加
え
ら

れ
て
領
兵
し
、
参
軍
事
の
設
置
を
認
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
な
お
、
同
上
巻
五
十
七
・

羅
憲
伝
に
、

兄
の
子
尚
。
尚
、
字
は
敬
之
。
…
…
荊
州
刺
史
の
王
戎
尚
及
び
劉
喬
を
以
て
參
軍
と
爲
し
、

並
び
に
こ
れ
に
委
任
す
。（
兄
子
尚
。
尚
、
字
敬
之
。
…
…
荊
州
刺
史
王
戎
以
尚
及
劉
喬

爲
參
軍
、
並
委
任
之
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
羅
尚
と
劉
喬
は
王
戎
が
荊
州
刺
史
の
と
き
に
、「
參
軍
」
に
辟
召
さ
れ
て

い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
二
人
は
王
戎
の
豫
州
刺
史
転
任
に
随
府
し
た
こ
と
に
な
る
。

（
一
七

）
福
原
啓
郎
「
八
王
の
乱
の
本
質
」（『
東
洋
史
研
究
』
第
四
十
一
巻
第
三
号
、
一
九
八
二
年
。

の
ち
同
氏
著
『
魏
晋
政
治
社
会
史
研
究
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
所
収
）、

同
上
「
西
晋
代
宗
室
諸
王
の
特
質
―
八
王
の
乱
を
手
掛
か
り
に
し
て
」（『
史
林
』
第
六
十
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八
巻
第
二
号
、
一
九
八
五
年
。
同
上
所
収
）
を
参
照
。

（
一
八

）『
演
繁
露
』
は
北
宋
の
程
大
昌
の
撰
。
全
十
六
巻
。

（
一
九

）『
太
平
御
覧
』
巻
六
百
六
・
文
部
二
十
二
・
板
に
引
か
れ
る
『
桂
陽
先
賢
画
讃
』
に
、

胡
騰
南
陽
從
事
と
爲
り
、
遇
々
大
駕
南
巡
し
、
求
索
す
る
こ
と
總
て
猥
な
り
。
騰
表
し
て

曰
は
く
、「
天
子
外
な
く
、
乘
輿
の
幸
す
る
所
、
便
ち
京
師
と
爲
す
。
臣
請
ふ
ら
く
は
、

荊
州
刺
史
も
て
司
隸
に
比
し
、
臣
も
て
都
官
從
事
に
比
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
」
と
。
帝
其
の

才
を
奇
と
し
、
悉
く
許
す
。
大
將
軍
西
曹
掾
亡
け
れ
ば
、
司
馬
を
し
て
騰
を
召
し
、
因
り

て
都
官
の
鵠
頭
板
詔
を
作
ら
し
む
。
百
官
敬
服
す
。（
胡
騰
爲
南
陽
從
事
、
遇
大
駕
南
巡
、

求
索
總
猥
。
騰
表
曰
、
天
子
無
外
、
乘
輿
所
幸
、
便
爲
京
師
。
臣
請
荊
州
刺
史
比
司
隸
、

臣
比
都
官
從
事
。
帝
奇
其
才
、
悉
許
。
大
將
軍
西
曹
掾
亡
、
司
馬
召
騰
、
因
作
都
官
鵠
頭

板
詔
。
百
官
敬
服
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
桓
帝
が
南
陽
に
行
幸
し
た
と
き
、
荊
州
従
事
の
胡
騰
は
自
ら
を
司
隷
校
尉

の
都
官
従
事
に
比
せ
ら
る
よ
う
上
表
し
、
裁
可
さ
れ
た
。
し
か
し
、
大
将
軍
西
曹
掾
が
不
在

だ
っ
た
た
め
、
大
将
軍
司
馬
に
「
鵠
頭
板
詔
」
を
作
製
さ
せ
、
胡
騰
を
都
官
従
事
に
任
命
し

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
叙
任
の
際
に
用
い
ら
れ
る
板
詔
が
、「
鵠
頭
書
」
で
書
か
れ
て
い
た

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
逸
話
は
、『
後
漢
書
』
列
伝
五
十
九
・
竇
武
伝
に
も

載
せ
ら
れ
て
い
る
が
（
の
ち
に
胡
騰
は
竇
武
の
大
将
軍
掾
に
辟
召
さ
れ
、
竇
武
敗
亡
後
、
そ

の
遺
孫
を
自
分
の
子
と
し
て
育
て
た
）、「
大
將
軍
西
曹
掾
」
以
下
の
記
事
は
省
略
さ
れ
て
お

り
、「
鵠
頭
板
詔
」
の
句
も
な
い
。
ま
た
、「
南
陽
從
事
」
を
「
護
駕
從
事
」
に
作
り
、
桓
帝

の
南
陽
行
幸
に
合
わ
せ
て
特
設
さ
れ
た
官
職
と
解
す
る
が
、「
部
南
陽
從
事
」
で
も
問
題
は

な
い
し
、
護
駕
が
「
別
駕
」
の
単
純
な
誤
記
で
あ
る
可
能
性
も
高
い
。
な
お
、『
太
平
御
覧
』

巻
六
百
八
十
三
・
儀
式
部
四
・
印
に
引
か
れ
る
『
晋
書
』
に
、

趙
王
倫
僭
位
し
、
而
し
て
苟
且
の
惠
を
以
て
人
情
を
取
悦
せ
ん
と
し
、
金
銀
は
冶
鑄
し
、

印
に
給
せ
ら
れ
ず
、
故
に
白
板
の
侯
あ
り
、
君
子
は
其
の
章
を
服
す
る
を
恥
ず
。（
趙
王

倫
僭
位
、
而
以
苟
且
之
惠
取
悦
人
情
、
金
銀
冶
鑄
、
不
給
於
印
、
故
有
白
板
之
侯
、
君
子

恥
服
其
章
。）

と
あ
り
、『
資
治
通
鑑
』
巻
八
十
八
・
晋
紀
十
・
愍
帝
建
興
元
年
（
三
一
三
年
）
四
月
壬
申

の
条
に
、

皇
帝
の
位
に
即
き
、
大
赦
し
、
改
元
す
。
…
…
こ
の
時
、
長
安
城
中
、
戸
は
百
に
盈
た
ず
、

蒿
棘
林
を
成
す
。
公
私
に
車
四
乘
あ
る
の
み
、
百
官
は
章
服
・
印
綬
な
く
、
た
だ
桑
版
も

て
號
を
署
す
の
み
。（
即
皇
帝
位
、
大
赦
、
改
元
。
…
…
是
時
、
長
安
城
中
、
戸
不
盈
百
、

蒿
棘
成
林
。
公
私
有
車
四
乘
、
百
官
無
章
服
・
印
綬
、
唯
桑
版
署
號
而
已
。）

と
あ
る
よ
う
に
、「
板
詔
」
に
よ
っ
て
封
拝
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、「
章
服
・
印
綬
」
を
支

給
さ
れ
な
い
列
侯
・
官
僚
を
「
白
板
」
と
称
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

（
二
〇

）『
呉
志
』
孫
討
逆
伝
注
引
『
呉
録
』
に
載
せ
ら
れ
る
孫
策
の
上
表
に
、

興
平
二
年
十
二
月
二
十
日
、
呉
郡
曲
阿
に
袁
術
呈
す
る
所
の
表
を
得
、
臣
を
以
て
行
殄
寇

將
軍
と
す
る
も
、
詔
書
を
被
る
に
至
り
、
乃
ち
詐
擅
な
る
を
知
る
。（
興
平
二
年
十
二
月

二
十
日
、
於
呉
郡
曲
阿
得
袁
術
所
呈
表
、
以
臣
行
殄
寇
將
軍
。
至
被
詔
書
、
乃
知
詐
擅
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
孫
策
が
行
殄
寇
将
軍
に
推
挙
さ
れ
た
の
は
、
劉
繇
を
破
っ
た
後
の
こ
と
で

あ
る
（
も
っ
と
も
、
孫
策
は
袁
術
の
上
表
を
詐
り
と
言
っ
て
い
る
が
）。

（
二
一

）『
宋
書
』
巻
八
十
八
・
薛
安
都
伝
に
、

（
元
嘉
）
二
十
七
年
、
隨
王
誕
安
都
に
版
し
て
建
武
將
軍
と
爲
し
、
柳
元
景
に
隨
ひ
て
關
・

陜
に
向
か
ひ
、
歩
騎
を
率
い
て
前
に
居
り
。
…
…
軍
還
る
や
、
誕
版
し
て
後
軍
行
參
軍
と

爲
す
。
二
十
九
年
、
始
興
王
濬
の
征
北
行
參
軍
に
除
せ
ら
れ
、
建
武
將
軍
を
加
へ
ら
る
。

（
二
十
七
年
、
隨
王
誕
版
安
都
爲
建
武
將
軍
、
隨
柳
元
景
向
關
・
陜
、
率
歩
騎
居
前
。
…

…
軍
還
、
誕
版
爲
後
軍
行
參
軍
。
二
十
九
年
、
除
始
興
王
濬
征
北
行
參
軍
、
加
建
武
將
軍
。）

と
あ
っ
て
、
薛
安
都
（
河
東
の
人
、
四
一
〇
～
四
六
九
）
が
劉
誕
の
板
行
参
軍
（
四
五
〇
年

頃
）
と
な
り
、『
南
斉
書
』
巻
三
十
一
・
荀
伯
玉
伝
に
、

少
く
し
て
柳
元
景
の
撫
軍
板
行
參
軍
と
爲
り
、
南
徐
州
祭
酒
、
晉
安
王
子
勛
の
鎭
軍
行
參

軍
た
り
。（
少
爲
柳
元
景
撫
軍
板
行
參
軍
、
南
徐
州
祭
酒
、
晉
安
王
子
勛
鎭
軍
行
參
軍
。）

と
あ
っ
て
、
荀
伯
玉
（
潁
川
の
人
、
四
三
四
～
四
八
三
）
が
柳
元
景
の
板
行
参
軍
（
四
五
四

年
頃
）
と
な
っ
た
よ
う
に
、
宋
中
期
に
は
任
官
者
が
確
認
で
き
る
。

（
二
二

）『
宋
書
』
巻
七
十
二
・
文
九
王
伝
に
、

晉
煕
王
昶
、
字
は
休
道
、
文
帝
の
第
九
子
な
り
。
…
…
泰
始
六
年
、
第
六
皇
子
の
燮
、
字

は
仲
綏
を
以
て
昶
を
繼
が
し
め
、
昶
の
封
を
改
め
て
晉
煕
王
と
爲
す
。
…
…
元
徽
元
年
、

燮
年
四
歳
、
以
て
使
持
節
・
監
郢
州
豫
州
之
西
陽
司
州
之
義
陽
二
郡
諸
軍
事
・
征
虜
將

軍
・
郢
州
刺
史
と
爲
す
。
…
…
四
年
、
ま
た
燮
を
鎭
西
將
軍
に
進
め
、
鼔
吹
一
部
を
加
ふ
。

順
帝
即
位
す
る
や
、
徴
し
て
使
持
節
・
都
督
揚
南
徐
二
州
諸
軍
事
・
撫
軍
將
軍
・
揚
州
刺

史
と
爲
す
。（
晉
煕
王
昶
、
字
休
道
、
文
帝
第
九
子
也
。
…
…
泰
始
六
年
、
以
第
六
皇
子

燮
字
仲
綏
繼
昶
、
改
昶
封
爲
晉
煕
王
。
…
…
元
徽
元
年
、
燮
年
四
歳
、
以
爲
使
持
節
・
監

郢
州
豫
州
之
西
陽
司
州
之
義
陽
二
郡
諸
軍
事
・
征
虜
將
軍
・
郢
州
刺
史
。
…
…
四
年
、
又

進
燮
鎭
西
將
軍
、
加
鼔
吹
一
部
。
順
帝
即
位
、
徴
爲
使
持
節
・
都
督
揚
南
徐
二
州
諸
軍
事
・
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撫
軍
將
軍
・
揚
州
刺
史
。）

と
あ
り
、
同
上
巻
十
・
順
帝
紀
・
昇
明
元
年
（
四
七
七
年
）
十
二
月
庚
午
の
条
に
、

新
除
左
衞
將
軍
の
齊
王
世
子
〔
蕭
賾
を
さ
す
〕、
新
除
撫
軍
將
軍
・
揚
州
刺
史
の
晉
煕
王

燮
を
奉
じ
て
尋
陽
の
盆
城
に
鎭
す
。（
新
除
左
衞
將
軍
齊
王
世
子
奉
新
除
撫
軍
將
軍
・
揚

州
刺
史
晉
熙
王
燮
鎭
尋
陽
之
盆
城
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
と
き
す
で
に
、
都
督
の
劉
燮
、
な
ら
び
に
長
史
の
蕭
賾
は
京
師
に
召

還
さ
れ
、
郢
州
を
離
任
し
て
い
た
。
ま
た
、
同
上
巻
九
十
・
明
四
王
伝
に
、

邵
陵
殤
王
友
、
字
は
仲
賢
、
明
帝
の
第
七
子
な
り
。
…
…
出
で
て
使
持
節
・
督
江
州
豫
州

之
西
陽
新
蔡
晉
煕
三
郡
諸
軍
事
・
南
中
郎
將
・
江
州
刺
史
と
爲
る
〔
四
七
四
年
〕。
…
…

順
帝
即
位
す
る
や
、
左
將
軍
に
進
號
し
、
督
を
改
め
て
都
督
と
爲
す
。（
邵
陵
殤
王
友
、

字
仲
賢
、
明
帝
第
七
子
也
。
…
…
出
爲
使
持
節
・
督
江
州
豫
州
之
西
陽
新
蔡
晉
煕
三
郡
諸

軍
事
・
南
中
郎
將
・
江
州
刺
史
。
…
…
順
帝
即
位
、
進
號
左
將
軍
、
改
督
爲
都
督
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
劉
友
も
「
左
將
軍
」
に
進
号
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
同
上
巻
七
十
四
・
沈

攸
之
伝
に
、

尚
書
征
西
府
に
符
し
て
曰
は
く
、「
…
…
ま
た
散
騎
常
侍
・
領
游
撃
將
軍
・
湘
南
縣
開
國

男
・
新
除
使
持
節
・
督
湘
州
諸
軍
事
・
征
虜
將
軍
・
湘
州
刺
史
・
軍
主
呂
安
國
、
…
…
屯

騎
校
尉
・
南
城
令
曹
虎
頭
を
遣
は
し
、
舳
艫
二
萬
も
て
、
駱
驛
繼
邁
せ
し
む
。
…
…
」
と
。

（
尚
書
符
征
西
府
曰
、
…
…
又
遣
散
騎
常
侍
・
領
游
撃
將
軍
・
湘
南
縣
開
國
男
・
新
除
使

持
節
・
督
湘
州
諸
軍
事
・
征
虜
將
軍
・
湘
州
刺
史
・
軍
主
呂
安
國
、
…
…
屯
騎
校
尉
・
南

城
令
曹
虎
頭
、
舳
艫
二
萬
、
駱
驛
繼
邁
。
…
…
）

と
あ
る
よ
う
に
、
新
任
の
官
に
着
任
す
る
ま
で
の
間
、
官
僚
は
旧
官
と
新
官
（
＝
新
除
）
を

併
称
し
た
ら
し
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
劉
燮
の
鎮
西
府
（
お
よ
び
そ
の
幕
僚
）
は
ま
だ
解
散
さ

れ
ず
、
劉
友
の
軍
府
も
「
左
将
軍
府
」
で
は
な
く
、
正
式
に
は
ま
だ
「
南
中
郎
府
」
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
。

（
二
三

）
も
と
よ
り
、
動
乱
の
際
、
自
己
の
軍
府
に
人
士
を
取
り
込
み
、
勢
力
の
拡
大
を
図
る
の
は

常
套
手
段
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
宋
書
』
巻
五
十
二
・
褚
叔
度
伝
に
、

長
兄
の
秀
之
、
…
…
秀
之
の
弟
淡
之
、
字
は
仲
源
、
ま
た
顯
官
を
歴
す
。
…
…
乃
ち
淡
之

を
以
て
會
稽
太
守
と
爲
す
。
景
平
元
年
〔
四
二
三
年
〕、
富
陽
縣
の
孫
氏
門
宗
を
聚
合
し
、

逆
亂
を
爲
さ
ん
こ
と
を
謀
る
。
…
…
淡
之
自
ら
凌
江
將
軍
を
假
し
、
山
陰
令
の
陸
邵
を
以

て
司
馬
を
領
せ
し
め
、
振
武
將
軍
を
加
へ
、
前
員
外
散
騎
常
侍
の
王
茂
之
も
て
長
史
と
爲

し
、
前
國
子
博
士
の
孔
欣
・
前
員
外
散
騎
常
侍
の
謝
芩
之
も
て
並
び
に
參
軍
事
と
し
、
行

參
軍
七
十
餘
人
を
召
す
。（
長
兄
秀
之
、
…
…
秀
之
弟
淡
之
、
字
仲
源
、
亦
歴
顯
官
。
…

…
乃
以
淡
之
爲
會
稽
太
守
。
景
平
二
〔
⇒
元
の
誤
り
〕
年
、
富
陽
縣
孫
氏
聚
合
門
宗
、
謀

爲
逆
亂
。
…
…
淡
之
自
假
凌
江
將
軍
、
以
山
陰
令
陸
邵
領
司
馬
、
加
振
武
將
軍
、
前
員
外

散
騎
常
侍
王
茂
之
爲
長
史
、
前
國
子
博
士
孔
欣
・
前
員
外
散
騎
常
侍
謝
芩
之
並
參
軍
事
、

召
行
參
軍
七
十
餘
人
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
宋
初
、
富
陽
孫
氏
が
反
乱
を
起
こ
し
た
と
き
、
會
稽
太
守
の
褚
淡
之
（
河

南
の
人
、
叔
度
の
兄
、
三
八
一
～
四
二
五
）
は
陵
江
将
軍
府
を
開
き
、
長
史
・
司
馬
、
参
軍

事
の
ほ
か
、「
行
參
軍
七
十
餘
人
を
召
」
し
た
。
ま
た
、
同
上
巻
八
十
一
・
顧
琛
伝
に
、

（
大
明
）
三
年
〔
四
五
九
年
〕、（
竟
陵
王
）
誕
の
廣
陵
に
據
り
て
反
す
や
、
客
の
陸
延
稔

を
遺
は
し
て
書
を
齎
し
、
琛
に
板
し
て
征
南
將
軍
と
爲
し
、（
張
）
牧
も
て
安
東
將
軍
と

爲
し
、
琛
の
子
前
の
尚
書
郎
の
寶
素
も
て
諮
議
參
軍
と
爲
し
、
寶
素
の
弟
前
の
司
空
參
軍

の
寶
先
も
て
從
事
中
郎
と
爲
し
、
牧
の
兄
前
の
呉
郡
丞
の
濟
も
て
冠
軍
將
軍
と
爲
し
、
從

弟
前
の
司
空
主
簿
の
晏
も
て
諮
議
參
軍
と
爲
す
。（
三
年
、
誕
據
廣
陵
反
、
遺
客
陸
延
稔

齎
書
、
板
琛
爲
征
南
將
軍
、
牧
爲
安
東
將
軍
、
琛
子
前
尚
書
郎
寶
素
爲
諮
議
參
軍
、
寶
素

弟
前
司
空
參
軍
寶
先
爲
從
事
中
郎
、
牧
兄
前
呉
郡
丞
濟
爲
冠
軍
將
軍
、
從
弟
前
司
空
主
簿

晏
爲
諮
議
參
軍
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
宋
の
竟
陵
王
劉
誕
は
反
乱
を
起
こ
す
と
、
故
吏
の
顧
琛
（
呉
郡
の
人
、
三

九
〇
～
四
七
五
）
ら
に
板
授
し
て
決
起
を
う
な
が
し
た
。

（
二
四

）
安
成
王
蕭
秀
は
、
天
監
七
年
（
五
〇
八
年
）
五
月
癸
卯
、
平
西
将
軍
・
荊
州
刺
史
に
任
ぜ

ら
れ
、
同
十
一
年
（
五
一
二
年
）
十
二
月
己
未
、
中
衛
将
軍
に
遷
っ
た
（『
梁
書
』
巻
二
・

武
帝
紀
中
な
ど
）。

（
二
五

）『
晋
書
』
巻
八
十
二
・
習
鑿
齒
伝
に
、

荊
州
刺
史
の
桓
温
辟
し
て
從
事
と
爲
し
、
江
夏
相
の
袁
喬
深
く
こ
れ
を
器
と
し
、
數
々
其

の
才
を
温
に
稱
し
、
西
曹
主
簿
に
轉
じ
、
親
遇
隆
密
た
り
。
…
…
累
遷
し
て
別
駕
た
り
。

温
の
征
伐
に
出
づ
る
や
、
鑿
齒
或
い
は
從
ひ
或
い
は
守
り
、
所
在
職
に
任
ひ
、
毎
に
機
要

に
處
せ
ら
れ
、
事
に
莅
み
て
績
あ
り
、
尺
牘
の
論
議
を
善
く
し
、
温
甚
だ
器
と
し
て
こ
れ

を
遇
す
。
…
…
戸
曹
參
軍
に
左
遷
さ
る
。（
荊
州
刺
史
桓
温
辟
爲
從
事
、
江
夏
相
袁
喬
深

器
之
、
數
稱
其
才
於
温
、
轉
西
曹
主
簿
、
親
遇
隆
密
。
…
…
累
遷
別
駕
。
温
出
征
伐
、
鑿

齒
或
從
或
守
、
所
在
任
職
、
毎
處
機
要
、
莅
事
有
績
、
善
尺
牘
論
議
、
温
甚
器
遇
之
。
…

…
左
遷
戸
曹
參
軍
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
習
鑿
齒
（
襄
陽
の
人
、
？
～
三
八
三
頃
）
は
荊
州
別
駕
か
ら
「
戸
曹
參
軍
」
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に
左
遷
さ
れ
て
い
る
。

（
二
六

）『
華
陽
国
志
』
巻
八
・
大
同
志
・
永
康
元
年
（
三
〇
〇
年
）
の
条
に
、

（
趙
）
廞
自
ら
大
將
軍
・
益
州
牧
を
稱
す
る
や
、
武
陽
令
の
蜀
郡
の
杜
淑
、
別
駕
の
張
粲
、

巴
西
の
張
龜
、
西
夷
司
馬
の
龔
尼
、
江
原
令
の
犍
爲
の
費
遠
ら
を
以
て
左
右
長
史
司
馬
・

參
軍
と
爲
す
。（
廞
自
稱
大
將
軍
・
益
州
牧
、
以
武
陽
令
蜀
郡
杜
淑
、
別
駕
張
粲
、
巴
西

張
龜
、
西
夷
司
馬
龔
尼
、
江
原
令
犍
爲
費
遠
等
爲
左
右
長
史
司
馬
・
參
軍
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
西
晋
末
、
趙
廞
（
？
～
三
〇
一
）
が
益
州
に
自
立
し
た
と
き
、
張
龜
は
他

の
益
州
人
士
と
共
に
「
左
右
長
史
司
馬
・
參
軍
」
な
ど
の
上
佐
に
任
用
さ
れ
て
い
る
。

（
二
七

）
八
王
の
乱
の
際
、
衙
博
は
安
定
太
守
で
あ
っ
た
が
、
雍
州
刺
史
の
劉
沈
、
新
平
太
守
の
張

光
、
安
定
功
曹
の
皇
甫
澹
ら
と
共
に
、
長
安
の
司
馬
顒
を
攻
め
、
敗
死
し
た
（『
晋
書
』
巻

八
十
九
・
忠
義
伝
）。

（
二
八

）『
晋
書
』
巻
五
十
七
・
羅
憲
伝
、

同
上
巻
六
十
一
・
劉
喬
伝
も
参
照
。

（
二
九

）
劉
聰
が
任
ぜ
ら
れ
た
「
參
前
鋒
戰
事
」
は
、『
宋
書
』
百
官
志
上
に
、

魏
元
帝
の
咸
煕
中
、
晉
文
帝
の
相
國
と
爲
る
や
〔
二
六
三
年
〕、
相
國
府
に
中
衛
將
軍
、

驍
騎
將
軍
、
左
右
長
史
司
馬
、
從
事
中
郎
四
人
、
主
簿
四
人
、
舎
人
十
九
人
、
參
軍
二
十

二
人
、
參
戰
十
一
人
、
掾
・
屬
三
十
三
人
を
置
く
。（
魏
元
帝
咸
煕
中
、
晉
文
帝
爲
相
國
、

相
國
府
置
中
衛
將
軍
、
驍
騎
將
軍
、
左
右
長
史
司
馬
、
從
事
中
郎
四
人
、
主
簿
四
人
、
舎

人
十
九
人
、
參
軍
二
十
二
人
、
參
戰
十
一
人
、
掾
・
屬
三
十
三
人
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
魏
末
、
司
馬
昭
の
相
国
府
に
置
か
れ
た
「
參
戰
」
と
同
一
の
官
だ
ろ
う
。

参
軍
の
次
に
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
参
軍
よ
り
下
位
と
考
え
ら
れ
る
が
、
員
数
が
参
軍
の

半
分
に
過
ぎ
な
い
点
は
若
干
気
に
な
る
。
用
例
は
極
め
て
少
な
く
、
任
官
者
は
も
ち
ろ
ん
、

実
態
は
不
明
で
あ
る
。『
八
瓊
室
金
石
補
正
』
巻
八
・
曹
眞
残
碑
に
は
、

〔
上
欠
〕
尉
・
參
戰
事
・
郎
中
京
兆
韓
汜
德
脩

と
い
う
記
述
が
見
え
る
。「
京
兆
の
韓
汜
」
と
い
う
人
物
は
、
大
司
馬
・
都
督
中
外
諸
軍
事

の
曹
眞
の
府
官
と
思
わ
れ
る
が
、「
參
戰
事
・
郎
中
」
を
兼
任
し
、「
校
尉
」
も
し
く
は
「
都

尉
」
を
帯
び
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
郎
中
と
の
兼
務
は
参
軍
事
を
彷
彿
と
さ
せ
る
が
、
軍
号

の
保
持
は
武
官
の
性
格
も
合
わ
せ
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。ま
た
、同
上
巻
九
・

南
鄕
太
守
郛
休
碑
に
よ
れ
ば
、
郛
休
（
二
〇
七
～
二
六
九
）
は
「
明
威
將
軍
・
江
夏
太
守
」

か
ら
南
鄕
太
守
に
遷
っ
た
と
あ
り
、
将
軍
を
帯
号
し
て
い
た
が
、
同
碑
陰
に
は
、「
兵
三
千

人

騎
三
百
匹

參
戰
二
人

騎
督
一
人

部
曲
督
八
人

部
曲
將
卅
四
人
」
と
い
う
記
述

が
あ
り
、「
參
戰
二
人
」
が
配
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
記
載
位
置
・
員
数
か
ら
見
れ

ば
、「
騎
督
」
や
「
部
曲
督
」「
部
曲
將
」
よ
り
も
地
位
が
高
く
、
副
官
的
な
存
在
だ
っ
た
と

推
測
さ
れ
る
。

（
三
〇

）『
晋
書
』
巻
六
十
六
・
陶
侃
伝
に
、

會
々
劉
弘
荊
州
刺
史
と
爲
り
、
將
に
官
に
ゆ
か
ん
と
す
る
や
、
侃
を
辟
し
て
南
蠻
長
史
と

爲
し
、
遣
は
し
て
先
に
襄
陽
に
向
ひ
張
昌
を
討
ち
、
こ
れ
を
破
ら
し
む
。
…
…
陳
敏
の
亂
、

弘
は
侃
を
以
て
江
夏
太
守
と
爲
し
、
鷹
揚
將
軍
を
加
ふ
。
…
…
ま
た
侃
に
督
護
を
加
へ
、

諸
軍
と
力
を
并
せ
て
（
陳
）
恢
〔
＝
陳
敏
の
弟
〕
を
距
ま
し
む
。（
會
劉
弘
爲
荊
州
刺
史
、

將
之
官
、
辟
侃
爲
南
蠻
長
史
、
遣
先
向
襄
陽
討
張
昌
、
破
之
。
…
…
陳
敏
之
亂
、
弘
以
侃

爲
江
夏
太
守
、
加
鷹
揚
將
軍
。
…
…
又
加
侃
督
護
、
使
與
諸
軍
并
力
距
恢
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
陶
侃
は
劉
弘
の
南
蛮
長
史
か
ら
江
夏
太
守
に
遷
り
、「
鷹
揚
將
軍
」、
さ
ら

に
「
督
護
」
を
加
え
ら
れ
た
。

（
三
一

）
都
戦
帥
も
用
例
は
極
め
て
少
な
い
。
こ
の
ほ
か
、
管
見
の
限
り
、『
華
陽
国
志
』
巻
八
・

大
同
志
・
太
安
二
年
（
三
〇
三
年
）
の
条
に
、

梁
州
刺
史
の
許
雄
賊
を
討
つ
も
進
ま
ざ
る
を
以
て
、
檻
車
も
て
徴
さ
れ
て
詔
獄
に
詣
る
。

た
だ
護
軍
と
漢
國
太
守
の
杜
孟
治
、
都
戰
帥
の
趙
汶
…
…
の
み
漢
中
を
守
る
。（
梁
州
刺

史
許
雄
以
討
賊
不
進
、
檻
車
徴
詣
詔
獄
。
惟
護
軍
與
漢
國
太
守
杜
孟
治
・
都
戰
帥
趙
汶
…

…
守
漢
中
。）

と
あ
る
の
が
唯
一
の
事
例
で
あ
り
、
督
護
も
し
く
は
都
護
、
あ
る
い
は
参
軍
、
参
戦
な
ど
と

の
違
い
は
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
三
二

）
こ
の
ほ
か
、『
晋
書
』
巻
六
十
九
・
戴
若
思
伝
に
、

累
遷
し
て
東
海
王
越
の
軍
諮
祭
酒
た
り
、
出
で
て
豫
章
太
守
に
補
せ
ら
れ
、
振
威
將
軍
を

加
へ
ら
れ
、
義
軍
督
護
を
領
す
。（
累
遷
東
海
王
越
軍
諮
祭
酒
、
出
補
豫
章
太
守
、
加
振

威
將
軍
、
領
義
軍
督
護
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
戴
若
思
（
廣
陵
の
人
、
？
～
三
二
二
）
は
振
威
将
軍
・
豫
章
太
守
と
な
り
、

「
義
軍
督
護
を
領
」
し
た
。
同
上
巻
七
十
六
・
顧
衆
伝
に
、

義
興
太
守
と
爲
り
、
揚
威
將
軍
を
加
へ
ら
る
。
蘇
峻
反
す
る
や
、
衆
は
呉
に
還
り
、
潛
か

に
義
舉
を
圖
る
。
…
…
（
蔡
）
謨
〔
＝
呉
国
内
史
〕
乃
ち
衆
に
檄
し
て
本
國
督
護
と
爲
し
、

揚
威
將
軍
た
る
こ
と
舊
に
仍
り
、
衆
の
從
弟
の
護
軍
參
軍
の
颺
も
て
威
遠
將
軍
・
前
鋒
督

護
と
爲
す
。
…
…
會
稽
内
史
の
王
舒
、
呉
興
内
史
の
虞
潭
并
び
に
衆
に
檄
し
て
五
郡
大
督
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護
と
爲
し
、
諸
々
の
義
軍
を
統
べ
て
（
張
）
健
〔
＝
蘇
峻
の
将
〕
を
討
た
し
む
。（
爲
義

興
太
守
、
加
揚
威
將
軍
。
蘇
峻
反
、
衆
還
呉
、
潛
圖
義
舉
。
…
…
謨
乃
檄
衆
爲
本
國
督
護
、

揚
威
將
軍
仍
舊
、衆
從
弟
護
軍
參
軍
颺
爲
威
遠
將
軍
・
前
鋒
督
護
。…
…
會
稽
内
史
王
舒
・

呉
興
内
史
虞
潭
并
檄
衆
爲
五
郡
大
督
護
、
統
諸
義
軍
討
健
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
蘇
峻
の
乱
の
際
（
三
二
七
～
三
二
九
年
）、
顧
衆
（
呉
郡
の
人
、
二
七
四

～
三
四
六
）
お
よ
び
従
弟
の
顧
颺
は
郷
里
で
募
兵
し
、
呉
国
内
史
の
蔡
謨
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

「
本
國
督
護
」、「
前
鋒
督
護
」
に
任
ぜ
ら
れ
、
さ
ら
に
顧
衆
は
「
五
郡
大
督
護
」
と
な
り
、

呉
郡
・
會
稽
・
呉
興
・
義
興
な
ど
五
郡
（
残
り
は
晉
陵
郡
か
）
の
「
義
兵
」
を
統
率
し
た
。

こ
れ
ら
を
「
義
軍
督
護
」
と
言
う
の
だ
ろ
う
。
な
お
、『
宋
書
』
巻
九
十
二
・
良
吏
伝
に
、

杜
慧
度
、
交
阯
朱
鷹
の
人
な
り
。
…
…
初
め
州
の
主
簿
と
爲
り
、
流
民
督
護
た
り
、
九
眞

太
守
に
遷
る
。
…
…
（
義
煕
）
七
年
〔
四
一
一
年
〕、
使
持
節
・
督
交
州
諸
軍
事
・
廣
武

將
軍
・
交
州
刺
史
に
除
せ
ら
る
。
…
…
少
帝
の
景
平
元
年
〔
四
二
三
年
〕
卒
、
時
に
年
五

十
。
…
…
慧
度
の
長
子
の
員
外
散
騎
侍
郎
の
弘
文
を
以
て
振
威
將
軍
・（
交
州
）
刺
史
と

爲
す
。
初
め
、
高
祖
北
の
か
た
關
・
洛
を
伐
つ
や
、
慧
度
は
弘
文
に
板
し
て
鷹
揚
將
軍
・

流
民
督
護
と
爲
し
、
兵
三
千
を
配
し
、
北
の
か
た
大
軍
に
係
ら
し
む
。（
杜
慧
度
、
交
阯

朱
鷹
人
也
。
…
…
初
爲
州
主
簿
、
流
民
督
護
、
遷
九
眞
太
守
。
…
…
七
年
、
除
使
持
節
・

督
交
州
諸
軍
事
・
廣
武
將
軍
・
交
州
刺
史
。
…
…
少
帝
景
平
元
年
卒
、
時
年
五
十
。
…
…

以
慧
度
長
子
員
外
散
騎
侍
郎
弘
文
爲
振
威
將
軍
・
刺
史
。
初
、
高
祖
北
伐
關
・
洛
、
慧
度

板
弘
文
爲
鷹
揚
將
軍
・
流
民
督
護
、
配
兵
三
千
、
北
係
大
軍
。）

と
あ
る
よ
う
に
、「
流
民
督
護
」
と
い
う
官
職
も
見
え
る
。

（
三
三

）
前
掲
宮
崎
書
を
参
照
。

（
三
四

）
た
だ
し
、
掾
属
が
完
全
に
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
前
掲
『
宋
書
』
百
官
志
上
・
公
府

掾
属
の
条
に
、

加
崇
せ
ら
れ
し
者
は
左
右
長
史
・
司
馬
、
從
事
中
郎
四
人
、
掾
屬
四
人
を
置
く
。
則
ち
倉

曹
は
屬
を
增
置
し
、
戸
曹
は
掾
を
置
く
。
江
左
の
加
崇
、
此
に
極
ま
る
な
り
。（
加
崇
者

置
左
右
長
史
・
司
馬
、
從
事
中
郎
四
人
、
掾
屬
四
人
、
則
倉
曹
增
置
屬
、
戸
曹
置
掾
。
江

左
加
崇
、
極
於
此
也
。）

と
あ
り
、
同
上
巻
十
・
順
帝
紀
・
昇
明
二
年
九
月
丙
午
の
条
に
、

太
尉
の
齊
王
に
黄
鉞
、
都
督
中
外
諸
軍
事
、
太
傅
・
領
揚
州
牧
を
加
へ
、
劍
履
上
殿
・
入

朝
不
趨
・
贊
拜
不
名
た
ら
し
め
、
左
右
長
史
・
司
馬
、
從
事
中
郎
・
掾
屬
各
四
人
を
置
く
。

（
加
太
尉
齊
王
黄
鉞
、
都
督
中
外
諸
軍
事
、
太
傅
・
領
揚
州
牧
、
劍
履
上
殿
・
入
朝
不
趨
・

贊
拜
不
名
、
置
左
右
長
史
・
司
馬
、
從
事
中
郎
・
掾
屬
各
四
人
。）

と
あ
り
、『
梁
書
』
巻
一
・
武
帝
紀
上
・
中
興
二
年
正
月
の
条
に
、

高
祖
を
都
督
中
外
諸
軍
事
に
進
め
、
劍
履
上
殿
・
入
朝
不
趨
・
贊
拜
不
名
た
ら
し
め
、
前

後
部
羽
葆
鼔
吹
を
加
へ
、
左
右
長
史
・
司
馬
、
從
事
中
郎
・
掾
屬
各
四
人
を
置
き
、
並
び

に
舊
に
依
り
士
を
辟
せ
し
め
、
餘
は
並
び
に
故
の
如
し
。（
進
高
祖
都
督
中
外
諸
軍
事
、

劍
履
上
殿
・
入
朝
不
趨
・
贊
拜
不
名
、
加
前
後
部
羽
葆
鼔
吹
、
置
左
右
長
史
・
司
馬
、
從

事
中
郎
・
掾
屬
各
四
人
、
並
依
舊
辟
士
、
餘
竝
如
故
。）

と
あ
る
よ
う
に
、「
加
崇
」
さ
れ
た
公
府
・
軍
府
に
は
、
左
右
長
史
・
司
馬
、
従
事
中
郎
（
四

人
）
の
ほ
か
、「
掾
屬
四
人
」
が
置
か
れ
た
。
た
と
え
ば
、『
宋
書
』
巻
九
十
三
・
隠
逸
伝
に
、

王
素
、
字
は
休
業
、
琅
邪
臨
沂
の
人
な
り
。
…
…
大
明
中
、
太
宰
の
江
夏
王
義
恭
開
府
辟

召
す
る
や
、
素
を
辟
し
て
倉
曹
屬
と
爲
す
。（
王
素
、
字
休
業
、
琅
邪
臨
沂
人
也
。
…
…

大
明
中
、
太
宰
江
夏
王
義
恭
開
府
辟
召
、
辟
素
爲
倉
曹
屬
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
宋
の
王
素
は
劉
義
恭
の
「
倉
曹
屬
」
に
辟
召
さ
れ
、『
南
斉
書
』
巻
二
十

三
・
褚
淵
伝
に
、

長
子
の
賁
、
字
は
蔚
先
。
祕
書
郎
に
解
褐
す
。
昇
明
中
、
太
祖
の
太
尉
從
事
中
郎
と
爲
り
、

司
徒
右
長
史
、
太
傅
戸
曹
屬
、
黄
門
郎
・
領
羽
林
監
、
齊
の
世
子
中
庶
子
・
領
翊
軍
校
尉

た
り
。（
長
子
賁
、
字
蔚
先
。
解
褐
祕
書
郎
。
昇
明
中
、
爲
太
祖
太
尉
從
事
中
郎
、
司
徒

右
長
史
、
太
傅
戸
曹
屬
、
黄
門
郎
・
領
羽
林
監
、
齊
世
子
中
庶
子
・
領
翊
軍
校
尉
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
南
斉
の
褚
賁
は
蕭
道
成
の
「
太
傅
戸
曹
屬
」
に
な
っ
た
。
こ
の
ほ
か
、『
梁

書
』
巻
十
六
・
張
稷
伝
に
、

入
り
て
太
子
洗
馬
と
爲
り
、
大
司
馬
東
曹
掾
、
建
安
王
友
、
大
司
馬
從
事
中
郎
た
り
。（
入

爲
太
子
洗
馬
、
大
司
馬
東
曹
掾
、
建
安
王
友
、
大
司
馬
從
事
中
郎
。）

と
あ
り
、
同
上
巻
五
十
二
・
止
足
伝
に
、

顧
憲
之
、
字
は
子
思
、
呉
郡
呉
の
人
な
り
。
…
…
齊
高
帝
執
政
す
る
や
、
以
て
驃
騎
録
事

參
軍
と
爲
し
、
太
尉
西
曹
掾
に
遷
る
。
齊
臺
建
、
爲
中
書
侍
郎
。
…
…
還
爲
太
尉
從
事
中

郎
。（
顧
憲
之
、
字
子
思
、
呉
郡
呉
人
也
。
…
…
齊
高
帝
執
政
、
以
爲
驃
騎
録
事
參
軍
、

遷
太
尉
西
曹
掾
。
齊
臺
建
、
爲
中
書
侍
郎
。
…
…
還
爲
太
尉
從
事
中
郎
。）

と
あ
り
、
同
上
巻
二
十
六
・
陸
杲
伝
に
、

梁
臺
建
つ
や
、
以
て
驃
騎
記
室
參
軍
と
爲
し
、
相
國
西
曹
掾
に
遷
る
。
天
監
元
年
、
撫
軍

長
史
に
除
せ
ら
る
。（
梁
臺
建
、
以
爲
驃
騎
記
室
參
軍
、
遷
相
國
西
曹
掾
。
天
監
元
年
、

除
撫
軍
長
史
。）
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と
あ
る
よ
う
に
、
東
曹
掾
、
西
曹
掾
も
見
え
る
。

（
三
五

）
拙
稿
「
諸
葛
亮
・
北
伐
軍
団
の
組
織
と
編
制
に
つ
い
て
―
―
蜀
漢
に
お
け
る
軍
府
の
発
展

形
態
―
―
」（『
東
北
大
学
東
洋
史
論
集
』
第
四
集
、
一
九
九
〇
年
）、
同
上
「
呉
・
蜀
の
都

督
制
度
と
そ
の
周
辺
」（『
三
国
志
研
究
』
第
一
号
、
二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
。

（
三
六

）『
晋
書
』
巻
十
・
安
帝
紀
・
元
興
二
年
（
四
〇
三
年
）
二
月
乙
卯
の
条
に
、

桓
玄
自
ら
大
將
軍
を
稱
す
。（
桓
玄
自
稱
大
將
軍
。）

と
あ
る
。

（
三
七

）『
宋
書
』
巻
二
・
武
帝
紀
中
・
義
煕
八
年
（
四
一
二
年
）
九
月
の
条
に
、

前
の
鎭
軍
將
軍
の
司
馬
休
之
を
以
て
平
西
將
軍
・
荊
州
刺
史
と
爲
す
。（
以
前
鎭
軍
將
軍

司
馬
休
之
爲
平
西
將
軍
・
荊
州
刺
史
。）

と
あ
る
。

（
三
八

）『
資
治
通
鑑
』
巻
百
三
十
二
・
宋
紀
十
四
・
明
帝
泰
始
三
年
（
四
六
七
年
）
八
月
壬
寅
の

条
に
、

（
沈
）
攸
之
を
以
て
南
兗
州
刺
史
と
爲
し
、
兵
を
將
い
て
北
の
か
た
出
で
し
め
、
行
徐
州

事
の
蕭
道
成
を
し
て
千
人
を
將
い
て
、
淮
陰
に
鎭
せ
し
む
。（
以
攸
之
爲
南
兗
州
刺
史
、

將
兵
北
出
、
使
行
徐
州
事
蕭
道
成
將
千
人
、
鎭
淮
陰
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
薛
安
都
が
北
魏
に
降
り
、
南
朝
宋
が
淮
北
四
州
を
失
陥
す
る
と
、
蕭
道
成

は
「
冠
軍
將
軍
・
持
節
・
都
督
北
討
前
鋒
諸
軍
事
」（『
南
斉
書
』
巻
一
・
高
帝
紀
上
）
に
任

ぜ
ら
れ
、
淮
陰
に
駐
屯
し
た
。
ま
た
、『
宋
書
』
巻
九
・
後
廢
帝
紀
・
元
徽
二
年
（
四
七
四

年
）
五
月
庚
寅
の
条
に
、

中
領
軍
の
劉
勔
に
鎭
軍
將
軍
を
加
へ
、
右
衞
將
軍
の
齊
王
に
平
南
將
軍
を
加
へ
、
前
鋒
も

て
南
討
し
、
出
で
て
新
亭
に
屯
せ
し
む
。（
加
中
領
軍
劉
勔
鎭
軍
將
軍
、
加
右
衞
將
軍
齊

王
平
南
將
軍
、
前
鋒
南
討
、
出
屯
新
亭
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
桂
陽
王
劉
休
範
の
乱
の
際
、「
平
南
將
軍
」
を
加
え
ら
れ
、
同
上
巻
十
・

順
帝
紀
・
昇
明
元
年
（
四
七
七
年
）
七
月
丙
申
の
条
に
、

尚
書
左
僕
射
・
中
領
軍
・
鎭
軍
將
軍
・
南
兗
州
刺
史
の
齊
王
も
て
司
空
・
録
尚
書
事
・
驃

騎
大
將
軍
と
爲
し
、
刺
史
た
る
こ
と
故
の
如
し
。（
尚
書
左
僕
射
・
中
領
軍
・
鎭
軍
將
軍
・

南
兗
州
刺
史
齊
王
爲
司
空
・
録
尚
書
事
・
驃
騎
大
將
軍
、
刺
史
如
故
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
順
帝
が
即
位
し
た
直
後
、「
驃
騎
大
將
軍
」（
司
空
は
固
辞
）
に
任
ぜ
ら
れ
、

輔
政
の
任
を
受
け
た
。

（
三
九

）『
宋
書
』
巻
五
・
文
帝
紀
・
元
嘉
二
十
年
（
四
四
三
年
）
二
月
の
条
に
、

甲
戌
、
江
州
刺
史
の
庾
登
之
も
て
中
護
軍
と
爲
す
。
庚
辰
、
廬
陵
王
紹
を
以
て
江
州
刺
史

と
爲
す
。（
甲
戌
、
江
州
刺
史
庾
登
之
爲
中
護
軍
。
庚
申
〔
→
庚
辰
〕
以
廬
陵
王
紹
爲
江

州
刺
史
。）

と
あ
り
、
巻
六
十
一
・
武
三
王
伝
に
、

（
廬
陵
王
）
義
眞
子
な
く
、
太
祖
は
第
五
子
の
紹
、
字
は
休
胤
を
以
て
嗣
と
爲
す
。
…
…

二
十
年
、
出
で
て
南
中
郎
將
・
江
州
刺
史
と
爲
る
。
時
に
年
十
二
。（
義
眞
無
子
、
太
祖

以
第
五
子
紹
字
休
胤
爲
嗣
。
…
…
二
十
年
、
出
爲
南
中
郎
將
・
江
州
刺
史
。
時
年
十
二
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
元
嘉
二
十
年
、
廬
陵
王
劉
紹
は
「
年
十
二
」
で
江
州
刺
史
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

ま
た
、
同
上
・
文
帝
紀
・
元
嘉
十
七
年
（
四
四
〇
年
）
十
月
戊
午
の
条
に
、

大
將
軍
・
領
司
徒
・
録
尚
書
・
揚
州
刺
史
の
彭
城
王
義
康
を
以
て
江
州
刺
史
と
爲
し
、
大

將
軍
た
る
こ
と
故
の
如
し
。（
以
大
將
軍
・
領
司
徒
・
録
尚
書
・
揚
州
刺
史
彭
城
王
義
康

爲
江
州
刺
史
、
大
將
軍
如
故
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
彭
城
王
劉
義
康
は
失
脚
後
、
江
州
刺
史
に
左
遷
さ
れ
る
が
、
同
上
・
元
嘉

十
八
年
（
四
四
一
年
）
二
月
乙
卯
の
条
に
、

豫
章
太
守
の
庾
登
之
を
以
て
江
州
刺
史
と
爲
す
。（
以
豫
章
太
守
庾
登
之
爲
江
州
刺
史
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
ま
も
な
く
、
庾
登
之
が
江
州
刺
史
に
任
命
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
頃
、

劉
義
康
は
江
州
刺
史
を
解
任
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

（
四
〇

）
北
朝
の
事
例
で
あ
る
が
、『
魏
書
』
巻
五
十
八
・
楊
播
伝
に
、

侃
、
字
は
士
業
。
…
…
侃
の
叔
椿
雍
州
刺
史
と
爲
る
や
、
ま
た
請
ひ
て
其
の
府
の
録
事
參

軍
と
爲
し
、
長
安
令
を
帶
び
、
府
州
の
務
、
委
決
す
る
所
多
し
。（
侃
、
字
士
業
。
…
…

侃
叔
椿
爲
雍
州
刺
史
、
又
請
爲
其
府
録
事
參
軍
、
帶
長
安
令
、
府
州
之
務
多
所
委
決
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
楊
侃
（
楊
播
の
子
、
四
八
八
～
五
三
一
）
は
叔
父
楊
椿
の
録
事
参
軍
と
な

り
、「
府
州
」
の
事
務
を
決
裁
し
た
。

（
四
一

）『
隷
釈
』
巻
五
・
後
漢
巴
郡
太
守
張
納
碑
陰
に
は
、
巴
郡
太
守
の
官
属
に
「
主
記
掾
閬
中

黄
機
」
の
官
姓
名
（
主
記
掾
史
の
閬
中
県
の
黄
機
）
が
見
え
る
。
ま
た
、『
金
石
萃
編
』
巻

十
・
後
漢
朔
方
太
守
上
郡
仇
君
碑
陰
に
は
、「
故
記
史
池
陽
吉
■
■
」、
お
よ
び
「
衙
主
記
掾

楊
綬
子
長
」
と
い
う
官
姓
名
が
見
え
る
。
前
者
は
左
馮
翊
の
官
属
（
も
と
主
記
室
史
で
あ
っ

た
池
陽
県
の
吉
某
、
字
は
某
）、
後
者
は
衙
県
の
官
属
（
主
記
掾
史
の
楊
綬
、
字
は
子
長
）

だ
ろ
う
。

（
四
二

）
東
晋
南
朝
に
は
記
室
督
の
事
例
が
な
く
、
廃
止
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
五
胡
十
六
国
に

は
継
承
さ
れ
た
ら
し
い
。『
資
治
通
鑑
』
巻
百
二
・
晋
紀
二
十
四
・
海
西
公
太
和
五
年
（
三
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七
〇
年
）
十
二
月
条
に
、

燕
・
秦
既
に
好
を
結
び
、
使
者
數
々
往
來
す
。
燕
の
散
騎
侍
郎
太
原
の
郝
晷
、
給
事
黄
門

侍
郎
梁
琛
相
繼
ぎ
て
秦
に
如
る
。
…
…
王
猛
表
し
て
梁
琛
を
留
め
て
主
簿
と
爲
し
、
記
室

督
を
領
せ
し
む
。（
燕
・
秦
既
結
好
、
使
者
數
往
來
。
燕
散
騎
侍
郎
太
原
郝
晷
、
給
事
黄

門
侍
郎
梁
琛
相
繼
如
秦
。
…
…
王
猛
表
留
梁
琛
爲
主
簿
、
領
記
室
督
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
前
秦
の
王
猛
（
北
海
の
人
、
三
二
五
～
三
七
五
）
は
前
燕
の
使
者
で
あ
っ

た
梁
琛
を
（
輔
国
将
軍
も
し
く
は
司
徒
府
の
）
主
簿
に
起
用
し
、「
記
室
督
」
を
兼
領
さ
せ

た
と
さ
れ
る
。

（
四
三

）
た
と
え
ば
、『
後
漢
書
』
列
伝
十
二
・
杜
茂
伝
に
、

（
鴈
門
太
守
の
郭
）
涼
、
字
は
公
文
、
右
北
平
の
人
な
り
。
…
…
初
め
、
幽
州
牧
の
朱
浮

辟
し
て
兵
曹
掾
と
爲
し
、
彭
寵
を
撃
ち
て
功
あ
り
、
廣
武
侯
に
封
ぜ
ら
る
。（
涼
、
字
公

文
、
右
北
平
人
也
。
…
…
初
、
幽
州
牧
朱
浮
辟
爲
兵
曹
掾
、
撃
彭
寵
有
功
、
封
廣
武
侯
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
後
漢
初
め
、
郭
涼
は
大
将
軍
・
幽
州
牧
朱
浮
の
「
兵
曹
掾
」
と
な
り
、『
晋

書
』
巻
五
十
七
・
羅
憲
伝
に
、

乃
ち
尚
に
節
を
假
し
、
平
西
將
軍
・
益
州
刺
史
・
西
戎
校
尉
と
爲
す
。
…
…
尚
乃
ち
兵
曹

從
事
の
任
鋭
を
し
て
僞
降
し
、
因
り
て
出
で
て
密
か
に
外
に
宣
告
せ
し
め
、
日
を
剋
し
て

俱
に
撃
ち
、
遂
に
大
い
に
こ
れ
を
破
り
、
李
特
を
斬
り
、
首
を
洛
陽
に
傳
ふ
。（
乃
假
尚

節
、
爲
平
西
將
軍
・
益
州
刺
史
・
西
戎
校
尉
。
…
…
尚
乃
使
兵
曹
從
事
任
鋭
僞
降
、
因
出

密
宣
告
於
外
、
剋
日
俱
撃
、
遂
大
破
之
、
斬
李
特
、
傳
首
洛
陽
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
益
州
刺
史
の
羅
尚
（
襄
陽
の
人
、
羅
憲
の
兄
の
子
、
？
～
三
一
〇
）
は
李

特
（
巴
西
の
人
、
？
～
三
〇
三
）
に
成
都
を
包
囲
さ
れ
る
と
、「
兵
曹
從
事
」
の
任
鋭
に
城

外
の
諸
村
塢
と
連
絡
を
取
ら
せ
、
日
時
を
定
め
て
一
斉
に
攻
撃
し
、
李
特
を
討
ち
取
っ
た
。

こ
の
ほ
か
、『
隷
釈
』
巻
五
・
後
漢
巴
郡
太
守
張
納
碑
陰
に
よ
れ
ば
、
巴
郡
太
守
の
官
属
に

も
「
兵
曹
掾
」
の
官
名
が
見
え
る
。

（
四
四

）『
晋
書
』
巻
五
十
四
・
陸
機
伝
に
、

呉
王
晏
の
淮
南
に
出
鎭
す
る
や
、
機
を
以
て
郎
中
令
と
爲
し
、
尚
書
中
兵
郎
に
遷
り
、
殿

中
郎
に
轉
ず
。
趙
王
倫
執
政
す
る
や
、
引
き
て
相
國
參
軍
と
爲
す
。（
呉
王
晏
出
鎭
淮
南
、

以
機
爲
郎
中
令
、
遷
尚
書
中
兵
郎
、
轉
殿
中
郎
。
趙
王
倫
執
政
、
引
爲
相
國
參
軍
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
陸
機
（
呉
郡
の
人
、
二
六
一
～
三
〇
三
）
が
「
尚
書
中
兵
郎
」
に
任
官
し

て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
。

（
四
五

）
従
事
中
郎
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
用
意
す
る
。

（
四
六

）『
晋
書
』
巻
九
・
孝
武
帝
紀
・
太
元
十
七
年
（
三
九
二
年
）
十
一
月
癸
酉
の
条
に
、

黄
門
郎
の
殷
仲
堪
を
以
て
都
督
荊
益
梁
三
州
諸
軍
事
・
荊
州
刺
史
と
爲
す
。（
以
黄
門
郎

殷
仲
堪
爲
都
督
荊
益
梁
三
州
諸
軍
事
・
荊
州
刺
史
。）

と
あ
り
、
同
上
巻
八
十
四
・
殷
仲
堪
伝
に
、

孝
武
帝
召
し
て
太
子
中
庶
子
と
爲
し
、
甚
だ
相
親
愛
す
。
…
…
ま
た
黄
門
郎
を
領
し
、
寵

任
轉
た
隆
し
。
…
…
帝
は
會
稽
王
社
稷
の
臣
に
非
ざ
る
を
以
て
、
親
幸
す
る
所
を
擢
き
て

以
て
藩
捍
と
爲
さ
ん
と
し
、
乃
ち
仲
堪
に
都
督
荊
益
寧
三
州
軍
事
・
振
威
將
軍
・
荊
州
刺

史
ほ
授
け
、
節
を
假
し
、
江
陵
に
鎭
せ
し
む
。（
孝
武
帝
召
爲
太
子
中
庶
子
、
甚
相
親
愛
。

…
…
復
領
黄
門
郎
、
寵
任
轉
隆
。
…
…
帝
以
會
稽
王
非
社
稷
之
臣
、
擢
所
親
幸
以
爲
藩
捍
、

乃
授
仲
堪
都
督
荊
益
寧
三
州
軍
事
・
振
威
將
軍
・
荊
州
刺
史
、
假
節
、
鎭
江
陵
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
孝
武
帝
の
寵
臣
だ
っ
た
殷
仲
堪
（
陳
郡
の
人
、
？
～
三
九
九
）
は
荊
州
刺

史
に
任
ぜ
ら
れ
る
が
、
の
ち
桓
玄
に
敗
れ
て
殺
さ
れ
た
。

（
四
七

）
前
掲
嚴
書
、
前
掲
宮
崎
書
を
参
照
。

（
四
八

）『
宋
書
』
巻
二
・
武
帝
紀
中
に
、

（
義
煕
）
七
年
〔
四
一
一
年
〕
正
月
己
未
、
京
師
に
振
旅
す
。
…
…
是
に
於
い
て
改
め
て

太
尉
・
中
書
監
を
授
け
ら
れ
、
乃
ち
命
を
受
く
。
…
…
九
年
〔
四
一
三
年
〕
二
月
乙
丑
、

公
江
陵
よ
り
至
る
。
…
…
公
を
以
て
鎭
西
將
軍
・
豫
州
刺
史
を
領
せ
し
む
。
…
…
十
一
年

〔
四
一
五
年
〕
正
月
、
公
〔
劉
裕
を
さ
す
〕
休
之
の
子
文
寶
、
兄
の
子
文
祖
を
收
め
、
並

び
に
獄
に
死
を
賜
ひ
、
衆
軍
を
率
い
て
西
討
す
。
ま
た
黄
鉞
を
加
へ
、
荊
州
刺
史
を
領
す
。

…
…
十
二
年
〔
四
一
六
年
〕
正
月
、
…
…
平
北
將
軍
・
兗
州
刺
史
を
加
領
し
、
都
督
南
秦

を
増
し
、
凡
て
二
十
二
州
た
り
。
公
以
へ
ら
く
、「
平
北
の
文
武
は
寡
少
な
れ
ば
、
宜
し

く
別
に
置
く
べ
か
ら
ず
」
と
。
是
に
於
い
て
平
北
府
を
罷
め
、
以
て
大
府
に
併
す
。
…
…

會
々
羌
主
姚
興
死
し
、
子
の
泓
立
つ
も
、
兄
弟
相
殺
し
、
關
中
擾
亂
す
。
公
乃
ち
戒
嚴
し

て
北
討
せ
ん
と
し
、
征
西
將
軍
・
司
豫
二
州
刺
史
を
加
領
し
、
世
子
を
以
て
徐
兗
二
州
刺

史
と
爲
す
。（
七
年
正
月
己
未
、
振
旅
于
京
師
。
…
…
於
是
改
授
太
尉
・
中
書
監
、
乃
受

命
。
…
…
九
年
二
月
乙
丑
、
公
至
自
江
陵
。
…
…
以
公
領
鎭
西
將
軍
・
豫
州
刺
史
。
…
…

十
一
年
正
月
、
公
收
休
之
子
文
寶
・
兄
子
文
祖
、
並
於
獄
賜
死
、
率
衆
軍
西
討
。
復
加
黄

鉞
、
領
荊
州
刺
史
。
…
…
十
二
年
正
月
、
…
…
加
領
平
北
將
軍
・
兗
州
刺
史
、
増
都
督
南

秦
、
凡
二
十
二
州
。
公
以
平
北
文
武
寡
少
、
不
宜
別
置
。
於
是
罷
平
北
府
、
以
併
大
府
。

…
…
會
羌
主
姚
興
死
、
子
泓
立
、
兄
弟
相
殺
、
關
中
擾
亂
。
公
乃
戒
嚴
北
討
、
加
領
征
西

將
軍
・
司
豫
二
州
刺
史
、
以
世
子
爲
徐
兗
二
州
刺
史
。）
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と
あ
る
よ
う
に
、
劉
裕
は
権
力
確
立
の
過
程
に
お
い
て
、
西
府
（
＝
豫
州
都
督
府
）、
北
府

（
＝
徐
兗
二
州
都
督
府
）、
荊
州
都
督
府
な
ど
、
重
鎮
の
兵
権
を
掌
握
す
る
た
め
、
太
尉
、

相
国
な
ど
の
本
官
の
ほ
か
に
四
征
将
軍
を
兼
任
し
た
。
と
く
に
北
伐
（
四
一
六
年
）
の
直
前
、

「
平
北
將
軍
・
兗
州
刺
史
」、「
征
西
將
軍
・
司
豫
二
州
刺
史
」
を
領
す
る
が
、
同
上
巻
五
十

六
・
孔
琳
之
伝
に
、

義
煕
六
年
、
高
祖
の
平
西
將
軍
を
領
す
る
や
、
以
て
長
史
と
爲
し
、
大
司
馬
琅
邪
王
の
從

事
中
郎
た
り
。
ま
た
高
祖
の
平
北
・
征
西
長
史
に
除
せ
ら
れ
、
侍
中
に
遷
る
。
宋
臺
初
め

て
建
つ
や
、
宋
國
侍
中
に
除
せ
ら
る
。（
義
煕
六
年
、
高
祖
領
平
西
將
軍
、
以
爲
長
史
、

大
司
馬
琅
邪
王
從
事
中
郎
、
又
除
高
祖
平
北
・
征
西
長
史
、
遷
侍
中
。
宋
臺
初
建
、
除
宋

國
侍
中
。）

と
あ
り
、
ま
た
、
同
上
巻
六
十
・
王
准
之
伝
に
、

義
煕
の
初
め
、
ま
た
尚
書
中
兵
郎
と
爲
り
、
高
祖
の
車
騎
・
中
軍
軍
事
に
遷
り
、
丹
陽
丞
、

中
軍
・
太
尉
主
簿
た
り
、
出
で
て
山
陰
令
と
爲
る
。
…
…
ま
た
高
祖
の
鎭
西
・
平
北
・
太

尉
參
軍
と
爲
る
。（
義
煕
初
、
又
爲
尚
書
中
兵
郎
、
遷
參
高
祖
車
騎
・
中
軍
軍
事
、
丹
陽

丞
、
中
軍
・
太
尉
主
簿
、
出
爲
山
陰
令
。
…
…
又
爲
高
祖
鎭
西
・
平
北
・
太
尉
參
軍
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
沈
林
子
の
ほ
か
に
も
、
有
力
な
幕
僚
が
三
府
の
府
佐
を
兼
任
す
る
事
例
が

見
ら
れ
る
。

（
四
九

）『
宋
書
』
巻
五
・
文
帝
紀
に
、

關
中
平
定
し
、
高
祖
彭
城
に
還
る
や
、
ま
た
監
司
州
豫
州
之
淮
西
兗
州
之
陳
留
諸
軍
事
・

前
將
軍
・
司
州
刺
史
を
授
け
、（
使
）
持
節
た
る
こ
と
故
の
如
し
、
將
に
洛
陽
に
鎭
せ
ん

と
す
る
も
、
仍
り
て
改
め
て
都
督
荊
益
寧
雍
梁
秦
六
州
豫
州
之
河
南
廣
平
揚
州
之
義
成
松

滋
四
郡
諸
軍
事
・
西
中
郎
將
・
荊
州
刺
史
を
授
け
ら
れ
、（
使
）
持
節
た
る
こ
と
故
の
如

し
。（
關
中
平
定
、
高
祖
還
彭
城
、
又
授
監
司
州
豫
州
之
淮
西
兗
州
之
陳
留
諸
軍
事
・
前

將
軍
・
司
州
刺
史
、
持
節
如
故
、
將
鎭
洛
陽
、
仍
改
授
都
督
荊
益
寧
雍
梁
秦
六
州
豫
州
之

河
南
廣
平
揚
州
之
義
成
松
滋
四
郡
諸
軍
事
・
西
中
郎
將
・
荊
州
刺
史
、
持
節
如
故
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
劉
義
隆
は
、
晋
宋
革
命
の
直
前
、
荊
州
刺
史
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

（
五
〇

）『
宋
書
』
巻
六
十
八
・
武
二
王
伝
に
、

南
郡
王
義
宣
、
…
…
（
元
嘉
）
二
十
一
年
〔
四
四
四
年
〕、
乃
ち
義
宣
を
以
て
都
督
荊
雍

益
梁
寧
南
北
秦
七
州
諸
軍
事
・
車
騎
將
軍
・
荊
州
刺
史
と
し
、
持
節
・（
散
騎
）
常
侍
た

る
こ
と
故
の
如
し
。
…
…
司
空
に
進
位
し
、
侍
中
に
改
め
ら
れ
、
南
蠻
校
尉
を
領
す
。（
南

郡
王
義
宣
、
…
…
二
十
一
年
、
乃
以
義
宣
都
督
荊
雍
益
梁
寧
南
北
秦
七
州
諸
軍
事
・
車
騎

將
軍
・
荊
州
刺
史
、
持
節
・
常
侍
如
故
。
…
…
進
位
司
空
、
改
侍
中
、
領
南
蠻
校
尉
。）

と
あ
り
、
同
上
巻
五
・
文
帝
紀
・
元
嘉
二
十
五
年
（
四
四
八
年
）
六
月
丙
寅
の
条
に
、

車
騎
將
軍
・
荊
州
刺
史
南
譙
王
義
宣
を
し
て
司
空
に
進
位
せ
し
む
。（
車
騎
將
軍
・
荊
州

刺
史
南
譙
王
義
宣
進
位
司
空
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
元
嘉
二
十
一
年
、
劉
義
宣
（
四
一
五
～
四
五
四
）
は
荊
州
刺
史
に
任
ぜ
ら

れ
、
司
空
に
進
号
し
た
。

（
五
一

）『
宋
書
』
巻
七
十
九
・
文
五
王
伝
に
、

竟
陵
王
誕
、
字
は
休
文
、
文
帝
の
第
六
子
な
り
。
…
…
二
十
六
年
〔
四
四
九
年
〕、
出
で

て
都
督
雍
梁
南
北
秦
四
州
荊
州
之
竟
陵
隨
二
郡
諸
軍
事
・
後
將
軍
・
雍
州
刺
史
と
爲
る
。

（
竟
陵
王
誕
、
字
休
文
、
文
帝
第
六
子
也
。
…
…
二
十
六
年
、
出
爲
都
督
雍
梁
南
北
秦
四

州
荊
州
之
竟
陵
隨
二
郡
諸
軍
事
・
後
將
軍
・
雍
州
刺
史
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
劉
誕
は
、
元
嘉
二
十
六
年
、
雍
州
刺
史
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

（
五
二

）『
宋
書
』
巻
六
十
一
・
武
三
王
伝
に
、

衡
陽
文
王
義
季
、
…
…
（
元
嘉
）
九
年
、
使
持
節
・
都
督
南
徐
州
諸
軍
事
・
右
將
軍
・
南

徐
州
刺
史
に
遷
る
。
十
六
年
、
臨
川
王
義
慶
に
代
は
り
て
都
督
荊
湘
雍
益
梁
寧
南
北
秦
八

州
諸
軍
事
・
安
西
將
軍
・
荊
州
刺
史
た
り
、
持
節
す
る
こ
と
故
の
如
し
。（
衡
陽
文
王
義

季
、
…
…
九
年
、
遷
使
持
節
・
都
督
南
徐
州
諸
軍
事
・
右
將
軍
・
南
徐
州
刺
史
。
十
六
年
、

代
臨
川
王
義
慶
都
督
荊
湘
雍
益
梁
寧
南
北
秦
八
州
諸
軍
事
・
安
西
將
軍
・
荊
州
刺
史
、
持

節
如
故
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
劉
義
季
は
南
徐
州
刺
史
（
四
三
二
年
）、
荊
州
刺
史
（
四
三
九
年
）
を
歴

任
し
た
。

（
五
三

）『
宋
書
』
巻
九
十
九
・
二
凶
伝
に
、

濬
、
字
は
休
明
。
…
…
元
嘉
十
參
年
〔
四
三
六
年
〕、
年
八
歳
、
始
興
王
に
封
ぜ
ら
る
。

十
六
年
〔
四
三
九
年
〕、
都
督
湘
州
諸
軍
事
・
後
將
軍
・
湘
州
刺
史
た
り
。
仍
り
て
使
持

節
・
都
督
南
豫
豫
司
雍
并
五
州
諸
軍
事
・
南
豫
州
刺
史
に
遷
り
、
將
軍
た
る
こ
と
故
の
如

し
。
十
七
年
、〔
四
四
〇
年
〕
揚
州
刺
史
と
爲
り
、
將
軍
た
る
こ
と
如
故
、
佐
を
置
き
兵

を
領
す
。
十
九
年
〔
四
四
二
年
〕、
府
を
罷
む
。
…
…
二
十
六
年
〔
四
四
九
年
〕、
出
で
て

使
持
節
・
都
督
南
徐
兗
二
州
諸
軍
事
・
征
北
將
軍
・
開
府
儀
同
參
司
・
南
徐
兗
二
州
刺
史

と
爲
り
、（
散
騎
）
常
侍
た
る
こ
と
故
の
如
し
。（
濬
、
字
休
明
。
…
…
元
嘉
十
參
年
、
年

八
歳
、
封
始
興
王
。
十
六
年
、
都
督
湘
州
諸
軍
事
・
後
將
軍
・
湘
州
刺
史
。
仍
遷
使
持
節
・

都
督
南
豫
豫
司
雍
并
五
州
諸
軍
事
・
南
豫
州
刺
史
、
將
軍
如
故
。
十
七
年
、
爲
揚
州
刺
史
、
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將
軍
如
故
、
置
佐
領
兵
。
十
九
年
、
罷
府
。
二
十
一
年
、
加
散
騎
常
侍
、
進
號
中
軍
將
軍
。

…
…
二
十
六
年
、
出
爲
使
持
節
・
都
督
南
徐
兗
二
州
諸
軍
事
・
征
北
將
軍
・
開
府
儀
同
參

司
・
南
徐
兗
二
州
刺
史
、
常
侍
如
故
。）

と
あ
り
、
同
上
巻
五
・
文
帝
紀
・
元
嘉
十
七
年
十
二
月
戊
辰
の
条
に
、

南
豫
州
刺
史
の
始
興
王
濬
を
以
て
揚
州
刺
史
と
爲
す
。（
以
南
豫
州
刺
史
始
興
王
濬
爲
揚

州
刺
史
。）

と
あ
る
。
な
お
、
劉
濬
の
揚
州
刺
史
任
官
は
、
前
々
任
者
で
あ
る
彭
城
王
劉
義
康
の
失
脚
（
同

年
十
月
戊
午
）、
お
よ
び
そ
の
後
任
と
な
っ
た
殷
景
仁
の
急
死
（
同
年
十
一
月
癸
丑
）
に
と

も
な
う
人
事
で
あ
る
。

（
五
四

）『
宋
書
』
巻
六
・
孝
武
帝
紀
に
、

尋
遷
都
督
江
州
荊
州
之
江
夏
豫
州
之
西
陽
晉
煕
新
蔡
四
郡
諸
軍
事
・
南
中
郎
將
・
江
州
刺

史
、
持
節
如
故
。

と
あ
り
、
同
上
巻
五
・
文
帝
紀
・
元
嘉
二
十
八
年
六
月
壬
戌
の
条
に
、

以
北
中
郎
將
・
武
陵
王
駿
爲
江
州
刺
史
。

と
あ
る
よ
う
に
、
元
嘉
二
十
八
年
、
武
陵
王
劉
駿
（
四
三
〇
～
四
六
四
、
孝
武
帝
、
在
位
四

五
三
～
四
六
四
）
は
江
州
刺
史
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

（
五
五

）
前
掲
『
宋
書
』
二
凶
伝
。

（
五
六

）『
宋
書
』
巻
八
・
明
帝
紀
・
泰
始
三
年
（
四
六
七
年
）
三
月
丙
子
の
条
に
、

尚
書
左
僕
射
の
蔡
興
宗
を
以
て
安
西
將
軍
・
郢
州
刺
史
と
爲
す
。（
以
尚
書
左
僕
射
蔡
興

宗
爲
安
西
將
軍
・
郢
州
刺
史
。）

と
あ
り
、
同
上
・
泰
始
五
年
（
四
六
九
年
）
六
月
壬
申
の
条
に
、

安
西
將
軍
・
郢
州
刺
史
の
蔡
興
宗
を
以
て
鎭
東
將
軍
（
・
會
稽
太
守
）
と
爲
す
。（
以
安

西
將
軍
・
郢
州
刺
史
蔡
興
宗
爲
鎭
東
將
軍
）。

と
あ
り
、
同
上
・
泰
豫
元
年
（
四
七
二
年
）
四
月
己
亥
の
条
に
、

鎭
東
將
軍
の
蔡
興
宗
も
て
征
西
將
軍
・
開
府
儀
同
三
司
・
荊
州
刺
史
と
爲
す
。（
鎭
東
將

軍
蔡
興
宗
爲
征
西
將
軍
・
開
府
儀
同
三
司
・
荊
州
刺
史
。）

と
あ
り
、
同
上
巻
九
・
後
廢
帝
紀
・
泰
豫
元
年
閏
七
月
甲
辰
の
条
に
、

新
除
征
西
將
軍
・
開
府
儀
同
三
司
・
荊
州
刺
史
の
蔡
興
宗
を
以
て
中
書
監
・
光
祿
大
夫
と

爲
す
。（
以
新
除
征
西
將
軍
・
開
府
儀
同
三
司
・
荊
州
刺
史
蔡
興
宗
爲
中
書
監
・
光
祿
大

夫
。）

と
あ
り
、
同
上
・
八
月
戊
午
の
条
に
、

新
除
中
書
監
・
左
光
祿
大
夫
・
開
府
儀
同
三
司
の
蔡
興
宗
薨
ず
。（
新
除
中
書
監
・
左
光

祿
大
夫
・
開
府
儀
同
三
司
蔡
興
宗
薨
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
宋
末
、
蔡
興
宗
は
郢
州
刺
史
（
四
六
七
～
四
六
九
年
）、
都
督
浙
東
五
郡
・

會
稽
太
守
（
四
六
九
～
四
七
二
年
）、
荊
州
刺
史
（
四
七
二
年
）
を
歴
任
し
た
。
ま
た
、
同

上
・
元
徽
元
年
（
四
七
三
年
）
二
月
乙
亥
の
条
に
、

晉
煕
王
燮
を
以
て
郢
州
刺
史
と
爲
す
。（
以
晉
煕
王
燮
爲
郢
州
刺
史
。）

と
あ
り
、
同
上
・
二
年
七
月
庚
辰
の
条
に
、

征
虜
將
軍
・
郢
州
刺
史
の
晉
煕
王
燮
も
て
安
西
將
軍
に
進
號
せ
し
む
。（
征
虜
將
軍
・
郢

州
刺
史
晉
煕
王
燮
進
號
安
西
將
軍
。）

と
あ
り
、
同
上
巻
十
・
順
帝
紀
・
昇
明
元
年
（
四
七
七
年
）
七
月
丙
申
の
条
に
、

安
西
將
軍
・
郢
州
刺
史
の
晉
煕
王
燮
も
て
撫
軍
將
軍
・
揚
州
刺
史
と
爲
す
。（
安
西
將
軍
・

郢
州
刺
史
晉
煕
王
燮
爲
撫
軍
將
軍
・
揚
州
刺
史
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
劉
燮
は
郢
州
刺
史
（
四
七
三
～
四
七
七
年
）、
揚
州
刺
史
を
歴
任
し
た
。

な
お
、『
隋
書
』
巻
二
十
六
・
百
官
志
上
・
梁
十
八
班
に
よ
れ
ば
、
庶
姓
持
節
都
督
府
の
正

参
軍
は
流
外
七
班
、
記
室
参
軍
は
二
班
、
皇
弟
皇
子
府
の
行
参
軍
は
三
班
、
正
参
軍
は
四
班
、

記
室
参
軍
は
七
班
で
あ
る
か
ら
、
沈
約
の
遷
官
は
妥
当
で
あ
る
。
な
お
、『
梁
書
』
本
伝
に

記
述
は
な
い
が
、
沈
約
が
蔡
興
宗
の
鎮
東
将
軍
府
に
も
随
府
し
、
府
佐
に
任
官
し
た
こ
と
は

ほ
ぼ
ま
ち
が
い
な
い
。

（
五
七

）『
南
斉
書
』
巻
四
十
五
・
宗
室
伝
に
、

遙
光
、
字
は
元
暉
。
…
…
建
武
元
年
〔
四
九
四
年
〕、
以
て
持
節
・
都
督
揚
南
徐
二
州
諸

軍
事
・
前
將
軍
・
揚
州
刺
史
と
爲
す
。
…
…
二
年
、
撫
軍
將
軍
に
進
號
し
、
散
騎
常
侍
を

加
へ
ら
る
。
…
…
永
泰
元
年
〔
四
九
八
年
〕、
本
位
に
即
き
て
大
將
軍
と
爲
す
。（
遙
光
、

字
元
暉
。
…
…
建
武
元
年
、
以
爲
持
節
・
都
督
揚
南
徐
二
州
諸
軍
事
・
前
將
軍
・
揚
州
刺

史
。
…
…
二
年
、
進
號
撫
軍
將
軍
、
加
散
騎
常
侍
。
…
…
永
泰
元
年
、
即
本
位
爲
大
將
軍
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
南
斉
の
始
安
王
蕭
遙
光
は
、
明
帝
が
即
位
す
る
と
、
揚
州
刺
史
に
任
ぜ
ら

れ
、
さ
ら
に
撫
軍
大
将
軍
に
進
号
し
た
。

（
五
八

）
前
掲
拙
稿
「
梁
の
元
帝
集
団
と
荊
州
政
権
」
を
参
照
。

（
五
九

）
前
掲
拙
稿
「
南
朝
に
お
け
る
随
府
府
佐
」
を
参
照
。

（
六
〇

）
前
掲
拙
稿
「
梁
の
元
帝
集
団
と
荊
州
政
権
」
を
参
照
。

（
六
一

）
参
軍
事
起
家
に
つ
い
て
は
、
野
田
俊
昭
「
宋
斉
時
代
の
参
軍
起
家
と
梁
陳
時
代
の
蔭
制
」

（『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
第
二
十
五
号
、
一
九
九
七
年
）
を
参
照
。
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（
六
二

）
北
朝
の
事
例
で
あ
る
が
、『
魏
書
』
巻
四
十
三
・
房
法
壽
伝
に
、

士
隆
の
弟
士
達
、
…
…
時
に
京
兆
王
繼
大
將
軍
と
爲
り
、
關
右
に
出
鎭
し
、
其
の
名
を
聞

き
、
徴
し
て
騎
兵
參
軍
に
補
し
、
帳
内
統
軍
を
領
せ
し
む
。（
士
隆
弟
士
達
、
…
…
時
京

兆
王
繼
爲
大
將
軍
、
出
鎭
關
右
、
聞
其
名
、
徴
補
騎
兵
參
軍
、
領
帳
内
統
軍
。）

と
あ
り
、
同
上
巻
五
十
八
・
楊
播
伝
に
、

侃
、
字
は
士
業
。
…
…
年
三
十
一
に
し
て
、
華
陰
伯
を
襲
爵
す
。
太
尉
汝
南
王
悦
の
騎
兵

參
軍
に
釋
褐
す
。（
侃
、
字
士
業
。
…
…
年
三
十
一
、
襲
爵
華
陰
伯
。
釋
褐
太
尉
汝
南
王

悦
騎
兵
參
軍
。）

と
あ
り
、
同
上
巻
六
十
八
・
甄
琛
伝
に
、

琛
の
同
郡
〔
中
山
〕
の
張
纂
。
…
…
太
和
中
、
奉
朝
請
に
釋
褐
し
、
稍
く
伏
波
將
軍
・
任

城
王
澄
の
鎭
北
府
騎
兵
參
軍
に
遷
り
、
魏
昌
縣
令
を
帶
び
る
。（
琛
同
郡
張
纂
。
…
…
太

和
中
、
釋
褐
奉
朝
請
、
稍
遷
伏
波
將
軍
・
任
城
王
澄
鎭
北
府
騎
兵
參
軍
、
帶
魏
昌
縣
令
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
騎
兵
曹
は
正
参
軍
に
よ
る
署
事
が
一
般
的
だ
っ
た
。

（
六
三

）『
南
斉
書
』
巻
三
十
・
焦
度
伝
に
、

晉
煕
王
燮
の
防
閤
に
補
せ
ら
れ
、
征
虜
鎧
曹
行
參
軍
に
除
せ
ら
れ
、
隨
ひ
て
夏
口
に
鎭
す

〔
四
七
三
年
〕。（
補
晉
煕
王
燮
防
閤
、
除
征
虜
鎧
曹
行
參
軍
、
隨
鎭
夏
口
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
宋
末
、
焦
度
（
南
安
の
人
、
四
二
三
～
四
八
三
）
は
劉
燮
の
「
鎧
曹
行
參

軍
」
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
ま
た
、
北
朝
の
事
例
で
あ
る
が
、『
周
書
』
巻
三
十
四
・
裴
寛
伝
に
、

漢
、
字
は
仲
霄
。
…
…
大
統
五
年
〔
五
三
九
年
〕、
大
丞
相
府
の
士
曹
行
參
軍
に
除
せ
ら

れ
、
墨
曹
行
參
軍
に
補
せ
ら
る
。（
漢
、
字
仲
霄
。
…
…
大
統
五
年
、
除
大
丞
相
府
士
曹

行
參
軍
、
補
墨
曹
參
軍
〔
⇒
行
參
軍
〕。）

と
あ
る
よ
う
に
、
北
周
の
裴
漢
（
河
東
の
人
、
寛
の
弟
、
五
一
四
～
五
七
二
）
は
宇
文
泰
の

「
士
曹
行
参
軍
」「
墨
曹
行
參
軍
」
を
歴
任
し
た
。
鎧
曹
以
下
も
、『
南
斉
書
』
百
官
志
に
よ

る
か
ぎ
り
、
正
参
軍
の
署
曹
で
あ
る
。

（
六
四

）『
梁
書
』
巻
二
十
二
・
太
祖
五
王
伝
に
、

南
平
元
襄
王
偉
、
字
は
文
達
、
太
祖
の
第
八
子
な
り
。
…
…
建
安
郡
王
に
封
ぜ
ら
れ
、
食

邑
は
二
千
戸
。
…
…
（
天
監
）
六
年
〔
五
〇
七
年
〕、
使
持
節
・
都
督
揚
南
徐
二
州
諸
軍

事
・
右
將
軍
・
揚
州
刺
史
に
遷
り
、
未
だ
拜
せ
ず
し
て
、
中
權
將
軍
に
進
號
す
。
七
年
、

疾
を
以
て
表
し
て
州
を
解
き
、
侍
中
・
中
撫
軍
に
改
め
ら
れ
、
司
徒
の
事
を
知
す
。
九
年
、

護
軍
・
石
頭
戍
軍
事
に
遷
り
、
侍
中
・
將
軍
・
鼓
吹
は
故
の
如
し
。
其
の
年
、
出
で
て
使

持
節
・
散
騎
常
侍
・
都
督
江
州
諸
軍
事
・
鎭
南
將
軍
・
江
州
刺
史
と
爲
り
、
鼓
吹
は
故
の

如
し
。（
南
平
元
襄
王
偉
、
字
文
達
、
太
祖
第
八
子
也
。
…
…
封
建
安
郡
王
、
食
邑
二
千

戸
。
…
…
六
年
、
遷
使
持
節
・
都
督
揚
南
徐
二
州
諸
軍
事
・
右
軍
〔
軍
は
衍
字
〕
將
軍
・

揚
州
刺
史
、
未
拜
、
進
號
中
權
將
軍
。
七
年
、
以
疾
表
解
州
、
改
侍
中
・
中
撫
軍
・
知
司

徒
事
。
九
年
、
遷
護
軍
・
石
頭
戍
軍
事
、
侍
中
・
將
軍
・
鼓
吹
如
故
。
其
年
、
出
爲
使
持

節
・
散
騎
常
侍
・
都
督
江
州
諸
軍
事
・
鎭
南
將
軍
・
江
州
刺
史
、
鼓
吹
如
故
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
南
平
王
蕭
偉
は
、
初
め
建
安
王
に
封
ぜ
ら
れ
、
天
監
年
間
、
揚
州
刺
史
に

在
任
し
（
五
〇
七
～
五
〇
八
年
）、
護
軍
将
軍
な
ど
を
経
て
、
江
州
刺
史
に
転
じ
た
（
五
一

〇
年
）。

（
六
五

）『
梁
書
』
巻
二
十
二
・
太
祖
五
王
伝
に
、

臨
川
靖
惠
王
宏
、
字
は
宣
達
、
太
祖
の
第
六
子
な
り
。
…
…
天
監
元
年
〔
五
〇
二
年
〕、

臨
川
郡
王
に
封
ぜ
ら
れ
、
邑
は
二
千
戸
。
尋
い
で
使
持
節
・
散
騎
常
侍
・
都
督
揚
南
徐
州

諸
軍
事
・
後
將
軍
・
揚
州
刺
史
と
爲
る
。
…
…
六
年
夏
、
驃
騎
將
軍
・
開
府
儀
同
三
司
に

遷
り
、
侍
中
た
る
こ
と
故
の
如
し
。
其
の
年
、
司
徒
に
遷
り
、
太
子
太
傅
を
領
す
。
…
…

八
年
夏
、
使
持
節
・
都
督
揚
南
徐
二
州
諸
軍
事
・
司
空
・
揚
州
刺
史
と
爲
り
、
侍
中
た
る

こ
と
故
の
如
し
。
十
一
年
正
月
、
太
尉
と
爲
る
。
其
の
年
冬
、
公
事
を
以
て
驃
騎
大
將
軍
・

開
府
儀
同
三
司
之
儀
に
左
遷
さ
れ
、
侍
中
た
る
こ
と
故
の
如
し
。（
臨
川
靖
惠
王
宏
、
字

宣
達
、
太
祖
第
六
子
也
。
…
…
天
監
元
年
、
封
臨
川
郡
王
、
邑
二
千
戸
。
尋
爲
使
持
節
・

散
騎
常
侍
・
都
督
揚
南
徐
州
諸
軍
事
・
後
將
軍
・
揚
州
刺
史
。
…
…
六
年
夏
、
遷
驃
騎
將

軍
・
開
府
儀
同
三
司
、
侍
中
如
故
。
其
年
、
遷
司
徒
、
領
太
子
太
傅
。
…
…
八
年
夏
、
爲

使
持
節
・
都
督
揚
南
徐
二
州
諸
軍
事
・
司
空
・
揚
州
刺
史
、
侍
中
如
故
。〔
十
一
年
正
月
、

爲
太
尉
。〕
其
年
冬
、
以
公
事
左
遷
驃
騎
大
將
軍
・
開
府
儀
同
三
司
之
儀
、
侍
中
如
故
。）

と
あ
る
よ
う
に
（「
十
一
年
正
月
爲
太
尉
」
の
句
は
『
南
史
』
巻
五
十
一
・
梁
宗
室
伝
上
に

よ
っ
て
補
う
）、
臨
川
王
蕭
宏
は
、
梁
の
建
国
以
後
、
揚
州
刺
史
な
ど
の
宰
相
職
を
歴
任
す

る
が
、
し
ば
し
ば
不
祥
事
を
起
こ
し
て
降
格
さ
れ
た
た
め
、
二
度
（
五
〇
七
年
、
五
一
二
～

五
一
三
年
）、
驃
騎
将
軍
に
任
官
し
て
い
る
。

（
六
六

）『
梁
書
』
巻
二
十
二
・
太
祖
五
王
伝
に
、

安
成
康
王
秀
、
字
は
彦
達
、
太
祖
の
第
七
子
な
り
。
…
…
（
七
年
）
尋
い
で
都
督
荊
湘
雍

益
寧
南
北
梁
南
北
秦
九
州
諸
軍
事
・
平
西
將
軍
・
荊
州
刺
史
に
遷
る
。
其
の
年
、
安
西
將

軍
に
進
號
す
。
…
…
十
一
年
、
徴
さ
れ
て
侍
中
・
中
衞
將
軍
と
爲
り
、
宗
正
卿
・
石
頭
戍

事
を
領
す
。（
安
成
康
王
秀
、
字
彦
達
、
太
祖
第
七
子
也
。
…
…
尋
遷
都
督
荊
湘
雍
益
寧

南
北
梁
南
北
秦
九
州
諸
軍
事
・
平
西
將
軍
・
荊
州
刺
史
。
其
年
、
遷
號
〔
⇒
進
號
〕
安
西
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將
軍
。
…
…
十
一
年
、
徴
爲
侍
中
・
中
衞
將
軍
、
領
宗
正
卿
・
石
頭
戍
事
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
安
成
王
蕭
秀
は
、
天
監
年
間
、
安
西
将
軍
・
荊
州
刺
史
に
在
任
し
た
（
五

〇
八
～
五
一
二
年
）。

（
六
七

）『
周
書
』
巻
四
十
八
・
蕭
詧
伝
に
、

梁
の
普
通
六
年
〔
五
二
五
年
〕、
曲
江
縣
公
に
封
ぜ
ら
る
。
中
大
通
三
年
〔
五
三
一
年
〕、

岳
陽
郡
王
に
進
封
す
。
宣
惠
將
軍
、
知
石
頭
戍
事
、
琅
邪
彭
城
二
郡
太
守
、
東
揚
州
刺
史

を
歴
官
す
。
…
…
中
大
同
元
年
〔
五
四
六
年
〕、
持
節
・
都
督
雍
梁
東
益
南
北
秦
五
州
郢

州
之
竟
陵
司
州
之
隨
郡
諸
軍
事
・
西
中
郎
將
・
領
寧
蠻
校
尉
・
雍
州
刺
史
に
除
せ
ら
る
。

（
梁
普
通
六
年
、
封
曲
江
縣
公
。
中
大
通
三
年
、
進
封
岳
陽
郡
王
。
歴
官
宣
惠
將
軍
、
知

石
頭
戍
事
、
琅
邪
彭
城
二
郡
太
守
、
東
揚
州
刺
史
。
…
…
中
大
同
元
年
、
除
持
節
・
都
督

雍
梁
東
益
南
北
秦
五
州
郢
州
之
竟
陵
司
州
之
隨
郡
諸
軍
事
・
西
中
郎
將
・
領
寧
蠻
校
尉
・

雍
州
刺
史
。）

と
あ
り
、『
梁
書
』
巻
三
・
武
帝
紀
下
・
大
同
四
年
（
五
三
八
年
）
七
月
己
未
の
条
に
、

南
琅
邪
彭
城
二
郡
太
守
の
岳
陽
王
詧
を
以
て
東
揚
州
刺
史
と
爲
す
。（
以
南
琅
邪
彭
城
二

郡
太
守
岳
陽
王
詧
爲
東
揚
州
刺
史
。）

と
あ
り
、
同
上
・
中
大
同
元
年
秋
七
月
辛
酉
の
条
に
、

武
昌
王
灯
を
以
て
東
揚
州
刺
史
と
爲
す
。（
以
武
昌
王
灯
爲
東
揚
州
刺
史
。）

と
あ
り
、
同
上
・
十
月
乙
亥
の
条
に
、

前
の
東
揚
州
刺
史
の
岳
陽
王
詧
を
以
て
雍
州
刺
史
と
爲
す
。（
以
前
東
揚
州
刺
史
岳
陽
王

詧
爲
雍
州
刺
史
。）

と
あ
る
。
な
お
、
蕭
詧
が
寧
遠
将
軍
（
十
三
班
）
に
任
官
し
た
こ
と
は
、
現
存
史
料
か
ら
確

認
で
き
な
い
が
、
梁
の
皇
子
皇
孫
が
寧
遠
将
軍
に
起
家
し
た
後
、
軽
車
将
軍
（
十
四
班
）
な

ど
を
経
て
、
四
中
郎
将
（
十
七
班
）、
宣
恵
将
軍
（
同
上
）
に
進
号
す
る
事
例
は
多
く
、
蕭

詧
も
こ
の
よ
う
な
遷
官
コ
ー
ス
を
進
ん
だ
可
能
性
は
高
い
。

（
六
八

）『
晋
書
』
巻
七
十
四
・
桓
彝
伝
に
、

脩
、
字
は
承
祖
。
…
…
玄
執
政
す
る
や
、
脩
を
以
て
都
督
六
州
・
右
將
軍
・
徐
兗
二
州
刺

史
と
し
、
節
を
假
す
。
尋
い
で
撫
軍
將
軍
に
進
み
、
散
騎
常
侍
を
加
へ
ら
る
。
玄
簒
ふ
や
、

以
て
撫
軍
大
將
軍
と
爲
し
、
安
成
王
に
封
ず
。
劉
裕
の
義
旗
起
ち
、
こ
れ
を
斬
る
。（
脩
、

字
承
祖
。
…
…
玄
執
政
、
以
脩
都
督
六
州
・
右
將
軍
・
徐
兗
二
州
刺
史
、
假
節
。
尋
進
撫

軍
將
軍
、
加
散
騎
常
侍
。
玄
簒
、
以
爲
撫
軍
大
將
軍
、
封
安
成
王
。
劉
裕
義
旗
起
、
斬
之
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
桓
玄
は
桓
脩
（
桓
沖
の
子
、
？
～
四
〇
四
）
を
京
口
に
駐
屯
さ
せ
、
北
府

を
制
御
し
よ
う
と
し
た
。

（
六
九

）『
宋
書
』
巻
九
十
五
・
索
虜
伝
に
、

（
景
平
元
年
三
月
）
嗣
ま
た
鄴
よ
り
萬
餘
人
を
遣
は
し
て
白
沙
口
よ
り
河
を
過
ぎ
り
、
濮

陽
城
南
の
寒
泉
に
壘
を
築
か
し
む
。（
嗣
又
於
鄴
遣
萬
餘
人
從
白
沙
口
過
河
、
於
濮
陽
城

南
寒
泉
築
壘
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
宋
の
初
め
（
四
二
四
年
）、
北
魏
軍
は
河
北
の
鄴
か
ら
南
下
し
、「
白
沙
口
」

か
ら
黄
河
を
渡
り
、
河
南
に
侵
攻
し
た
。『
資
治
通
鑑
』
巻
八
十
五
・
晋
紀
七
・
恵
帝
太
安

二
年
（
三
〇
三
年
）
八
月
の
条
・
胡
三
省
注
に
、

白
沙
は
鄴
城
の
東
南
に
在
り
。（
白
沙
在
鄴
城
東
南
。）

と
あ
り
、
同
上
巻
百
十
九
・
宋
紀
一
・
營
陽
王
景
平
元
年
三
月
の
条
・
胡
三
省
注
に
、

濮
陽
の
對
岸
は
則
ち
頓
丘
の
境
。
白
沙
は
當
に
今
の
澶
州
の
界
に
在
る
べ
し
。（
濮
陽
對

岸
則
頓
丘
之
境
。
白
沙
當
在
今
澶
州
之
界
。）

と
あ
る
よ
う
に
、「
白
沙
口
」
は
魏
郡
鄴
県
の
東
南
、
す
な
わ
ち
東
郡
濮
陽
県
（
黄
河
の
南

岸
）
の
対
岸
に
位
置
す
る
渡
津
（
渡
し
場
）
だ
っ
た
ら
し
い
。『
水
経
注
』
巻
九
・
淇
水
に
、

淇
水
ま
た
南
の
か
た
枋
堰
を
歴
す
。
舊
の
淇
水
口
、
東
の
か
た
流
れ
て
黎
陽
縣
の
界
を
逕

ぎ
り
、
南
の
か
た
河
に
入
る
。
…
…
漢
の
建
安
九
年
、
魏
武
王
水
口
に
大
枋
木
を
下
し
て

以
て
堰
を
成
し
、
淇
水
を
遏
ぎ
り
、
東
の
か
た
白
溝
に
入
り
、
以
て
漕
運
を
通
ぜ
し
む
。

故
に
時
人
其
の
處
を
號
し
て
枋
頭
と
爲
す
。（
淇
水
又
南
歴
枋
堰
、
舊
淇
水
口
、
東
流
逕

黎
陽
縣
界
、
南
入
河
。
…
…
漢
建
安
九
年
、
魏
武
王
于
水
口
下
大
枋
木
以
成
堰
、
遏
淇
水
、

東
入
白
溝
、
以
通
漕
運
。
故
時
人
號
其
處
爲
枋
頭
。）

と
あ
り
、『
元
和
郡
県
図
志
』
巻
二
十
・
河
北
道
一
・
衞
州
衞
県
に
、

枋
頭
故
城
。
縣
の
東
一
里
に
在
り
。
建
安
九
年
、
魏
武
淇
水
口
に
在
り
、
大
枋
木
を
下
し

て
堰
を
爲
り
、
淇
水
を
遏
り
、
白
渠
に
入
ら
し
め
、
以
て
運
漕
を
開
く
。
故
に
其
の
處
を

號
し
て
枋
頭
と
爲
す
。（
枋
頭
故
城
。
在
縣
東
一
里
。
建
安
九
年
、
魏
武
在
淇
水
口
、
下

大
枋
木
爲
堰
、
遏
淇
水
、
令
入
白
渠
、
以
開
運
漕
。
故
號
其
處
爲
枋
頭
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
太
行
山
脈
か
ら
南
流
し
て
黄
河
に
注
ぐ
淇
水
と
、
河
北
に
通
じ
る
「
白
溝
」

も
し
く
は
「
白
渠
」
と
い
う
運
河
の
合
流
点
を
「
枋
頭
」
と
い
う
。
建
安
九
年
（
二
一
四
年
）、

曹
操
が
淇
水
と
白
溝
を
結
ぶ
た
め
、「
淇
水
口
」
を
大
木
に
よ
っ
て
堰
き
と
め
た
こ
と
に
因

む
。
白
沙
口
も
白
溝
（
ま
た
は
白
渠
）
に
因
ん
で
付
け
ら
れ
た
淇
水
口
の
別
名
な
の
だ
ろ
う
。

『
資
治
通
鑑
』
巻
八
十
八
・
晋
紀
十
・
懷
帝
永
嘉
六
年
（
三
一
二
年
）
の
条
に
、

（
六
月
）
東
燕
に
至
り
、
汲
郡
の
向
冰
と
い
ふ
も
の
衆
數
千
を
聚
め
、
枋
頭
に
壁
す
る
を
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聞
き
、
勒
將
に
河
を
濟
ら
ん
と
す
る
も
、
冰
こ
れ
を
邀
ふ
を
恐
る
。
…
…
秋
七
月
、
勒
は

支
雄
・
孔
萇
を
し
て
文
石
津
よ
り
筏
を
縛
り
潛
か
に
渡
り
、
其
の
船
を
取
ら
し
む
。
勒
兵

を
引
き
棘
津
よ
り
河
を
濟
り
、
冰
を
撃
ち
、
こ
れ
を
大
破
す
。（
至
東
燕
、
聞
汲
郡
向
冰

聚
衆
數
千
、
壁
枋
頭
、
勒
將
濟
河
、
恐
冰
邀
之
。
…
…
秋
七
月
、
勒
使
支
雄
・
孔
萇
自
文

石
津
縛
筏
潛
渡
、
取
其
船
。
勒
引
兵
自
棘
津
濟
河
、
撃
冰
、
大
破
之
。）

と
あ
り
、
石
勒
が
河
北
に
帰
還
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
土
豪
の
向
冰
が
枋
頭
に
「
壁
」
を
築

き
、
渡
河
を
阻
ん
で
い
た
と
い
う
よ
う
に
、
西
晋
以
降
、
交
通
・
軍
事
の
要
衝
と
し
て
争
奪

の
的
と
な
っ
た
。

（
七
〇

）「
營
」
は
伝
統
的
な
城
郭
都
市
で
は
な
く
、「
塢
」「
壁
」「
塁
」「
屯
・
邨
（
＝
村
）」「
固
」

な
ど
と
同
様
に
、
山
林
叢
沢
に
営
ま
れ
た
新
興
集
落
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
。
西
晋
末
、
陽

翟
県
内
に
官
民
が
村
塢
を
建
設
し
て
い
た
こ
と
は
、
同
上
巻
六
十
三
・
李
矩
伝
に
、

（
元
）
帝
踐
阼
す
る
に
及
び
、
以
て
都
督
司
州
諸
軍
事
・
司
州
刺
史
と
爲
し
、
平
陽
縣
侯

に
改
封
し
、（
安
西
）
將
軍
た
る
こ
と
故
の
如
し
。
…
…
矩
乃
ち
郭
誦
を
表
し
て
揚
武
將

軍
・
陽
翟
令
と
爲
し
、
水
に
阻
み
て
壘
を
築
き
、
且
つ
耕
し
且
つ
守
ら
し
め
、
賊
を
滅
ぼ

す
の
計
を
爲
さ
ん
と
す
。（
及
帝
踐
阼
、
以
爲
都
督
司
州
諸
軍
事
・
司
州
刺
史
、
改
封
平

陽
縣
侯
、
將
軍
如
故
。
…
…
矩
乃
表
郭
誦
爲
揚
武
將
軍
・
陽
翟
令
、
阻
水
築
壘
、
且
耕
且

守
、
爲
滅
賊
之
計
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
李
矩
（
平
陽
の
人
、
？
～
三
二
五
頃
）
が
甥
の
郭
誦
を
陽
翟
令
に
任
命
し
、

河
川
を
利
用
し
て
「
壘
」
を
作
ら
せ
、
拠
点
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。

（
七
一

）
前
掲
嚴
書
を
参
照
。

（
七
二

）『
宋
書
』
巻
四
十
四
・
謝
晦
伝
・
檄
京
邑
文
に
、

い
ま
南
蠻
司
馬
・
寧
遠
將
軍
の
庾
登
之
を
遣
は
し
、
參
軍
事
・
建
武
將
軍
・
建
平
太
守
の

安
泰
、
宣
威
將
軍
の
昭
弘
宗
、
參
軍
事
・
宣
威
將
軍
の
王
紹
之
ら
、
精
鋭
一
萬
を
統
べ
、

前
鋒
も
て
討
を
致
さ
し
む
。
南
蠻
參
軍
・
振
武
將
軍
の
魏
像
を
し
て
、
參
軍
事
・
宣
威
將

軍
の
陳
珍
の
虎
旅
二
千
、參
軍
事
・
建
威
將
軍
・
新
興
太
守
の
賀
愔
の
甲
卒
參
千
を
統
べ
、

相
係
り
て
道
を
取
ら
し
む
。
南
蠻
參
軍
・
振
威
將
軍
郭
卓
の
鐵
騎
二
千
は
、
水
歩
齊
舉
す
。

大
軍
參
萬
、
駱
驛
電
邁
す
。
行
冠
軍
將
軍
・
竟
陵
内
史
・
河
東
内
史
の
謝
遯
、
建
威
將
軍
・

南
平
太
守
の
謝
世
猷
の
驍
勇
一
萬
を
し
て
、
江
陵
を
留
守
せ
し
む
。
參
軍
・
長
寧
太
守
竇

應
期
の
歩
騎
五
千
に
分
命
し
、
直
ち
に
義
陽
に
出
で
し
め
、
司
馬
・
建
威
將
軍
・
行
南
義

陽
太
守
の
周
超
之
し
て
司
馬
・
振
武
將
軍
の
胡
崇
之
の
精
捍
一
萬
を
統
べ
、
北
の
か
た
高

陽
に
出
で
し
め
、
長
兼
行
參
軍
・
寧
遠
將
軍
の
朱
澹
之
の
歩
騎
五
千
を
し
て
、
西
の
か
た

雁
塞
に
出
で
し
む
。（
今
遣
南
蠻
司
馬
・
寧
遠
將
軍
庾
登
之
統
參
軍
事
・
建
武
將
軍
・
建

平
太
守
安
泰
、
宣
威
將
軍
昭
弘
宗
、
參
軍
事
・
宣
威
將
軍
王
紹
之
等
、
精
鋭
一
萬
、
前
鋒

致
討
。
南
蠻
參
軍
・
振
武
將
軍
魏
像
統
參
軍
事
・
宣
威
將
軍
陳
珍
虎
旅
二
千
、
參
軍
事
・

建
威
將
軍
・
新
興
太
守
賀
愔
甲
卒
參
千
、
相
係
取
道
。
南
蠻
參
軍
・
振
威
將
軍
郭
卓
鐵
騎

二
千
、
水
歩
齊
舉
。
大
軍
參
萬
、
駱
驛
電
邁
。
行
冠
軍
將
軍
・
竟
陵
内
史
・
河
東
内
史
謝

遯
、
建
威
將
軍
・
南
平
太
守
謝
世
猷
驍
勇
一
萬
、
留
守
江
陵
。
分
命
參
軍
・
長
寧
太
守
竇

應
期
歩
騎
五
千
、
直
出
義
陽
。
司
馬
・
建
威
將
軍
・
行
南
義
陽
太
守
周
超
之
統
軍
司
馬
・

振
武
將
軍
胡
崇
之
精
捍
一
萬
、
北
出
高
陽
、
長
兼
行
參
軍
・
寧
遠
將
軍
朱
澹
之
歩
騎
五
千
、

西
出
雁
塞
。）

と
あ
る
。

（
七
三

）『
宋
書
』
巻
八
十
四
・
鄧
琬
伝
に
、

乃
ち
牙
を
桑
尾
に
建
て
、
京
師
に
傳
檄
し
て
曰
は
く
、「
…
…
い
ま
輔
國
將
軍
・
諮
議
領

中
直
兵
の
孫
沖
之
、
龍
驤
將
軍
の
陳
紹
宗
を
遣
は
し
、
螭
虎
の
士
、
組
甲
二
萬
を
率
い
て
、

流
れ
に
沿
ひ
て
電
發
し
、
逕
ち
に
白
下
を
取
ら
し
む
。
龍
驤
將
軍
・
領
中
直
兵
の
薛
常
寶
、

建
威
將
軍
・
領
中
直
兵
の
沈
懷
寶
を
し
て
、
長
戟
萬
刃
、
羽
騎
千
羣
も
て
、
徑
ち
に
南
州

に
出
で
、
直
ち
に
朱
雀
に
造
ら
し
む
。
寧
朔
將
軍
・
諮
議
領
中
直
兵
の
陶
亮
、
龍
驤
將
軍

の
焦
度
を
し
て
、
中
黄
の
旅
、
梟
雄
參
萬
を
統
べ
、
風
の
ご
と
く
江
介
を
掩
ひ
、
雲
の
ご

と
く
石
頭
に
臨
ま
し
む
。
建
威
將
軍
の
張
洌
、
龍
驤
將
軍
の
何
休
明
を
し
て
、
育
・
獲
の

徒
、
勁
捍
の
卒
を
提
げ
、
金
陵
に
邪
趨
し
、
北
の
か
た
閶
闔
を
指
さ
し
む
。
龍
驤
將
軍
の

張
係
伯
、
龍
驤
將
軍
の
陳
慶
を
し
て
、
輕
鋭
五
千
、
強
弩
一
萬
を
勒
し
、
班
瀆
に
飛
鋒
し
、

西
明
に
齊
會
せ
し
む
。
冠
軍
將
軍
・
尋
陽
内
史
の
鄧
琬
を
し
て
、
湘
・
雍
の
兵
、
勇
敢
四

萬
を
撮
り
、
律
を
授
け
て
威
を
總
べ
、
京
邑
に
飆
集
せ
し
む
。
征
虜
將
軍
・
領
府
司
馬
の

張
悦
を
し
て
、
蒼
兕
千
艘
、
水
軍
五
萬
も
て
、
大
い
に
羣
校
を
董
べ
、
絡
繹
し
て
道
に
繼

が
し
む
。
冠
軍
將
軍
・
豫
章
内
史
の
劉
衍
、
寧
朔
將
軍
・
武
昌
太
守
の
劉
弼
、
建
威
將
軍
・

領
中
直
兵
・
晉
煕
太
守
の
閻
湛
之
を
し
て
、
み
な
境
を
掃
い
兵
に
勝
ち
、
誠
を
薦
め
て
效

を
請
は
し
む
。（
乃
建
牙
於
桑
尾
、
傳
檄
京
師
曰
、
…
…
今
遣
輔
國
將
軍
・
諮
議
領
中
直

兵
孫
沖
之
、
龍
驤
將
軍
陳
紹
宗
、
率
螭
虎
之
士
、
組
甲
二
萬
、
沿
流
電
發
、
逕
取
白
下
。

龍
驤
將
軍
・
領
中
直
兵
薛
常
寶
、
建
威
將
軍
・
領
中
直
兵
沈
懷
寶
、
長
戟
萬
刃
、
羽
騎
千

羣
、
徑
出
南
州
、
直
造
朱
雀
。
寧
朔
將
軍
・
諮
議
領
中
直
兵
陶
亮
、
龍
驤
將
軍
焦
度
、
總

中
黄
之
旅
、
梟
雄
參
萬
、
風
掩
江
介
、
雲
臨
石
頭
。
建
威
將
軍
張
洌
、
龍
驤
將
軍
何
休
明
、

提
育
・
獲
之
徒
、
勁
捍
之
卒
、
邪
趨
金
陵
、
北
指
閶
闔
。
龍
驤
將
軍
張
係
伯
、
龍
驤
將
軍
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陳
慶
、
勒
輕
鋭
五
千
、
強
弩
一
萬
、
飛
鋒
班
瀆
、
齊
會
西
明
。
冠
軍
將
軍
・
尋
陽
内
史
鄧

琬
、
撮
湘
・
雍
之
兵
、
勇
敢
四
萬
、
授
律
總
威
、
飆
集
京
邑
。
征
虜
將
軍
・
領
府
司
馬
張

悦
、
蒼
兕
千
艘
、
水
軍
五
萬
、
大
董
羣
校
、
絡
繹
繼
道
。
冠
軍
將
軍
・
豫
章
内
史
劉
衍
、

寧
朔
將
軍
・
武
昌
太
守
劉
弼
、
建
威
將
軍
・
領
中
直
兵
・
晉
煕
太
守
閻
湛
之
、
皆
掃
境
勝

兵
、
薦
誠
請
效
。）

と
あ
る
。

（
七
四

）『
宋
書
』
巻
七
十
四
・
沈
攸
之
伝
に
、

（
昇
明
元
年
、
四
七
七
年
）
十
二
月
十
二
日
、
攸
之
、
其
の
輔
國
將
軍
・
中
兵
參
軍
・
督

前
鋒
諸
軍
事
の
孫
同
を
し
て
、
寧
朔
將
軍
・
中
兵
參
軍
の
武
寶
、
龍
驤
將
軍
・
騎
兵
參
軍

の
朱
君
抜
、
寧
朔
將
軍
の
沈
慧
眞
、
龍
驤
將
軍
・
中
兵
參
軍
の
王
道
起
を
率
い
し
む
。
ま

た
司
馬
・
冠
軍
將
軍
の
劉
攘
兵
を
遣
は
し
て
、
寧
朔
將
軍
・
外
兵
參
軍
の
公
孫
方
平
、
龍

驤
將
軍
・
騎
兵
參
軍
の
朱
靈
寶
、
龍
驤
將
軍
・
騎
兵
參
軍
の
沈
僧
敬
、
龍
驤
將
軍
の
高
茂

を
率
い
し
む
。
ま
た
輔
國
將
軍
・
中
兵
參
軍
の
王
靈
秀
、
輔
國
將
軍
・
中
兵
參
軍
の
丁
珍

東
を
遣
は
し
て
、
寧
朔
將
軍
・
中
兵
參
軍
の
王
珍
之
、
寧
朔
將
軍
・
外
兵
參
軍
の
楊
景
穆

を
率
い
し
め
、
相
繼
い
で
倶
に
下
ら
し
む
。
攸
之
自
ら
輔
國
將
軍
・
録
事
參
軍
兼
司
馬
の

武
茂
宗
、
輔
國
將
軍
・
中
兵
參
軍
の
沈
韶
、
寧
朔
將
軍
・
中
兵
參
軍
の
皇
甫
賢
、
寧
朔
將

軍
・
中
兵
參
軍
の
胡
欽
之
、
龍
驤
將
軍
・
中
兵
參
軍
の
東
門
道
順
を
率
い
て
、
閏
十
二
月

四
日
、
夏
口
に
至
る
。（
十
二
月
十
二
日
、
攸
之
其
輔
國
將
軍
・
中
兵
參
軍
・
督
前
鋒
諸

軍
事
孫
同
、
率
寧
朔
將
軍
・
中
兵
參
軍
武
寶
、
龍
驤
將
軍
・
騎
兵
參
軍
朱
君
抜
、
寧
朔
將

軍
沈
慧
眞
、
龍
驤
將
軍
・
中
兵
參
軍
王
道
起
。
又
遣
司
馬
・
冠
軍
將
軍
劉
攘
兵
、
率
寧
朔

將
軍
・
外
兵
參
軍
公
孫
方
平
、
龍
驤
將
軍
・
騎
兵
參
軍
朱
靈
寶
、
龍
驤
將
軍
・
騎
兵
參
軍

沈
僧
敬
、
龍
驤
將
軍
高
茂
。
又
遣
輔
國
將
軍
・
中
兵
參
軍
王
靈
秀
、
輔
國
將
軍
・
中
兵
參

軍
丁
珍
東
、
率
寧
朔
將
軍
・
中
兵
參
軍
王
珍
之
、
寧
朔
將
軍
・
外
兵
參
軍
楊
景
穆
、
相
繼

倶
下
。
攸
之
自
率
輔
國
將
軍
・
録
事
參
軍
兼
司
馬
武
茂
宗
、
輔
國
將
軍
・
中
兵
參
軍
沈
韶
、

寧
朔
將
軍
・
中
兵
參
軍
皇
甫
賢
、
寧
朔
將
軍
・
中
兵
參
軍
胡
欽
之
、
龍
驤
將
軍
・
中
兵
參

軍
東
門
道
順
、
閏
十
二
月
四
日
至
夏
口
。）

と
あ
る
。

（
七
五

）『
南
斉
書
』
巻
三
十
八
・
蕭
赤
斧
伝
に
、

子
の
穎
胄
爵
を
襲
ふ
。
…
…
和
帝
の
荊
州
と
爲
る
や
、
穎
胄
を
以
て
冠
軍
將
軍
・
西
中
郎

長
史
・
南
郡
太
守
・
行
荊
州
府
州
事
と
爲
す
。
…
…
（
永
元
二
年
）
十
二
月
、
移
檄
す
ら

く
、「
西
中
郎
府
長
史
・
都
督
行
留
諸
軍
事
・
右
將
軍
・
南
郡
太
守
・
南
豐
縣
開
國
侯
の

蕭
穎
胄
、
司
馬
・
征
虜
將
軍
・
新
興
太
守
の
夏
侯
詳
、
京
邑
の
百
官
、
諸
州
郡
の
牧
守
に

告
ぐ
。
…
…
い
ま
冠
軍
將
軍
・
西
中
郎
諮
議
・
領
中
直
兵
參
軍
・
軍
主
の
楊
公
則
、
寧
朔

將
軍
・
領
中
兵
參
軍
・
軍
主
の
王
法
度
、
冠
軍
將
軍
・
諮
議
參
軍
・
軍
主
の
龐
翽
、
輔
國

將
軍
・
諮
議
參
軍
・
領
別
駕
・
軍
主
の
宗
夬
、
輔
國
將
軍
・
諮
議
參
軍
・
軍
主
の
樂
藹
ら

に
命
じ
、
勁
卒
參
萬
を
領
せ
し
め
、
…
…
冠
軍
將
軍
・
領
諮
議
・
中
直
兵
參
軍
・
軍
主
の

蔡
道
恭
、
輔
國
將
軍
・
中
直
兵
參
軍
・
右
軍
府
司
馬
・
軍
主
の
席
闡
文
、
輔
國
將
軍
・
中

直
兵
參
軍
・
軍
主
の
任
漾
之
、寧
朔
將
軍
・
中
直
兵
參
軍
・
軍
主
の
韓
孝
仁
、寧
朔
將
軍
・

中
直
兵
參
軍
・
軍
主
の
朱
斌
、
中
直
兵
參
軍
・
軍
主
の
宗
冰
之
、
建
威
將
軍
・
中
直
兵
參

軍
・
軍
主
の
朱
景
舒
、
寧
朔
將
軍
・
中
直
兵
參
軍
・
軍
主
の
庾
域
、
寧
遠
將
軍
・
軍
主
の

庾
略
ら
を
し
て
、
被
甲
二
萬
（
を
領
せ
し
め
）、
…
…
輔
國
將
軍
・
武
寧
太
守
・
軍
主
の

鄧
元
起
、
輔
國
將
軍
・
前
軍
將
軍
・
軍
主
の
王
世
興
ら
を
し
て
、
鐵
騎
一
萬
（
を
領
せ
し

め
）、
…
…
征
虜
將
軍
・
領
司
馬
・
新
興
太
守
の
夏
侯
詳
、
寧
朔
將
軍
・
諮
議
參
軍
・
軍

主
の
柳
忱
、
寧
朔
將
軍
・
領
中
兵
參
軍
・
軍
主
の
劉
孝
慶
、
建
威
將
軍
・
軍
主
・
江
陵
令

の
江
詮
ら
を
し
て
、
組
甲
五
萬
を
帥
い
し
む
…
…
」
と
。（
子
穎
胄
襲
爵
。
…
…
和
帝
爲

荊
州
、
以
穎
胄
爲
冠
軍
將
軍
・
西
中
郎
長
史
・
南
郡
太
守
・
行
荊
州
府
州
事
。
…
…
十
二

月
、
移
檄
。
西
中
郎
府
長
史
・
都
督
行
留
諸
軍
事
・
右
軍
〔
軍
は
衍
字
〕
將
軍
・
南
郡
太

守
・
南
豐
縣
開
國
侯
蕭
穎
胄
、
司
馬
・
征
虜
將
軍
・
新
興
太
守
夏
侯
詳
告
京
邑
百
官
・
諸

州
郡
牧
守
。
…
…
今
命
冠
軍
將
軍
・
西
中
郎
諮
議
・
領
中
直
兵
參
軍
・
軍
主
楊
公
則
、
寧

朔
將
軍
・
領
中
兵
參
軍
・
軍
主
王
法
度
、
冠
軍
將
軍
・
諮
議
參
軍
・
軍
主
龐
翽
、
輔
國
將

軍
・
諮
議
參
軍
・
領
別
駕
・
軍
主
宗
夬
、
輔
國
將
軍
・
諮
議
參
軍
・
軍
主
樂
藹
等
、
領
勁

卒
參
萬
、
…
…
冠
軍
將
軍
・
領
諮
議
・
中
直
兵
參
軍
・
軍
主
蔡
道
恭
、
輔
國
將
軍
・
中
直

兵
參
軍
・
右
軍
府
司
馬
・
軍
主
席
闡
文
、
輔
國
將
軍
・
中
直
兵
參
軍
・
軍
主
任
漾
之
、
寧

朔
將
軍
・
中
直
兵
參
軍
・
軍
主
韓
孝
仁
、
寧
朔
將
軍
・
中
直
兵
參
軍
・
軍
主
朱
斌
、
中
直

兵
參
軍
・
軍
主
宗
冰
之
、
建
威
將
軍
・
中
直
兵
參
軍
・
軍
主
朱
景
舒
、
寧
朔
將
軍
・
中
直

兵
參
軍
・
軍
主
庾
域
、
寧
遠
將
軍
・
軍
主
庾
略
等
、
被
甲
二
萬
、
…
…
輔
國
將
軍
・
武
寧

太
守
・
軍
主
鄧
元
起
、
輔
國
將
軍
・
前
軍
將
軍
・
軍
主
王
世
興
等
、
鐵
騎
一
萬
、
…
…
征

虜
將
軍
・
領
司
馬
・
新
興
太
守
夏
侯
詳
、
寧
朔
將
軍
・
諮
議
參
軍
・
軍
主
柳
忱
、
寧
朔
將

軍
・
領
中
兵
參
軍
・
軍
主
劉
孝
慶
、
建
威
將
軍
・
軍
主
・
江
陵
令
江
詮
等
、
帥
組
甲
五
萬
。

…
…
）

と
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、『
宋
書
』
巻
九
十
九
・
元
凶
伝
に
、

世
祖
京
邑
に
檄
し
て
曰
は
く
、「
…
…
い
ま
冠
軍
將
軍
・
領
諮
議
・
中
直
兵
の
柳
元
景
、
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寧
朔
將
軍
・
領
中
直
兵
の
馬
文
恭
ら
に
命
じ
て
勁
卒
參
萬
を
統
べ
、
風
の
ご
と
く
馳
せ
て

徑
ち
に
石
頭
に
造
り
、
分
か
ち
て
白
下
に
趨
か
し
む
。
輔
國
將
軍
・
領
諮
議
・
中
直
兵
の

宗
慤
ら
を
し
て
甲
楯
二
萬
を
勒
せ
し
め
、
征
虜
將
軍
・
領
司
馬
・
武
昌
内
史
の
沈
慶
之
ら

を
し
て
壯
勇
五
萬
を
領
し
、
相
尋
い
で
路
に
就
か
し
む
。（
世
祖
檄
京
邑
曰
、
…
…
今
命

冠
軍
將
軍
・
領
諮
議
・
中
直
兵
柳
元
景
、寧
朔
將
軍
・
領
中
直
兵
馬
文
恭
等
統
勁
卒
參
萬
、

風
馳
徑
造
石
頭
、
分
趨
白
下
。
輔
國
將
軍
・
領
諮
議
・
中
直
兵
宗
慤
等
勒
甲
楯
二
萬
、
征

虜
將
軍
・
領
司
馬
・
武
昌
内
史
沈
慶
之
等
領
壯
勇
五
萬
、
相
尋
就
路
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
孝
武
帝
入
討
の
際
（
四
五
二
年
）、
先
鋒
と
な
っ
た
諮
議
参
軍
・
領
中
直

兵
の
柳
元
景
は
三
品
の
「
冠
軍
將
軍
」、
お
な
じ
く
宗
慤
は
三
品
の
「
輔
國
將
軍
」、
中
直
兵

参
軍
の
馬
文
恭
は
四
品
の
「
寧
朔
將
軍
」
を
帯
び
、
司
馬
の
沈
慶
之
は
三
品
の
「
征
虜
將
軍
」

だ
っ
た
。

（
七
六

）
王
僧
辯
が
任
官
し
た
と
さ
れ
る
「
雲
騎
將
軍
」、「
雄
信
將
軍
」
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。

『
隋
書
』
巻
二
十
六
・
百
官
志
上
に
、

智
威
・
仁
威
・
勇
威
・
信
威
・
嚴
威
、
十
六
班
と
爲
す
。〔
舊
の
征
虜
に
代
へ
る
。〕
智
武
・

仁
武
・
勇
武
・
信
武
・
嚴
武
、
十
五
班
と
爲
す
。〔
舊
の
冠
軍
に
代
へ
る
。〕
十
號
も
て
一

品
と
爲
す
。
い
わ
ゆ
る
五
德
將
軍
な
り
。
輕
車
・
征
遠
・
鎭
朔
・
武
旅
・
貞
毅
、
十
四
班

と
爲
す
。〔
舊
の
輔
國
に
代
へ
る
。〕
寧
遠
・
明
威
・
振
遠
・
電
耀
・
威
耀
、
十
三
班
と
爲

す
。〔
舊
の
寧
朔
に
代
へ
る
。〕
十
號
も
て
一
品
と
爲
す
。
…
…
掃
狄
・
雄
信
・
掃
虜
・
武

鋭
・
摧
鋒
、
九
班
と
爲
す
。
…
…
略
遠
・
貞
威
・
決
勝
・
開
遠
・
光
野
、
八
班
と
爲
す
。

…
…
凡
て
十
品
、
二
十
四
班
。
ま
た
班
多
き
を
以
て
貴
と
爲
す
。（
智
威
・
仁
威
・
勇
威
・

信
威
・
嚴
威
、
爲
十
六
班
。〔
代
舊
征
虜
。〕
智
武
・
仁
武
・
勇
武
・
信
武
・
嚴
武
、
爲
十

五
班
。〔
代
舊
冠
軍
。〕
十
號
爲
一
品
。
所
謂
五
德
將
軍
也
。
輕
車
・
征
遠
・
鎭
朔
・
武
旅
・

貞
毅
、
爲
十
四
班
。〔
代
舊
輔
國
。〕
寧
遠
・
明
威
・
振
遠
・
電
耀
・
威
耀
、
爲
十
三
班
。

〔
代
舊
寧
朔
。〕
十
號
爲
一
品
。
…
…
掃
狄
・
雄
信
・
掃
虜
・
武
鋭
・
摧
鋒
、
爲
九
班
。

…
…
略
遠
・
貞
威
・
決
勝
・
開
遠
・
光
野
、
爲
八
班
。
…
…
凡
十
品
、
二
十
四
班
。
亦
以

班
多
爲
貴
。）

と
あ
る
よ
う
に
（
カ
ッ
コ
内
は
割
注
）、「
雄
信
將
軍
」
は
十
四
班
の
貞
毅
、
十
三
班
の
振
遠

よ
り
も
下
位
の
「
九
班
」
で
あ
る
か
ら
、
誤
記
の
可
能
性
が
高
い
。
ま
ず
、『
梁
書
』
本
伝

の
「
代
柳
仲
禮
爲
竟
陵
太
守
、
改
號
雄
信
將
軍
」
の
一
文
そ
の
も
の
が
、
誤
っ
て
現
在
の
位

置
に
紛
れ
込
ん
だ
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
王
僧
辯
が
「
貞
毅
將
軍
・
武
寧
太
守
」
か
ら
「
雄

信
將
軍
・
竟
陵
太
守
」
に
遷
り
、
さ
ら
に
「
振
遠
將
軍
・
廣
平
太
守
」
に
転
じ
た
と
い
う
な

ら
、
軍
号
と
班
位
の
矛
盾
は
解
消
さ
れ
る
。
し
か
し
、『
資
治
通
鑑
』
巻
百
六
十
一
・
梁
紀

十
七
・
武
帝
太
清
二
年
（
五
四
八
年
）
十
二
月
の
条
に
、

湘
東
王
繹
は
世
子
の
方
等
を
遣
は
し
歩
騎
一
萬
を
將
い
て
建
康
に
入
援
せ
し
め
、
庚
子
、

公
安
を
發
つ
。
繹
ま
た
竟
陵
太
守
の
王
僧
辯
を
遣
は
し
舟
師
萬
人
を
將
い
て
漢
川
よ
り
出

で
、
糧
を
載
せ
て
東
下
せ
し
む
。（
湘
東
王
繹
遣
世
子
方
等
將
歩
騎
一
萬
入
援
建
康
、
庚

子
、
發
公
安
。
繹
又
遣
竟
陵
太
守
王
僧
辯
將
舟
師
萬
人
出
自
漢
川
、
載
糧
東
下
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
侯
景
の
乱
が
勃
発
し
た
と
き
、
王
僧
辯
は
「
竟
陵
太
守
」
に
在
任
し
て
い

た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
か
ら
、
上
記
の
解
釈
は
成
立
し
な
い
。
次
に
、「
信
」
の
文
字
を
手
が

か
り
に
す
れ
ば
、「
五
德
將
軍
」
の
う
ち
、
十
五
班
の
「
信
武
」、
も
し
く
は
十
六
班
の
「
信

威
」
が
有
力
な
候
補
に
な
る
。『
梁
書
』
巻
二
十
四
・
蕭
景
〔
⇒
蕭
昺
〕
伝
に
、

尋
い
で
出
で
て
使
持
節
・
督
雍
梁
南
北
秦
郢
州
之
竟
陵
司
州
之
隨
郡
諸
軍
事
・
信
武
將

軍
・
寧
蠻
校
尉
・
雍
州
刺
史
と
爲
る
〔
五
〇
八
年
〕。
…
…
（
天
監
）
十
二
年
〔
五
一
三

年
〕、
ま
た
使
持
節
・
督
南
北
兗
北
徐
青
冀
五
州
諸
軍
事
・
信
威
將
軍
・
南
兗
州
刺
史
と

爲
る
。（
尋
出
爲
使
持
節
・
督
雍
梁
南
北
秦
郢
州
之
竟
陵
司
州
之
隨
郡
諸
軍
事
・
信
武
將

軍
・
寧
蠻
校
尉
・
雍
州
刺
史
。
…
…
十
二
年
、
復
爲
使
持
節
・
督
南
北
兗
北
徐
青
冀
五
州

諸
軍
事
・
信
威
將
軍
・
南
兗
州
刺
史
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
信
武
・
信
威
な
ど
の
五
徳
将
軍
は
、
都
督
府
長
官
の
軍
号
と
し
て
用
い
ら

れ
た
が
、
同
上
巻
二
十
八
・
夏
侯
亶
伝
に
、

（
天
監
）
十
五
年
〔
五
一
六
年
〕、
出
で
て
信
武
將
軍
・
安
西
長
史
〔
府
主
は
郢
州
刺
史

の
安
成
王
蕭
秀
〕・
江
夏
太
守
と
爲
る
。（
十
五
年
、
出
爲
信
武
將
軍
・
安
西
長
史
・
江
夏

太
守
。）

と
あ
り
、
同
上
巻
十
八
・
馮
道
根
伝
に
、

（
天
監
）
十
三
年
〔
五
一
四
年
〕、
出
で
て
信
武
將
軍
・
宣
惠
司
馬
〔
＝
府
主
は
荊
州
刺

史
の
晉
安
王
蕭
綱
〕・
新
興
永
寧
二
郡
太
守
と
爲
る
。（
十
三
年
、
出
爲
信
武
將
軍
・
宣
惠

司
馬
・
新
興
永
寧
二
郡
太
守
。）

と
あ
り
、
同
上
巻
十
七
・
張
齊
伝
に
、

（
天
監
）
十
七
年
〔
五
一
八
年
〕、
持
節
・
都
督
南
梁
州
諸
軍
事
・
智
武
將
軍
・
南
梁
州

刺
史
遷
る
。
普
通
四
年
、
信
武
將
軍
・
征
西
鄱
陽
王
司
馬
〔
＝
府
主
は
荊
州
刺
史
の
鄱
陽

王
蕭
恢
〕・
新
興
永
寧
二
郡
太
守
に
遷
る
。（
十
七
年
、
遷
持
節
・
都
督
南
梁
州
諸
軍
事
・

智
武
將
軍
・
南
梁
州
刺
史
。
普
通
四
年
、
遷
信
武
將
軍
・
征
西
鄱
陽
王
司
馬
・
新
興
永
寧

二
郡
太
守
。）
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と
あ
る
よ
う
に
、
荊
州
の
よ
う
な
重
鎮
の
都
督
府
長
史
・
司
馬
、
お
よ
び
郡
太
守
が
帯
領
す

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
荊
州
都
督
府
の
上
佐
（
諮
議
参
軍
な
い
し
司
馬
）
だ
っ
た
王
僧
辯
が
、

信
武
将
軍
（
も
し
く
は
信
威
将
軍
）
を
加
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
極
め
て
高
い
。

い
っ
ぽ
う
、「
雲
騎
將
軍
」
は
、『
梁
書
』
巻
二
・
武
帝
紀
中
・
天
監
六
年
五
月
己
巳
の
条
に
、

中
衞
・
中
權
將
軍
を
置
き
、
驍
騎
を
改
め
て
雲
騎
と
爲
し
、
游
撃
も
て
游
騎
と
爲
す
。（
己

巳
置
中
衞
・
中
權
將
軍
、
改
驍
騎
爲
雲
騎
、
游
撃
爲
游
騎
。）

と
あ
り
、『
隋
書
』
巻
二
十
六
・
百
官
志
上
に
、

天
監
六
年
、
左
右
驍
騎
・
左
右
游
撃
將
軍
を
置
き
、
位
は
二
率
に
視
す
。
舊
の
驍
騎
を
改

め
て
雲
騎
と
曰
ひ
、
游
撃
も
て
游
騎
と
曰
ひ
、
左
右
驍
・
游
に
降
る
こ
と
一
階
。（
天
監

六
年
、
置
左
右
驍
騎
・
左
右
游
撃
將
軍
、
位
視
二
率
。
改
舊
驍
騎
曰
雲
騎
、
游
撃
曰
游
騎
、

降
左
右
驍
・
游
一
階
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
旧
来
の
驍
騎
将
軍
を
改
称
し
た
も
の
で
、
親
衛
隊
を
統
率
す
る
内
号
将
軍

で
あ
る
か
ら
、荊
州
都
督
府
に
勤
務
す
る
王
僧
辯
が
兼
領
し
て
い
た
可
能
性
は
ゼ
ロ
に
近
い
。

と
な
れ
ば
、「
雲
」「
騎
」
の
文
字
を
含
む
、
他
の
軍
号
の
誤
記
と
み
る
の
が
順
当
な
解
釈
だ

ろ
う
。
さ
し
あ
た
り
、
十
八
班
の
「
雲
麾
」（『
隋
書
』
百
官
志
上
、
以
下
お
な
じ
）、
十
二

班
の
「
武
騎
」、
十
一
班
の
「
羽
騎
」「
突
騎
」、
六
班
の
「
鐵
騎
」、
四
班
の
「
彫
騎
」
な
ど

が
候
補
に
あ
げ
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
貞
毅
（
十
四
班
）
と
振
遠
（
十
三
班
）
の
間
に
位
置

す
る
軍
号
と
し
て
は
適
当
で
は
な
い
。
ま
た
、
大
通
三
年
〔
五
二
九
年
〕
に
改
定
さ
れ
た
四

十
四
班
二
百
四
十
号
（『
隋
書
』
百
官
志
上
）
に
は
、「
雲
旗
」「
雲
勇
」
と
い
う
軍
号
が
見

え
る
。
正
確
な
班
位
は
不
明
だ
が
、
両
号
と
も
に
五
徳
将
軍
な
い
し
振
遠
将
軍
よ
り
も
下
位

に
表
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
や
は
り
可
能
性
は
低
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、『
梁
書
』
王

僧
辯
伝
の
「
雲
騎
將
軍
」
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
、
十
三
～
十
四
班
の
い
ず
れ
か
の
軍
号
の
誤

記
と
い
う
以
上
、
軍
号
を
特
定
す
る
の
は
難
し
い
。
な
お
、
王
僧
辯
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙

稿
「
梁
の
元
帝
集
団
と
荊
州
政
権
」
を
参
照
。

（
七
七

）『
隋
書
』
巻
二
十
六
・
百
官
志
上
に
よ
れ
ば
、
金
威
将
軍
、
招
遠
将
軍
と
も
に
、
梁
の
二

十
四
班
百
二
十
号
将
軍
で
は
「
二
班
」、
陳
の
九
品
二
百
三
十
七
号
将
軍
で
は
「
第
九
品
」

に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
。

（
七
八

）『
隋
書
』
巻
三
十
五
・
経
籍
志
四
・
集
部
に
、

陳
左
衞
將
軍
顧
野
王
集
十
九
巻
。

と
あ
り
、『
新
唐
書
』
巻
五
十
七
・
芸
文
志
一
・
甲
部
・
小
学
類
に
、

顧
野
王
玉
篇
三
十
巻
。

と
あ
り
、
同
上
巻
五
十
八
・
芸
文
志
二
・
乙
部
・
正
史
類
に
、

顧
野
王
陳
書
三
巻
。

と
あ
り
、
同
上
・
地
理
類
に
、

顧
野
王
輿
地
志
三
十
巻
。
又
十
國
都
城
記
十
巻
。

と
あ
り
、
同
上
巻
五
十
九
・
芸
文
志
三
・
丙
部
・
雑
家
類
に
、

顧
野
王
符
瑞
圖
十
巻
。
又
祥
瑞
圖
十
巻
。

と
あ
る
よ
う
に
、
史
書
・
地
誌
・
符
瑞
な
ど
、
幅
広
い
分
野
の
著
作
が
あ
っ
た
。
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表
Ⅰ

梁
十
八
班
制
に
お
け
る
府
州
と
王
国
（
『
隋
書
』
巻
二
十
六

百
官
志
上
に
拠
る
）

皇

弟

皇

子

嗣

王

蕃

王

庶

姓

府

州

国

府

州

国

府

国

公

府

持
節
府

流
内
十
班

長
史
司
馬

揚
州
別
駕

九
班

従
事
中
郎

揚
州
治
中

長
史
司
馬

長
史
司
馬

諮
議
参
軍

八
班

掾

属

南
徐
別
駕

従
事
中
郎

長
史
司
馬

従
事
中
郎

長
史
司
馬

諮
議
参
軍

諮
議
参
軍

七
班

中
録
記
直

南
徐
治
中

諮
議
参
軍

六
班

功
曹
史

荊
州
別
駕

掾

属

掾

属

諮
議
参
軍

録
記
中
兵

揚
州
主
簿
？

中
録
記
直

中
録
記
直

五
班

主

簿

湘
州
別
駕

郎
中
令

功
曹
史

荊
州
別
駕

中
録
記
直

功
曹
史

荊
州
治
中

録
記
中
兵

録
記
中
兵

四
班

正
参
軍

北
徐
別
駕

大

農

主

簿

湘
州
別
駕

郎
中
令

功
曹
史

主

簿

湘
州
治
中

荊
州
治
中

録
記
中
兵

三
班

祭

酒

越
州
別
駕

中

尉

正
参
軍

北
徐
別
駕

大

農

主

簿

郎
中
令

正
参
軍

中
録
記
直

行
参
軍

北
徐
治
中

湘
州
治
中

二
班

越
州
治
中

常

侍

祭

酒

越
州
別
駕

中

尉

正
参
軍

大

農

祭

酒

功
曹
史

荊
州
主
簿

行
参
軍

北
徐
治
中

行
参
軍

録
記
中
兵

一
班

湘
州
主
簿

侍

郎

越
州
治
中

常

侍

行
参
軍

中

尉

主

簿

荊
州
主
簿

流
外
七
班

長
兼
参
軍

北
徐
主
簿

三

軍

湘
州
主
簿

侍

郎

常

侍

正
参
軍

六
班

参
軍
督
護

越
州
主
簿

典
書
令

長
兼
参
軍

北
徐
主
簿

三

軍

侍

郎

長
兼
参
軍

板
正
参
軍

五
班

東
曹
督
護

三

令

参
軍
督
護

越
州
主
簿

典
書
令

長
兼
参
軍

三

軍

参
軍
督
護

行
参
軍

功
曹
督
護

四
班

功
曹
督
護

三

令

参
軍
督
護

典
書
令

功
曹
督
護

板
行
参
軍

三
班

功
曹
督
護

三

令

長
兼
参
軍

二
班

参
軍
督
護

一
班

功
曹
督
護

参軍事の研究
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〔
略
称
〕
中
録
記
直
＝
中
録
事
参
軍
、
中
記
室
参
軍
、
中
直
兵
参
軍

録
記
中
兵
＝
録
事
参
軍
、
記
室
参
軍
、
中
兵
参
軍

荊

州
＝
荊
江
雍
郢
南
兗
五
州

湘

州
＝
湘
豫
司
益
廣
青
衡
七
州

北

徐
＝
北
徐
北
兗
梁
交
南
梁
五
州

越

州
＝
越
桂
寧
霍
四
州

三

軍
＝
上
軍
将
軍
、
中
軍
将
軍
、
下
軍
将
軍

三

令
＝
典
祠
令
、
学
官
令
、
典
衛
令

〔
附
記
〕
①
従
事
中
郎
、
掾
属
、
祭
酒
は
公
府
の
場
合
の
み
置
か
れ
る
。

②
揚
州
・
南
徐
州
の
州
官
の
班
位
は
府
主
の
身
分
に
左
右
さ
れ
な
い
。

③
蕃
王
と
庶
姓
の
荊
州
以
下
の
州
官
の
班
位
は
、
嗣
王
に
同
じ
。

表
Ⅱ

漢
六
朝
に
お
け
る
公
府
官
属
の
員
数
（
『
続
漢
書
』
百
官
志
一
、
『
宋
書
』
百
官
志
上
に
拠
る
）

後

漢

西

晋

東

晋

南

朝

太

傅

太

尉

司

徒

司

空

大
将
軍

位
従
公

領

兵

持
節
都
督

位
従
公

領

兵

加

崇

長

史

１

１

１

１

１

１

１

２

司

馬

１

１

１

２

従
事
中
郎

２

１

２

４

主

簿

１

１

２

掾

属

５

２

４

24

24

31

29

29

祭

酒

２

２

記

室

督

１

参

軍

６

無
員

舎

人

４

２



表Ⅲ 諸曹掾属と諸曹参軍（『宋書』巻三十九 百官志上に拠る） ●設置 ×なし

時期 後 漢 司馬師 司馬昭 西 晋 司馬孚 楊 駿 司馬倫 司馬睿 南 朝

諸曹 掾 属 掾 属 掾 属 掾 属 掾 属 掾 属 掾 属 参 軍 参 軍

―― 諮議 ●
―― 録事 ●
―― 記室 ●
西曹 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ×
東曹 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ×
度支 ● ×
戸曹 ● ● ● ● ② ● ● ● ● ● ● ●
右戸 ―― ●
奏曹 ● ● ● ● ―― ――
辞曹 ● ● ―― ――
法曹 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
尉曹 ● ● ―― ――
賊曹 ● ● ● ● ② ● ● ● ● ● ● ×
―― ―― 長流
―― ―― 刑獄
―― ―― 城局
決曹 ● ● ―― ――
兵曹 ● ● ● ● ● ● ③ ③ ③ ● ×
―― 中兵 ●
―― 外兵 ●
―― 騎兵 ●
―― 典兵 ×
金曹 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
倉曹 ● ● ● ② ● ● ● ● ● ● ●
―― 理曹 ×
水曹 ● ● ● ● ● ● ―― ●
―― 運曹 ×
―― 禁防 ●
―― 典賓 ×
騎曹 ● ② ● ―― ――
―― 騎士 ×
車曹 ● ● ● ● ● ● ×
鎧曹 ● ● ● ● ● ● ● ●
集曹 ● ● ● ● ● ―― ●
―― 墨曹 ●
戎曹 ● ● ● ● ―― ――
馬曹 ● ● ● ● ―― ――
媒曹 ● ―― ――
士曹 ● ● ● ● ● ●
営軍 ● ● ● ● ―― ――
刺姦 ● ● ● ● ―― ――
田曹 ● ● ● ● ●
散 ⑨
不明 １

小計 12 12 10 0 13 29 2 3 2 8 2 18 20 20

合計 24人 10人 42人 5人 10人 20人 40人 25曹 21曹

注１）司馬師＝大将軍府(252-255)、司馬昭＝相国府(263-265)、司馬孚＝太宰府(265)、
楊駿＝太傅府(290-291)、司馬倫＝相国府(300)、司馬睿＝丞相府。

２）諸曹掾属の定員は原則１。複数の定員は数字で表示。兵曹の３員は、中兵曹・左兵曹・右兵曹。
３）諸曹参軍は定員なし。なお、諮議・録事・記室は厳密に言えば、曹ではない。



表Ⅳ 東晋南朝における諸曹参軍の変遷（『宋書』巻 39百官志上に拠る）●設置 ×なし

元帝丞相府 東晋新設 劉裕相国府 劉宋軍府 劉宋小府 南斉軍府

諮議参軍 ● 二員 無定員 ● ● ●二人

録事参軍 ● ● ● ●

記室参軍 ● ● ● ●

東曹参軍 ● × × ×

西曹参軍 ● × × ×

度支参軍 ● × × ×

戸曹参軍 ● ● ● ●

法曹参軍 ● ● ● ●

金曹参軍 ● × × ×

倉曹参軍 ● ● ● ●

理曹参軍 ● × × ×

中兵参軍 ● 中直兵参軍 ● ● ●

―――― 直兵参軍 ※中兵に統合 ―――― ―――― ――――

外兵参軍 ● ● ● ●

騎兵参軍 ● ● ● ●

典兵参軍 ● × × ×

兵曹参軍 ● × × ×

賊曹参軍 ● 長流参軍 ● × ●

※三曹に分離 刑獄参軍 ● ● ●

城局参軍 ● ● ●

運曹参軍 ● × × ×

禁防参軍 ● × ● ×

典賓参軍 ● × × ×

鎧曹参軍 ● ● ● ●

田曹参軍 ● ● ● ●

士曹参軍 ● ● ● ×

騎士参軍 ● × × ×

車曹参軍 ● ● ● ×

―――― 水曹参軍 ● ● ●

―――― 右戸参軍 ● ● ●

―――― 墨曹参軍 ● ● ●

―――― 集曹参軍 ● ● ●



表Ⅴ 魏晋南朝における尚書列曹の変遷（『宋書』巻 39百官志上に拠る）

魏 西晋 江左初 康穆以後 宋高祖初 太祖～明帝 南斉

直 事 ● ×
殿 中 ● ● ● ● ● 左僕射
祠 部 ● ● ● ● ● 祠部
儀 曹 ● ● ● ● ● 祠部
吏 部 ● ● ● ● ● 吏部
三 公 ● ● ● ● ● 吏部
比 部 ● ● ● ● ● 吏部
金 部 ● ● ● ● ● 度支
倉 部 ● ● ● ● ● 度支
度 支 ● ● ● ● ● 度支
都 官 ○ ● ● ● ● 都官
二千石 ● ● ×
民 曹 ●
功 論 ○ 都官
刪 定 ○ 吏部
左 民 ● ● ● ● 左民
右 民 ● ● × ×
虞 曹 ● ●
農 部
屯 田 ● ×
起 部 ● ● ● →× ● ● 度支
水 部 ● ● →× ● ● 都官
左主客 ● 主 客 ● →× ● ● 左僕射
右主客 ● ● ―――
駕 部 ● ● ● ● 左民
車 部 ● ● ×
庫 部 ● ● ● ● 都官
中 兵 ● ――― 中 兵 ● ● ● 五兵
左中兵 ――― ● ――― ――― ――― ――― ―――
右中兵 ――― ● ――― ――― ――― ――― ―――
外 兵 ● ――― ● ● ● 五兵
左外兵 ――― ● ――― ――― ――― ―――
右外兵 ――― ● ――― ――― ――― ―――
別 兵 ● ● ×
都 兵 ● ● × ● ×
騎 兵 ○ ● ×
左 士 ● ● ×
右 士 ● ×
北主客 ●
南主客 ●
考 功 ●
定 科 ●
運 曹 ○ ×

合 計 23→ 25 35曹 18→ 15 19曹 20曹 20曹



表Ⅵ 参軍の他官兼任

人 名 本貫 時 期 府 主 参 軍 兼 任 官 出 典

宋 殷 琰 陳郡 四六八年 王景文 鎮南諮議参軍 少府卿 宋 87本伝

王逡之 琅邪 四七〇年 山陽王劉休祐 驃騎参軍 治書侍御史 斉 52文学伝

斉 陶季直 丹陽 四九四年 宣城王蕭鸞 驃騎諮議参軍 尚書左丞 梁 52止足伝

梁 卞 華 濟陰 臨川王蕭宏 参軍 国子助教 梁 48儒林伝

安成王蕭秀 参軍 五経博士

庾於陵 潁川 臨川王蕭宏 驃騎録事参軍 中書舎人 梁 49文学伝上

蕭子雲 蘭陵 廬陵王蕭績 北中郎諮議参軍 尚書左丞 梁 35蕭子恪伝

司馬褧 河内 湘東王蕭繹？ 鎮南諮議参軍 中書舎人 梁 40本伝

傅 岐 北地 南康王蕭績 行参軍 尚書金部郎 梁 40本伝

岳陽王蕭詧 寧遠記室参軍 中書舎人

武陵王蕭紀？ 安西中記室参軍 〃

湘東王蕭繹？ 鎮南諮議参軍 〃

何思澄 東海 湘東王蕭繹 安西録事参軍 東宮通事舎人 梁 50文学伝下

劉 杳 平原 湘東王蕭繹 宣惠記室参軍 東宮通事舎人 〃 〃

〃 平西諮議参軍 〃

謝 徴 陳郡 豫章王蕭綜 記室参軍 中書舎人 梁 50文学伝下

〃 平北諮議参軍 〃・鴻臚卿

許 亨 高陽 諸王 安東行参軍 太常博士 陳 34文学伝

武陵王蕭紀 征西中記室参軍 太常丞

庾 持 潁川 河東王蕭譽 行参軍 尚書郎 陳 34文学伝

邵陵王蕭綸 鎮東記室参軍 建康令

姚 察 呉興 南郡王蕭大連 行参軍 尚書駕部郎 陳 27本伝

杜之偉 呉郡 南康王蕭會理 墨曹参軍 太学博士 陳 34文学伝

陳 沈不害 呉興 五六〇年 衡陽王陳伯信 中記室参軍 嘉徳殿学士 陳 33儒林伝

司馬申 河内 五六二年 侯安都 征北諮議参軍 廷尉監 陳 29本伝

五六四年 始興王陳伯茂 鎮東諮議参軍 尚書起部郎

王元規 太原 始興王陳伯茂 功曹参軍 国子助教 陳 33儒林伝

五六七年 始興王陳伯茂 鎮東記室参軍 〃

徐 儉 東海 五六六年 鄱陽王陳伯山 鎭北諮議参軍 中書舎人 陳 26徐陵伝

五六七年 始興王陳伯茂 中衛諮議参軍 〃

蔡景歴 濟陽 五六七年 鄱陽王陳伯山 鎮東諮議参軍 太府卿 陳 16本伝

蕭 引 蘭陵 五六七年 始興王陳伯茂 中衛諮議参軍 尚書金部郎 陳 21蕭允伝

全 緩 呉郡 建安王陳叔卿 記室参軍 東宮学士 陳 33儒林伝

武陵王陳伯禮 記室参軍 〃

殷不佞 陳郡 始興王陳伯茂 諮議参軍 尚書右丞 陳 32孝行伝

謝 貞 陳郡 始興王陳叔陵 諮議参軍 丹陽丞 陳 32本伝

傅 縡 北地 五七四年 始興王陳叔陵 鎮南諮議参軍 東宮管記 陳 30本伝



表Ⅶ 南朝の方鎮挙兵時の府佐と将軍号

１）衛将軍・荊州刺史謝晦の府佐（『宋書』巻 44謝晦伝） 426年

将軍号 官品 司 馬 南蛮司馬 参 軍 南蛮参軍 行参軍 その他 不 明

冠軍将軍 三品 謝 遯
建威将軍 四品 １名 １名 謝世猷
振威将軍 四品 １名
建武将軍 四品 １名
振武将軍 四品 １名 １名
寧遠将軍 五品 庾登之 １名
宣威将軍 八品 ２名 １名
不 明 １名

２）鎮軍将軍・江州刺史劉子勛の府佐（『宋書』巻 84鄧琬伝） 466年

将軍号 官品 長 史 司 馬 諮議参軍 中直兵参軍 そ の 他

征虜将軍 三品 張 悦
冠軍将軍 三品 鄧 琬 １名
輔国将軍 三品 孫沖之
龍驤将軍 三品 １名 ５名
寧朔将軍 四品 １名 １名
建威将軍 四品 ２名 １名

３）車騎大将軍・荊州刺史沈攸之の府佐（『宋書』巻 74沈攸之伝） 477年

将軍号 官品 司 馬 録事参軍 中兵参軍 騎兵参軍 外兵参軍 不 明

冠軍将軍 三品 劉攘兵
輔国将軍 三品 １名 ４名
龍驤将軍 三品 ２名 ３名 １名
寧朔将軍 四品 ４名 ２名 １名

４）西中郎将・荊州刺史蕭寶融の府佐（『南斉書』巻 38蕭赤斧伝附蕭穎胄伝） 500年

将軍号 官品 司 馬 諮議参軍 中直兵参軍 その他

征虜将軍 三品 夏侯詳
冠軍将軍 三品 ３名
輔国将軍 三品 ２名 ２名 ２名
寧朔将軍 四品 １名 ５名
建威将軍 四品 １名 １名
寧遠将軍 五品 １名
不 明 １名



附録

（１）河内司馬氏（晋王室）略系図（半角数字は歴代皇帝、丸数字は「八王」）

司馬懿 師（景帝）208-255 2)衷（恵帝）259-306 在位 290-306
（宣帝） ＋

179-251 賈皇后?-300 ③趙王に討たれる

昭 1)炎（武帝） ②瑋〔楚王〕271-291賈皇后に討たれる

（文帝） 236-290 允〔淮南王〕272-300趙王を討ち敗死

211-265 在位 265-290 ⑤乂〔長沙王〕277-304 ⑥成都王･⑦河間王･⑧東海王に討たれ

＋ る 4)鄴（愍帝）300-317 在位 313-316劉聡に廃される

楊駿 楊皇后 □

?-291 ⑥穎〔成都王〕279-306*王浚･C新蔡王に敗れて失脚

A東安王ら 3)熾（懐帝）284-313 在位 306-313劉聡に殺される

に討たれる □ ④冏〔斉王〕 ?-302 ⑤長沙王に討たれる

①亮〔汝南王〕?-291 ②楚王に討たれる

□ □ 5)睿（琅邪王→晋王→元帝）276-322 在位 317-322
A繇〔東安王〕?-304 楊駿を討つ。①汝南王に廃される

□ B歆〔新野王〕?-303*張昌に殺される

③倫〔趙王→皇帝〕?-301 帝位を簒奪し、④斉王･⑥成都王･⑦河間王･B新野王に討たれる

□ □ ⑦顒〔河間王〕?-306東海王･D南陽王･E范陽王に討たれる

□ □ ⑧越〔東海王〕?-311*石勒と対陣中病死

C騰〔新蔡王〕?-307石勒に殺される

D模〔南陽王〕?-311劉聡に殺される 保〔晋王〕294-320部下に殺される

□ E虓〔范陽王〕270-306

＊王浚（252-314 太原の人）⇒西晋の功臣王沈の子。幽州都督（現在の北京地方の軍団長）となり、八王の乱に乗じて勢力
を拡大するが、石勒に敗れ滅亡。
＊張昌（?-304 義陽蛮）⇒西晋末の反乱指導者。江夏（現在の湖北省）に挙兵。新野王などの地方官を撃破し、一時は江南
の五州を制圧するが、討伐軍に敗れて滅亡。
＊石勒（274-333 羯族）⇒後趙の明帝（在位 319-333）。西晋末、奴隷から反乱軍に身を投じて頭角をあらわし、劉聡に仕え
る。 劉聡死後、独立し、黄河流域を統一

（２）彭城劉氏（宋王室）略系図

1)劉裕（武帝）3566-422 在位 420-422 2)義符（少帝）406-424 在位 422-424大臣に殺される

3)義隆（文帝）407-453 劭〔元凶皇太子〕424-453反乱･孝武帝に討たれる

在位 424-453劭に殺される 4)駿（孝武帝）430-464 5)子業（前廃帝）449-465 在位 464-465
在位 453-464 明帝に殺される

義康〔彭城王〕409-451 誕〔竟陵王〕430-459 子勛〔晋安王〕456-465反乱･明帝に討たれる

文帝に殺される 反乱･孝武帝に討たれる

義恭〔江夏王〕413-465 6)彧（明帝）439-472 7)昱（後廃帝）463-477 在位 472-477
前廃帝に殺される 在位 465-472 蕭道成に殺される

義宣〔南郡王〕415-454 休範〔桂陽王〕448-474 8)準（順帝）469-479 在位 477-479
反乱･孝武帝に討たれる 反乱･蕭道成に討たれる 蕭道成に譲位後、殺される
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